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会長挨拶
第７１回（租研７０周年）研究大会東京大
会開催にあたり

公益社団法人日本租税研究協会会長

佃 和夫
（三菱重工業株式会社特別顧問）

開催に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。
おかげさまで，当租研も記念すべき創立７０周

年を迎えることができ，本日は第７１回租税研究
大会開催の運びとなりました。これもひとえに
会員の皆さま並びに関係各位のご支援，ご協力
の賜物でございます。また，本日も多数の皆さ
まにご参加いただき，心から御礼申し上げます。

特に財務省矢野主税局長，総務省開出自治税
務局長には，公務ご多忙な中，パネリストとし
てご出席いただき，誠にありがとうございます。

また，ご出席の皆さま方には常日ごろ，租研
の事業活動にご支援・ご協力を賜っておりまし
て，この場をお借りいたしまして改めて厚く御
礼申し上げます。

さて，わが国の経済状況は，雇用，所得の面
で改善がみられるものの，一方で，世界経済は
不透明さが見受けられます。こうした中，今後
とも持続的な成長を実現するためには思い切っ
た成長戦略の実施とともに，財政健全化を進め，
社会保障制度等を持続可能なものにすることが
欠かせません。

わが国の長期債務残高は令和元年度末には
１，１００兆円を超えると見込まれ，GDP のほぼ２
倍という，歴史的，国際的に最悪の水準が続い
ております。

そのような中，本年６月に公表された「経済
財政運営と改革の基本方針２０１９」，いわゆる骨
太方針においては，２０２５年度の基礎的財政収支

の黒字化達成を目指す「骨太方針２０１８」を着実
に推進することとしておりますが，これは先送
りが許されない喫緊の重要課題であります。長
期債務残高の増加に歯止めがかからなければ，
国際的な信認を得られず，わが国財政は持続不
可能な不測の事態に陥る懸念がございます。

今後の人口減少社会では，高い経済成長を実
現させることは決して容易なことではございま
せん。経済成長だけに頼ることなく，社会保障
費等の歳出改革を含む，思い切った財政健全化
策を早急に展開しなければなりません。

次に税制についてですが，政府は経済社会の
構造が大きく変化する中，税体系全般にわたる
オーバーホールを進めております。

所得税制については，所得再配分はどうある
べきなのか。その中で税収の調達機能や所得再
配分機能を有する基幹税である所得税はどのよ
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うな役割を果たすべきかについて十分な検討を
積み重ねる必要があると考えております。

法人税改革は「日本企業の国際競争力を高め
ること」と「日本の立地競争力の強化」を目指
すものであり，そのためには少なくとも国際的に
調和のとれた税制とすることが重要であります。

国際課税の分野におきましては，BEPS 最終
報告書に沿って，国際的二重課税と課税逃れの
問題に対し国際的に協調した取り組みが進めら
れております。今後の税制改正においては，国
際的合意に基づき，企業の経済活動や競争力を
阻害することのないように，予測可能で，法的
に安定した制度とすることが重要でございます。

消費税につきましては，本年１０月の税率引き
上げにとどまらず，超高齢化社会の財政を支え
る基幹税として，今後さらに消費税率を引き上
げていく必要があると考えております。

私ども租研は民間研究団体として中立の立場
から，税・財政の問題を調査・研究し，毎年，
中長期的な課題を含め，あるべき税制改革につ
いて提言を行っております。

私どもはこれまでと同様に成長戦略と財政の
健全化，社会保障制度改革を一体的に推進する

ためには，「経済活力の強化」と「安定財源の
確保」を基本として，経済社会の実態の変化に
即した税制改革への取り組みが必要であると考
えております。

本日の東京大会におきましては，まず午前の
部において一橋大学の佐藤先生から「消費税増
税後の税制改革」と題してご報告をいただきま
した。この後，開催いたします「税制改革を巡
る現状と課題」や，明日の「財政のフューチ
ャー・デザイン 最後の機会」，「国際課税を巡
る現状と課題」と，今大会では３つの討論会を
予定しております。ご参加いただく皆さまは税
制・財政に精通された方々ばかりでございます。
大変有意義なお話を伺えるものと思います。皆
さまとともに大きな期待を込めて拝聴したいと
存じます。

最後になりましたが，ご出席の皆さま方の今
後のますますのご発展をお祈り申し上げますと
ともに，当協会の活動につきましても今後とも
ご支援，ご協力をいただきますよう切にお願い
申し上げまして，私の租税研究大会開催にあた
っての挨拶とさせていただきます。ありがとう
ございました。
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１．はじめに

よろしくお願いいたします。
本日の講演タイトルは，演題は，消費税増税

後の税制改革ということで，内容を見ていただ
ければおわかりのとおり，包括的に，所得税か
ら，法人税を含めて，税制改革の全体像につい
て，今後のあるべき姿についてお話しさせてい
ただきたいと思います。

よって，令和２年度の税制改正に向けてとか
という話ではなくて，もう少し中長期的な視点，
具体的には２０４０年に向けて日本の税制はどうあ
るべきなのかということを，私なりの考えとい
うことになってしまいますが，お話しさせてい
ただければと思うわけです。

２．消費税増税

２―１．消費税率引き上げ
この消費税増税を巡っては，やはり大きな誤

解があります。世の中は，よく原因と結果を混
乱させることがあるのです。多分，世間的には，
消費税増税が原因となって，デフレに逆戻りす
るのではないか，不景気になるのではないかと

いう，そういう結果をもたらす，そういう懸念
があるわけです。

そういう懸念を払拭するように，こちらもご
案内のとおり，今年の政府は予算で大盤振る舞
いをしているわけでありまして，よく国民の負
担は消費税増税で大体５兆円分増えるだろうと
いわれています。軽減税率を加味して，大体５
兆円増えるだろうということです。そのうち，
３兆円程度は，幼児教育の無償化といった，い
わゆる全世代型社会保障への転換によって緩和
されるだろう。

５兆から３兆を引くと２兆が残るわけであり
まして，この２兆円分の負担を軽減するように，
例えばポイント還元とか，プレミアム付き商品

報告 ９月１８日�・午前

消費税増税後の税制改革

一橋大学大学院経済学研究科教授

佐藤 主光
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券とか，それから税制の世界でいきますと，ご
案内のとおり，住宅ローン減税の拡充，それか
ら車体課税の見直しといったものが行われたと
いうことになるわけです。

ということで，理屈上，今年は国民全体で見
れば負担が発生しない。正確に言えば，増税期
間は半年でありますので，実は，今年度に関し
て言えば，国民的に見れば負担の軽減になると，
そういう計算になっているということになるわ
けです。

２―２．社会保障と消費税
ただ，消費税の増税は問題の結果であって，

実は原因ではないのです。では何が原因かとい
えば，これもご案内のとおり，日本の財政状況
が著しく悪化している。

なぜ悪化しているかといいますと，もちろん
政府が無駄遣いしているだろうという話もある
し，否定はしないのですが，主たる要因は，や
はり社会保障，高齢化に伴う社会保障の増加，
これをどう賄うのかというところで消費税増税
が結果として出てきたということになるわけで
す。

社会保障につきましては，お手元の資料６ぐ
らいを見ていただきますと，何となくイメージ
で結構だと思うのですが，高齢化に伴い，増加
の一途をたどっているわけでありまして，これ
は内閣府の試算によりますと，大体２０４０年には
医療，介護，年金を合わせた社会保障給付が
１９０兆円に達するだろうということになります。

それに見合う GDP の伸びがあればよいので
すが，そうでもないものですから，経済全体に
とってみて，この社会保障というのが大きな負
担になってきます。

さて，この社会保障費をどう賄うのかという
のが喫緊の課題ということになるわけです。当
面は赤字で賄うとしても，いずれ赤字は解消し
なければならないわけですので，そのときに，
どこかに，国民に対して負担増を求めなければ
ならない。だから，問われてくるのは，負担増

をするかしないか，増税するかしないかではな
くて，何を増税するか，どこに負担増を求める
かというところになるわけです。

社会保障費というのは，大きく２つから賄わ
れるわけでありまして，１つが保険料，そして
残りが公費。あと自己負担というのもあるので
すが，それは医療に関しては自己負担が１割程
度ありますが，全体で見ると，ざっくり言えば，
公費か保険料かということになるわけです。

基礎年金に関していえば，２分の１は公費が
充てられているわけです。公費という言葉を使
うと，少し曖昧になるのですが，要するにこれ
は税金ですので，要は税金で賄うか，保険料で
賄うかという話になってくるわけです。

では，保険料はどうなのか？社会保険料とい
いますけれども，これは事実上の税金です。何
が違うかというと，管轄が厚労省だというだけ
です。日本国においては，管轄が財務省だと税
金と呼び，管轄が厚労省だと保険料と呼んでい
る。ただそれだけです。

保険料というのは，昔は確かに受益と負担の
対応関係うんぬんといわれていたかもしれませ
んが，実態は，今の若い人が払う保険料の多く
は現在の高齢世代に回っているわけです。医療
などは，集めた保険料の４割が，実は高齢者の
医療費に充てられているという現実があります。
極めて再分配的です。

つまり，自分たちの老後のため，自分たちが
病気になったときのために保険料を払っている
というよりは，今のお年寄りを支えるため，今
の社会保障費を支えるために保険料を払ってい
るということになりますので，その点でいくと，
ほとんど税金と変わらないわけです。

この保険料はもちろん国民年金のように自営
業者の方が払う保険料と，会社に勤めている
方々が払う厚生年金のような保険料があります
が，ことこの雇用に係る保険料，つまり厚生年
金とか組合健保とか，こういう保険料というの
は，ご案内のとおり事業主負担があるものです
から，雇用する側から見れば，人件費増の要因
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になっているわけです。
昨今，最低賃金が東京でも１，０００円を超える

というので，中小企業の負担が大変ではないか
という懸念がありますが，元々，保険料という
人件費増があるのです。これは実は特に中小企
業にとってみると大きな負担増になっておりま
す。

企業にとって一番大きな負担は，法人税では
ありません。法人税はもうけたときに払えばい
い税金なのです。ところが，社会保険料は，人
を雇っている限り払わなければならない保険，
つまり，あなたがもうけているかどうかは関係
ないわけです。

ということになりますと，やはり雇う側から
見れば，保険料によって人件費が上がるわけで
す。となれば，ある意味，雇用を抑えようとい
う方向に働くわけです。或いは，事業主負担が
発生しない形で人を雇う。具体的には，それが
非正規雇用であったりするわけですし，短時間
労働者だったりするわけです。

つまり，この社会保険料という，もう１つの
社会保障の財源というのは，極めて雇用に対し
て悪影響ということになりますし，実は極めて
逆進的でもあるわけです。逆進的というのは，
つまり，所得があるかないかに関わらず，例え
ば国民年金の保険料を払わなければいけないし，
市町村国保の保険料を払わなければいけないの
で，所得の低い方にとって大きな負担になって
いるのは，所得税でも消費税でもなくて，保険
料なのです。

若い人に負担が多く，雇用に悪影響，かつ，
所得の低い方々にも大きなしわ寄せになる。こ
れが社会保険料です。

しかも，国際競争力上も望ましくない。人件
費が高くなれば，その分だけ売る製品価格も高
くなります。結果的に海外での競争力が阻害さ
れるということになるわけです。したがって，
国際競争力上もよくないということになります。

とすれば，今度は二者択一みたいになります
けれども，社会保険料で賄わないとしたら，で

はやはり税金のところが重要になってくるわけ
です。

では，その税金の中で何を使うか。もちろん
税金にもいろいろあるわけです。所得税もあれ
ば，消費税もあれば，法人税もあるわけですの
で，それは別に消費税でなくてもいいではない
かという議論はありますけれど，ただ，これか
らの高齢社会，それから低成長の時代において，
長い目で見て成長と親和性が高い税金はどれか。

税というのはどれでも，経済成長・経済活動
にはマイナスなのですが，そのマイナスがより
少ない税金は何かと考えてきたときに，やはり
出てくるのが消費税ということになるわけです。

これももう釈迦に説法ですが，消費税という
のは，多段階流通税です。いわゆる流通過程に
おいては，仕入れ税額控除がありますので，税
負担が累積しないようになっている。結果とし
て消費者が負担する。消費者が課税事業者では
ありませんので，課税事業者に関しては，仕入
れ税額控除があるので負担がたまらない。非課
税事業者，つまり消費者も含めた非課税事業者
のところに負担が行くような立て付けになって
いるわけです。

結果としてそれは，国際競争力上も悪くない。
例えば，仕入れ税額控除は輸出企業にも適用さ
れますから，当然，海外に輸出した分について
も仕入れ税額控除は適用される。もちろん，消
費税ですから，海外に売った分については税金
がかからない。これをわれわれは仕向け地主義
とか，最終消費地課税という言い方をするわけ
です。そこを考えると，国際競争力上も，実は
消費税というのはニュートラルということにな
るわけです。

実際，私たちは，例えば消費税を上げるとき
に，景気の腰折れをするのではないか，所得の
低い人たちに負担増ではないかということは言
いますが，日本の企業の国際競争力や日本の立
地競争力が阻害されるという議論はしないわけ
です。

つまり，国内での税負担の増加と，国際競争
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力というのが，ある程度遮断されるというのが
消費税のいいところなのです。つまり，消費税
というのは，名前のとおり，消費段階における
課税であるが故に，生産活動，それから国際競
争力に対して，少なくとも直接にはマイナス影
響を与えない。だからこそ長い目で見れば，成
長或いは経済の活性化と親和性が高いというふ
うにいわれるということになるわけです。

なぜ消費税かということをまとめますと，仕
入れ税額控除がありますので，経済活動を損な
わない。仕向け地主義なので，国際競争力とも
遮断できるということになるわけです。これが
まさに消費税が経済活動に与えるゆがみが小さ
いという理由になるわけです。

もちろん，公平という観点から見ても，よく
消費税のことを不公平だと言う方もいますけれ
ど，実は，消費税は案外公平かもしれないとい
うのは，世代間で公平。どういう意味かという
と，社会保険料は基本的には若い人，勤労世代
が払っている。高齢者の方も介護保険料を払っ
ていますとか，後期高齢者の医療保険を払って
いますとおっしゃるかもしれないが，基本的に
は勤労世帯が多く負担をするというのが社会保
険料ですが，消費税であれば，どなたでも消費
はするわけですので，全ての世代が負担を分か
ち合えるという点では，世代間で見れば公平と
いう部分もあるわけです。

それから，私たち経済学者は生涯所得という
考え方をするわけで，今日稼いだ所得の全てを，
別に今日消費に回さなくても，いずれ消費に充
てると考えると，消費税というのは，生涯所得
に応じた課税。なぜかというと，生涯稼いだ所
得が多い人は，生涯にたくさん消費をするから
です。

今日は消費しなくても，将来は消費するかも
しれないわけですから，生涯ベースで考えれば，
そこまで逆進的とか不公平とはいえないかもし
れない。つまり，所得の高い方々も，長い目で
見れば，いずれ消費税をたくさん納めることに
なるからなのです。

２―３．消費課税の国際的な流れ
これは，世界のトレンドでもあるわけであり

まして，これもご案内のとおり，日本は１０％な
ど，まだかわいい方でありまして，ヨーロッパ
に行けば，普通旅行をすればびっくりするぐら
いで，２０％とか，デンマークは２５％とか，そう
いった数字が出てくるわけです。

もちろん，軽減税率を入れているというご指
摘もあるかもしれませんが，ニュージーランド
などは１５％で一律です。

カナダが，よく５％で少ないと言うかもしれ
ませんが，この５％は連邦の消費税でありまし
て，各州で消費税をかけているので，州の消費
税を入れれば１２％とか１３％になるので，日本よ
り高いのです。というわけで，世界的に見ても，
実は消費税へのシフトが生じているということ
になります。これはこの後繰り返し強調します。

実は，消費課税というのが，これからの税体
系を考える上での軸になります。つまり，世界
的なトレンドは，所得課税から消費課税へとい
うことになります。これは，昨今話題の BEPS
でも同じことがいえます。

今，OECD では，彼らはノンルーティンプ
ロフィット（残余利益）と言いますけれど，要
するに，ある種利益ですね，GAFA とかデジ
タル企業が稼いでいる超過利益，それに対する
課税の在り方として，世界的にその利益を合算
して，いったんアメリカの利益とか日本の利益
とかヨーロッパの利益とか，会計基準が違うの
でどうするのかと思うのですけれども，プラク
ティカルな話は横に置いておいて，概念的には
それを全部合算して，それを，例えばユーザー
パーティシペーションとか，マーケットインタ
ンジブルとかという言い方をしますけれども，
基本的には消費の行われている地域に応じて按
分するということです。

だから，生産活動は，アメリカかもしれない
けれども，消費活動がヨーロッパであれば，
ヨーロッパがその利益の一部に対して課税がで
きるという，そういう立て付け，そういう改革
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を提言しているわけです。
ここでも出てくるのは，やはり消費なのです。

つまり，いわゆる GAFA とか，PE（恒久的施
設）がない場合，どうやって課税権を認めるか
というと，それは消費地，市場があって消費が
行われた場所に課税権を認めようということを
いっているわけですから，やはり消費地課税，
消費課税という言葉を使うよりは消費地課税へ
のシフトということになるわけです。

したがって，国際課税の文脈を考えて，この
後，今日紹介する仕向け地主義のキャッシュフ
ロー課税というのが，実は最近，経済学者の間
で流行しているのですが，これも含めて実は，
法人課税の枠の中でも，この消費課税の考え方，
アイデアというものを取り入れていこうという，
そういう動きがあるということになります。

恐らく今世紀，少なくとも今世紀前半の世界
の税体系は，いわゆる消費課税シフトになって
くるし，ヨーロッパはもう結構高いので，彼ら
はこれ以上上げようがないかもしれませんが，
日本の場合はまだまだ余地があるので，恐らく
そちらの方に動くでしょう。

特に，高齢化を抱えた，しかも成長の低いわ
が国において，やはり消費税を軸とした，正確
には消費課税を軸とした税体系の再構築という
のが恐らく不可避になってくるだろうというこ
とになるわけです。

とは言いながら，消費税というのは，どうも
嫌われっ子になってしまったのです。嫌われっ
子になっている理由は，１つは，もちろん世の
中的には景気に悪影響だとか，或いは不公平だ
という話もありますが，こういった批判に応え
る形で，例えば軽減税率を入れてみたり，プレ
ミアム商品券やポイント還元を含めたさまざま
な経済対策を講じてみたりすると，かえって制
度が複雑になる。或いは，ばらまきという批判
が生まれて，ますます消費税が嫌われっ子にな
っていくわけなのです。

これはある種の悪循環に，この国はちょっと
陥っているところがあって，批判に応えるべく，

いろいろな対策を打つと，ますますそれが批判
の対象になっていくという，そういう悪循環に
陥っているのが今の消費税の現状かなと思うわ
けです。

今回，私は，消費税については成長と親和性
があるうんぬんと言いましたけれど，もちろん
消費税を上げる段階においては，駆け込み需要
とか反動減という心配がある。だからこその２
兆円規模の景気対策だったわけです。

ただ，長い目で見れば，成長とは比較的親和
性があるのだと思います。ただ，今回の消費税
増税で，恐らく懸念するべきは，むしろ軽減税
率の方でありまして，やはり現場で混乱すると
思うのです。

テイクアウトとイートインの世界です。何を
もって持ち帰りと見なし，何をもってイートイ
ンと見なすかというのは，恐らく現場でも試行
錯誤になりますし，よく言いますけれど，子供
のおもちゃとお菓子の組み合わせはどうするの
かとか，いろいろ面白話はあるわけです。

もちろん，国税庁さんの方でいろいろなガイ
ドライン，マニュアルを作っていますけれど，
そうは言っても，やはり現場では，この場合は
どうなのか，あの場合はどうなのかというのは，
多分しばらくは出てくると思います。

したがって，負担軽減のために入れたといわ
れる軽減税率が，実は現場の負担増につながる
という，ちょっと皮肉があるのかなと思うわけ
です。

３．法人課税の見直し

３―１．アメリカ及びイギリスの場合
さて，税体系全体を見ると，消費課税がこれ

からの軸になるとして，では，法人税や所得税
はどうしたらいいのかということについて，１
個１個テーマとして取り上げたいと思います。
でも，今日私がお話しするのは，日本の法人税
の話ではありません。アメリカの法人税の話に
なります。
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ご案内のとおり，トランプ税制というべきか，
去年の米国の税制改革におきまして，大きな税
構造，法人税の転換がなされたわけです。日本
においては，税率が２１％に下がったという大規
模な減税が大きな話題になりますが，実はそれ
だけではないのです。

課税ベースの大きな転換があったわけであり
まして，その１つが，利払い費控除の制限です。
支払利子控除の制限が課せられた。それから，
投資に関していうと，これは２０２３年までの時限
立法ですけれども，即時償却が認められるよう
になった。繰越欠損も，無限で繰り越しを認め
るということになりましたので，課税ベースの
大きな見直しが図られている。それから，課税
地原則も，日本も転換してしまいましたので，
全世界所得課税をやっていたのはアメリカだけ
だったのです，

どちらかというと課税地原則も，全世界所得
課税から，いわゆる源泉地主義，或いは，正確
に言えば海外配当益金不算入制度になりますけ
れども，源泉地主義的な課税へと転換をすると
いうことになるわけです。したがって，アメリ
カの企業も，海外で稼いだ分については課税権
が及ばないということになります。

ただし，国内立地企業の優遇策として，いわ
ゆる GILTI という形で，海外の子会社の無形
資産に関しては，その超過利益に課税をすると
いうこと，それから，FDII ですけれども，逆
に，海外に輸出した企業，輸出に関しては減税
してあげるという，輸出に係る所得については
減税してあげるという，こういった措置が講じ
られているわけです。

これは，無形資産という言葉が付いているの
ですが，IMF の人に聞いたら，無形かどうか
はあまり関係ないらしくて，ポイントは海外子
会社に対する支払いというものに，これまでは
全部それは控除されていたことに制限を加える。
言い方を変えると，海外子会社への支払いに対
して課税を強化する。それから，輸出に対して
は減税を行うという，そういう仕組みになって

いるわけです。
これを全部つなげると，２つの姿が見えてく

るのです。
１つは，キャッシュフロー税化です。つまり，

課税ベースは何かといわれると，これは，売り
上げから，これまでは人件費を引いて，減価償
却費を引いて，利払い費を引いてあげる，これ
で所得を計算していたわけです。だけど，利払
い費は控除しません。それから減価償却は，即
時償却なので，買った段階で減税してあげます
というのは，これはキャッシュフロー税なので
す。最終的には。このキャッシュフローという
形になっているということです。このキャッシ
ュフロー税というのが，実は抜本的な税制改革
の１つの要です。

イギリスでは，１９７８年に「ミード報告」が出
たときに，初めてキャッシュフロー税というも
のが提唱されたわけです。名前のとおりキャッ
シュフローです。売り上げ－仕入れ－人件費で
す。したがって，本当にいわゆるキャッシュフ
ロー会計のキャッシュフローです。これを課税
ベースにしたらどうかという，そういう議論が
出てきました。

結論だけ申し上げると，このキャッシュフ
ロー税というのは，消費課税と同じなのです。
なぜかといわれたら，消費というのは，所得か
ら投資とかを引いたものですから。つまり，投
資は，皆さんは貯蓄という言葉を使いますが，
貯蓄は投資に回りますので，所得から投資を引
いたものが消費なので，まさに投資を即時償却
してあげるということは，消費税をかけている
のと基本的には変わらない構造になるわけです。

したがって，キャッシュフロー税というのは，
一言で言えば消費税化なのです。そちらへの転
換を目指そうというのが，イギリスで，今から
４０年ぐらい前にミードさんという方を中心に，
「ミード報告」として提言されたわけです。

それが最近，最近といっても３，４年前にな
ってしまいますけれど，「マーリーズレビ
ュー」という形で改めて提言されました。マー
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リーズさんというのは，ノーベル経済学賞を取
ったイギリスの経済学者なのですが，そのマー
リーズ卿を中心に，「マーリーズレビュー」と
いう，イギリスの抜本的な税制改正として提言
が出ていまして，その中でも，法人税のキャッ
シュフロー税化，正確には ACE という形を取
るのですが，実態はキャッシュフローと同じ考
え方なので，キャッシュフロー税化が提言され
ているということになります。

世界的に見ても，キャッシュフロー税という
のが１つの学者の間でのアイデアですし，後で
も紹介しますが，幾つかの国では，実際にそう
いう法人所得課税をキャッシュフロー税に転換
していくという流れがあるということです。

二つ目に国内立地企業の優遇策というのを見
ると，これは何をやっているかというと，海外
に対する支払いは控除しません。控除しないと
いう意味で課税しますと言っているわけです。
これというのは，要するに輸入課税で，FDII
は，輸出に対しては減税します。極端なことを
言うと，税金をかけませんということは，輸出
非課税です。

輸入課税，輸出非課税というのは何かという
と，実はこれは消費税なのです。つまり，仕向
け地主義の消費税。消費税というのは，輸入に
対しては課税をし，輸出に対してはゼロ税率を
適用します。税率はゼロではないのですが，ス
ピリッツとしては，実は，仕向け地主義に近い
構造に転換していっているということになるわ
けです。

つまり，トランプ税制は，一口でいえば，法
人税の仕向け地主義化，そしてキャッシュフ
ロー税化に向かっていっているという，そうい
う流れが何となく見て取れるということになる
わけです。

３―２．仕向け地主義型キャッシュフロー課税
実は，この仕向け地主義型キャッシュフロー

税というのは，トランプ政権ができたときに話
題になった税金なのです。皆さんはそれを国境

税として覚えているはずなのです。
あのとき，日本からの輸出に対して，日本か

らの輸入に対して課税をするというので，大騒
ぎしていましたけれど，でもあれは何を言って
いるかというと，基本的には，輸出に対して非
課税，輸入に対して課税，しかも課税ベースは
キャッシュフローに転換するので，消費税化な
のです。

これは後でもう１回申し上げますが，こうい
う議論がアメリカで出ていた。それをわれわれ
は，国境調整とか，国境税だという言い方をし
ていましたけれど，実はこれ自体は，仕向け地
主義型のキャッシュフロー税というアイデアな
のです。キャッシュフローに対して課税を行う。

課税地原則は，基本的には消費税と同じ仕向
け地主義にしましょう。仕向け地主義というと，
舌をかみそうですけれど，要するに，何のこと
はなく，輸出に対しては税金をかけません，輸
入したものについては税金をかけます。正確に
は，輸入したものについては損金算入しません
という言い方です。損金算入しないという意味
で課税と言っているだけです。

そういう方向に転換しませんかというのが，
この仕向け地主義キャッシュフロー課税という
ことで，トランプ政権ができたとき，下院共和
党がこのアイデアを打ち出してきたわけです。
結果的にそれは通りませんでしたけれど，ただ，
去年の米国税制改革を見ると，そのスピリッツ
は感じるわけです。

課税ベースをキャッシュフローに近づけ，課
税地原則を仕向け地主義のようにし，正確には
輸出は減税，輸入，つまり海外子会社に対する
支払いに対しては課税強化をするということに
なりますので，その点においては，仕向け地主
義のようになっているということになるのだと
思います。

日本では，こういう議論がなかなか出てこな
いのです。つまり，私も政府税制調査会で，例
えば法人税減税の議論に関わりましたけれど，
どちらかというと日本は，ずっとやってきたの
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は，課税ベースを広げて，例えば租税特別措置
を見直す，それから損金算入に制限を加える，
減価償却は定率から定額に転換する。そういっ
た形で，課税ベースを広げる，それと見合いで
法人税率を下げるという，そういう方向だった
わけです。

多分それは，ある意味，昔のアメリカ税制改
革，それからイギリス，ドイツの税制改革にお
いてもそうだったのです。例えば２００７年ドイツ
の税制改革においても，基本的には課税ベース
を広げて，税率を下げるという，そういう流れ
だったのですが，ただ，ここに来て，別の考え
方も出てきているわけです。

それは何かというと，課税ベースそのものを
見直す。所得課税ではなくて，キャッシュフ
ロー課税にしてしまったらどうかという，そう
いう考え方です。これはずっと，経済学者の間
での机上の空論のように思われていたのですが，
実は幾つかの国はやっているのです。例えば，
ここに書いていませんが，イタリア・ベルギー
は，ACE という形でキャッシュフロー税と税
等価な制度を入れていますし，実はエストニア
も，キャッシュフロー税的なものを入れていま
す。

議論としては，オーストラリアが，あそこは
天然鉱物がたくさん出るので天然資源産業に限
られますけれども，それに対するキャッシュフ
ロー課税というのを行っています。先ほどご紹
介した「マーリーズレビュー」の中でも，そう
いう法人課税のキャッシュフロー化というのが
提言されているということになります。

トランプ税制が，初めてこのキャッシュフ
ロー税化を言ったわけではなくて，米国税制諮
問会議というのがブッシュ政権のときにありま
して，その中でも，中小企業課税を対象に，キ
ャッシュフロー化というのが提言されているの
です。こういった流れが１つあるということで
す。実は IMF も日本に対して ACE というも
のを入れたらどうかということを提言している
ということもあります。細かいことは言いませ

んが，ACE もキャッシュフロー税の１つです。
まだ採用している国は少ないですけれども，

ただ流れとしては，これからは，利払い費は認
めない，利払い費の控除は認めない，その代わ
り，投資は即時償却を認めていくという形で，
キャッシュフロー化を進めていく流れというの
は出てくるだろう。さらにそれを一歩進めると，
仕向け地主義というものを採用する，課税地原
則として仕向け地主義を採用するという流れが
出てくるかもしれないということです。

仕向け地主義型，平たく言えば輸出に対して
非課税，輸入に対して課税，正確に言えば，輸
入に関しては損金不算入，つまり外国に対する
支払い，特に子会社に対する支払いとかは損金
不算入という，こういう仕組みというのは，実
は BEPS 対策にもなるのです。

細かいことは説明しませんが，アメリカは意
外と，OECD の BEPS 対策に対してこれまで
ちょっと冷淡だったわけで，冷淡だった１つの
理由は，彼らとしては BEPS の抜本的な改革
としては，この仕向け地主義課税があるだろう
と考えているからみたいなのです。

要するに，輸出に対しては非課税ですので，
例えば海外子会社に対して幾らで売っても，そ
れは課税対象には元々ならないし，より重要な
のは，移転価格税制などでよく問題になるとお
り，課税ベースを圧縮するように，あえて高い
対価を子会社に払うというのはよくやるわけで
す。ところが，仕向け地主義の場合は，海外に
対する支払いは損金不算入なので，いくら高い
値段で海外子会社に支払いをしても，それ自体，
減税にはならないわけです。くどいようですが，
海外に対する支払いは元々損金算入されません
から。

しかも，過少資本税制でもいわれるように，
利払いという形で海外に利益を移転させるとい
うこともありますが，キャッシュフローという
のは，利払い費は元々控除の対象にならないの
です。したがって，利払い費をいくら積んでも，
それ自体，課税ベースを変えないわけです。実
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はこれは，究極の BEPS 対策ではなかともい
われているわけです。

したがって，アメリカにおいて，そういう仕
向け地主義型のキャッシュフロー税というのが
出てきた背景というのは，こういう BEPS 問
題というのもひとつあったということになるわ
けです。

やはりアメリカは，もしかしたらこちらの方
向にそろりそろりと，実は，ご案内のとおり，
仕向け地主義型キャッシュフロー税というのは，
これは WTO 違反ではないかということで
散々いわれていたので，あまり露骨にはできな
いかもしれませんが，そろりそろりとその方向
に動いていっているのかなというのが，ちょっ
と見て取れるということです。

それは，アメリカの話でしょうと思われるか
もしれませんが，実は同じことを既にヨーロッ
パがやっているのです。どういうことかという
と，先ほどお話ししたとおり，ヨーロッパの税
制改革も，消費税を上げる，他方では，法人税
は下げる，それから，社会保険料も抑えるとい
う，この組み合わせです。消費税を上げて，法
人税を下げて，社会保険料を抑える。

さて，この組み合わせを全部合わせると仕向
け地主義のキャッシュフロー税になるのです。
なぜかといわれると，法人税は下げていますの
で，課税としては仕向け地主義型の方にシフト
しているわけです。それから，消費税というの
は，皆さんが賃金から所得を得た，そこから消
費しても消費税を払うし，皆さんが配当から所
得を得たとしても，そこからも消費税を払いま
すが，賃金の部分に関しては，社会保険料で減
税してあげるわけです。

すると，結果的に見ると，皆さんが企業から
受け取る利益，配当とかキャピタルゲインとか，
正確にはわれわれはレントという言葉を使いま
すが，そういったものに対して課税を行う消費
税，企業からの利益，そこを源泉に消費をした，
その部分に対して課税を行っているといってい
るのと変わらないのです。

全体として見ると，実は，消費税を上げて，
保険料を下げて，法人税を抑える，ここでは廃
止と書いていますが，減税をするという，この
組み合わせ自体が，仕向け地主義型のキャッシ
ュフロー課税というのを示唆するということに
なるわけです。

これは既にヨーロッパの中では，税制改革の
トレンドとして進められてきているわけです。
日本では，もちろん消費税を上げるということ
はしていますが，社会保険料も上がっています
し，法人税率も２９％で高止まりなのです。今，
OECD の平均は２５％ですから，実はまだちょ
っと高いのです。

したがって，日本はこういう改革からは少し
立ち遅れているところがあるのですが，アメリ
カでは，これを法人税改革として，課税ベース，
課税地原則の転換を行っているし，ヨーロッパ
においては，ちょっとトリッキーではあるので
すが，この税制改革の組み合わせ，いわゆるタ
ックスミックスの組み合わせによって，仕向け
地主義型課税，しかもキャッシュフロー課税へ
転換していっているということになるわけです。

こういった流れが世界のトレンドということ
になるのかなと思います。日本も，一応，法人
税率を下げたので，一段落というところはある
のですけれども，世界的にまだ，国際的租税競
争は続いていますし，BEPS 問題もありますの
で，法人税の今後の在り方というのは，こうい
う新しいアイデアを含めて考え直す，そういう
時期に来ているのではないかというふうに思う
わけです。

４．所得税と働き方改革

４―１．所得課税の現状
所得税ですが，政府税制調査会としましては，

所得税については，やはり再分配機能を強化す
るという方向に転換しようと思っているわけで
す。しようとしているわけです。これまでもそ
ういう提言を続けてきたわけです。
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再分配機能の強化というと，普通は最高税率
を上げるとかというイメージがあるかもしれま
せんが，違います。ここで言っている，日本の
最高税率は既に，地方税を合わせれば５５％なの
で，これ以上上げる余地は多分ないので，最高
税率を上げるということではなくて，やはり課
税ベースを見直すという方向での転換，具体的
には，給与所得控除を今回下げた，縮小して，
基礎控除に付け替えたりしているわけです。こ
ういう形での課税ベースの見直しをする。それ
から，税調の中では議論が割れるのですが，税
額控除化です。所得控除を税額控除に転換する
という，そういう議論も行われているわけです。

いずれにせよ，課税ベースを見直すという形
で，再分配機能を強化したいという，そういう
流れになっているということです。

われわれが留意しなければいけないのは，働
き方の多様性です。所得の低い方々に対して，
どう支援するかということもあるのですが，所
得の低い人，高い人を併せて，働き方に対して
中立的な税制をどう仕込んでいくかということ
が，今度は大きな課題になってくるわけです。

税制の基本原則は，公平であること，つまり
再分配が利くこと，中立であること，あとは簡
素ですね。中立性というところにクローズアッ
プさせると，働き方に中立的な税制をどう作っ
ていくかというのが，今議論になっているとい
うことです。

その一環として，例の配偶者控除の見直しが
行われたわけでありまして，あれでよかったの
かどうかわからないのですけれども，一応，
１０３万円を１５０万円まで引き上げるということに
はなっているわけです。

ただ，配偶者控除のような仕組みとか，あと，
今では１３０万円の壁，従業員が５００人以上の事業
所に関しては，今は１０６万円の壁ですよね。こ
れが，やはり働き方を，特に主婦層のパートの
働き方を，パート労働者の働き方を大きくゆが
めているという，そういう批判はありますので，
パート労働者も含めて，働き方に対して阻害し

ない，彼らの働く意欲，インセンティブを阻害
しないような税体系をどう作っていくかという
ことが問われてくるということになるわけです。

ここでもう１つの軸，今私はパートのお話を
しましたけれど，働き方に中立的なというとき
に，もう１つ考えるべき軸があるのです。それ
は何かというと，フリーランスの問題です。正
確にはフリーランスだけではなくて，正規が非
正規で分けてもいいのですが，キャッチーなの
で，最近話題は，雇用的自営（フリーランス）
の存在です。恐らくこれから，フリーランスと
いわれる人たちのシェアが増えていくだろうと
いうふうにいわれているわけです。

具体的には，フリーランスというのは，例え
ばシステムエンジニアとか，お医者さんでもフ
リーランスの方がいます。それから弁護士，会
計士，ある種，企業と契約を結んで，その契約
の枠の中で仕事をする人たちのことです。もち
ろん１回に複数の企業と契約を結ぶ方々もいる
わけです。

今，このフリーランスというのは，基本的に
は自営業者と同じ扱いになっているわけであり
まして，例えば経費については，普通のサラ
リーマンの方々は給与所得控除という形で概算
控除が利く一方で，雇用的自営（フリーラン
ス）の方々は，自営業者と同じで，実額控除に
なるわけです。

社会保険に関して，先ほど紹介させていただ
いた社会保険料の問題ですが，社会保険に関し
ていえば，正規雇用の方々は，厚生年金とか協
会・組合健保に入りますが，フリーランスの
方々は，国民年金や国民健康保険，いわゆる市
町村国保に入ることになります。

これらが彼らの税負担を大きく変えるわけで
す。つまり，同じ所得を稼いでいても，所得と
いう言い方は正しくないですね，同じ収入を稼
いでいたとしても，払う税金，或いは負担する
保険料が変わってくるという，そういう構造に
なるわけです。これが働き方に対して中立的で
はない。思わぬ，働くことに対する壁になりか
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ねないという問題があるわけです。
私は経済学者なので，こういう数字を使った

議論をしますので，ある試算をしてみたのです。
あなたがフリーランスか，あなたがサラリーマ
ンかによって，払う税金，それは社会保険料を
含めて，払う税金がどれくらい違うのかなとい
うことを比較してみました。実際の今の制度を
前提にしたときに，本当のところ幾ら払うか。

家族構成は，妻（配偶者）が１００万円未満な
ので税金を払わない人です。子供は一応４歳な
ので，児童手当の適用があり，扶養者控除がな
い世帯です。そういう子供が１人という，こう
いう家族形態を前提にして，あなたが雇用的自
営か，或いは，あなたがサラリーマンかによっ
て，何が変わるか，この税金がどう変わってく
るかということを見てみたわけです。

これを私たちは実効税率という言葉で説明し
ます。実効というのは，ここでいうのは，単に
名目上の税金，例えば所得税だけではなくて，
その中には住民税や社会保険料，それから，細
かいですけれど給付といったものも織り込むと
いうのが実効税率ということになります。

平均と限界，われわれ経済学者は限界という
言葉が好きですけれど，要するに限界というの
は，あともう１０万円稼いだときに，どれぐらい
税金が増えるかどうかというのを測っている。
平均というのは，あなたの収入に対して，どれ
ぐらい税金を払っているかというのが平均です。

こうした実効税率でみると税負担は全く変わ
ってくることになります。保険料の減免という
のもあるので，実は国民年金や国民健康保険に
は保険料の減免措置というのがあるので，一応，
減免措置もちゃんと考慮すれば，所得の本当に
低い方々は，実はサラリーマンより負担がちょ
っと低いのですが，途中から逆転するわけです。

１４０万円から２５０～２６０万円，３００万円弱にかけ
て正規雇用の人より非正規の人たちの負担が多
くなる。その後ずっと実は，正規よりフリーラ
ンスの人の方が，保険料や税金の負担が高くな
るという，そういう結果が出てくるわけです。

これは水平的に不公平です。同じ収入を得て
いる。雇用的自営といいますが，実態は，やっ
ていることはそんなにサラリーマンと変わらな
いのです。やっていることは変わらないという
言い方はあれですが，所定の何らかの契約関係
で仕事をさせられるので，仕事の中身は，実は
サラリーマンとそこまで大きく変わらない。本
来，同一労働，同一賃金の対象者なのです。

同一労働・同一賃金，同一賃金・同一税金で
なければいけないというのが水平的な公平とい
う考え方です。いわゆる「九六四」とかで不公
平というのは，同じ収入，同じ所得を稼いでい
るのに，払っている税金が違うから不公平だと
言っているわけですから，本来は，同じ税金を
払うべき２人が，実は全く違う税負担を負う，
社会保険料を含めて，全く違う税負担を負うと
いう構造になってくるわけです。

限界もあるのですけれど，あともう１０万円稼
いだとき，税金はどれくらい増えるかなのです
けれど，実はフリーランスの方々の場合激しく
振れるのです。１３０万円の壁に近い状況が生ま
れると思ってください。あともうちょっと働く
と，かえって税金が増えて，やっていられない
と，そのような感じですか。したがって，これ
は働く意欲を阻害しかねないという，こういう
問題も出てくるということです。

４―２．所得課税の見直し
今の所得区分の在り方が，本当は，今の働き

方の多様化に追い付いていないのではないか。
例えば，サラリーマンであれば，今の所得区分
は給与所得，フリーランス（雇用的自営）であ
れば，その人の所得区分は事業所得なのです。

でも，やっている仕事の中身はそんなに変わ
らない。そんなに変わらないのに，どうして税
制上このように違う扱いをしなければいけない
のかという議論はあってしかるべきでありまし
て，だとしたら，この所得区分，本当は，統一
しろというのは極端かもしれませんが，でも見
直すべき時期が来ているのかもしれないという

― 13 ―



ことです。
例えば，フリーランスの方にも，概算控除を

認めてあげてもいいのではないか。今の給与所
得控除は高過ぎるかもしれませんが，でも，給
与所得控除を適正化することを前提に，給与所
得控除をフリーランスの方にも認めてあげる。

逆に，サラリーマンでも，今は特定支出控除
というのがあるではないですか。同じように実
費というのがあるわけです。今なら，自分のた
めのスキルアップのために大学に行って授業料
を払いましたでもいいのですけれど，自分のス
キルアップのために何らかの支出をしている人
たちもいるわけですから，こういった実費を，
ちゃんと考慮するということはあっていいかも
しれない。

サラリーマンにも，実費控除を認めてあげて
もいい。具体的に言えば，特定支出控除を拡充
してあげてもいいだろうということです。つま
り，あなたがサラリーマンか，あなたがフリー
ランスかではなくて，選択制にして，つまり経
費として私は概算控除を希望します，もちろん，
明瞭会計を前提に実費控除がいいですという，
ある種の選択制にしてもいいのではないかとい
うことです。

いずれにせよ，働き方が多様になってくると，
所得区分が日本は１０種類ありますけれど，どの
所得を当てるのかというのがよくわからなくな
るわけです。今でも，例えばビットコインのや
つは雑所得だとか，民泊の収入はどちらか，雑
所得ですよね。この所得は何かというのがだん
だんわからなくなってきている現状なので，も
う少し所得区分の在り方というのは，ざっくり
していてもいいかもしれないし，もうちょっと
実態に即する形で見直してもいいのではないか
ということです。それが１つの問題提起になり
ます。

あと，日本には３つの所得があるのです。３
つの所得というのは，つまり所得税でいう所得，
それは何かというと，給与収入から，例えば所
得計算上の控除，具体的には，サラリーマンで

あれば給与所得控除，それから自営業者であれ
ば実費を引いたもの，さらにそこから人的控除，
基礎控除を含めた人的控除を引いた所得という
ものと，それから個人住民税の所得，考え方は
同じですけれど，適用される人的控除の金額が
違う。

それからさらに，社会保険料でいうところの
所得，これは全く違うのです。通勤費が入るか
入らないかとか，そもそも人的控除はないし，
したがって，社会保険料でいうところの所得と
いうのがあるわけです。

しかし，所得というのは，１種類で良いでは
ないでしょうか。いろいろな働き方をすれば，
いろいろな形で所得を得るわけでして，そのた
めに制度によって所得の定義が違うということ
は，逆に，税制上でいうところの簡素化，簡素
性に反するのではないかということです。

であれば，個人住民税も，所得税も，社会保
険料も，所得の定義を統一しませんかというこ
とです。その意味するところは人的控除の税額
控除化です。つまり，所得は所得として定義し
て，税金を適用して，あとは税額控除で引いて
あげて，支払うべき納税額を決めるという考え
方です。

国の所得税の場合は再分配がありますので，
人的控除，税額控除を手厚くすればいいし，個
人住民税の場合は地域社会への会費であります
ので，扱う地域社会への会費でありますので，
この税額控除は少なくてもいいかもしれない。
社会保険料は，元々根っこから取っているので，
そういう控除は要らないのかもしれないし，基
礎控除分だけ認めてあげていいのかもしれない。

そういう形になって，所得というものは統一
しておいて，それに対して違う税額控除を適用
することによって再分配の程度をコントロール
するという，そういう考え方があってもいいの
かもしれないということです。

実に税制というのは不思議なもので，今言っ
た通勤手当から，人的控除の扱いから，住民税
と社会保険料で違うというのは，ちょっと制度
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を複雑にしている面が否めないということです。
そうやれば，概念図になりますけれども，同

じ課税ベースに対して社会保険料を適用し，同
じ課税ベースに対して地方税を適用し，同じ課
税ベースに対して国税，累進課税を適用すると
いう，こういう，もうちょっときれいなスキー
ムが作れるのではないかということです。

基本的に，ここで所得というのは何かと言わ
れたら，所得は，収入－必要経費，フリーラン
スの方々は，概算控除を選択してもいいという，
そのような仕組みも考えられるのではないです
かということです。

いずれにせよ，今，税調の中でも侃々諤々の
議論があるのですが，所得控除をこれからこの
ままにしておくかどうかです。税額控除の方に
シフトさせるかどうかというのは，実は，他の
制度との整合性，例えば所得税と個人住民税，
或いは社会保険料との関係を考える上でも重要
ということになるわけです。

あと，再分配機能を強化するという観点から，
もう１つ言わなければいけないことは，所得情
報の活用です。どうしても，所得情報というの
は何のために取るかというと，税金を取るため
と思われがちですけれども，実はこれからは適
正な給付をするために所得情報というのは必要
なのです。

例えば，所得の低い人たちに対する保険料の
減免，先ほど申し上げたとおり，保険料の減免
措置というのがあるのですが，今はやり方がち
ょっと粗いのです。保険料の減免とか，或いは，
逆に所得に応じた介護や医療の自己負担の変化，
現役所得並みであれば，高齢者であっても１割
ではなくて３割負担してくださいとか，そうい
う仕組みも考えられるわけですから，給付に所
得情報を連結させるということがすごく大事に
なってきます。

何が言いたいかというと，これからは税金を
取るためだけではなくて，再分配機能を強化す
るためには，所得の低い人たちに対して適正な
給付を行わなければならない。それは，保険料

の減免であれ，自己負担の減免であれ，そうい
う適正な給付を行わなければならない，或いは，
負担軽減措置を講じなければならないというこ
とを考えると，そういう所得の低い方々の適正
な所得情報が必要になってくるということにな
るわけです。

これは，イギリスにおいてユニバーサルクレ
ジットというのがあるのですが，このユニバー
サルクレジットは，前の月の所得情報を使って
今月の給付を決めるのです。日本の場合は，本
当は去年の所得情報を使っているのです。リア
ルタイムに所得情報を，課税当局とユニバーサ
ルクレジットとを管轄している省庁が，福祉を
やっている省庁が，共有して，そして所得の低
い人たちに対して給付を行うわけです。

ユニバーサルクレジットは，平たく言うと，
勤労税額控除，いわゆる給付付き税額控除に近
い仕組みなのですけれども，そういう適正な給
付を行うために，所得情報をリアルタイムに把
握していくということが重要になってくる。

リアルタイムというのは，これからのキー
ワードになるかもしれないです。なぜかという
と，所得というのは大きく変わる。特にフリー
ランスの方の所得というのは，すごく変わるの
です。したがって，去年の所得をベースに給付
を決めていても，今年，所得が低いかもしれな
いし，逆に今年は去年より多いかもしれないわ
けですから，給付の適正化にならないのです。

したがって，リアルタイムに正しい所得情報
を把握して，それを適正な給付につなげていく
ということが，やはり求められているというこ
とになるわけです。これは，私は一言で，所得
情報は公共財だと言っているのですけれども，
単に税金を取るためではなくて，いろいろな目
的があるということです。
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５．金融課税

５―１．金融所得課税の問題点
今日最後の話題になりますが，金融課税につ

いてです。ここに来て，もう１つ，所得再分配
機能の強化という観点から，もう１つ議論され
ているのが，金融所得に対する課税強化の是非
ということになります。

ご案内のとおり，よく出てくる図なのですけ
れども，所得の高い人が，意外と税金を払って
いないではないかという議論があって，なぜか
と言われたら，所得の高い人というのは意外と
キャピタルゲインとか配当とか，そういう金融
所得の比重が高くて，それらは累進税率ではな
くて，２０％の一律比例税なので，結果的に見る
と，所得の高い人たちの負担が下がっているの
ではないかという，そういう批判があるわけで
す。

したがって，税調などでも，一部の委員の
方々は，むしろ金融所得も累進課税を適用する
べきだ，総合課税的に考えると，累進課税を適
用するべきだという議論もあります。

私はどちらかというと二元所得税派ですけれ
ど，二元所得税を主張する側にしても，今の
２０％の税率でいいのかということは，やはり問
われてくるのではないかという，そういう話が
あるわけです。

ただ，もう１つ矛盾した要請があって，それ
は何かというと，金融所得課税をむしろ減税し
なければいけないのではないかという話です。
これは何の話かというと，資産形成に対する支
援です。

金融庁の報告書で有名になりました。何か誤
解されていますけれども，今のお年寄りが
２，０００万円必要だというのではなくて，今の若
い人たちが老後に備えて幾ら貯金をしなければ
いけないかというと，金融庁の報告だと２，０００
万円ということになります。その金額の是非は
横に置いておいて，やはり今，若い人たちの老

後の備えとして，資産形成というのを支援して
いかなければいけないという，そういう議論が
一方ではあるわけです。

つまり，一方では，金融所得課税を強化しろ，
今の２０％では低いのではないかという議論があ
り，他方では，若い人の資産形成を支援しろと
いう議論があるわけです。これら２つをどうや
ってうまく取り込んでいくかということです。
これが今，新しい税制改革の中で，この２つの
要請にどう応えていくかです。くどいようです
が，金融課税を強化しながら，他方では資産形
成を支援するという，この要請にどう応えてい
くかということが，問われているということで
す。

われわれの長年の課題としてもう１つあるの
は，貯蓄から投資という，リスク投資を喚起し
ようという，そういう話もあるので，そちらの
目的ともちゃんと整合性を保たなければならな
いという話があるわけです。

ここで軸になるのは，若い人とお年寄りに分
けるという言い方は露骨ですけれど，若い人た
ちの話と，恐らくお年寄り，高齢者の話をちょ
っと切り分けて考えましょうということで，資
産形成に関していうと，当たり前といえば当た
り前なのですけれど，お年寄りの方が貯金をた
くさん持っているわけです。６０歳から６９歳，平
均すると２，０００万円弱の貯金がある。

若い人たちは，もちろんこれから稼ぐ，これ
からなので，貯金がないわけです。ただ，今の
賃金プロファイルとか，賃金の伸び率を見ると，
今の若い人たちが，彼らが６０歳になったときに，
今のまま放っておいて，今のお年寄りと同じだ
けの資産が形成できるかといわれると難しいよ
うにも思います。

つまり，昔に比べれば賃金の伸びがかなり穏
やかになっているということ，それから，雇用
が多様化，流動化しています。先ほど申し上げ
たフリーランスを含めて，非正規雇用が増えて
いるということを考えると，彼らは年功序列の
恩恵にあずかれませんので，必ずしも年を取れ
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ば所得が増えるという構造にもなっていないと
いうことになるわけです。ですので，この若い
人たちの資産形成をちゃんと支援していかなけ
ればいけないという話が出てくるわけです。

今の若い人も，相続という形で資産形成でき
るのではないかと議論もあるのですが，今の相
続は，どちらかというと老老移転に近くて，若
い人に資産が移転するというよりは，９０歳のお
じいさん・おばあさんから６０歳のおじいさん・
おばあさんへの移転というのが，多分これから
増えてくるだろう。実際に多いのです。

したがって世代間の移転というのを期待して
いても，若い人の資産形成にはつながらないと
いうのがポイントです。したがって，彼らの資
産形成，自助努力を側面支援するような税制の
構築というのが，やはり必要になっているとい
うことになるわけです。

５―２．金融所得課税の見直し
ではどうするかという話になりますけれど

も，２つの問題を分けて考えるということで，
これからの資産形成，つまり若い人たちのこれ
からの資産形成については，やはり税制上の優
遇措置を取りましょう。具体的には，これは
EET とか，TEE といいますけれども，ここで
大事なのは真ん中の E です。

つまり，資産を形成するに当たって生まれて
きた運用益，利子であれ，配当であれ，キャピ
タルゲインであれ，これらについては課税対象
にするのはやめましょう。４３ページです。あと，
拠出する段階で E，つまり所得からの控除を認
めてあげる。或いは，拠出する段階，貯金する
段階は，税金をかけているけれど，或いは税引
き後の所得からの貯金になるけれど，貯金を引
き出したときには課税しない，TEE です。

EET か，TEE か，どちらかのスキームにな
るのですけれど，そこは納税者が選択してもら
ってもいいので，基本的には，真ん中の E を
含めて，資産形成を支援する仕組みを作ってい
けないかということです。

実際，これは，政府税制調査会の中でも，今
言ったとおり，老後の生活に備える個人の自助
努力を支援するという観点から，働き方にも左
右されない，働き方やライフコースに影響され
ない公平な制度を作っていくということで，側
面支援をしましょうということです。若い人た
ちの資産形成の側面支援をしましょうというこ
とと，それから，あなたがサラリーマンか，あ
なたが自営業者かとか，そういったこと，或い
は，どういう形で労働しているかという，そう
いう働き方に依存しない形での，あまり影響さ
れない形での支援，税制上の支援というのが考
えられないかということは議論されているわけ
です。

これは何の話かというと，実は，これは，参
考になるのはカナダとかのケースでありまして，
カナダと，アメリカもそうですけれど，カナダ
やアメリカなどでは，老後の資産形成というこ
とで，ただカナダの場合ですと，RRSP とかと
いうのがあるのですが，これは EET 型です。
そういう資産形成を支援する税制上の優遇措置
というのがあるということです。

それから，もちろん日本でも iDeCo があり，
NISA がありとか，財形がありとか，いろいろ
な貯蓄，老後に備えた貯蓄形成，資産形成とい
うのがあるわけです。

基本的には，もちろん無制限に拠出を認める
わけではなく，例えば，この RRSP に対して，
今年１，０００万円の貯金をしますといって，それ
を全部所得から控除してあげるというのは，い
くら何でもむちゃなので，一定の枠があるわけ
です。今年は，例えば５０万円までとか，１００万
円までといった，拠出に対して枠がはめられて
いる。枠の中で拠出する分においては，課税対
象にしませんというのが，こういう基本的な資
産形成の支援の立て付けになるわけです。

拠出に対する支援の枠，上限については，カ
ナダなどだと，あらゆる資産形成，例えば
RRSP でもいいし，TFSA でもいいのですけれ
ども，いろいろな資産形成のやり方があるので，
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確定拠出から確定給付とか，いろいろなものが
あるのです。

それの中で統一した枠を作っておきまして，
これら全部の個々の資産形成の合算した金額が
上限以下であれば非課税にして，超えたら課税
というやり方にしているわけで，だから，私が
自営業で iDeCo に入っていても，或いは，私
がサラリーマンで４０１k に入っていても，同じ
上限が適用されるということです。

どういう形で資産形成するかによって，税制
上の扱いが変わるとかということのないように
しましょうというのがカナダの仕組みというこ
とになります。

いずれにせよ，若い人たちが資産形成する分
においては，拠出に対しては一定の枠をはめる
ことは大事なのですけれど，１億円拠出されて
も仕方ないので，年間の一定額までを非課税に

するという，そういう拠出枠というのを設定す
ることはあってしかるべきですが，その枠の中
で資産形成を支援していくということになるわ
けです。そういったことが一方では，カナダや
アメリカなどの事例が参考になるかなと思うわ
けです。

他方，今ある金融資産に関しては，例えば税
率を引き上げていくということはあってしかる
べきです。つまり，資産形成の枠をはみ出した
部分です。非課税枠をはみ出した部分，或いは，
今の金融資産，つまり，もう既にたまっている
金融資産に対しては，課税強化というのはあっ
てしかるべきで，それが，例えば１つのやり方
は，税率を今の２０％から２５％に上げるといった
選択肢もありますし，ちょっと乱暴かもしれま
せんが，オランダのボックスタックスみたいな，
みなし収益率に対する課税というのも１つの選
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択肢になるかもしれない。
ただし，その場合においても重要なのは，損

益通算でありまして，これも意外と忘れられた
改革だと思うのですけれども，今，金融所得課
税の一体化という議論がずっと進められてきて
いて，その中で段々，配当とキャピタルゲイン，
或いは公社債の間での損益通算というのは認め
られていますが，今はまだ利子所得については
対象になっていないわけです。今，利子などは
ゼロではないかと言われるかもしれませんけれ
ども，いずれ金融緩和が終われば，利子も上が
ってくるわけですから，それなりの利子所得が
見込めるはずなのです。

こういう利子所得も対象にして損益通算を認
めるというのが，本来の金融課税の一体化だっ
たわけです。この一体化は随分前，金融課税小
委員会というのが税調の中であって，私も当時，
専門委員だったのですが，本当は，利子所得も
含めた一体化を目指しましょう，それによって
貯蓄から投資への転換を図りましょうという議
論がありました。これをやれば，もうけたとき
には確かに２５％の税金かもしれませんが，損を
したときには，利子所得の方から２５％の減税が
受けられるわけです。

金融所得を課税強化するというときには，金
融所得というのはやはりアップダウンがあるの
で，リスクのある所得ですから，変動の大きい
所得でもあるので，得をしたときには適正に課
税するけど，損をしたきには，ちゃんと減税を
してあげるという仕組みがないといけないわけ
です。得をしたときだけ税金をかけて，損をし
たときは知らないだと，むしろ投資を阻害する
ことになります。

損益通算というのを拡充していくということ
も，併せてやらなければならないということな
のだと思います。よって，基本的には，損益通
算を拡大していくということ，それから，もう
１つは，非課税貯蓄枠を拡大していくというこ
とです。勤労世帯を対象にした非課税貯蓄枠を
拡大するという，これによって，金融所得課税

を強化すると，さもなければ起きるようなリス
ク投資への阻害とか，若い人の資産形成への阻
害とか，こういったものを回避するということ
になるわけです。

先ほど申し上げたように，カナダのように非
課税貯蓄枠を全ての資産形成，つまり iDeCo
や NISA とかに対して共通枠としてかぶせ
る，２つ，iDeCo，NISA 合わせて，ここまで
は非課税という，そういう共通枠を作っていく
というのも，働き方，資産形成の仕方に対して
中立的な仕組みになるだろうということになる
わけです。

６．２０４０年の税制

２０４０年の税制がどうなるでしょう？これから
多分大きく変わってくるのは，デジタル化と雇
用の流動化です。いろいろ書いていますけれど
も，申し上げたいのは何かというと，働き方が
多様になってくると，例えばサラリーマンは副
業が認められるようになる。或いは，先ほどか
ら申し上げているように，フリーランスと呼ば
れる人たちが増えてくるとなると，実はこれま
での日本が世界に冠たる源泉徴収の仕組みが，
どこまで維持できるかというのは当然視できな
くなってくるはずなのです。

会社は，年末調整するときに，では副業の収
入をどうするのかということになりますし，フ
リーランスの場合は，基本的にはどこかの企業
で年末調整してもらうというわけにもいきませ
ん。となってくると，基本的には個人が確定申
告していく時代になるかもしれないわけです。

これまでと違って，個人が税金を最終的に納
めるということになる。とすれば，いわゆるマ
イナンバーとマイナポータルを使った納税の仕
組みというのを，ちゃんと構築していく必要が
あるだろうということにもなります。

従来，消費税であれ，法人税であれ，源泉徴
収があるので所得税であれ，基本的には課税の
ポイント，徴税のポイントは企業，事業者だっ
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たわけですが，これからは，もしかしたら徴税
のポイントが，確定申告を含めて個人になって
くるかもしれないということです。これは，雇
用の流動化，多様化というものに相まっていく
と，そういった流れが生まれてくる。

われわれはそれに備えないといけないという
ことです。だからこそ，どちらかというと，で
きるだけ電子納税を普及させて，簡易・簡素な
仕組み，誰でも納税しやすい，納税環境の整備
というのが求められているということになりま
す。実際，今回の政府税制調査会の中での大き
なテーマの一つは，納税環境の整備でした。

例えば，２０４０年を待つまでもなく，納税環境
のデジタル化，集める側も，納める側も，紙
ベースでやりとりしないで済む，そういう仕組
みを作っていくということがやはり必要になっ
てくるだろうということでしょうか。

フリーランスは，今１５０万人ぐらいいるみた
いなので，雇用的自営というのが，これは２０１０
年なのでデータがちょっと古いのですけれど，
もっと今は増えているみたいです。したがって，
これから確実に増えていく業種ですということ
を申し上げたかっただけです。

政府税制調査会の中でも，経済社会の ICT
化に備えて，経済のデジタル化というと，
GAFA の話もあるので，何か脱税行為とか節
税行為が横行するのではないかという議論もあ
りますが，そうではなくて，デジタルというこ
の技術を，もっと積極的に取り入れて，誰でも
納税しやすい環境を作っていくという，ネット
で完結するような納税環境を作るという，こう
いった話が今出ているということになるわけで
す。マイナンバーの話はここにあります。

また，今後大きなテーマになるのがシェアリ
ングエコノミーでありまして，これは，所得税
にとってみても，法人税にとってみても，それ
から消費税にとってみても，大きなチャレンジ
になるのです。

つまり，シェアリングエコノミーというのは，
これまでと全く違うビジネスモデルになる。プ

ラットフォーマーを介して，個人と個人がビジ
ネスをする，取引をする関係，いわゆる C to
C ビジネスなのです。

これまでの私たちが慣れている経済活動とい
うのは，基本的には B to C なのです。だから，
B から税金を取ればよかった。源泉徴収も含め
て，B から税金を取ればよかったのですが，C
to C ということになると，誰から税金を取れば
いいのかという話になってくるわけです。

今，フランスなどでも実施されていますし，
日本でも議論になっているのは，プラットフ
ォーマーから源泉徴収とか，消費税の徴収とか，
こういったものを求めていくというのがいいの
ではないかという議論もあります。ただ，プラ
ットフォーマーが日本にいるとは限らないわけ
です。これは電子的にできますから，デジタル
の世界なので，別にアメリカに拠点を置いてい
るプラットフォーマーが日本で民泊をやっても
いいわけです。

したがって，シェアリングエコノミーを考え
てくるときに課題になるのは，これまでのよう
に B to C とは違って，税金をどこから適正に取
るかどうかということが大きな課題になる。た
だ，もちろんシェアリングエコノミーを普及さ
せるのが前提ですから，あまり変なことをする
と，せっかくの新しいビジネスの機会を奪うこ
とにもなりかねないので，ここは慎重に慎重を
期するべきだとは思うのですが，ただ，やはり
既存のビジネスとのイコールフッティングを確
保するためにも，シェアリングエコノミーに対
する課税の在り方というのは，今後検討課題に
なるだろうと思います。

プラットフォーマーに，所得税であれば源泉
徴収，それから消費税の徴収義務というのを課
す，求める。或いは，そこまで言わなくても，
シェアリングエコノミーの利用者，例えば
Uber の運転手とか，Airbnb の民泊の持ち主で
もいいのですけれども，こういった人たちの所
得情報を課税当局にちゃんと伝えてもらう，そ
ういう形で納税協力してもらうという，そうい
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う仕組みを作っていかなければいけないという
話は出ているわけです。

ただ，この部分は，これから真剣に考えない
といけない，１つの２０４０年に向けた税制改革の
チャレンジになるのかなというふうには思うと
ころです。

大体，私の話は以上ということになりますけ
れども，何を申し上げたかったかというと，今，
われわれは，税制上大きな転換点に来ていると
いうことで，世界はその転換に向かっているわ
けです。消費課税を軸とした，それから，仕向
け地主義的な課税という方向に転換している。

われわれ日本は，もしかしたら，そこの潮流
から少し乗り遅れている面があるかもしれない。
これまでわれわれが前提としていたモデル，例

えば源泉徴収とか，こういった仕組み自体が見
直されるべき時期にも来ている。これは雇用が
多様化しているからということになるわけです。

それから，もっと若い人たちに光を当てた税
制，それからもちろん社会保障の構築というの
が必要でありまして，これまではずっと若い人
たちに，社会保険料の負担も含めて，しわ寄せ
が行っていたわけですので，そうではなくて，
負担は全世代的に分かち合う，そして，むしろ
彼らの資産形成を支援する，そういう形での税
制の再構築というのが必要になってくるだろう
というのが，今回の私の講演の大きなメッセー
ジということになったわけです。

私の話は以上とさせていただきます。ご清聴
ありがとうございました。
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はじめに

（岩﨑） ご紹介いただきました，岩﨑政明で
ございます。明治大学の法科大学院で租税法を
担当しております。本年度の討論会におきまし
ても司会進行を務めさせていただきます。どう
ぞよろしくお願いいたします。

先ほど佃会長からのお話もありましたが，世
界の経済環境については米中の貿易摩擦に起因
した制裁関税が続いておりますし，また，米国
とイランとの対立も激化し始めまして，原油価
格等に大きな影響が出てきております。さらに
EU におきましてもイギリスの離脱がなかなか
決定されず，不透明な状況が続いておりまして，
世界の経済状況はなかなか安定が見込めない状
態になっております。これに対して国内経済の
方は，安倍長期政権の下でさまざまな施策がな
されてきたため，比較的安定した状況が続いて
おります。このように経済が安定している間に
財政を健全化するための基礎固めがなされてい
く必要があろうと考えております。

日本の税制を支える国及び地方の税制につき
ましては，この後，詳しいご説明があると思い
ますが，過去数年間の改革を受けて，かなり改
善されてきているところと依然として課題が残
されているところが混在している状況にありま
す。国税については数年来の税収増がありまし
たおかげで，歳出との差額がかなり改善されて
きているところではありますが，とはいえ，累
積している債務残高はギリシャをはるかに超え
て世界最悪の状況が続いております。歳出につ
きましても社会保障費と国債償還費が国の歳出
に占める大きな割合をずっと占めておりまして，
これを抑える必要が増してきております。歳入
増については消費税率の引き上げだけが取り上
げられておりますけれども，所得税制や法人税
制の改革についてもこれからさらに検討すべき
課題が残されていると思われます。

他方，地方税制につきましても昨年の平成３０

年度税制改正，そして，今年の令和元年度税制
改正によりまして国から地方への税収配分の方
策がかなり固まってきております。そのことか
ら地方施策を充実させていくための道筋は付い
てきたように見受けられます。地方税務行政の
効率化をより図るために電子化がこれから進め
られようとしておりますが，これも地方の行財
政改革の良い影響を期待されているところであ
ります。今後とも地方創生を促進するために，
地方に税収を増やすための新しい制度が国税，
地方税を通じて工夫されるべきであろうと思っ
ております。

本日はこのような税・財政の構造変革期にお
ける国，地方の取り組み状況につきまして矢野
財務省主税局長及び開出総務省自治税務局長を
お迎えしてご説明を頂き，これに対して税・財
政の専門的立場からは國枝教授に，また，企業
活動の現実的観点からは畔柳租研副会長にそれ
ぞれご意見を開陳していただきながら討論を進
めていきたいと思います。進行に当たりまして
は前半と後半２つに分けまして，前半におきま
しては国の税・財政につきまして矢野主税局長
からご説明を頂いた上で，これに基づいて討論
をし，その後，後半において開出自治税務局長
に地方税・財政についてご説明を頂いて，その
後，討論を進めるという要領で執り行わせてい
ただこうと思っております。

それでは，早速，国の税・財政に関する中長
期的な課題と現下の問題解決の方策につきまし
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て矢野主税局長からご説明をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．今後の税制について

（矢野） ただ今ご紹介いただきました主税局
長の矢野と申します。今日は４０分ばかりお時間
を頂いておりますので，日本の税・財政につい
てお話をさせていただきたいと思います。４０
ページばかりの資料を１ページ１分で飛ばし飛
ばし説明をさせていただきます。よろしくお願
いします。

〔一般会計における歳出・歳入の状況〕
資料①はご案内のいわゆるワニの口でありま

す。これは国の一般会計を取り上げたものです
が，上のラインの歳出の推移と下のラインの税
収の推移があります。この絵だけを大ざっぱに
ご覧いただきますと，ご賢察のとおりでありま
すが，上と下の縦の乖離度合いが少しずつ縮ま
っているということで，安倍政権になってから
７年連続国債発行額が対前年減額した，収支は
少しずつ改善しているという楽観的な見方と，
一方で，司会の先生からもありましたが，完全
雇用と呼ばれる中，いまだに大きな赤字がある
ということでいいのかという慎重論と両方見立
てがあると思います。半分入ったコップの水を
多いと見るか，少ないと見るかみたいな話です
が，この絵を見ただけでも慎重論と楽観論は議
論が錯綜いたします。

〔債務残高の国際比較（対GDP比）〕
資料②は地方も含めた公的債務残高対 GDP

比の推移の各国比較ですが，この絵もまた楽観
論と慎重論のある意味錯綜があります。慎重論
からすれば，これも岩﨑先生から先ほどござい
ましたけれども，ギリシャを抜く世界最悪の債
務残高であることは事実です。一方，楽観論的
な見方をいたしますと，「日本はずっと右肩上
がりだったものの，横ばいになってきている。

よいのではないか。」という見方もあります。
この資料①，②のフロー，ストックの絵だけを
見ていると雌雄を決しないわけですが，資料③，
④で少し深掘りをしてご覧いただきたいと思い
ます。

〔国・地方の税収の推移〕
資料③は棒グラフが税収の推移ですけれども，

上が地方税，下が国税，合計で税金，その推移
を１０数年追っています。黒い右肩上がりの矢印
が引いてありますが，上の方の矢印をご覧いた
だきますと，国税・地方税合計で，安倍政権に
なってから２８兆円の税収増です。時々答弁とか
で聞いたことがおありかと思いますけれども，
予算ベースを含めて２８兆円の税収増というのが
見込まれているということです。凄まじい数字
ですけれども，これを少し左側にさかのぼって
ご覧いただきますと，リーマンショック前は９２
兆円であったところから経済とともに落ち込ん
だ税収がリバウンドした分がこの２８兆円のうち
のざっと半分，ほぼちょうど半分あります。民
の力でリバウンドしていただいた分が２８兆円の
うちの半分です。

それから，ちょっとわかりにくいですけれど
も，棒グラフの上に消費税率引上げ分がありま
す。これは国税・地方税を合わせて消費税率を
５％から１０％へ引き上げることによって増収さ
せていただく分が９７兆円と１０７兆円，一番右の
棒グラフですが，差がちょうど１０兆円ほどあり
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ます。１０％にした分の増収効果は令和２年度に
も及びますので，令和元年度ではまだ途中です
けれども，５％から１０％の途中分まで入れて１０
兆ほど消費税の増税による増収効果があるとい
うことです。除くと４～５兆円ということにな
ります。４～５兆円でもすごいことですけれど
も，そういう位置付けであるということが１つ
です。

それから，一番上に折れ線グラフがあります。
これは国・地方の歳出総額ですけれども，一番
左のリーマンショック前から見ますと２２～２３兆
円の歳出増で，ほとんどが社会保障費の増です。
それに次いで多いのは元利払い費の増です。そ
の２つでほとんどです。言わんとすることはお
わかりのことかと思いますけれども，税収増よ
りも歳出増の方が上回っているわけです。この
政権における税収増２８兆円というところだけを
見ればすごいですが，リーマンショックの前か
らすれば１５兆円ほどの税収増でありまして，歳
出増はリーマンショックの前からすると２２兆円
の歳出増です。従って，このグラフの一番下の
欄外に国・地方トータルの PB の赤字の数列が
入っていますが，一番左の▲６．５から一番右の
▲１５．１に８兆数千億円 PB 赤字が広がっている
ということが見てとれます。決して楽観はでき
ないということがフローベースでも言えると思
います。それが１つです。

〔日本銀行の質的・量的緩和〕
資料④は，ここにおられる方には細かい解説

は要らないと思いますけれども，日本の中央銀
行のバランスシートの一部を端的に見たもので
す。左上が JGB の保有がこの政権になってか
らぐっと上がっているということです。それか
ら，右上は ETF の保有もぐっとせり上がって
いるということです。それらを合わせた総資産
の GDP 比，中央銀行の総資産の GDP 比も従
来は先進国の中で決して突出しているわけでも
なかったわけですけれども，２０１２年以降，ご覧
のとおり突出しています。

わが国の中央銀行は，金利が上昇した場合に
はバランスシートが痛むことになりかねないと
いうリスクをはらんでいるとの指摘もあるわけ
です。

〔平成２（１９９０）年度と令和元（２０１９）年度に
おける国の一般会計歳入・歳出の比較〕
資料⑤から資料⑦については，財政の過去，

現在，未来を１枚ずつ俯瞰していただくという
意味で資料をご用意しました。資料⑤は平成２
年のバブル直後といいますか，バブル期の税収
がピークだった６０兆円を超えていたときの一般
会計の歳出・歳入を並べたものが上２つです。
それから，今年度の税収が６０兆円を超えると見
込まれている予算の歳出・歳入が下２つの棒で
す。

言わんとすることは，白抜きの社会保障以外
の歳出は約３０年前とほぼ歳出金額自体は横ばい
です。しかし，社会保障は１０兆円強が３０兆円強
へと２２兆円増えて３倍になっています。その分，
右下の特例国債の発行になっているということ
です。不足分を借金で賄っているという構図で
す。もう１つ増えているのが国債費，元利払い
費ですけれども，この元利払い費が増えていっ
たのも，結局，寄与度分析的に行けば，社会保
障費が増えたことによる借金が増え，借金が増
えたことによる元利払い費が増えたということ
ですので，元をただせば，高齢化を中心とする
ことに伴う社会保障費の増による財政悪化がこ
の３０年間の財政の歴史だったと俯瞰することが
できます。

〔受益と負担のバランス〕
資料⑥は現状を国際比較でご覧いただいたも

のです。OECD３０数か国のうちデータのある３０
カ国ほどが並んでいますが，一番左はそれぞれ
の国の，これは地方の歳出も含めてですけれど
も，社会保障費歳出の GDP 比は，日本は真ん
中からちょっと上ぐらいです。真ん中のグラフ
は社会保障費以外の歳出の GDP 比の国際比較
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です。日本は一番下に近いところにいます。一
番右は国税・地方税トータルの税収の GDP 比
です。日本はかなり下の方にあります。言いた
いことはおわかりでしょうけれども，一番左と
一番右のグラフを対比して観念いたしますと，
ちょっと言葉の綾がありますけれども，誤解を
恐れずに申しますと，社会保障的に言えば，日
本は中福祉・低負担の国です。真ん中のグラフ
と一番右のグラフを対比しますと，社会保障費
以外では小さな政府，国家です。

ここで胸を張って言うのも何ですけれども，
真ん中のグラフは例えば文教費であるとか，防
衛費であるとか，或いはもろもろスペクトルに
区分けすることができますが，どの歳出分野を
取りましても日本は一番下の部類に参ります。
役人の人件費という切り分け方をいたしまして
も，役人の人件費を取り上げますと極端に一番
下に参ります。すみません。こんなことを言う
時間を取ってはいけませんが，民営化をした旧
ゆうちょのような何万人もいらっしゃる職員の
人件費を役人に入れても一番下です。ですから，
小さな政府であるということは国際比較上は確
かです。

〔主な国の高齢化率〕
資料⑦は先々のことをちょっとにらんでです

が，社会保障だけが能ではありませんけれども，
高齢化率というのはわかりにくい言葉ですが，
これは総人口に占める６５歳以上人口の割合です。
つい先日も「敬老の日」に先立って発表があり
ました。３０％近くまで上がっていて，なお上が
ろうとしています。このグラフでは一番右肩に
行ってもピークアウトしていません。

左上の箱の中に高齢者人口の中位推計ですが，
中位推計で行ってどこでピークになるかという
ことを文字で書かせていただきましたが，２０６５
年，約半世紀後まで右肩上がりが続くと見込ま
れています。国立社会保障・人口問題研究所の
人口推計はかつては楽観的すぎるという酷評が
ありましたが，１５年ぐらい前に改定をいたしま

したので，中位推計はほぼ当たっています。当
たっていますので，中位推計のインプリケーシ
ョンは重いと思いますけれども，向こう半世紀
近く高齢化が進むことが不可避であろうという
予想になっています。長寿化は喜ぶべきことで
すけれども，社会保障の持続可能性とか，財政
の健全性という意味においてはこれは脅威です。
今後約半世紀ますます厳しくなる話です。

〔「中長期の経済財政に関する試算」（中長期試
算：２０１９年７月）の概要〕
資料⑧，⑨は内閣府が毎年２回出している中

長期試算というものの概要です。資料⑧はその
前提ですけれども，ご案内のとおり，高めの成
長の前提と低めの成長の前提と２つ置いて試算
をしています。

その結果が資料⑨ですが，資料⑨は左側から
PB 赤字がどう推移するか。真ん中が公債残高
対 GDP 比がどう推移するか。一番右は財政収
支の GDP 比がどう推移するかということです
が，このグラフにつきまして公表時に強調され
ておりますのは真ん中の債務残高対 GDP 比が
この先どうなっていくかということで，高めの
成長の下の赤丸はかなり下がっていくというの
に対して，低めの成長の上の青丸もやはり下が
っていくということです。下がり加減は鈍いけ
れども，下がっていくということです。低めの
成長でも下がっていくということが強調されて
います。

〔名目GDP実額（実績と中長期試算）の比較〕
ただ，資料⑩をご覧いただきますと，内閣府

の試算は高めの成長である上のラインと，低め
の成長である下のラインの２つを常に出してい
るのですが，実際に資料⑩は GDP が縦軸です
が，GDP は実際にどうだったかということが
１年ないし２年後に実績値が出ますので，それ
を後追いでトレースしたものが資料⑩のグラフ
です。

なぜ左右にグラフがあるかというと，３年ほ
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ど前に GDP 改定し，３０～４０兆円断層が生じて，
不連続になっているために表が２つになってい
るのですが，大局的に言えることは，高めの成
長と低めの成長のラインよりも実績のラインが
下にあるということです。もっと明確に言いま
すと，低めの成長の青のラインよりも実績値は
もっと下にあるということです。ですから，よ
く永田町でも聞かれるのです。「上の試算と下
の試算と，実績はその真ん中ぐらいにあるのか。
真ん中よりもうちょっと下なのか」というよう
なことを聞かれるのですけれども，間にはなく
て，下の成長推計よりも下にあります。ですか
ら，この推計が意味するところは，そういうも
のであるということは注意せねばなりません。

それから，戻って資料⑧に経済前提が置いて
ありますと申しましたけれども，丸を付けさせ
ていただきました。これはこちらで勝手に付け
させていただきました。丸を付けたところは低
めの成長の推計において数年後には名目成長率
を名目長期金利が抜いて上回っていくという推
計をしています。これが起こると，プライマ
リーバランスが均衡していても，債務残高対
GDP 比はこの先上がっていきます。ですから，
先ほど資料⑨で低めの成長であっても，債務残
高対 GDP 比が下がっていくようになっている
ということを申しましたけれども，この資料⑨
のグラフに描かれていないその先々，債務残高
対 GDP 比はせり上がっていくことになります
ということが隠れているわけです。２つ指摘せ
ざるを得ません。低めの成長も実際よりは高い
設定になっているということと，金利と成長率
の関係が影響を及ぼす部分がまだこのグラフに
は描かれていないということ，この２点がござ
います。

〔将来の社会保障給付の見通し〕
それから，資料⑪に参りまして，これも最近

少し新聞紙上に載り始めていますけれども，２
年ほど前に政府が「社会保障がこのままではど
れぐらい給付増になるか。或いは負担増を必要

とするか」という推計をしたものです。年金は
成長率並みの伸びにとどまりますが，医療と介
護は成長率を超えて伸びていくという姿が描か
れていますけれども，上の方に括弧書きで
GDP 比で見て，公費負担（国税・地方税合計
の負担）が２０２５年と２０４０年の間で１．１～１．２％増
が必要になるだろうという推計になっています。

この２０２５年から２０４０年，先ほど２０６５年という
数字もありましたが，なぜ２０４０年という数字が
あるかといいますと，高齢者数のピークが２０４２
年と見込まれていますので，その辺を視野に置
いて，そこで終わりではないのですけれども，
２０４０年までの推計をしたものにすぎませんけれ
ども，そこまで見ると，２０２５年以降，GDP 比
で１．１％ないし１．２％の国税・地方税の会費が余
計に必要になるという推計になっています。

この話と先ほどの資料⑨の内閣府の試算で，
こちらで勝手に丸を付けたのですけれども，
１．２という数字がありますが，低めの成長とい
っても GDP は実際よりも上なのですが，低め
の成長前提を置いたときの２０２５年に残るであろ
う PB 赤字が GDP 比１．２％残る。この分と資料
⑪の１．１％ないし１．２％というものを継ぎ足して
考えますと，GDP の比で２．３％ないし２．４％が
今後の収支改善といいますか，会費集めが必要
になります。その GDP 比２．３％ないし２．４％の
収支改善は他の歳出カットによっても可能です
けれども，もし仮にこれを増税によってやると
した場合は何税かという議論もまたワンクッシ
ョンありますけれども，仮にこれを消費税で換
算いたしますと４．６％ないし４．８％ということに
なります。軽減税率なしの場合です。軽減税率
がありますともうちょっと高いのです。

さらに前回８％から１０％について２年前の総
選挙のときに半分は給付増でお返しをいたしま
すということを安倍総理は発表されましたが，
もしあの方式を取って，増税の半分は新しい給
付増をするのですという形を取るとしますと倍
上げなければいけませんので，もしその形を取
るとすれば，消費税率に換算した場合，９．２％
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ないし９．６％になります。消費税率引上げが不
可避だとは申しませんが，相応のボリュームと
いうことを申し上げた次第です。

〔租税原則〕
資料⑫はこんな基本論は失礼かとは存じます

けれども，かつて先達が公平・中立・簡素とい
うことを，洋の東西を問わず述べておられます。
公平・中立・簡素ということだけではなくて，
その大前提として十分性ということを述べてお
られます。併せて４原則だという言い方をする
方もおられるわけですけれども，税はそもそも
公平・中立・簡素であると同時に，或いはそれ
以前に十分な財源を賄っていなければいけない
という前提がございます。

〔主な経済指標の推移〕
しかるにと言うとちょっと言い過ぎですけど，
資料⑬をご覧いただきますと，先ほど岩﨑先生
からもご紹介がありましたけれども，今の日本
の経済はといいますと，非常にアベノミクスに
よって数年来経済が好転しています。著しく好
転していると言っても過言ではないと思います。
特に網掛けをした部分をご覧いただきますと，
GDP ギャップというのがないのです。▲がな
い状態です。これは稀有なことでありますし，
雇用情勢のところも失業率が２％台前半です。
多くのエコノミスト，或いは経済学の先生方か
らしますと，３％を下回ると，これは事実上の
完全雇用だというようなことをおっしゃる方が
多いと思います。そういう意味では GDP ギャ
ップがなくて，かつ事実上の完全雇用という状
態というのは非常に稀有な状態なのですが，経
済としてはある意味ピークといいますか，マチ
ュアな状態でありながら巨大な赤字があるとい
うのが今の日本の実情です。

かつて３０数年前に私が大学時代に経済学を勉
強していたころには，「完全雇用財政余剰」と
いう言葉がございました。完全雇用であるとき
には経済がピークなので，これは企業もそうで

すし，家計もそうですけれども，黒字がなけれ
ばおかしいということです。黒字があるのが当
たり前だということです。その黒字が少なすぎ
ると，景気が転がるとすぐに赤字になってしま
うし，持続可能ではないので，完全雇用は財政
余剰があって当然だけれども，その余剰が十分
にあるかどうかという意味合いの，失業率とか
いうのと同じ単なる経済用語にすぎませんが，
完全雇用財政余剰という言葉からすると，もし
その余剰が小さすぎれば，税収を厚めにするか，
歳出を切り詰めるかをする必要があるというイ
ンプリケーションのある言葉です。そういう言
葉がまるでほど遠い高嶺の花のような状態に，
完全雇用にありながら大赤字があるというある
意味異常な構造赤字状態だと思います。

〔景気循環〕
資料⑭は経済の好調状態が戦後記録的な形で

長く続いているのに，赤字になっているという
意味合いです。

〔国民負担率（対国民所得比）の内訳の国際比
較〕
そこで，資料⑮に行きまして，歳出カットも

もちろんせねばなりませんけれども，会費を集
める必要があるとすれば何なのだろうという視
点から国際比較をいたしますと，マクロ的な負
担度合いが低いのは個人所得課税パーツと消費
課税パーツです。例外はアメリカの消費課税部
分が日本より低いという部分だけです。そこで，
ここからあと数ページにわたりまして，所得課
税，或いは消費課税がもし会費集めの対象だと
すればという目線で幾つかの検証をしてみたい
と思います。

〔個人所得課税の実効税率の国際比較（夫婦子
２人（片働き）の給与所得者）〕
資料⑯はご存知の実効税率カーブです。地方

の個人所得，住民税も加えた各国とも広い意味
での政府の個人所得課税の実負担率を比較した
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ものです。日本は比較的低めのところから始ま
って，少しずつ右に行けば行くほど他国を抜い
ています。これは実は３，０００万円までしか取っ
ていませんが，５，０００万円まで行くと上位に来
ます。それは最高税率が先進国一高いからです。
従いまして，所得税で会費を集めるという議論
をいたしますとすぐに始まりますのが「金持ち
から取れよ」という議論なのですけれども，そ
れが単純に「そうだ」とは言いにくいのです。
右に行けば行くほど日本は一番上に行ってしま
いますので，誤解を恐れずに言えば，日本は金
持ちから頂いている税制になっています。逆に
１，０００万円より左のところに有権者，或いは納
税者のほとんどが分布しているわけですけれど
も，１，０００万円より左のところで見ますと，日
本は最も低い状態にあります。アメリカと並ん
でいるということになります。

ちなみに余談ですが，アメリカは連邦所得税
が１．５５兆ドルあります。人口が日本の３倍，
GDP は４倍近くありますので，単純に円換算
するのは無意味ですが，３分の１ないし４分の
１に置き直して，日本経済，日本財政に引き直
しますと４０～５０兆円が所得税だけであるという
国になります。こんなに日本の線よりもアメリ
カの点線が低いのに，なぜ税収がそんなに多い
のかというと，実は億万長者，或いはその手前
というところにアメリカは凄まじく人がいるか
らです。その度数たるや想像を絶するものがあ
ります。アメリカンドリーマーがごく一握りい
るみたいなイメージがよく日本では思われがち
ですが，そうではなくて，アメリカンドリー
マーの一歩手前みたいな人がいっぱいいるので
す。ですから，このラインだけを見ていると，
信じがたいことですけれども，日本よりも税収
が２倍，３倍あるということになっています。
ですから，日本はいかに所得税で会費集めがで
きていないかということはそういう意味でも見
て取れると思います。

〔申告納税者の所得税負担率〕

一方，資料⑰ですけれども，ただ，金持ちか
ら取れというのはあながち正しくないような言
い方をいたしましたけれども，金融所得課税に
ついて言えば，この政権になってから１０％を
２０％の本則に上げ戻したのですけれども，それ
でもなお，いわゆる１億円を超える所得を得て
おられる方々というのは，２０％は最高税率より
も低いものですから，平均税率が右肩下がりに
なっていくという構図が顕著でありまして，ち
なみに他の先進国について言えば，税制はまち
まちですけれども，日本に次いで低いのはドイ
ツの２６．４％です。なのでと言うのは短絡的すぎ
ますけれど，税は各国で決めればいいことです
けれども，日本は金融課税が低い国ではありま
す。

〔ジニ係数の変化とその要因（所得再分配調
査）〕
資料⑱から格差論議です。ピケティとかがよ

く言われますし，日本では格差論議に注目され
ますけれども，ちょっとだけ注意すべきという
ところを数ページに書いてあります。くどいで
すけれども，資料⑱の左側の高い方の棒グラフ
がジニ係数です。３年に１回調査されています
が，ジニ係数は高いほど不平等度が高いと言わ
れる数字で，どんどん不平等度が上がってきた
という経緯があります。しかし，それだけで格
差が広がっていると捉えるのは間違いでありま
して，おわかりのとおり，これは資産とかは関
係なしに，所得の分布をベースに取っています
ので，考えればすぐにわかることですが，３０
代，４０代の方は，一部社長がいたり，一部失業
者がいたりしますが，多くはサラリーパーソン
の３０代，４０代の人は分散が小さいです。ところ
が，７０歳の人はごく一部の社長，副社長とあと
はほとんど年収がない人がいますので，分散は
激しく大きいわけです。

ジニ係数は７０歳の人は高くて，３０歳，４０歳の
ジニ係数は低いです。日本は３０歳，４０歳の人が
どんどん減って，７０歳の人がどんどんどんどん
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増えるので，国全体のジニ係数が上がるのは少
子高齢化の進展によってある意味当たり前なの
です。しょうがないとまでは言いませんけれど
も，それは悪化しているわけでは必ずしもない
のです。そこはすごく大事なところでして，よ
く報道，或いは社会学者の方々で「ジニ係数が
上がっているから大変だ」みたいに言う人がい
ますが，それ自体は間違いです。

右側に寄与度分析がありますが，時間がない
ので，はしょって説明しますが，上がった要因
の大半が高齢化要因で説明できているのは事実
です。

〔高齢者・現役世代で区分した場合のジニ係数
の推移〕，〔高齢者・現役世代で区分した場合
のジニ係数の水準（国際比較）〕
時間がないので，同じように飛ばしますが，
資料⑲，⑳はジニ係数の推移と国際比較ですが，
資料⑳をご覧いただきますと，先ほどと同じよ
うに OECD 各国で不平等度が高いとされる国
から低いとされる国へ上から並べてあって，左
が総合計，真ん中が高齢者，右側が生産年齢人
口等という感じで取ってありますが，日本のと
ころを矢印でつないであります。

真ん中の高齢者のジニ係数の順番と右側の働
き手のジニ係数の順番と２つあって，左端の総
数のところは真ん中と右の順位の間に来ると幾
何学的には普通思うわけですが，なぜ順番が間
に来ないで，上に飛び抜けるかということは，
間違いなく真ん中の数列による高齢者の人口ウ
エートが日本は突出して高いから，こういう順
番の番狂わせが起こるわけです。高齢者数が増
え，高齢者数が多いから，こういう番狂わせが
起こっているわけでして，その高齢者数のウ
エートが高い，増えているという要素を除くと
説明のできない図なのです。

〔「相対的貧困率（全体）」，「子供の相対的貧困
率」の推移（総務省調査）〕，〔２０００年頃以降
の相対的貧困率の上昇要因について〕

資料㉑と資料㉒はもう１つ格差論議でよく言
われる相対的貧困率です。相対的貧困率は平成
２６年にちょっと下がりましたけれども，それま
ではずっと上がっていました。

それまでずっと上がっていたことについても
資料㉒で先ほどと同じような寄与度分析をいた
しますと，やはり高齢化要因というのがほとん
どを占めています。ですから，いろいろな統計
がありますが，「不平等度が高まっている。大
変だ」という議論はあるのですが，それだけで
大騒ぎをしてはいけないということだと思いま
す。なぜこんなことを強調しているかというと，
「所得税は金持ちから取れ」という議論が圧倒
的に多いのですけれども，若干議論が流れてい
ると憂えるからです。

〔経済社会における構造の変化〕，〔親の所得と
子の大学進学率〕
資料㉓と資料㉔は，それでも格差論議という

のは無意味ではないので，注意深く見ていく必
要があるとは思っていますということで，実は
最も格差問題を顕著に表していると思われる資
料を探しに探して集めたのがこれです。ご案内
のとおり，最近は正規も増えていますが，非正
規の方が増えています。従って，非正規の割合
が増えています。ただし，その右側にある真ん
中の帯グラフを立てたやつですけど，非正規が
増えているのは，ここ１０年を見ますと，高齢者
と女性が大半を占めている。だから，問題ない
などと言うつもりはありませんが，冷静な議論
が必要であるということです。

それから，右側の３５歳未満の若者のところで
非正規の割合が数％だったものが１６％台でずっ
と上がってきて，これが氷河期をはじめとする
問題としてありましたし，現に残っているわけ
ですが，直近数年は若干改善しつつあります。
でも，若干改善しているけど，ずっと前に比べ
ると高い水準にはなっています。これが真実で
す。その辺も注意深く見ながら，格差論議を見
て，税制も考えなければいけないと思っていま
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す。

〔消費税の特徴〕
時間がないので，所得税はそれぐらいにして，
資料㉕から消費税です。資料㉕は消費税の特徴
について言ってみれば，メリットを白丸，デメ
リットを黒丸のようにして書いてあります。黒
丸のところはご案内のとおり日々買うたびごと
にいちいち消費税がつきまとう痛税感が凄まじ
いということと一番下のいわゆる逆進性という
ことがよく言われます。

しかし，それほど言われていないことが白丸
にいろいろ書いてありまして，勤労意欲に対し
ては中立的であるとか，或いは所得の種類に関
わらず，税負担のかけ方が同じであるとか，或
いは所得の変動によって，調子のいいときに税
をいっぱい持っていかれてしまうという所得税
とは違って，消費はもう少し安定的に推移する
ので，税負担がやや安定的だということです。
二重丸をしたところがマクロ的に大きな意味を
持ちますけれども，国境税調整がございますの
で，国際競争力を１円もそがないということで
す。日本に入ってきた舶来品と日本の国産品は
同じ１００足す８で勝負になりますし，フランス
に行ったものはフランスに行く前に１００になっ
て，フランスの国産品と一緒に１００足す２０で同
じ勝負をいたしますので，国際競争上は足しも
引きもしないということが国際競争力上優位と
されるゆえんであります。

それともう１つは，これも釈迦に説法ですけ
れども，次の二重丸ですが，減りゆく勤労世代
で，増えゆく退職後世代を支えていくという基
本構図にある中で，勤労世代は減っていくのに，
その所得，或いは所得税，法人税，或いは保険
料といったものに依拠していると，どれだけ率
を上げていっても賄い切れません。それは限界
があります。そこで，やはりお金持ちの高齢者
の方で高額な消費ができる余力のある人であれ
ばあるほど負担する側にも回っていただけると
いう消費税の強みがあるということを表してい

ます。従って，国際競争社会において，或いは
少子高齢化社会においては，消費税の強みがあ
ると思います。

〔社会保障給付費の増に伴う公費負担の増〕
そういうことも踏まえまして，３党合意とい

う形で社会保障を賄う財源として消費税をとい
うことが資料㉖のような概念図で示されたわけ
です。資料㉖も皆さんご案内のとおりですが，
社会保障給付はトータル年金，医療，介護等を
合計して１００兆円を超える給付，そのうちのざ
っと３対２で保険料財源と税財源（公費＝国税
＋地方税）となっています。これもご案内のこ
とですが，一番右端の縦になっている帯グラフ，
保険料のところにも未納の穴があるだろうと思
われる方がおられるかもしれませんが，未納の
金額はこの表には入っていません。未納分はこ
の表の外にあるわけです。その人たちは受給権
がないので，言ってみれば給付と対応していな
いので，問題ないと言うと語弊がありますが，
その人たちは公費の補助を受けられないので，
むしろ損しているわけです。しかし，税の取り
っぱぐれと言ったら何ですけど，頂きそびれて
いる国債発行分，点線をかけてあるところ，こ
の分は年金，介護，医療の支給をしております
ので，その分は誰かが負担するのだろうという
ことで先送られているわけです。未納とは違う
穴になっているわけです。

〔個人消費水準（実質）の推移（四半期）〕
それを埋めるための３党合意を結んだわけで

すが，結果としては，話が飛びますが，資料㉗
のように，経済的に痛手をもたらしました。も
ちろん可処分所得を減じさせて，会費集めをさ
せていただくので，経済的なダメージが起こる
ことは不可避ですけれども，そのダメージが大
きかったと言われている駆け込みと反動減です。
反動減のところに２つグラフがありますのは，
内閣府が３～４年前に GDP 統計を変える前が
四角，変えた後が三角で，若干予想が違ってい
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ますが，いずれにしても可処分所得を公的部門
が吸収させていただくということをしましたの
で，当然のことながら，この消費動向が下にシ
フトしたことは間違いありません。

〔「消費税率引上げに伴う対応」の概要〕
それを受けて，今回８％から１０％に上げると

きにはいろいろなあの手この手の工夫をいたし
ました。それが資料㉘にわかりにくく書いてあ
ります。ポイントだけ申しますと，この資料㉘
の真ん中に小さい字で５．７兆円という網掛けの
部分があります。これは何かといいますと，軽
減税率もない，給付増もない場合に８％から
１０％に消費税が２％分上がった場合の税収増で
す。もし軽減なかりせば，５．７兆円程度の税収
増，そこから軽減税率の１．１兆円程度とか，そ
のまた下の給付増２．８兆円程度とかいうのを，
頂かないとか，支弁するとかいうことをやって，
右下の２兆円程度というような収支改善のコア
になっています。５．７兆円程度が２兆円程度に
なっているわけです。

この間ポイント還元制度ですとか，或いはプ
レミアム商品券ですとかいうことがこの２．３兆
円の中にいろいろ入っているわけですが，非常
に煩わしいと。軽減税率も煩わしいというご批
判もございます。昨年末に資料㉘をご説明した
ときに，ある経済人の方が私に「矢野さん，こ
んなややこしい軽減とか，ポイント制とか，プ
レミアム付商品券とかをやめて，０．５％ずつ４
回そっと上げればいいではないですか。おまけ
を配ってごまかすようなことをやめて，少しず
つすっと上げればいいのですよ」ということを
真顔でおっしゃった方がおられました。

その方は０．５％ずつ一定程度間を置いて４回
上げるという意味でおっしゃったのですが，実
際に今回の収支改善は２兆円ですので，２兆円
というのは消費税０．７％相当ですので，もしこ
れと同じボリュームの収支改善を企図するので
あれば，０．５％を４回やる必要はなくて，０．７％
を１回やれば終わっているのです。そういうご

批判が出るぐらい対策がややこしいのです。た
だ，あの手この手で何とかして大きな駆け込み
と反動減をなくそうともがいて１０月１日を迎え
ようとしているわけです。

〔軽減税率制度の対象品目〕
資料㉙は税制で対応している軽減税率です。

これも事業者さんに手間暇をお掛けし，消費者
さんに戸惑いをお招きすることが想定されます
が，それがないように必死に説明会を開いたり，
何なりとやって，お酒と外食などを除く形で飲
食料品等を軽減税率とするという形を取らせて
いただいています。

〔消費税（付加価値税）率の引上げ前後の物価・
経済の動き（日・独・英の比較）〕
さらに税制そのものではないかもしれません

が，資料㉚には付加価値税率を上げたときの値
動き，或いは経済のインパクトの国際比較をち
ょっと書かせていただいています。資料㉚の上
の３つを横に見て比較していただきますと，日
本は付加価値税率，消費税率を上げたときの値
動きは卍のマークのように急にぱっと上がって
という形を取っています。他のドイツ，イギリ
スは緩やかに上がっているように見えます。こ
の辺が大きく違うのです。ある意味政府の側に
も問題があって，４月１日に上げるという場合
に，「３月のうちには上げるなよ，上げるな
よ」みたいな，「先んじて上げるのはフライン
グだ。フライング，便乗値上げだ」みたいなこ
とを言っていたのを覚えています。

ある意味フライングという概念はないのです。
値決めは自由ですから，不適切な価格表示はい
けないにしても，値決めは自由なので，先んじ
て上げるのも，それは自己責任です。また，後
になって上げるのを逡巡しておられると，「下
請け泣かせだ」と言って，これもまた「さっさ
と上げろ」みたいなことを言いがちなのですが，
それも下請け泣かせ，下請けへのしわ寄せはい
けないけれど，値決めは自由なのだという反省
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が政府にもございます。

〔「消費税の引上げに伴う価格設定について（ガ
イドライン）」の概要〕
そこで，資料㉛のような値決めは自由なのだ

ということをガイドラインという形で，特に小
売業者さんなんかに対してそれを示したという
経緯があります。

〔EU加盟国における付加価値税率（標準税
率）の引上げ回数〕
資料32は，ファクトをお示ししたものにすぎ

ませんが，ヨーロッパ各国において付加価値税
率を上げた経験が１００回以上あります。それを
どんな刻みで上げているかというのを度数分布
的に示したものです。ご覧のとおり，１％以下
刻みのところが最多頻度になっています。ヨー
ロッパのデファクトは，１％刻みが最多頻度で
す。

日本は前回は５％から８％へ３％上げました
が，５％から８％へ上げたときは軽減税率がご
ざいませんでしたので，ヨーロッパでいえば
４％近く上げた格好になります。とすると，こ
の表でいえば，一番右の欄に当たる上げ方をし
たということになります。かなり急激な上げ方
をした部類に入ると思います。そういう意味で
は今回は２％でいかせていただきますし，反動
減対策をあれやこれややってというトライアル
をさせていただくのですが，今回の影響がどう
出るかも見ながら，先々ということの頭の体操
としては小刻みにするということも勉強はして
いかなければいけないと私は思っています。

〔付加価値税率（標準税率及び食料品に対する
適用税率）の国際比較〕
それから資料33です。これもご案内の付加価

値税率はいろいろな国がありますということで
すが，日本はその中で低い方です。

〔高齢化率と付加価値税率〕

横軸に高齢化率，先ほどの総人口に占める６５
歳人口の割合を取ったものと平面に落としたの
が資料34ですが，これで縦方向に見ると，日本
より低いのが５カ国あります。スイスなど５カ
国がありますが，このスイスなどの５カ国は高
齢人口割合が日本の半分ぐらいだということも
見て取れます。

〔OECD諸国における社会保障支出と国民負
担率の関係〕
同じような話が資料35にあって，資料35はも

っと巨視的に社会保障の GDP 比と国民負担率
を取ったものです。当然のことながら，小さな
政府か，大きな政府か，高福祉・高負担か，小
福祉・小負担かみたいなことがあるわけですが，
日本は若干中央の帯から逸れようとしていて，
社会保障の歳出は高齢化等によって増えていく
のですが，負担の方がついていっていないとも
言えます。

これは負担増をすれば右に行くので，帯に戻
って来るわけですし，給付カットをすれば，矢
印が上に行かずに済みますので，それもそれで
１つの止血にはなります。或いは成長すること
によって GDP を上げれば上に行きにくくなる
ので，これも１つの止血にはなります。ただし，
今，社会保障は年率３％以上で伸びていますの
で，GDP を膨らませることによって上に行か
ないようにしようとすると，成長率を３％以上
に上げるということをやり遂げない限り，その
３つ目の選択肢は実現しませんので，その限り
においては空論になります。

〔経済財政運営と改革の基本方針２０１８（平成３０
年６月１５日閣議決定）（抄）〕
資料36は昨年の「骨太の方針」で社会保障に

ついて受益と負担の在り方を見直すのだという
ことがうたわれて，来年の夏までにやることに
なっています。
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〔日本における収入に応じた受給・負担後の手
取り金額（夫婦子二人）【イメージ】〕，〔フラ
ンスにおける収入に応じた受給・負担後の手
取り金額（夫婦子二人）【イメージ】〕
その中には医療，介護，年金等についていろ

いろなことがうたわれていますが，税財源だけ
を使った生活保護のことは資料37です。
資料38のフランスと対比してご覧いただきま

すと，時間がないので，言いたいことだけ言う
と，生活保護のボリュームをフランスと比較し
ていただきますと，日本は非常にそれが大きい
です。ちなみにアメリカ，イギリスをここに置
くと，アメリカ，イギリスは同様の給付措置の
部分がもっと小さいです。それはあまり極端だ
ろうというので，温かいフランスを置きました
が，フランスよりも小さいです。

それから，自前の収入と給付の部分とのコン
ビネーションで手取りが算出されるわけですが，
その手取りの枠線をご覧いただきますと，日本
はやや水平的な部分が長くて，フランスは右肩
上がりになっています。これはアメリカ，イギ
リスも右肩上がりになっています。その２つの
違いが際立っています。

そういう意味でもいろいろな議論があってし
かるべきだと思います。とある有識者はこの生
活保護の在り方を職探しの努力をしているかど
うかと結び付けて，給付水準を一部見直して，
それをフランスで言う活動手当みたいなところ
を少し設けるみたいなことをするとかいう引っ
越し作業をすれば，枠線が右肩上がりに少しず
つなりますので，それをやってはどうかという
ようなことをおっしゃる方もおられます。

〔今後の課題〕
最後に資料39ですが，抱えている税制改正も

の，税目別にここ数年の軌跡と残された課題み
たいなことが今後の課題というところの右肩に
書いてあります。所得税もいろいろな控除の見
直し等をやってまいりました。法人税もこの政
権になって２７年度から３０年度までに課税ベース

を広げながらの率の引き下げをやってまいりま
した。消費税は今申し上げたとおり５％から
８％，８％から１０％をやって，インボイス論議
うんぬんがあります。相続税，贈与税も高齢者
から若い世代への資産移転といったものをどう
うまく回していくかといった課題，それから，
国際課税のデジタル課税の問題等々，課題はご
ざいますけれども，適正に取り組んでいきたい
と思っております。すみません。ちょっと時間
が延びてしまいましたけれども，以上で終わら
せていただきます。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．今後の税制への質問・意見

（岩﨑） ありがとうございました。それでは，
ただ今から討論の方に入りたいと思いますが，
ちょっと時間が足りなくなってきましたので，
手短にお願いしたいと思います。

まず，國枝教授からご意見をお願いいたしま
す。
―――――――――――――――――――――
（國枝） 中央大学の國枝でございます。座っ
て失礼いたします。

〔消費税率引き上げに伴う対策の現状〕
今の，主税局長からのお話でございますが，

皆さまお聞きいただいておわかりのとおり，わ
が国は少子高齢化が急速に進むということで，
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社会保障の支出が非常に拡大していくというこ
とです。しかも，現在の状況というのは，景気
循環で見ますと非常にいい状況でございます。
それにも拘らず，全くお金が足りないというこ
とでございまして，今回予定されている１０％へ
の消費増税と，さらにその後もあるかもしれま
せんが，とにかく消費税増税が不可欠というこ
とがよくわかるご説明だったと思います。また，
消費税率引き上げに伴う対応についても，細か
くご説明いただきました。

所得再分配と生活保護の話については，経済
格差が開いたかどうかというのは，実はデータ
の見方によっていろいろ意見がありますし，生
活保護の在り方についてもいろいろ意見があり
ます。さて，高額所得者への課税強化の話です
が，実は日本の所得税は，最高税率は地方税ま
で入れれば５５％になっています。さらに，そう
いう方々がもらった所得も，そこから消費税を
払いますので，消費税まで勘案する必要があり，
そうすると，実は６５％近くの限界税率となって
います。そうなると，これ以上引き上げるとい
う余地というのは限られている。また，あまり
に最高税率を引き上げてしまうとシンガポール
に移住する高所得者が出てくるという問題もあ
る。その点を踏まえると，これから社会保障の
お金がかかるわけですが，それを全て高額所得
者の方の負担でというのはなかなか限界がある
なということです。そこが一つのポイントだっ
たのだろうと思います。

質問でございますが，１つは消費税率の引き
上げに伴う対応について，さまざまな対策があ
るということは今お話があったとおりです。と
はいえ，もうあと２週間もないわけでございま
して，一方で報道等ではなかなか現場が間に合
わないという話もあったりします。その責任と
いうのは，私が考えますに，増税の最終的な判
断を政治的に示すのが遅かったということがあ
ると思いますので，必ずしも執行当局や現場の
責任ではないと思いますが，とはいえ１０月１日
は来るわけでございまして，現状についてどう

考えるかをお聞きしたいと思います。

〔税制面からの資産形成支援〕
それから，今日は本当にお時間がなくて今後

の話はあまりなかったのですが，やはりせっか
くの機会なのでお聞きしたいこととして，今後
の税制の課題として話題になりましたが，資産
形成をどうやって税制で支援していくかという
話があります。実は，行動経済学の知見がこの
問題を考えるには非常に重要でございまして，
減税をして税引き後の収益率を上げたところで
あまり効果がないというのは，もうよく知られ
ている点です。他方，投資教育とか，或いはデ
フォルト設定といって個人が自分でどういうも
のに投資するか選ばないときに，どういうもの
に投資することになっているかをデフォルトと
いいますが，デフォルトの設定を伴う金融ス
キームが効果があるということが知られていま
す。日本の今あるスキームで言いますと，確定
拠出年金，それから若干近いものとして職場積
立 NISA 等はそういった要素があるスキーム
ということになると思います。なので，行動経
済学の立場からは，そういったものについての
税制上の支援というのは有効であろうというこ
とです。

他方，実は標準的なファイナンス理論で言う
と，高齢者の方についてはあまりリスクを取る
べきではないというのが標準的な見方です。残
念ながら現在のいわゆる一般の NISA につい
ては，高齢者の方がリスク投資をしているとい
う側面が多いということで，これは問題があり
ます。むしろ高齢者のリスク投資促進税制につ
いては圧縮すべきだろうと考えていますが，い
かがでしょうかということです。

それから最後に法人税につきましてちょっと
だけ触れられましたが，いわゆるデジタル課税
の問題が重要だと思います。今，OECD 等の
場で検討がなされているわけですが，イギリス
案とかアメリカ案とかが出て議論されていると
いう話は報道されています。さて，日本の税制
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当局としてはどういうふうに考えているのかと
いうのをお聞きできればと思います。

以上です。
―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。それでは
引き続きまして，畔柳副会長からご意見をお願
いいたします。
―――――――――――――――――――――
（畔柳） ご紹介いただきました租研副会長の
畔柳でございます。本日はこのような機会を頂
きまして，ありがとうございます。先ほど矢野
局長には，重要なデータを，グラフを使って視
覚的にお示しいただき，私たちが認識すべき税
財政の現状をわかりやすくご説明いただきまし
た。私からは，改めて確認させていただく点も
ありますが，安定財源の確保と経済活力の強化
という２つのテーマで，税制改革について，意
見を述べさせていただきたいと思います。

〔社会保障費増大に備えた安定財源確保〕
先ず，安定財源の確保については，今日のご

説明の中でもご示唆のあった内容を確認させて
頂くものになります。わが国が著しい歳出超
過・歳入不足の状態にあり，債務残高が最悪と
いうのが，企業人として最も気になるところで
す。また，本年６月に財政制度審議会が令和時
代の財政の在り方に関する建議において，平成
という時代を，消費税を導入しながらも拡大す
る行政サービスや社会保障のコストを税として
負担せず，累積させた債務を後世に押し付けた
時代として総括されています。こうした現状を
目の前にしますと，第一に思いますことは，今
までも言われ続けてきている通り，われわれ現
在の世代が将来世代につけを回してはならない
という決意を強く持って，財政の健全化に何と
しても取り組まなければならないということで
す。その上で，これからの税制を考える場合に，
これもまた繰り返し指摘されていることですが，
何よりも先ず大切なことは，超高齢化に伴う社
会保障費の増大に財政がどう備えるか，それを

どのような税制で受け止めるか，安定財源を求
めるかということだと思います。

〔基幹税としての消費税〕
私は，税の専門家ではありませんが，基本原

則の公平性・中立性・簡素性の３点に留意した
上で，矢野局長がご説明頂いた資料にも記され
ています通り，国民全体で広く負担され，景気
に左右されないという点から，やはり消費税こ
そがこの時代に即した基幹税であって，社会保
障を支える大きな役割を担うべきと思います。
消費税率はこの１０月に１０％に引き上げが行われ
ますが，それでもなお巨額の債務を将来世代に
先送りされる構造は，抜本的には改善されませ
ん。２度の延期を経てようやく１０％の引き上げ
に向けた取り組みをされている最中とは存じま
すが，政府には，１日も早くこの重要なコンセ
ンサスを形作るためにも，本日のように財政と
税制に関する情報をわかりやすく国民に指し示
していただくとともに，ぜひ，その議論を尽く
す場をしっかりとまた継続的に設けていただき
たいと思います。

〔税制による経済活力の強化〕
次に，もう少しミクロの話でございますが，

２点目として経済活性化のための税制でござい
ます。世界経済の減速や，国内の労働人口の減
少が懸念される中で，本日の資料にもございま
した，成長実現ケースでの経済成長を実現する
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ためにも，税制には企業が生産性や国際競争力
を高める努力を強力に後押しする役割を一層期
待されているわけでございます。つきましては，
近年の税制改正とその見直しの議論の中から，
法人実効税率の引き下げと試験研究開発税制，
連結納税制度，デジタル課税の３点について，
少し具体的にコメントさせていただきたいと思
います。

〔法人実効税率の引き下げと試験研究開発税
制〕
まず，第１点の法人実効税率の引き下げと試

験研究開発税制については，平成２６年度以降，
法人税率等が順次見直され，地方税を入れた実
効税率が大きく引き下げられました。また同時
に，設備投資や基礎研究を促す税額控除制度が
拡充されて，一連の税制改正によって企業は成
長志向での前向きな挑戦がとてもやりやすくな
ってきていると思います。加えて，直近では
AI やビッグデータ等を活用するサービスの開
発費用や，ベンチャー企業など一定の民間企業
との共同研究や委託研究の費用が，試験研究開
発税制の対象となって，従来以上に利用の幅が
拡大されてきています。

こうした税制を次々に打ち出していただくこ
とは，税負担軽減の経済的な効果のみならず，
国としてビジネスの分野での新たな挑戦を支援
する積極的な姿勢を明確にしていただいている
という点からも，極めて意味のあることと考え
ます。今後とも，さらなる制度充実に向けたご
検討を期待しているところでございます。

〔連結納税制度〕
次に，第２点の連結納税制度に関しまして，

現在，納税者がより一層利用しやすく，また同
時に，課税庁の調査執行負担を軽減させる観点
から，制度の簡素化が検討されています。徴税
と納税コストの少ない制度設計を目指すことは，
極めて重要であって，さまざまな課題が残され
ていると思われますが，ぜひとも納税側と徴税

側が納得できる制度を実現して，税制全体の制
度簡素化の流れを作っていただければと存じま
す。

外国税額控除や研究開発税制など現行ではグ
ループ全体で限度額等が計算されるいわゆるグ
ループ調整計算のメリットについての廃止につ
いても，その制度簡素化の中で議論が行われて
います。既に連結納税を行っている企業だけで
なく，これから活用を考えている企業にとって
も，こうしたグループ調整計算の意義は大きく，
簡素化との引き換えに利用者のメリットが失わ
れた場合，かえって利用が進まなくなる懸念も
ございますことから，ぜひとも企業の利用実態
を踏まえた慎重な検討をお願いしたいと思いま
す。

〔デジタル課税の今後〕
最後に，３点目のデジタル課税についてでご

ざいます。近年のデジタル経済の急速な発展に
対して，各国の税制が追い付かず，欧州各国が
独自に課税を始めつつあります。こうした動き
は，OECD を中心に各国が積み上げてきた国
際的な協調体制を損ない，デジタルビジネスを
展開する全ての企業にとって，二重課税を生じ
させる懸念がございます。

政府には，これまで国際協調路線の調整役と
してご尽力いただき，深く感謝申し上げますと
ともに，引き続き早期に課税ルールが確立され
ますように，強力なリーダーシップを取ってい
ただけます様，よろしくお願い申し上げます。
また，デジタル課税問題の本質は，これまでは
認識されなかったデータという無形資産がその
重要性，経済的価値が急速に認められて高まっ
ていることにあると思います。データが重要な
価値を持つ新しい競争環境において，日本企業
が世界の先頭を走る米国と中国に置いていかれ
てないために，またこの新しいテクノロジーで
優位に立つためには，日本企業が自由にデータ
を活用でき，国としても適切な課税権を確保で
きる課税の在り方についてしっかりと議論して
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いくことが重要ではないかと考えますが，いか
がお考えでしょうか。

以上，よろしくお願いしたいと思います。
―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。お二人の
方からたくさんのご意見を頂きましたが，共通
するところもありますので，何点かまとめてお
答えいただければと思います。
―――――――――――――――――――――
（矢野） ありがとうございました。

〔消費税率引上げへの対応〕
早速まず國枝先生から頂いた消費税も間もな

くですが，その準備，確かにレジの対応等々が
遅れているとかいろいろな報道がございますし，
或いは混乱が不可避というご批判も頂いていま
す。先ほども少しだけ触れさせていただきまし
たが，私どもといたしましては，コールセン
ターを開設させていただいたり，或いは説明会
を事業者さんに対して７万回やらせていただい
たりとか，どれだけやっても多分混乱が皆無な
んていうことはあり得ないので，やり尽くした
ということは言えないのですが，国税庁組織も
含めまして，可能な限り，悉皆的に説明会等を
開かせていただいているところであります。

政府の中でも関係省庁の局長級会議というの
を１０回ほど開きまして，それぞれどこがどう遅
れているといった話をお互いにチェックし合う
みたいな，或いは内閣官房からご指示を頂くみ
たいな会合を開いて，準備を怠りなく進めよう
としています。

〔行動経済学の視点からの資産形成〕
あと，資産形成に関する行動経済学の視点か

らのご示唆を頂きました。そもそも租税優遇措
置は，国民の税金を利活用させていただいて，
タックス・エクスペンディチャーとして行うも
のですので，ご指摘のとおり，本当に効果的な
のかどうかということをきちんと掘り返して考
え直してうまく効率的に活用させていただく必

要があると自戒しています。そういう意味でも，
新しい視点として行動経済学という視点は，非
常に有用なご示唆を頂けるものと思っています。
書いておられるところにもございますが，単に
優遇措置を取るだけでは，優遇措置のないとこ
ろから優遇措置のあるところに移るだけだとい
う効果としては薄いというご指摘であるとか，
或いは高齢者にはリスク資産への投資をむしろ
抑制的にするべきだといったことから，一般
NISA への優遇措置というのは疑問なしとしな
いといったご指摘など，いろいろご示唆に富む
ご指摘を拝読させていただきました。

個人年金や企業年金に関する税制につきまし
て，政府税調も含めまして，働き方の違いなど
によって税の有利・不利が生じないように，公
平な仕組みにしていくといった検討を進めてい
ますが，そういった意味から，NISA につきま
しても簡素化・明確化といった観点から，少額
からの積立・分散投資に適した制度に一本化す
るという基本的な方向で検討することになって
おりますので，そうした視点も含めて検討を進
めていきたいと思っていますし，ご提示いただ
いた行動経済学というのは，人が自発的に行動
を変える後押しをするような政策を志向すると
いう，非常に有意なアプローチだと存じますの
で，新しい知見をこの先の政策形成に積極的に
取り入れていけるように，引き続きご示唆を頂
ければと思っています。

〔デジタル課税の検討〕
デジタル課税の関係は，ご案内のように，G

２０でも議論がありましたが，OECD を中心的
に国際的な議論が行われています。来年末まで
に２つの柱からなる解決策を取りまとめるとい
うことで，基本合意がなされています。恒久的
施設を有さずに活動する多国籍企業に関して，
市場国等に対しても課税権を分け与えるという
柱と，タックス・ヘイブンなどの軽課税国への
利益移転に対して，最低税率によって課税を実
質担保するという柱と，２つの相互補完的な柱
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をもって検討いたしております。各国が個別に
対応策を取れば，それは不確実性を増すという
ことになりますし，そもそも来年末までの合意
がきちんとできるのかということもございます
ので，しっかりと現実的かつ合理的な合意形成
に貢献していきたいと思っています。

〔連結納税制度の簡素・合理化〕
それから，もう１つご指摘を賜りました。畔

柳先生からのご指摘の中で，今度連結納税を少
し簡素化していきたいと思っていますが，これ
につきまして，いろいろ経済界の方とご議論さ
せていただいていますところです。基本は，損
益通算の枠組みを維持しながら簡素化を図って，
企業の事務負担を軽減するというのが眼目であ
ります。それによって，各企業ごとの事務処理
能力と言いますか，その能力の差が税負担の多
寡に影響してしまうというというようなことが
できるだけないようにすることで，中立・公平
な課税にもっていくというのが眼目ですので，
その眼目に基づきまして，維持するところは維
持して，逆にフリーライドになるようなこと，
或いは租税回避みたいなことになることは避け
ながら，制度の簡素・合理化を進めていきたい
と思っています。事務負担の軽減，経営実態を
勘案した制度の趣旨との照らし合わせ，濫用防
止，制度を選択していない企業との公平性など
の視点から，経済界，経産省とも調整を図りな
がら制度の詳細を決めていきたいと思っていま
す。

〔国際課税への対応〕
BEPS プロジェクトの時にもあったことです

が，さらにその前にも，OECD 租税委員会で
は，法人税の引下げ競争によって各国が共倒れ
になるおそれがあるという議論がありました。
法人税の引下げ競争をやっていると，それは一
時的に他よりも軽課税にしたところはアトラク
ティブになるわけですが，結果的には各国は税
財源を他に求めざるを得なくなってしまうとい

う意味で，その意味においては共倒れが起こり
ます。

それを避けるべく，OECD ではハームフ
ル・タックス・コンペティション「有害な税の
競争」というような言い方をしてお互い慎もう
ということを申し合わせていたのですが，もう
ご賢察のとおり，OECD３０数カ国の中だけでそ
れを申し合わせてもタックス・ヘイブンが軽課
税となっていますので，ある意味完結しなかっ
たわけです。それがこの数年やってきた BEPS
プロジェクトにおいては，ご案内のとおり１３０
カ国以上が参加する形に様変わりいたしました。
なぜそういうことができたかと言いますと，パ
ナマ文書の問題が明るみになる時代が訪れ，タ
ックス・ヘイブンに対する厳しい世論が他の先
進国でも起こり，タックス・ヘイブンも巻き込
んだ国際合意を取り付けることができるように
変わりました。それで，BEPS プロジェクトは，
いまや１３０カ国以上が参加するようになりまし
た。

現在も，デジタル課税については２０２０年末ま
での１３０カ国以上での合意形成を目指していま
す。うまくワークするように，合理性と現実性
をわきまえながら合意形成に努めていきたいと
思っています。

以上です。
―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。それでは，
続きまして，地方財政・地方税制の現状と課題
の方に移らせていただきます。開出自治税務局
からお話しいただきたいと思います。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．地方財政・地方税制の現状と
課題

（開出） 総務省自治税務局長の開出と申しま
す。本日お集りの皆さま方には，常日頃から地
方税制の推進について大変お世話になっていま
す。改めて御礼申し上げます。今日は，「地方
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財政・地方税制の現状と課題」と題しまして資
料を用意してまいりましたので，ご説明させて
いただきます。

１．総論：地方財政・地方税制の現状
と課題

〔国・地方を通じた歳出の構造（イメージ図）〕
レジュメをお開きいただきまして，まず資料

③をご覧いただければと思います。これは国と
地方の歳出の構造ということでございます。一
番右にありますのが，国のみで年金・防衛とい
うことで矢印がございますが，国の仕事として
国の歳出で賄っている部分ということでありま
す。一番多いのが，国の歳出と地方と連動して
施策を推進している部分，教育や社会保障や社
会資本整備の部分でございますが，それぞれ
国・地方の負担割合が決まっていまして，共同
して仕事を行うということでございます。

地方の独自事務でございますが，国が法令等
で実施を義務付けているもの，警察，消防とい
ったものがあります。一番左が地方独自の歳出
で行っている部分ということで，地方単独事業
と言われていますが，こういった部分があると
いうことでございます。それぞれ税収で基本的
な部分を賄うわけですが，地方の場合には財政
力の格差がございますので，地方交付税という
ことで横串に入っていますが，財源調整を行っ
ているということでございます。

〔地方財政の財源不足と借入金残高の状況〕
先ほど国の財政についてお話がございました。
資料④でございますが，地方も同様の状況でご
ざいまして，左が財源不足の状況で十数兆円の
不足が生じているというのが近年起こっている
ことでございます。右側が借入金残高の推移と
いうことで，２００兆円前後で最近落ち着いてい
ますが，問題は一番下の臨時財政対策債です。
これはいわゆる地方の赤字地方債でございます
が，５０兆円を超えるレベルになってきていると
いうことで，財政の硬直化が進んでいるという
ことでございます。

〔地方公務員数の状況〕
地方としてどういう努力をしているかという

ことでございますが，資料⑤の右上のグラフを
ご覧いただければと思います。地方公共団体の
総職員数の推移ということで，これは集中改革
プラン等地方を挙げて取り組んでいまして，平
成６年度比で約１７％の職員の削減等の合理化を
進めているという状況でございます。

〔地方財政計画の歳出の推移〕
資料⑥が，地方財政計画上の歳出の推移とい

うことでございます。これをご覧いただきます
と顕著にわかりますが，投資的経費を大幅に圧
縮する一方で，地方におきましても社会保障関
係の一般行政経費がございます。下から２段目
のピンク色の部分でございますが，平成元年か
ら比べまして約３倍以上の歳出を要していまし
て，財政の硬直化がこの意味でも進んでいると
いうことでございます。

〔国税・地方税の税収内訳（令和元年度予算・
地方財政計画額）〕
資料⑦は，地方税の税目ごとの内訳というこ

とであります。一番上段が国税で，２番目が地
方の合計ということです。３番目が道府県税，
一番下が市町村税ということであります。道府
県税につきましては，法人課税の比率が２６．６％
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ということで高い割合を占めるという特徴と，
地方消費税が都道府県税になりますので，黄色
の部分がウエートを増しているということでご
ざいます。この地方消費税の半分につきまして，
市町村に交付金として交付されるということで，
市町村も含めた社会保障財源として非常に貴重
な地位を占めているということでございます。

市町村税につきましては，個人住民税と固定
資産税，合わせまして約８割ということであり
まして，さまざまな住民に密着したサービスを
提供する市町村の安定的な財源を担っていると
いうことでございます。

〔地方税収（地方財政計画ベース）の推移〕
資料⑧が，最近の税収の推移ということでご

ざいます。リーマンショック後落ち込んでいま
したが，足元では景気回復と地方消費税率の引
き上げによりまして，過去最高水準を更新して
いるという状況にはあるということでございま
す。

〔人口１人当たりの税収額の指数（５年平均（H
２５～２９決算））〕
地方税におきましては，資料⑨にございます

が，税目ごとの偏在度の議論が重要でございま
す。後ほど触れますが，一番左が都道府県ごと
の人口１人当たりの税収額の指数ということで
ございます。いずれも東京都がトップになるわ
けですが，地方税計では最大/最小を対沖縄県
で言いますと２．４倍ということでございます。
真ん中の地方法人２税につきましては，６倍の
格差があるということでございますが，その右
の地方消費税につきましては，これは都道府県
間で清算を行っていますが，清算後で言います
と，清算基準の見直しも行った結果１．３倍とい
うことで，偏在度が低い税目になっています。
固定資産税も２．３倍ということで，比較的偏在
度が小さく，地方税としては望ましい税目とい
うことでございます。

以上が全体の概況でございまして，それぞれ

の税目ごとの現状と課題につきまして，ご説明
したいと思います。

２．各論：個別地方税制の現状と課題

（１） 地方法人課税
〔法人事業税所得割の税率引き下げと外形標準
課税の拡大〕
まず，地方法人課税でございます。資料⑬に

飛んでいただければと思います。これは，成長
志向の法人税改革の中で，実効税率引き下げの
観点から，外形標準課税の拡大を行ってきたと
いうことでございます。一番左が２６年までの形
ということで，所得割が大層を占めていました
が，２７年度改正，２８年度改正を経まして所得割
の部分を全体の８分の３まで引き下げるという
ことによりまして，実効税率の引き下げにもつ
なげる改革が行われたということでございまし
て，８分の５の部分がいわゆる外形課税分，付
加価値割と資本割の部分ということになってい
ます。

〔地方税の充実確保と偏在性が小さい地方税体
系の構築〕
偏在是正の観点から，資料⑭に，どういう取

り組みをしてきたかということが書いてござい
ます。６倍の差があります一番偏在度が高い税
目でございますので，下の年表みたいなところ
の真ん中ですが，平成２０年度というところに
「地方法人特別税・譲与税制度の創設」とござ
います。これは，法人事業税につきまして一部
を国税化しまして，譲与税で配布するというこ
とによりまして，税収の多い都道府県から，そ
うでない都道府県に実質的に財源が移転される
制度ということでございますが，創設されまし
た。その後，法人住民税につきましても，２６年
度でございますが，消費税率の引き上げにより
まして，当時は２倍以上偏在度があったわけで
すが，偏在度が少ない消費税と言われましても，
税源として地方団体に財源を付与することによ
りますと，団体間の格差が拡大いたしますので，
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法人住民税の法人税割，所得課税部分につきま
して一部を交付税原資化するという取り組みを
行いました。令和元年度におきまして，さらに
消費税率が８％から１０％に引き上げになります
ので，その住民税のさらなる交付税原資化と，
新しい制度といたしまして，地方法人事業税の
偏在是正制度，特別法人事業税・譲与税制度を
創設するということを行いました。これはわか
りにくいので，資料⑮の図で説明申し上げます。

〔消費税率の引き上げと地方法人課税の偏在是
正〕
ここに図がございまして，上段が地方の法人

住民税の法人税割です。これは，都道府県，市
町村合わせまして１７．３％の税率がございました。
これは第１段階目の２６年度改正におきまして，
消費税が５％から８％に引き上がりましたこと
を受けまして，４．４％分を地方法人税という名
前の国税にいたしまして，全額交付税財源にす
るという改革を行いました。２８年度改正におき
まして８％から１０％に引き上がりましたときに，
さらに５．９％を地方の方から見ますと引き下げ
まして，国税の地方法人税の税率を引き上げた
結果，１０．３％が国税になっているということで
ございまして，右に飛び出した部分がございま
すが，これが全額地方交付税ということで，地
方団体の財政力格差の是正に用いられるという
ことになったわけであります。

その下の部分が，法人事業税についてかつて
講じていた地方法人特別税という制度ですが，
これは，次の資料⑯に飛ばさせていただきます。

〔地方法人課税における新たな偏在是正措置〕
先ほどの地方法人特別税という名の暫定的な

制度として導入されたものでございまして，消
費税が１０％になる段階では廃止するという約束
になっていましたので廃止したわけですが，そ
れを単に廃止することになりますと，地域間の
財政力格差が残ってしまいます。さらに，近年
の税収の状況を見ますと，都道府県で言います

と東京都等の３大都市圏でありますが，非常に
税収が伸びていますので，その格差がさらに拡
大するという懸念もあったところでございます。
一番左が復元後の法人事業税ということで，先
ほどの特別税を廃止した後の法人事業税の姿で
すが，このうちの約３割を，これも同様に国税
ということで，特別法人事業税という名前の国
税化をいたしまして，これを全額譲与税財源に
するということで，右にあります，国の交付税
特会にそのまま入れまして，譲与税として都道
府県に配るということをしています。

今回，前回の措置と何が違うかと言いますと，
右の図の点々であります「特別法人事業譲与
税」というところの下に「譲与基準「人口」」
とございます。従来の制度では，人口と従業者
数で半々ということで譲与基準を設けていまし
たが，今回は譲与基準が人口ということで設定
していますので，より財源調整効果が高い制度
になっているというになります。

〔新たな偏在是正措置の考え方と効果〕
基本的な考え方は，資料⑰をご覧いただきた

いと思います。大都市におきます税収というの
は，企業の経営実態も変わってきていますので，
本店所在地により集中する状況になっています。
今回の改正，法人事業税の３割を国税化しまし
て人口で配布し直すという措置の導入によりま
して，法人課税の偏在度を県内総生産の分布と
おおむね合致する程度に修正することができる
ということが，今回の考え方であります。

上段に３つグラフがございます。一番左が先
ほどご説明しました地方法人２税のみの偏在度
６倍ということでございますが，真ん中の法人
事業税の譲与税化によりまして３．１５倍になると
いうことでございます。一番右が県内総生産の
偏在度ということで，３．１７倍ということでござ
いますので，ほぼそれに見合った是正がなされ
るということでございます。

全国シェアで言いますと下の図になります。
特に東京都のところをご覧いただきますと，こ
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の全国シェアの度合いを，県内総生産のシェア
にほぼ一致する水準になっているということが
見て取れるかと思います。

以上が偏在の関係でございます。今年度以降
の税制改正につきまして議論になる点，１点ご
紹介させていただきたいと思います。

〔平成３１年度税制改正大綱（抄）収入金額課税
関係部分〕
資料⑱でございます。これは，昨年の与党大

綱におきまして，検討事項ということで記載さ
れた部分でございます。これにつきまして，電
気供給業とガス供給業につきまして，現在収入
金額課税ということで外形標準課税が行われて
います。これは，電気・ガスにつきましては，
所得を課税標準とすることにしますと，地方団
体からサービスを受けている受益のボリューム
を適切に表すことができない，受益と負担の乖
離が生じるということで，収入金課税というも
のが現在導入されています。

〔エネルギーシステム改革のスケジュール（電
力）〕
その状況下でおこなっているわけですが，こ

の電気供給業，ガス供給業につきまして，自由
化が進められていまして，資料⑲がこの電気の
自由化のスケジュールでございます。電力の第
１段階で，小売りの自由化に向けた動きがなさ
れまして，平成２８年（２０１６年）には，電気小売
全面自由化が導入されました。右から２番目で
すが，来年の令和２年（２０２０年）には送配電部
門の法的分離が行われるという自由化が進めら
れていますので，この収入金額を課税標準とす
る課税の見直しというものが検討項目として挙
げられているわけでございます。

〔都道府県別の法人事業税に占める収入価額
（平成２９年度決算）〕
ただ，地方税の場合には，資料⑳にご覧いた

だきますように，マクロの課税の在り方と都道

府県ごとの帰属も重要な視点になってまいりま
す。特に原発等の大規模発電施設の立地都道府
県におきましては，電気供給業に係る収入割額
が，収入割額全体の大層を占めています。例え
ば福井県は，このオレンジの部分が電気供給業
の収入割額の比率ということですが，大層を占
めているということであります。これは福島県
でありますとか島根県等の原発の立地県におい
ては同様に見て取れるところでございまして，
課税方式の見直しによる都道府県間の増減収，
特に減収ということですが，影響が大きいわけ
ですので，そういった点に対する配慮が必要で
あると考えています。

先ほどの与党の大綱におきましても，地方財
政や個々の地方団体の税収に与える影響等を考
慮するということが書かれているのは，そうい
った観点からの留意点ということとなります。

〔全国知事会要望（収入金額課税）〕
地方団体からも，全国知事会からは引き続き

現行の課税制度が維持すべきではないかという
ご意見がございますので，こういった地方の声
も伺いながら，今後の税制改正の議論が行われ
ると考えています。

以上が法人でございまして，車体課税につき
ましても今年度大きな改正がございました。

（２） 車体課税
〔車体課税（地方税）の現状〕
資料㉓が車体課税全体の国・地方の帰属状況

を図にしたものでございます。冒頭の柱書きに
もございますが，車体課税の多くは２．６兆円の
うち２．２兆円が地方財源ということでありまし
て，貴重な財源になっているわけであります。
今後地方のインフラの更新等を踏まえますと，
この税収というのは非常に大事だと考えていま
す。

〔自動車税の税率引き下げ〕
先に資料㉕に飛んでいただきます。これは，
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自動車業界からも長年のご要望ということで，
自動車の保有税について引き下げのお話がござ
いました。一番左が軽自動車税で，１万８００円
という税率でございますが，乗用車につきまし
ては，一番小さい型で２万９，５００円でございま
した。これを２万５，０００円に４，５００円下げます。
以下，階段の下げ幅が小さくなっていますが，
保有課税の引き下げを行うということが一番大
きな改正ということでございます。

〔車体課税の大幅見直し（全体像）〕
資料㉔にお戻りいただきますと，この自動車

税の税率引き下げは，これは保有課税ですので
恒久的な減税になるわけでございます。新規登
録車からということでございますが，平年度
ベースで言いますと１，３２０億円の減収が立つと
いうことでございました。これの地方財源の確
保ということで，国にもご協力いただきまして，
まず地方の車体課税の中でできるグリーン化特
例の基準の見直し等を行う一方で，自動車重量
税の譲与割合の引き上げでありますとか，揮発
油税からの税源移譲等を頂く中で，地方財源に
は長期的な影響が出ない形での制度設計が行わ
れたということであります。

一番下の環境性能割の臨時的軽減につきまし
ては，消費税率が引き上げられるときの大きな
お買い物であります自動車につきまして，時限
的な軽減措置を講じるということでございます。
こういった大きな改正が行われています。

〔平成３１年度与党税制改正大綱（抄）〕
今後ですが，資料㉘です。与党大綱におきま

して，下の３行ですが，検討事項ということで
ございます。これは，やはり国・地方通じまし
てインフラの更新という財源を安定的に確保す
ることが必要ですので，そういったことを見す
えつつ，電気自動車の普及であるとか排気量に
応じた課税というものの限界というものも出て
まいりますし，安全に配慮するであるとか，環
境性能だけではなくて安全性能にも配慮する必

要だとかいろいろな点が指摘されてございます
ので，自動車関係諸税についての在り方につき
まして，中長期的な視点に立って検討を行うと
いうことでございます。われわれも，いろいろ
な方のご意見を聞きながら，このあたりの議論
を整理していきたいと考えています。

（３） 森林環境税
〔森林環境税及び森林環境譲与税の制度設計〕

新しい制度といたしまして，森林環境税が導
入されました。これは，パリ協定の下での温暖
化対策の一環ということでございますが，これ
も譲与税という形で制度が仕組まれているわけ
です。左が税の部分でございます。個人住民税
の均等割が道府県・市町村合わせまして４，０００
円ございますが，これに上乗せいたしまして
１，０００円分ということで森林環境税という新税
を導入することといたしています。これは，令
和６年度から施行です。税の徴収は６年度から
ということであります。

これは，森林の荒廃が非常に進んでいまして，
間伐等の手入れが必要になってくるわけですが，
その恩恵は，山間部でなく，広く都市住民にも
全国民にも及ぶのではないかということで，住
民税の均等割ということで導入されるわけです。
その図で言いますと，右のところが譲与税とい
うことで地方に配布される部分でございます。
森林環境税の下のところに譲与基準が書いてご
ざいますが，私有林の人工林面積でありますと
か林業従事者の数，人口によりまして，都道府
県・市町村に譲与税ということで森林整備の財
源を付与するということでございます。

〔森林環境譲与税の譲与額と市町村及び都道府
県に対する譲与割合及び譲与基準〕
先ほど課税と譲与のずれのことを申し上げま

したのが，資料㉛に説明がございます。森林環
境税につきまして，令和６年度からの導入とい
うことでございますが，これは実は東日本震災
の防災対策分ということで，現在１，０００円上乗
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せされているものが，令和５年までということ
でございます。その振り替わりのような形で，
税負担を極力小さくするということから，森林
環境税につきましては令和６年度から，それま
では借入金を交付税特会の方で行いまして，順
次その額を引き上げていくという形で現在設定
されていまして，譲与税自体は本年度から地方
団体に配布されるということになってございま
す。

（４） ふるさと納税
〔ふるさと納税の概要について〕

次はふるさと納税の関係でございます。これ
は，資料33は個人のふるさと納税でして，
２，０００円を超える部分については個人住民税か
ら全額特例分として控除されるという仕組みで
ございます。

〔ふるさと納税の受入額及び受入件数（全国
計）〕
資料34が最近の推移でございます。平成３０年

度におきまして，５，１００億円を超えるというこ
とで，非常に大きなボリュームを占める状況に
なってきています。

〔ふるさと納税制度の見直しについて〕
飛んでいただきまして，資料36です。この返

礼品につきましては，報道が盛んにされていま
すが，一部の団体が返礼品の豪華さで寄付を募
るという取り組みが止まりませんでした。法的
な規制が必要だということで，右にございます
が，法律改正後ということで，総務大臣が指定
する団体に限って税額控除の特例分の適用が受
けられるということでございます。下に基準①
②③とございますが，返礼品を３割以下にする
とか地場産品に限っていただくとか，そういっ
たルールを設定することといたしまして，この
６月１日から施行されているということでござ
います。

制度の説明は，個人については以上にさせて

いただきます。

〔企業版ふるさと納税の活用（地方創生応援税
制）〕
同様と言いますか，企業版についてもふるさ

と納税制度がございます。資料38でございます。
これは個人の場合と違いまして，企業にも一部
負担していただくということでありますが，図
にございますが，公共団体に対する寄付につき
ましては損金算入，現在３割の軽減効果があり
ますので，現行制度はこれをさらに３割という
ことで倍にして６割が軽減されるということで
ございます。４割の負担が残るということです
が，これにつきまして，今年度さらなる拡充と
いうものが議論されるのではないかということ
でございます。

〔企業版ふるさと納税に係る地方創生担当大臣
表彰の事例〕
資料39にございますが，一番下にあります岡

山県の玉野市などの例で，企業もいろいろ工夫
されていますというか，企業にもメリットがあ
る形での寄付ということで，商業高校に工業系
学科の新設を実施しまして，人材育成に役立て
てほしいといった事例等が最近起こっていると
いうことでございます。これもご紹介だけにと
どめさせていただければと思います。

（５） 地方税の電子化
〔ICT化の進展に対応した主な施策（地方税）〕

地方税の電子化でございます。資料43は，今
まで取り組んできたことを年表にしたものでご
ざいまして，参考にご覧いただければと思いま
す。

〔eLTAX（エルタックス）について〕
資料45が eLTAX でございます。これは国税

庁の e―Tax に L が付いたローカルの eLTAX
でございます。これは，給与支払報告書のやり
とりでありますとか法人２税の申告について，
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現在 eLTAX が使えるということで，これはか
なり以前は紙に申告書を書いて封筒詰めして大
変なご負担を企業に頂いていたわけですが，電
子的に一括してこの eLTAX の窓口に送付すれ
ば自治体まで届くということでございます。

上の枠囲みの２つ目にございますが，この運
営主体が今まで一般社団法人でございましたが，
今年の４月１日から，地方税法に基づく地方共
同法人ということで，地方税共同機構という運
営主体に生まれ変わりました。マイナンバーの
やりとり等も含まれますので，セキュリティに
も配慮した体制を強化するということでござい
ます。

〔地方税共通納税システムの導入〕
その中で，資料46でございます。地方税の共

通納税システムというものが，この１０月から始
まります。来月からということでございます。
これまでは，地方税法人２税につきまして申告
だけできる形になっていましたが，税金を納め
る部分がそれぞれ金融機関等に行うというよう
なことでございました。手続きが納税まで完結
していませんでしたが，このシステムの導入に
よりまして，申告から納税まで一括対応ができ
るということでございまして，これはかなり負
担軽減になるということでご評価も頂いている
ところでございますが，１０月から円滑に施行し
たいと思っています。

上の枠囲みの※印が一番下の行にございます
が，当面は申告系の事業税，住民税が中心にな
りますが，地方の場合には賦課課税であります
固定資産税でありますとか自動車税等ございま
すので，これは課税主体の検討状況と納税者の
方のご意見を踏まえましての検討ということに
なりますが，さらにこの税目の拡大等の利便性
の向上を務めていきたいと思っていますので，
ご紹介させていただきたいと思います。これは，
電子納税に限らず納税環境の整備というのは政
府を挙げて取り組むということでございますの
で，われわれは税制と同様に，納税事務も重要

だと思っていますので，この点も力を入れて進
めたいと考えてございます。

駆け足になりましたが，以上でお話を終わら
せていただきます。ありがとうございました。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．地方財政・地方税制の現状と
課題への質問・意見

（岩﨑） ありがとうございました。それでは，
討論の方に入りたいと思います。まず，國枝教
授からご意見を頂きたいと思います。
―――――――――――――――――――――
（國枝） 地方税制を巡る課題について，非常
に網羅的にご説明いただきまして，大変参考に
なりました。また，特に執行の話というのが
往々に軽視されるわけですが，今，最後で地方
税の電子化についてもお話しいただきまして，
これも勉強になりました。どうもありがとうご
ざいます。

質問なのですが，やはりいろいろあるテーマ
の中でどうしても重要なのは，地方財源の偏在
をどうするかということかと思いますので，そ
れと関連してふるさと納税，それから地方法人
課税の在り方ということについて質問したいと
思います。

〔返礼品競争激化の抑制〕
まず，ふるさと納税でございます。ふるさと

納税制度については，寄付者の方は，あまり認
識なさっていないかもしれませんが，実は国及
び寄付をした方が住んでいる土地の自治体の負
担で行われている制度というところがあって，
私も含めて経済学者の間では，懐疑的な論者も
元々多かったかと思います。特に話題になりま
した返礼品競争というのは，元々生まれ育った
土地の自治体を助けたいという人達が自発的に
寄付するのを支援する措置として導入されたの
に，現在では，いかに割安で特産品を手に入れ
るかが目的となってきてしまったということで
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す。もちろん今回総務省におかれてさまざまな
見直しを行ったということで，非常にいいこと
だと思いますが，まだまだ問題も多いかと思い
ます。そういう意味では，返礼品は不要とする
とか，或いは現在の控除についてもう少し圧縮
するというようなより厳格な制限を課すべきで
はないかという気がいたしますが，いかがでし
ょうかというのが１点でございます。

〔企業版ふるさと納税制度〕
それからもう１点，今ご説明がありましたふ

るさと納税は，個人だけではなくて企業一般に
ついてもふるさと納税という話があります。た
だ，考えてみますと，今の大企業というのは，
実は株主の中には例えば海外の人も多いという
ことがあって，例えば日産の大株主はルノーで
ございます。個人であれば先ほど言いましたよ
うに生まれ育った土地に寄付するという説明が

あるのかもしれないのですが，さて企業にそう
いうことで多くを期待するということはいかが
なものかなという気がいたします。その点どう
お考えかということでございます。

〔交付税制度の抜本的な改革の必要性〕
それから，地方法人課税についてですが，地

域間の税源の偏在というのがあるのはもう間違
いないことでございまして，それを何とかする
ために，外形標準課税であるとか特別法人事業
税，特別法人事業譲与税の導入，さらに法人住
民税や法人税割の交付税原資化等の措置がご説
明のとおり講じられたわけです。半面，地方法
人税制は私も大学で教えていますが，授業でも
なかなか説明が難しい複雑な制度になってしま
ったという問題があるかと思います。

詰まるところ，先ほどのふるさと納税，或い
は地方法人課税についていろいろ改革がなされ
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てきた背景には，基本的には特に東京都を中心
とした富裕な地方自治体の財源を地方に移転す
ることが現在の制度では根本的にはできないと
いう問題があって，いわばそのつけが地方税制
の方に回ってきて，地方税においていろいろご
苦労なさるということになってきたのではない
かと思います。交付税制度については，今日午
前中講演をなさった佐藤先生をはじめとして，
いろいろな経済学者から抜本的な改革案も出さ
れているところでございます。今日いらっしゃ
っているのは自治税務局長でございますので，
そのお立場では答えにくいかもしれないのです
が，そろそろ税制をいじってということだけで
はなくて，富裕団体の財源を地方に回せるよう
な財政力格差の是正を図る抜本的な改革も必要
になってきているのかなと思いますが，どのよ
うにお考えでしょうか？

以上でございます。
―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。では，引
き続きまして，畔柳副会長の方からご意見を頂
ければと思います。
―――――――――――――――――――――
（畔柳） 開出局長には国民生活に密接に関わ
る地方行政を支える地方財政の抱える課題につ
いて，わかりやすくご説明いただき，ありがと
うございました。地方についても，国と同様社
会保障費の拡大を安定的に賄える財源の確保と
いう重要な課題とともに，税源の偏在をどう改
善するのかという難しい問題に取り組まれてい
るということがよくわかりました。

その上で，私からは，これは質問というより
は，税収安定と応益課税原則の観点から，地方
法人２税，それから地方消費税への税収シフト
について，最近の改正における環境保全の要素
についての２点について，コメントさせていた
だきたいと思います。

〔地方法人２税の国税化について〕
まず第１点目でございますが，今ご説明頂い

たことの確認になりますが，地方自治体がその
地域の特性に応じた行政サービスを自ら決定し
て継続的に提供していくためには，安定した税
源の確保に加えまして，受益者が広くそのコス
トを負担するという応益課税原則が明確に確立
され，牽制が利いた財政の規律が維持されるこ
とを必要とします。また，人口集中等による税
源の偏在についても，より偏在性の低い税の導
入や柔軟な地方税制の見直しなどが継続的な取
り組みによって改善されていく必要があると考
えます。

従って，これらの点から，租研では，応益性
が低く，景気次第で税収が不安定となりやすい
地方法人２税の応能負担の部分は，従来，基本
的に国税化を含めて検討すべきとの立場を取っ
ています。その上で，拡大する社会保障費を支
える安定した税収として，地方消費税の拡充が
重要との認識を持っています。日々重要度を増
している子育てや医療・介護などを支えるため
には，地方消費税の一層の拡充を図るべきであ
り，その点では国税としての消費税のさらなる
税率の見直しと機を合わせて議論を継続してい
くべきと考えています。

〔環境を配慮した車体課税，森林環境税につい
ての取り組み〕
次に，車体課税と森林環境税に関わる取り組

みについてでございます。特徴的に，いずれも
環境への配慮をテーマとした税制として，納税
者にもその意味や目的がわかりやすいものにな
っていると思います。地方税の分野において，
最新性能を搭載したエコカーや電気自動車の新
車への買い替えを促したり，地球温暖化防止の
ための森林維持を目的とした税制が次々に整備
されていくことが，社会全体が環境問題の重要
性を再認識して，問題意識がさらに高まること
につながるのではないかという，そういった啓
蒙の点からも大いに意義があるのではないかと
考えています。
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〔デジタル手続法によるオンライン化〕
以上，２点についてコメントさせていただき

ましたが，最後に地方税に係る行政側の手続き
の効率化と納税者側の納税事務負担の軽減につ
きまして，地方税共通納税システムや eLTAX
のデータ取り組み手続きの電子化などの取り組
みは大変意義のあることだと思います。ICT
の発展と足並みを合わせて，手続きの面でも革
新的な取り組みを続けていただきたいと思いま
す。そして，自治体には努力義務となっていま
すが，デジタル手続法による行政への種々の申
請手続きのオンライン化については，国からも
地方公共団体の積極的な対応を促す措置をご検
討いただければと希望するところでございます。

以上でございます。
―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。それでは，
ただ今のお二人の先生方からのご意見につきま
して，開出局長の方からご見解をお願いいたし
ます。
―――――――――――――――――――――
（開出） ありがとうございます。

〔返礼品の指定制度導入〕
國枝先生から頂きましたふるさと納税の点で

ございます。これは元々制度の趣旨は，出身地
であるとかふるさとに感謝の気持ち，応援する
といったことをできるようにする，あとは税の
使い道を一定程度自分で決められるというとこ
ろが原点でありまして，そういった原点を大事
にすることが必要だということです。それとや
はりお話にもございましたように，国税の減収，
或いは，住所地の自治体の減収が起こるという
ことであり，これは交付税で結果的には国民が
負担します。やはりこの制度に参画する自治体
が，良識と責任を持って対応するということが
この制度を維持する基本的な条件であると思っ
ています。

今回そういった観点から，返礼品の提供をす
る場合には，一定の条件でやってくださいとい

うことで指定制度導入ということでございます
が，いろいろなご意見が出ることをわれわれも
承知しているわけですが，やはりふるさと納税
の仕組みによりまして，今回もまた千葉で災害
が起こっていますが，災害時の助け合いのため
の寄付でありますとか，一部自治体の中で，先
ほどの資料にも入れさせていただきましたが，
高校生の取り組みに支援いただく目的を明示し
て自治体が寄付を募ってそれがうまく回ってい
くということも出てきていますので，現段階で
はわれわれ今回導入されましたふるさと納税指
定制度を安定的に運営して，この健全な発展に
努めていきたいと考えています。

これからもいろいろなご意見があると思いま
すので，不断の見直しをするような姿勢で取り
組んでいきたいと考えています。

〔企業版ふるさと納税のメリット〕
企業版につきましては，確かにお話にありま

すように，企業にとってふるさととはどこかと
いう問題でありますとか，海外の方の投資家も
多くなってきていますが，地方にとりましても，
企業との結び付きというのはかなり大きくて，
いろいろなインフラの整備だとか教育の充実だ
とかいうことを行っているベクトルに企業のお
考えと合致する場合にご支援を頂けるというこ
とは，大変ありがたいということで考えていま
す。先ほど玉野市の例，これも工業高校の人材
育成でありましたが，企業としてもメリットが
あるというご判断で取り組まれているという事
例もあるところでございますので，骨太の方針
にもそういった地方創生に寄与するという観点，
企業価値の向上にもつながるという観点から，
この制度について伸ばしていこうということで
ございますので，われわれもいろいろなご意見，
メリット・デメリットございますので，留意し
つつ，この制度についても検討を進めていきた
いと考えています。

〔法人課税の偏在度の是正〕
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法人の偏在の話につきましては，ご指摘のと
おり非常にわれわれも悩んでいるところでござ
いまして，交付税による財源調整機能というの
が不交付団体についてはできませんので，どう
しても税の国税化，譲与税でありますとか交付
税原資にするとかという話になってまいります。
これが近年の取り組みということでございます
が，抜本的な地方財政制度の改善については，
おっしゃるとおりでございまして，これも一極
集中の是正ということとも直結するような話に
なってくるかと思いますが，現行の制度をさら
に拡充というのはなかなか難しいと思いますの
で，そういった点も含めて検討を深めてまいり
たいと考えています。

また，畔柳様からもご意見を頂きました。３
点だけお話ししたいと思います。地方の法人課
税につきましては，偏在度の問題等いろいろご
ざいますが，やはり法人も地方においては存在
を発揮しておられますので，さまざまな行政
サービスを受けておられるということでありま
して，一定のご負担というものもお願いしたい
ということでございます。偏在の問題もござい
ますが，やはり地方もいろいろな地域振興を行
う中で，企業誘致の取り組み，企業誘致を行っ
た結果としての税源涵養でありますとか偏在性
の問題もございますが，税収の伸張性，十分性，
こういったものも努力しながら取り組んでいま
すので，一定のご負担ということはお願いした
いということでございますが，その弊害という
ことの偏在性については，いろいろな先ほどご
説明したような取り組みをしているということ
でございます。

〔環境関係税〕
環境の関係については，課税目的が明確だと

いうところは非常に重要な点であると思ってい

ます。新しく税負担をお願いするものでござい
ますので，この使途も含めてどういった課税目
的，制度の税なのかということについて，わか
りやすい受益と負担についての関係，わかりや
すい説明に努めてまいりたいと思います。

〔行政手続きのオンライン化，電子化〕
行政手続きのオンライン化，電子化の関係で

ございますが，これは地方団体は国と違いまし
て，１，７００団体ございますので，今まで取り組
みは率直に言って遅れてきたと思います。地方
税共同機構という１つの受け口ができましたの
で，それをてこにさらに進めていきたいと思っ
ていまして，地方団体にも必要財源が出てまい
りますので，十分な対応をする中で進めてまい
りたいと考えています。以上でございます。

おわりに

（岩﨑） ありがとうございました。本日は，
矢野主税局長，開出自治税務局長から，国及び
地方の財政，税制の現状と課題について，ご説
明いただきました。とりわけ直近の税制改正の
状況につきましては，豊富な資料に基づいてメ
リハリをつけてとてもわかりやすくご説明いた
だきました。ありがとうございます。本来でし
たらもう少し議論を深めたいところではありま
すが，残念ながら予定されている終了時間もも
う過ぎていますので，これで切り上げさせてい
ただきたいと思います。

フロアの皆さまにおかれましては，本日はあ
いにくの雨の中でありましたが，たくさんの方
お集まりくださいまして，ありがたく思います。
これで本日の討論会をお開きとさせていただき
ます。どうもありがとうございました。
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討論会２ ９月１９日�・午前

財政のフューチャー・デザイン
最後の機会（財政経済研究会報告）

●参加者（五十音順）

嘉悦大学経営経済学部教授 和泉 徹彦
慶応義塾大学経済学部教授 駒村 康平
慶應義塾大学経済学部教授 土居 丈朗

東京大学大学院経済学研究科教授 林 正義

司 会 慶応義塾大学総合政策学部教授 小澤 太郎
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はじめに

（小澤） 小澤でございます。本日はよろしく
お願いいたします。まず最初に討論要旨に関し
て簡単に説明させていただきます。第２次安倍
政権が発足してから６年半以上が経過しました。
その間，発足当初のアベノミクス「３本の矢」，
それから，２０１５年の９月には「新３本の矢」が
打ち出されました。そして，２０１４年の４月に消
費税率が５％から８％に引き上げられはしたも
のの，消費税率の８％から１０％への再引き上げ
は，ご承知のとおり，２度先送りされました。

アベノミクスの成果につきましては，堅調な
景気のような基本的に肯定的な評価を下せるも
のとインフレ率の推移のような何とも言えない
もの，それから，基礎的財政収支，潜在成長率
のような残念ながら成果を上げているとは言い
にくいといいますか，言うには程遠いものが混
在しています。他方，団塊世代が後期高齢者と
なる時期があと５，６年先に迫っていまし
て，２０年後には生産年齢人口の減少に拍車を掛
ける団塊ジュニア世代の引退時期を迎えます。
アベノミクスでいまだ解決に至らない宿題をや
り遂げる時間的余裕が実はそれほど私どもに残
されているわけではないのです。

それにも拘わらず，最近のいわゆる金融庁の
２，０００万円報告書を巡る騒動には考えさせられ
るものがありました。報告書に記載されている
文言の一部を殊更に強調し，不安をあおりたて
る行為は厳に慎むべきであることは言うまでも
ありません。しかし，だからといって，報告書
の存在をタブー視することは避けるべきだと思
います。政府にとって重要なことは，たとえそ
れが不都合な真実の一端を示す情報であったと
しても，国民に誠実に伝えることで自助・共助
を促し，自助・共助では救われない経済弱者に
対しては証拠に基づいた効果的な公助を提供す
ることではないかと思います。

以上の問題意識の下で現状の財政，税制，社

会保障政策の課題をいま一度洗い出し，財政学，
社会保障論，公共経済学の知見に基づき，手遅
れにならないうちにわれわれが一体何をしなけ
ればならないのかということについて真摯に議
論を尽くすことで財政のフューチャー・デザイ
ンをご来場の皆さま方と本日はともに考えてい
きたいと思っています。

お手元の報告書に関しましては，去年の２月
８日のキックオフ，そして，それに続く３月８
日の岩本康志東京大学大学院経済学研究科教授，
現在は２年間国立国会図書館に出向中ですが，
出向する前に「財政運営の課題と将来」という
タイトルでご報告頂いています。その後，大学
の夏季休暇期間，それから，年末年始を除いて，
毎月第２木曜日に開催された財政経済研究会の
報告及び討論を基に取りまとめられたものです。
実は報告書の中には岩本先生のご報告は記載さ
れていませんが，これはまた後に議論と関係の
ある部分について再度言及させていただきたい
と思います。

そして，今日ご登壇いただいております４先
生に関しては，研究会の中でご報告を頂いた先
生方の中から，今日のために来ていただいてい
るのですが，これからお１人１２分ずつご報告頂
きまして，その後，余った時間を討論に充てた
いと考えています。従いまして，できましたら
通常の会より少し余計に議論の為の時間を取っ
て会を進めていきたいと思います。順番は土居
先生，駒村先生，林先生，和泉先生の順でお願
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いしたいと思います。それでは，土居先生から
お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．消費税率１０％後の税財政運営

（土居） 皆さま，おはようございます。ただ
今ご紹介いただきました慶應義塾大学の土居で
ございます。財政経済研究会の財政・税制パー
トの主査を仰せ付かっております。その財政・
税制パートでは５先生に，報告書の中で論文を
書いていただきまして，皆さまのお手元にある
とおりです。これら１つ１つをご紹介するとい
うことは私としても過分な役目になりますので，
包括的にこれらのエッセンスを取り入れながら，
そして，林先生については後ほどご自身の部分
について詳しくお話しいただけるものと思って
おります。林先生以外の部分について私から包
括的にお話をさせていただきたいと思います。

１．政府債務残高対GDP比（資料３）
わが国は政府の財政赤字が多く，そして，そ

れが長年にわたり累増して，今や政府債務残高
対 GDP 比は２００％を超えているということは
皆さまもお聞き及びのとおりだと思います。こ
れがどういう災いをわが国経済に及ぼしている
のかという話になると，何かと実感が湧かない
という国民の方々が多いと思います。確かに将
来禍根を残すのではないかと危惧して，私も危

惧をしているわけですが，かといって，今身の
回りの金利が高くなっているわけでもなく，こ
れからハイパーインフレの兆しがあるわけでも
なく，むしろ増税をすると景気が悪くなるので
はないかということすら心配している。それは
政府債務を減らすために，ないしは政府債務が
増えないようにするためにしていることであっ
ても，経済の方が悪くなっては身もふたもない
とかというような話があり，なかなか財政難で
あることに対する国民の問題意識をうまく喚起
することができていないのだと思います。国債
残高が増えれば金利が上がるという話はおおか
み少年だというような一言で片付けられて，十
数年，二十数年たっているということだと思い
ます。

２．財政硬直化（資料４）
ただ，私が思うには，この平成の３０年間を経

て令和の時代を迎える今日において，結局，ど
うなったのかを１つの図で表し切るとすれば，
資料４のような図になると思います。人間の体
に例えますと，ダイエットを頑張っても，その
後ダイエットを怠るとリバウンドが来て，また
体重が元に戻ってしまうというようなことがあ
ります。だけど，また頑張ってダイエットすれ
ば体重が減るので，気が向いたらダイエットを
頑張ろうかなということになるのでしょうが，
そのダイエットとリバウンドを繰り返すと実は
高血圧とか，脂質異常症になってしまい，動脈

資料３
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資料５

硬化が起こるということすらあるという話です。
私は医学で学位を取った人間ではありませんが，
医学的にはそういうことが言われているので，
ダイエットをするなら，リバウンドを起こさな
いようにちゃんと体調管理，体重管理をするべ
きなのです。

財政硬直化という言葉がありますが，これは，
政策的経費にメリハリを付けたくても，付けら
れないほどに政府債務の重荷，元本の返済や利
払いが歳出を圧迫するということとして財政学
の世界では知られている現象です。財政の硬直
化という言葉と動脈硬化という言葉を少し比喩
として掛けているわけですが，わが国の歳出構
造について，平成３年から平成３１年（令和元
年）のこの３０年足らずの時期の変遷を振り返る
と，増えたり，減ったりはしていますが，社会
保障費以外の政策的経費はものの見事にほとん
ど変わっていない，メリハリづけができない状
況になっているということです。

社会保障は確かに高齢化で必要なので，増え
ていますが，それ以外の経費がほとんど同じ金
額になっているということは，私は財政硬直化
の予兆が既にわが国の財政に及んでいて，それ
は政府債務が増えて，国債費が増えて，もちろ
ん社会保障費もあるのですが，国債費の増加も
著しいということです。金利がほとんどゼロで
も年間１０兆円弱の利払い費を払っているという
状況はやはり看過できないのではないかと思い
ます。歳出構造を見直すということを繰り返し

歴代政権は続けてはいますが，なかなかメリハ
リが利きにくくなっている状況なので，やはり
政府債務残高をこれ以上大きく増やさないよう
にするための努力は引き続き必要なのではない
かと思っています。

３．消費税率１０％後の税制改革（資料５）
その観点からすると，今年１０月に消費税率が

１０％に上がった後，どうするかということもあ
ります。１０％に上がったのだから，これで大丈
夫ではないか，これ以上は税制の議論をする必
要はないのではないかという悠長なことはとて
も言っていられないと思っています。では，消
費税率１０％に上げた後にどうなるのかという話
になりますと，直ちに腕まくりをして，「消費
税率１２％，１５％はいつにしますかね。２０２４年で
すか。２０２５年ですか」といきなり消費税率の具
体的な数字を言い出すというのも少し気が早い
ように思います。

そのためには，社会保障のために本当に増税
が幾ら必要なのかという試算といいますか，目
鼻立ちを付けていく必要があります。まずは社
会保障制度の改革をして，それでもやはり消費
税で財源を賄う必要があるのだということが国
民にも理解できる形で浸透していけば，やはり
消費税率を１０％よりも上に上げていく必要があ
るのだという議論があまり遠くない将来に出て
くるのではないかと私は期待をしたいと思いま

資料４
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す。だからこそ社会保障の改革も手抜かりなく
やる必要があると思います。

それともう１つは，消費税以外の財源という
話も議論の俎上に上ってくるのではないかと思
います。例えば所得税です。格差是正のための
所得税制の見直しというのは安倍内閣の中でも
行われてきています。ただ，安倍内閣の下での
所得税制の改正というのは，財源を生み出すた
めにそういう改正を行ってきたわけではなく，
むしろ高所得者からより所得税を取るために給
与所得控除を減らすとか，上限を下げていくと
いうようなことに取り組んできたのです。

民主党政権のときに企画されたものが政権交
代で安倍内閣に変わった後に実行されたという
ものも含みますと，意外と安倍内閣は所得税の
改革に取り組んだ内閣と言えると思います。例
えば金融所得課税の一体化も企画されたのはも
っと前ですが，実行されたのは安倍内閣で，い
わゆる軽減税率１０％をなくして，２０％の本則に
戻すということを安倍内閣でもやっていますし，
最高税率を４５％に引き上げるということも，企
画したのは民主党政権ですが，それを実行した
のは安倍内閣です。さらには給与所得控除の見
直しを最初に手掛けたのは民主党政権ですが，
第２弾，第３弾と給与所得控除の上限を引き下
げるという形で所得格差是正を図るということ
に着手したのは安倍内閣です。

来年の所得税には基礎控除を引き上げる代わ
りに給与所得控除と公的年金等控除を引き下げ
る改正も行われるという意味においては，消費
税の増税を延期したことで殊更有名な安倍内閣
ではあるけれども，所得税の改革にも，目立た
ない形かもしれませんが，着手していたという
意味では，私は意義があることだと思います。
しかし，そこから財源を捻出するということを
考えてはいないということです。ほぼ税収中立
で行われているということですので，今後所得
税の次なる改正を考えるとするならば，どう考
えるのか。まだ何のアイデアも俎上には載って
おりませんが，何らかの議論がある，ないしは

あることを期待したいと思います。
消費税を巡る議論は今後１，２年ということ

になりますと，衆議院選挙も１，２年の間には
あるということです。そう考えると，消費税を
堅持することを掲げる与党と消費税を廃止する
とか，５％に戻すとかと言っている野党との構
図になるかもしれません。一見すると消費税率
を下げると言う方が聞き心地が良くて，そうい
う政党に有権者が投票するようなことがあるの
かもしれませんが，社会保障のための消費税財
源だということをしっかり訴え，それが国民の
納得感を得られれば，決して消費税を下げない
としても，票を集めることはできるのではない
かと思います。

それから，来年の初めまでに国際的な合意を
することが期待されているデジタル課税の話も
この研究会では取り上げていますが，今日は時
間もありませんし，午後の国際課税の話もあり
ますので，ここでは深く申し上げません。

それともう１つは，先ほど小澤座長もご指摘
されましたが，「老後２，０００万円」報告書と言わ
れる金融庁の金融審議会の報告書に端を発した
議論ですが，これはまさに税制を巡る議論であ
ると私は受け止めています。NISA の恒久化，
この税制改正要望を裏付けるような報告書に恐
らく金融庁はしたかったのだと思うのですが，
与野党の政争の具になってしまいました。ただ，
小澤座長も先ほどおっしゃったように，冷静な
議論が必要で，その議論のために今後どういう
議論があるのかということを少し私もこの後に
言及したいと思います。

４．今後の税財政のあり方（資料６）
その言及をする前に少し消費税を巡る議論の

環境を振り返ってみたいと思いますが，消費税
率については１０％に引き上げることを２度延期
しました。その間にはやはり経済成長促進，デ
フレ脱却という話がありました。しかし，社会
保障の安定財源を確保するためには，経済成長
頼みで税率を引き上げないということで果たし
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てよいのかと思うわけです。景気が多少悪化し
ても，社会保障費は減らせない。社会保障費が
減らせない以上，しっかりとした安定財源を確
保するという観点からすると，消費税はそれに
向いた税ではないか。ただ，残念ながら，そう
いう認識が国民と共有できている状況ではない
というのが悩ましいところで，事あるごとに説
得が必要なのだと思います。

５．財政健全化の理解をどう深めるか（資料
７）

それから，消費税率の引き上げが延期されて
いる最中の税制を巡る環境を見てみますと，他
力依存の構図です。つまり，お金持ちが税を負
担してくれれば，われわれは税を負担しなくて
済むのではないのかとか，企業が負担してくれ
れば，われわれは負担しなくてもいいのではな
いかとか，政府がうまく財政運営してくれれば，

増税なんかしなくてもいいのではないのかとか，
そういう他の人が何とかしてくれれば自分は負
担しなくてもいいのではないかという発想が背
景にある消費増税反対論が横行していたと私は
思っています。そういう意味ではこうした他力
依存の構図から抜け出すための議論の環境整備
が今後必要になってくると思います。

６．老後の資産形成を支援する税制改革（資料
９―１０）

最後に，老後の資産形成を支援する税制改革
が，今後議論されると思います。９月中には政
府税制調査会は中期答申を出すことになってい
て，その議論が進んでいますが，あいにくこの
議論の目出しはあるのですが，結論めいたこと
は議論していないので，答申には書けないので
はないかと感じています。さらには「老後２，０００
万円」問題を巡る与野党の攻防を考えると，あ

資料６

資料９

資料７ 資料１０
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まり先走ってこの話をすると政治的にやけどを
する可能性もあり，政争の具にならないように
忖度しているということもあるのかもしれませ
ん。ただ，私は学者ですので，勇み足かもしれ
ませんが，一歩先んじて少しその議論に踏み込
んだ言及をここでさせていただきたいと思いま
す。

老後の資産形成を支援する税制という話にな
りますと，貯蓄を促進するとか，貯蓄への税制
優遇をすると聞こえるので，消費が減退するの
ではないかとか，あるいは，それは金持ちを優
遇しているのではないかというような誤解が生
じがちです。それを防ぐことは必要で，そうな
らないような議論の提起ということで言えば，
例えば老後に備えた分散投資を促すための仕組
みを活用することが必要だとか，中低所得層で
も老後のために貯蓄を蓄えるための非課税優遇
だというふうな説明だとか，こういうものがま
ず入り口としては必要なのではないかと思いま
す。

ただ，今のわが国の税制以外のところでこの
問題が置かれている欠点は，一時金払いが横行
していることです。iDeCo も，NISA も引き出
すときには一括で引き出すことが多用されてい
ます。それから，さまざまな私的年金・非課税
貯蓄の制度が林立している状況を打開するため
に何か税制が役に立てないかと思うわけです。
そうすると，やはり一時金払いが横行していて，
本来は生涯にわたる資産形成であるならば，老
後になっても一括で引き出すのではなくて，必
要に応じて年金払いをしてもらうような形にす
るのがいいと思います。もちろん今も iDeCo
で年金払いにはできるのですが，年金払いを活
用している方はごく少数です。

一時金払いがなぜいいかというと，所得税が
実質的に軽課されているからです。別に退職給
付税制を目の敵にして大増税をする，重税を課
すという意味ではなくて，せめて年金払いにし
ても，一時金払いにしても，割引現在価値でみ
て同程度の税負担になるような税制にすること

は必要です。あとは非課税枠を統一するという
ことです。私的年金で使っても，非課税投資の
制度を使っても同じ非課税拠出枠であるという
形で，制度をわかりやすくすることも必要では
ないかと思っています。

私からは以上です。

Ⅱ．長寿社会における所得保障政
策と金融ジェロントロジー

―――――――――――――――――――――
（小澤） ありがとうございました。では，駒
村先生，お願いします。
―――――――――――――――――――――

（駒村） 慶応義塾の駒村でございます。おは
ようございます。私は社会保障分野の取りまと
めと私自身の研究の主張をご報告させていただ
きたいと思います。社会保障の分野は山重先生，
大森先生，和泉先生，中野先生からそれぞれの
研究を発表していただきました。今日前半部分
でこの総論部分に関して４先生のご報告を交え
ながら，後半部分で私の研究の主張についてお
話ししたいと思います。

１．２０世紀後半からの中高年の死亡率の改善効
果（平均余命の伸長）（資料１２）

図は２０世紀後半から平均余命の伸長状況です。
現在社会保障を取り巻く大きな問題としては人
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口構造の変化というものがありますが，その要
因は２つあり，１つは寿命の伸長，もう１つは
出生率の低下です。まず寿命から見てみたいと
思います。現時点で例えば６５歳まで生きた女性
を見てみましょう。もう既に９割近い方が６５歳
まで生きる時代になってきていますが，さらに
６５歳まで生きている方はあと何年生きるのかと
いうと，あと２５年生きることになります。いわ
ゆる平均寿命よりはさらに生きることになるわ
けです。今後もこの伸長は続いていまして，
２０６５年には女性の平均寿命は９１．３５歳，余命で
見ると恐らくこれからプラス５歳ぐらい延びて
くるのではないかと思います。

６５歳まで生きた方ということになりますと年
金をもらうことになるわけですが，今後，女性
の寿命はさらに伸長し，半分近い人が９０歳代半
ばまで生きる時代がきます。年金で見てみる
と，４０年間保険料を拠出して，３０年間もらうと
いうことになると，４０年分で３０年分を支えなけ
ればいけないということになります。財政を安
定させるためには，どれだけ年金を減らすか，
或いは支給開始年度を遅くするか，本来こうい
う組み合わせを考えなければいけないのです。

最近言われるようになった「人生１００年」と
いうのは，この先さらに医療技術の進歩がこの
ペースで進んでいき，その医療技術を多くの方
が使えるような社会が来たときに２１世紀生まれ
の子どもたちの寿命は何歳ぐらいまで延びるの
かということをカリフォルニア大学とマック

ス・プランク研究所がシミュレーションした結
果，半数近い子どもが１００歳を超える人生を迎
えるようになるだろうということで，そういう
１００年の人生もこれから考えていかなければい
けない時代がやってくることになります。

２．２０４０年頃：１７０万人が死亡して，７０万人が
生まれてくる社会（資料１３）

次は人口構成の動向で，特に出生率の方に着
目しています。数字の桁は１，０００人です。だか
ら，２，０００と書いてあるのは２００万人ということ
なのですが，１年間で生まれてくる子どもの数
です。一番上の線が１９７５年の人口推計で，この
ころ合計特殊出生率は２を維持できていました。
当時の前提は将来も２をずっと維持できるとい
うことでした。従って，毎年日本社会は２００万
人の新しい子どもを迎えるということになりま
すので，今でも恐らくこの前提が達成できてい
たら，日本は１億４，０００万とか，１億５，０００万と
か，そういう人口規模の社会になっているはず
だったわけです。けれども，ご存じのとおり，
出生率が１．５ぐらいの状態が長期に続くと，途
中で将来推計の見直しが行われて，１年間に生
れてくる子どもたちは１５０万人ぐらいに減るの
ではないかと修正が連続的に後追い的に行われ
ていきます。ただ，合計特殊出生率２が１．５に
なると４分の３なので，１年間に生れてくる子
どもは４分の３になるのかというと，そういう
話ではなくて，４分の３の状態が何世代にわた

資料１２

資料１３
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っても続くことになると，４分の３×４分の３
×４分の３と，どんどんどんどん小さくなって
いくことになります。

実際は１年間に生れてくる子どもの数の動向
はこの赤い方の線で，現在９０万を切るかどうか
のところまで下がってきていますが，２０５０，
２０６０年になると恐らく５０万ということになりま
すので，１年間に生れてくる子どもの数は出生
率が２を維持できれば２００万人だったのですが，
将来は４分の１の５０万人まで減るということに
なります。これについて山重先生は従来のよう
な政策では全く足りないのではないか，全く異
なるレベルの政策を行わなければいけないので
はないか，そのときに女性の視点が極めて重要
であって，さらにそのためには女性の社会進出，
特に政治的な進出が極めて大事なのではないか
という主張をされているわけです。

なお，参考までに，こちらの図は，これも縦
軸が１，０００人単位ですが，１年間に亡くなる方
の数の推計値ですので，現在１２０～１３０万人が毎
年亡くなっており，２０４０年ごろには毎年１７０万
人の方が亡くなるということになります。２０４０
年ころになると，生まれてくる子どもは７０万人
ぐらいですから，１７０万人が亡くなり，７０万人
が生まれてくるということになると，毎年１００
万人ずつ日本人は減少することになるわけです。
これを外国人労働者で本当に補うことができる
のかというと，これについては和泉先生の方か
らどういう政策を行っているか，どういう課題
があるのかというお話が出てくると思いますの
で，この辺は割愛させていただきたいと思いま
す。

３．長期人口推計（２０１５年社人研）（資料１４）
よく厚生労働省が示しているのは２０６５年まで

の人口動向です。これは本推計ではありますが，
その先には参考推計があって，２１１５年まで将来
推計は出ているわけですが，その先，つまり，
２０６５年から先はものすごい勢いで人口が減少し
てしまいます。出生率を１．８にしましょうとい

うのは，減少するスピードを緩めるぐらいであ
って，減少傾向は止めようがありません。出生
率は２を維持しない限り，今の人口は維持でき
ないということなので，かなりのことをしなけ
ればいけないことになります。

４．２０２５年までの社会保障改革の予定表（資料
１５）

人口構成の影響を受ける社会保障改革，社会
保障状況ですが，これは既に行われている改革
もあれば，これから行われる改革もある。或い
は官邸に置かれた新しい改革推進の会議体もあ
るわけです。そういった束ねるような動向もあ
るわけですが，例えば年金の場合は，財政検証
というのが５年に１度行われることになってい
ます。８月末に２０１９年の財政検証が発表されま
した。それから，医療の場合は原則２年です。
２年間隔で診療報酬の改定が行われます。介護

資料１４

資料１５
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の場合は原則３年という間隔で，介護と障害者
福祉について介護報酬の改定が行われていきま
す。生活保護は基本的には５年間隔で給付の見
直しが行われるということなので，ある程度
ルール化されていますので，この後もそのペー
スで行われるのだろうと思います。

医療と介護の同時改定というのが６年に一遍
行われますので，次の大型改革は２０２４年という
ことで，この年には年金と医療と介護と障害者
福祉が同時に議論されるのだろう，或いは何ら
かの改革が行われるのだろうと思われます。人
口構成上は２０２５年をどう乗り越えるのかという
のが当面の課題ですので，そこにはぎりぎり間
に合うか，間に合わないかといったところです。
改革を行ってすぐに効果が出るわけではありま
せんので，かなりぎりぎりの動向になってきて
いるということだと思います。

５．２０２５年，２０４０年の社会保障給付費の見通し
（資料１６）

さらにその先にはもう一段厳しい社会保障・
人口構成の動向が待っていることになります。
２０２５年は団塊世代が７５歳に到達する時期である
と言われていますが，次に人口が多い団塊ジュ
ニア世代が退職して支え手から離れていくこと
で急激に労働人口が減っていく，支えている人
口が減っていく時期が２０４０年に来るだろうと思
われますので，この２０２５年を中間的に見ながら，
さらに２０４０年の危機をどう乗り越えるのかとい

うことを考え始めなければいけないということ
になります。

年金給付はマクロ経済スライドが順調に効け
ばそれほど伸びません。逆に言うと，対 GDP
比に占める割合が現在の１０％が９％に下がると
いうことになります。高齢者人口が増えるにも
拘わらず，公的年金が経済に占める割合が下が
るということは，マクロ経済でみれば，高齢者
の購買力がそれだけ下がっているということを
意味しますので，この需要の縮小を何で埋める
のかという議論をしたときに，今日何度か言及
されている金融庁の「２，０００万レポート」が出
てくるわけです。公的年金が実質下がってきた
分を，私的年金をためることによって，その取
り崩しで老後を支えてくださいねというレポー
トが出てくるわけですが，ちゃんと評価をして
いただけなかったというのは非常に残念に思い
ます。

その他，ポイントとしては医療，介護が増え
るということです。この医療の増え方が人口構
成の変化プラス医療技術の高度化によって急激
に増えているわけですので，この部分をどう見
直していくのかということを大森先生が議論さ
れています。

今日のところであまり深掘りした議論はでき
ませんが，子どもの支出が増えていくと示され
ています。出生率が下がっていて，子どもの数
が減っているのに，子どもの支出が増えるのは
一体何事かと思われますが，年金財政検証の中
で１つ重要な見通しが出されているのは，既婚
女性，有配偶女性の労働力率が２０代半ばから４０
代ぐらいまでは６０％を切るぐらいの水準になっ
ていますが，２０４０年にかけてこれを８０％以上に
引き上げるということを想定していますので，
出生率をこれ以上下げないで，なおかつお母さ
んたちの労働力率を伸ばすということになりま
すので，基本的にはほとんどの子は幼稚園に行
かない，基本的にはほとんどの子どもが保育園
に行くということを想定しているのだろう，或
いは保育園と子ども園に行くのだろうと想定し

資料１６
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ていると思われます。幼稚園よりも保育園，子
ども園の方が高コストということになりますの
で，恐らくその部分のインパクトが，或いは無
償化のインパクトがこの中に組み込まれている
ので，子ども向けの給付は増えるということで
す。

一方で，その他のところがほとんど増えない
ように設定されていますが，これはやや疑問が
あって，年金のマクロ経済スライドが効いてい
けば，当然ながら，年金の少ない高齢者が増え
ていきますので，生活保護受給者が増えるとい
うことが予想されるわけです。年金を下げれば，
当然ながら，部分的には生活保護受給者が増え
る可能性がある。この部分をちゃんと織り込ん
でいるかというと，ややそこの前提は甘いので
はないかと思われます。

６．年金政策の課題（資料１７）
諸外国の年金改革を見ながら，将来の課題を

考えていくということを見ていったときに，表
には左から財政の安定化とか，いろいろ書いて
あるわけですが，これは２０００年前半に世銀が各
国の年金専門家に，年金改革がどの国も２０００年
代前半に集中的に行われたわけですが，「その
ときにおたくの国では何に一番政治的な資源，
議論を集中させていますか」と項目を挙げても
らったときの回答結果です。当然ながら，財政
的な安定性，年金財政の安定性を確保したい。
これはわかりやすく言えば，保険料を上げるか，

給付を大幅カットするか，いずれしかないとい
うことです。どの国でも高齢化が進みますので，
いずれかやらなければいけないということです。
一方で，給付をカットする国が多かったわけで
すが，給付をカットし過ぎてしまうと，低所得
高齢者の年金水準が下がってしまうので，給付
をカットしながら，低所得者の所得保障をどう
同時に行うかというのが非常に悩ましいという
ことです。同時に雇用形態の多様化が進んでい
きますので，非正規労働やいわゆる非典型労働
の方が増えていく中で社会保険から外れる人が
増えていくということです。この方の社会保険
をどうするのかということが議論されています。

それから，経済成長がなければ，年金制度は
当然維持できないので，きちんとした成長戦略
を行っていくということです。最後に金融市場
の整備です。これは公的年金を下げた分だけ私
的年金で穴埋めをするということです。私的年
金に入っていただいて，ちゃんと運用していた
だくという制度を整備していくということです。
或いは税制上の優遇を与えていくということで
す。これは先ほどの土居先生の話にもつながる
わけです。こういった議論は当然２０００年代前半
に先進国で行われている議論だということなの
ですが，日本はこの議論をこの間の金融庁のレ
ポートでやろうとしたら怒られてしまったので，
なぜ怒られたかよくわからないという気持ちで
す。

年金の政策目標における課題としては，給付
の十分性，それから，年金財政の持続可能性，
世代間の公平性，これらをどう守っていくのか，
改善するのかということなのですが，現実問題
としてこの３つを同時に改善するのはかなり難
しい，絶望的な状態ではないかと思います。そ
れでも知恵をどんどん使っていかなければいけ
ないということで，年金財政検証がこの間発表
されました。

資料１７
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資料１８

資料２１

７．２０１９（令和元）年財政検証結果のポイント
（資料１８）

年金財政検証の細かい話をしている時間はあ
りませんが，ちょうど今日このタイミングで日
経の「経済教室」に私の論考が出ていますので，
もし日経新聞をお持ちの方は後で読んでいただ
ければ，年金財政でどういうことが議論された
のかが出ています。わかりやすく言うと，６つ
の経済前提を作って，６通りのストーリーを作
りました。そして，そのうち経済成長と女性と
高齢者の就業率が極めて上がる，或いはそこそ
こ上がるというケースでは年金財政は持続可能
です。要するに，現在６２％の給付水準を５０％程
度まで下げて，そこで維持できるということで
す。６２％のものが５０％まで下がるというのは，
６２を１００と考えるときには，５０というのは８０の
水準ですので，約２０％ほど年金水準が下がるこ
とになります。賃金上昇率で，年金水準を評価
したときに年金の実質価値が２０％下がるという
ことです。

幾つかのそういうシミュレーションをやっ
て，３通りについては何とかその条件を満たす
ことができるが，経済成長が極めて低い，或い
は実質経済成長がマイナス０．５のような状態が
今後も続いていく場合は年金財政は維持できな
くなり，３ケースにおいては現行年金制度は維
持できないということなので，どう評価するか
というと，健康でも，不健康でもなくて，要経

過観察の状態だということになります。

８．２０１９（令和元）年財政検証の結果について
（資料２１）

年金の低下の状況が示されたのがこの図にな
るわけです。基礎年金と厚生年金に対してマク
ロ経済スライドでおおむね毎年年金の給付水準
を１％ずつ下げていくという措置を行うわけで
すが，厚生年金の方が財政状況は安定していま
すので，早くマクロ経済スライドの調整が終わ
ることになります。それに対して財政状況がよ
り悪い国民年金，基礎年金の方はマクロ経済ス
ライドが長期的に行われてしまい，マクロ経済
スライドの調整終了時期が２０４７年までかかると
いうことで，基礎年金で大幅に給付水準が下が
っていくというのが極めて大きな問題になって
きます。

この図が今日日経の「経済教室」で示した図
で，それよりもさらにごちゃごちゃと書いてあ
るのですが，何を示してあるかというと，先ほ
どの６２％相当の年金の給付水準が５０％に下がる
というのは，中間的な所得層のモデル年金が
２０４７年にかけて徐々に下がっていくことを意味
しています。縦軸は年金の給付水準，所得代替
率，横は現役時代の自分の賃金，自分の収入を
示しています。縦軸の右側，左側は現役のとき
の賃金が平均２０万円ぐらいの方の年金給付水準
ですが，現在９８％が将来７６％へということにな
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資料２２

ります。そして，逆に賃金が８０万円の方の年金
の４６％の給付水準が３９％と，この青い点線のよ
うに下がります。

厚生労働省の資料ではこんなにきれいに示さ
れていませんが，ちょっと加工しました。これ
が何を意味しているかというと，標準的な世帯
は２０％給付水準が下がるが，低所得世帯はより
落ち幅が大きいということになります。それは
なぜかというと，基礎年金の給付水準が大幅に
下がるので，低所得者になればなるほど，基礎
年金依存度が高いので，加えると自営業の方は
基礎年金しかないので，低所得者ほど生活の落
ち方が著しくなるということになります。

それを解消するために何が必要かというと，
厚生省の議論は今まで国民年金１号に入ってい
たような非正規労働者の方を国民年金グループ
から厚生年金グループの方に移籍してもらいま
しょう，財政の厳しい国民年金から余裕のある
厚生年金に移ってもらうことによって国民年金
財政を改善させて，マクロ経済スライドを早く
終わらせて，給付水準の落ち方を緩やかにしま
しょうということになります。１００万人の適用
拡大，新しく非正規労働者の１００万人以上の方
に入っていただくケースと，３００万人以上の方
に入っていただくケースと，非正規，学生，ア
ルバイトも含めて１，０００万人以上のほとんどの
働いている方に厚生年金に入っていただくとい
う３つぐらいのインパクトを推計しています。

こういうことをやると，赤線で示しているよ
うに，基礎年金の方の給付水準が上がりますか
ら，モデル年金のところはほぼ同じ落ち方をし
ますが，基礎年金の給付水準の落ち方が緩くな
るという効果があって，一方，高所得者の方は，
実は厚生年金が少し条件が悪くなるので，厚生
年金の給付水準が下がります。所得の高いサラ
リーマンの年金水準はさらに下がるけど，所得
の低い方の年金の給付水準はやや改善するとい
う効果があるわけです。

９．寿命の伸長と社会保障制度改革の影響（資
料２２）

今日の日経で書いたのは，さらにもう一案あ
って，これは私の個人案です。これは結果的に
は同じなのですが，厚生年金の財政の余裕度を
見ながら，国民年金のマクロ経済スライドを早
く止めるために，国民年金の財政が悪いわけで
すから，調整基金を使って厚生年金の財政から
国民年金の方に財政支援を行って，厚生年金の
マクロ経済スライドと国民年金のマクロ経済ス
ライドが同時に終わるように調整していくと，
同じ効果が得られるというものです。適用拡大
とほぼ類似の効果が得られるということを今日
の「経済教室」で議論していますので，後で見
ていただければと思います。

いずれにしても，今後の長い老後を考えたと
きには，公的年金の給付水準は低下し，継続就
労というものがますます重要になってきます。
７０代に入るぐらいまでの継続就労が必要になっ
ていくということです。或いは公的年金の繰り
下げ受給みたいなものもどんどん推進していか
なければいけない。或いは企業年金・個人年金
への加入も推進していかなければいけないとい
うことになります。

１０．今後の高齢者数の見通し（資料２３―２４）
最後に，私のもう１個のテーマである老後の

資産に関する問題について，後でまた細かいデ
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2017

ィスカッションがあると思いますので，一言触
れたいと思います。今後増える高齢者の大半は
７５歳以上人口です。６５～７４歳が増えるというよ
りは，７５歳以上の黄色い部分が増えていくとい
うことになります。７５歳を超えると，認知症の
有病率が急激に上がっていくことがわかってお
り，特に女性の方が高いということがわかって
います。

１１．「金融資産」の高齢化（資料２５―２６）
一方，高齢者が保有する資産について，これ

は平均資産で見ていますが，７０歳前半をピーク
にほぼ高止まりをしていることがわかります。
この人口構成の変化と金融資産の保有状況を考
慮すると，個人金融資産の年齢別のシェアがわ
かってくるわけですが，約１，９００兆円に接近し
ている個人金融資産の２２％を７５歳以上が保有し

ており，将来は３１％が保有するようになるだろ
うということになります。先ほどもお話しした
ように，７５歳を超えると認知症の発症率が上昇
しますので，現時点で恐らく認知症の方が保有
している金融資産は１００兆円，そして，２０３０年
ぐらいになると，認知症の方が保有する金融資
産は２００兆円というような水準まで上がってく
るだろうと思われます。

１２．加齢が意思決定に与える影響と Fintech の
可能性（資料２７）

正常加齢であっても，だんだん投資や資産運
用に関する意思決定能力が変化してくるという
ことが知られています。金融に関する意思決定
能力は経験とか，知識とか，或いは将来に対す
る展望，モチベーション，こういったものにも
影響を受けると言われていますが，もう１つ脳
の機能の２つのパートがあります。これは二重

資料２３ 資料２５

資料２４ 資料２６
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過程モデルと言われて，カーネマンなどが脳神
経科学の研究蓄積を使ってノーベル経済学賞に
つなげた研究分野です。人間の衝動的な部分と
論理的な部分を組み合わせながら意思決定をし
ており，衝動的な部分，感情的な部分を持って
いる。そこをコントロールしている部分が大脳
辺縁系と言われる部分で，熟慮により，様々な
損得計算をしっかりして将来展望を作っていく
というのは前頭葉の部分がコントロールしてい
るとされています。しかし，加齢とともに大脳
辺縁系と前頭部の機能の間に変化が生まれてき
ます。大脳辺縁系は割ときちんと機能は維持で
きるのですが，前頭葉の部分が加齢とともに低
下してきますので，だんだん論理的な分析能力
が低下し，衝動的な行動や過去の自分の経験で
判断するようになると，ますます金融資産の管
理が難しくなってきます。

さらに認知症が入ってくるまで機能が低下す
ると，どんどん資産の管理能力が落ちてきて，
自分の金融資産として何を持っていたか，何を
運用していたか，次に ATM の暗証番号は何
だったかというように，どんどん管理能力が下
がっていきます。このような状態の方に多くの
金融資産が保有されているという問題がありま
す。実は金融庁の２，０００万レポートの後半部分
でこの問題にどう対応するかを考えなければい
けないという提示がされています。郵貯・かん
ぽ生命の問題もまさにここにつながる問題かも
しれませんが，高齢者の資産管理の問題もこれ

から大きな問題になっていくのではないかとい
うことを私の論考の方では書いています。

Ⅲ．社会資本整備のあり方

―――――――――――――――――――――
（小澤） ありがとうございました。それでは，
林先生，お願いします。
―――――――――――――――――――――

（林） 林と申します。東京大学で教えていま
す。今日は，将来における社会資本整備のあり
かたについて１０分ほどでお話をさせていただき
たいと思います。

１．問題意識（資料３１―３２）
今までの先生もお話しされてきましたが，こ

れからの根本的な問題は，労働力が将来にわた
ってどんどん少なくなるという点かと思います。

資料２７

資料３１
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ここのグラフで示しているのは２０１５年までは実
績値で，それ以降は国立社会保障・人口問題研
究所による人口推計の中位推計です。一番上か
ら，人口総数，生産年齢人口である１５歳から６４
歳，高齢者人口である６５歳以上人口，ゼロ歳児
から１４歳までの年少人口が示してあります。従
属人口とは高齢者人口と年少人口を足し上げた
ものです。

既に人口減少は始まっており，それ以上のス
ピードで生産年齢人口も減っていくというのは
ご案内のとおりです。生産年齢人口はピークが
９０年代にありまして，今から４６年後の２０６５年に
はピーク時の約半分，２０１５年比で考えると４割
減ると予測されています。生産年齢人口だけ減
っていて，他のファクターも同様の動きをみせ
るということであれば，それほど心配しなくて
もいいのかもしれませんが，ポイントは従属人
口です。ごらんの通り，特に２０４０年以降は，働
いている人の数と働いている人が養うことにな
る人の数がほぼ同じになってしまいます。

労働力人口が減るということは，マクロ経済
的には生産要素が減っていくということです。
したがって，それは経済成長に対し大きな足か
せになりますし，現在の消費水準なり，生活水
準を維持するためには，１人当たりが生み出す
付加価値を高める必要があります。これは労働
生産性ということになるのですが，それを高め
るということが絶対の要請になると思っていま
す。

労働生産性とは単にアウトプットを労働のイ
ンプットで割った数字なので，労働が減少する
ことになってもそれ以上にアウトプットが増加
すればいいわけです。その為のひとつの方法は
人的資本を増加させることです。人的資本を増
やすということは，個人が生産活動において身
に付けている技量や能力を，教育や職業訓練よ
って増やしていくことを意味します。

労働生産性を増加させる方法はもう２つあり
ます。ひとつは労働を補完もしくは代替するよ
うな生産設備を充実することで，ロボット化と
考えても良いと思います。これは民間資本を充
実させることを意味します。

今回お話しするのはもうひとつの要因です。
つまり，労働生産性の向上には社会資本の充実
も重要であることを以下では議論したいと思い
ます。

２．社会資本と生産性（資料３４）
社会資本とは社会に存在する実物資産のうち，

それに公共性が存在するものです。その便益を
国交省は「ストック効果」と呼んでいます。こ
れではよくわからないかもしれません。よりわ
かりやすく言えば，インフラと呼ばれるものと
言ったらよいでしょうか。例えば企業の生産活
動に寄与するのはインフラとしては，道路，空
港施設，港湾施設，廃棄物処理施設，工業用水
施設などをあげることができます。当然道路が
ないと物流も成り立ちませんし，港湾がないと

資料３２

資料３４

― 95 ―



•

2000

8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

19
53

19
56

19
59

19
62

19
65

19
68

19
71

19
74

19
77

19
80

19
83

19
86

19
89

19
92

19
95

19
98

20
01

20
04

20
07

20
10

20
13

( : )

•

•
2000

7

250

500

750

1000
( : )

資料３５

•

•

9

0

100

200

300

400

500

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

20
48

( : )

3%

1%

2013 3-38

2007 18

9

資料３７

船で物を運ぶこともできませんから，こういっ
たインフラの存在は企業の生産活動に寄与する
訳です。もちろんインフラには企業の生産活動
のためだけではなくて，われわれ一般住民も直
接利用できるものもあります。例えば，生活道
路，公園，文教施設，上下水道などですね。

そういった社会資本もしくはインフラの数量
がどう変わってきたかを表しているのがこの図
です（資料３５）。これは複数の異なった社会資
本を単一の金額という単位で表しています。幾
つかの計算方法があるのですが，主な計算方法
に従って表したのがこの３つのグラフになりま
す。粗資本と生産的資本と純資本と上から名前
が付けられているのですが，これらは内閣府が
推計している実績値です。

ご案内のとおり，公共投資が積もったものが
社会資本となります。次に書いていますが，小
泉政権になった２０００年代から公共投資額の量は
がくっと減っています（資料３６）。その影響も
あって，２０００年代以降は社会資本量の累積は滞
っています。とくに純資本で見るとその数量は
横ばいか，微減となっています。

最近よく聞く社会資本にかかる問題は，社会
資本の老朽化です。数年前にどこかのトンネル
の壁が落ちたというような話があったり，最近
でも山間部の橋が崩落の恐れがあるので通行止
めになったりとか，社会資本の老朽化に関する
話題をしばしば耳にします。実際，橋梁の寿命

は５０年～７０年ですから，７０年代に集中的に整備
されたものが，近年から徐々に老朽化している
ことは十分に予想されます。

このグラフは神戸大学の宮崎先生を中心にや
られた推計に基づいています。先ほどお話しし
たように２０００年代は公共資本，特に公共事業の
支出が減っていた時期です。今は横ばいになっ
ているのですが，この推計が行われた当時の問
題意識は，このまま公共事業の歳出が減ってい
けば，将来の社会資本はどれぐらい減るだろう
かということだと思われます（資料３７）。上側
のグラフが年に１％減らした場合で，下側のグ
ラフが年に３％減らした場合です。いずれの場
合も，２０１２年ぐらいをピークにして社会資本量
が大きく減っています。

社会資本量の推計値は２０１５年ぐらいまでしか
算定されていませんので直近はどうなっている

資料３６
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資料４１

のかわかりませんが，人口減少もあって，当然
高度成長期ほどは増やせないという状況かと思
います。ただ安倍政権になってからは，公共投
資の量は以前ほど低くはなく，直近の数字を確
認していませんが，若干持ち直して横ばいが続
いているというのが私の認識です。

２０００年代のデータを使って社会資本の生産効
果を推計した論文が幾つかあります。それを見
ると，２０００年以前は社会資本の生産効果は低か
ったのですが，最近では社会資本の整備水準も
停滞していることもあり，生産効果は大きくな
っているという結果を示しています（資料３８）。
しかし，生産効果を考える場合，全国一律に社
会資本がどこでも同じ効果を持っているという
訳ではありません。生産効果には地域差があり，
特に，都市部の方が，公共事業もしくは社会資
本の効果が大きくなることがわかっています
（資料３９）。ここでは時間の都合もあり，詳し

い説明はできませんが，それは，人や企業が密
集することによって生産性が上がることを意味
する「集積の経済」という経済学の概念による
ものだと考えられます。図は都道府県別の社会
資本の生産効果を表していますが，濃い色のグ
ラフが都市部とみなされる都道府県の値です。
当然都道府県の中でも都市的なところとそうで
ないところがあるのですが，都市部の影響が強
いと思われる都道府県では生産効果は高くなっ
ており，特に東京は際立って高い値を示してい
ます。

３．これからの社会資本整備のあり方（資料
４１）

今までの議論を整理します。社会資本には生
産効果があります。生産性を伸ばすためには他
にもいろいろな政策がありますが，その中のひ
とつとして社会資本を整備することによって労
働生産性の向上を目指すことができるでしょう。
ただ，７０年代，８０年代，９０年代に行ってきたよ
うなインフラの投資もしくはインフラの維持と
いうのは財政的には難しいです。これも既に土
居先生なり，駒村先生がおっしゃったところで
はありますが，公的債務の問題もありますし，
高齢化に伴う社会支出の増大もあるということ
です。

これは非常に重要だと思うのですが，どんな
政策を行っても地域間の人口動態を変えること

資料３８

資料３９
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資料４２

はできないと思った方がいいと思います。地方
創生など様々な政策が行われていますが，ここ
数年の東京への人口集中を見ても，地方創生と
いうお題目でいろいろな政策にお金を使うこと
は無駄だと思っています。何をやっても，都市
部への人口集中を止めることはできず，過疎地
域ではさらに過疎化が進むでしょう。せいぜい
中規模の都市同士での人口の奪い合いはあるか
もしれませんが，この大きな流れを政策的には
変えることはできないはずです。

それでは，どのように社会資本を整備すれば
良いのか。社会資本の生産効果は都市部の方が
高くなっています。これは先ほど申し上げた「集
積の経済」の効果によるところが大きい。直感
的にわかると思いますが，集積が進んでいると
ころに社会資本を整備すれば，集積が同時に引
き起こす問題の解消につながり，より高い便益
が得られます。つまり「集積の経済」には上限
があって，混雑をはじめとする都市問題が起こ
ります（資料４２）。こういった問題があるが故
に，インフラを整備することでそのような都市
問題が緩和され，都市部の生産性が上がるとい
うことも言えるわけで，それによってさらに
「集積の経済」を促進することができるという
ことです。

その一方で，都市部ではないところに同じ金
額を使って社会資本を整備しても，都市部で得
られるほどの効果は当然期待できません。した

がって，全国の生産性上昇もしくは生産量の増
大を考えるのであれば，当然都市部に社会資本
整備を集中した方が良いわけです。それによっ
て経済全体のパイが大きくなり，以前より多く
の税収を上げることも出来ます。そして税収が
大きくなれば，社会保障制度を通じて地方に再
分配される金額も潤沢になります。この意味で，
パイをできるだけ大きくすることが必要になっ
てきます。そのためには，選択と集中が必要で，
全国津々浦々，地方の要求に全部そのまま均一
に応えて，平等に整備しても，その効果は小さ
いと考えられます。やはり社会資本整備は都市
部に集中させて，さらなる集積を図って，税収
を増やし，そして，そこで得られた税収を使っ
て再分配をしっかり行うことが基本になると思
います。

では，都市部ではないところはどうするのか。
そのような地域では人口は減るしかないので，
いくら社会資本を整備しようが，生産能力の向
上には寄与しないと考えた方がいいと思います。
ここでは小規模な集中が重要となります。特に
中山間地域においては，これは７０年代，６０年代
から言われていた政策なのですが，町村内の中
心地域への集落移転をしっかり考える必要があ
るでしょう。そこでは集落移転を促すような移
転先地域への社会資本整備という形でお金を使
うべきだと思っています。これに関連してコン
パクト化という言葉が頭に浮かびます。コンパ
クト化とは平場の地方都市によく使われる言葉
なのですが，本来は中山間地域における集落の
あり方について用いられるべき言葉だと思って
います。つまり，限界的な地域から中心地域へ
の移住を促進するための社会資本整備をやりま
しょうということです。だから，都市部におい
ても，田舎においても，選択と集中は必要にな
ると思います。以上です。
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2

Ⅳ．外国人技能実習制度による介
護人材確保

―――――――――――――――――――――
（小澤） ありがとうございました。それでは，
和泉先生，お願いします。
―――――――――――――――――――――

（和泉） 嘉悦大学の和泉でございます。私の
簡単な自己紹介をさせていただきますと，社会
保障の分野で特に子育て支援・保育，或いは介
護といったところなど，福祉のサービス寄りの
ところを専門にやっています。嘉悦大学はおな
じみでない方もいらっしゃるかもしれませんが，
税制改革に貢献した加藤寛がかつて学長を務め
まして，現在理事長は三井住友海上火災の社長
を務めた植村裕之が務めています。

本日は「外国人技能実習制度による介護人材
確保」ということなのですが，もうちょっと幅
広く外国人労働者についてこれから日本はどう
いう受け入れをしていくのかしっかり議論して
いく必要があるということで，問題提起をさせ
ていただきたいと思っています。

１．問題の背景（資料４４）
実際に見ますと，人口減少している日本では

外国人労働者というのがいろいろなところで入
り込んできています。皆さんがお感じになって
いる，或いは接していらっしゃる外国人労働者

はどういうイメージでしょうか。例えば自動車
産業などの製造業であれば，ブラジルなどから
の日系人の方を多く受け入れています。ですか
ら，今でも愛知，或いは静岡，群馬といったよ
うなところではそういったコミュニティが出来
上がっています。コンビニに行くとレジをして
いるのが中国人だった。こういうのを見るかも
しれませんが，あれはほとんど留学生です。コ
ンビニの店員をするためだけに日本で働けるビ
ザというのはありませんので，留学生が働いて
いるわけです。

先週来の台風の被害が千葉で問題になってい
ます。停電の問題もそうですし，また，農作物
の被害というのもやはり懸念されているところ
で，「これから農作物が高くなるのではない
か」という話にもなっているわけです。もう一
歩踏み込んでみますと，実はその農家で働いて
いる人たち，ご存じのことと思いますが，日本
の農業に従事している方の平均年齢は６６歳とか，
そういった年齢になっています。その中で機械
が使える米は別なのですが，葉ものと言われて
いるような野菜，こういったものを首都圏近郊
で栽培している農家の多くが外国人の技能実習
生を受け入れています。

ですから，もし農業が壊滅的な被害を受けて，
再開が難しいとなったときに，今受け入れてい
る技能実習生の皆さんを帰さなければいけない
ということにもなってしまうかもしれません。
しかも今の制度の下では，一度帰ってしまった

資料４４
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技能実習生は２度と来ることができません。そ
れは農業でも来られないですし，他の職種にな
ったとしても来られないという制度になってい
ます。そういった硬直的な仕組みというのはこ
れまでの積み重ねの中で職種の拡大をしてきた
経緯がありますので，そういったところも含め
てご紹介できればと思います。ですから，サラ
ダが並ばない，葉もの野菜が食卓に並ばないと
いう状況が，もし外国人技能実習生を廃止しろ
という話になれば，すぐに起こってくる問題，
身近に感じられる問題なのですが，普段は気付
かずに生活をしているかもしれません。

やはり漠然とした不安を抱えている人々が多
くて，外国人が増えると治安が悪くなるのでは
ないか。一番よく聞かれる言葉です。確かに外
国人が犯罪に関わればとても大きく注目をされ
ます。しかし発生率で言えば，それほど多くな
く，よほど日本人の方が多くあります。実数の
話で言うと，治安の問題というのは必ずしも不
安と現実は一致していないのかなと思います。

２．受入れの歴史（資料４５）
細かく歴史を振り返るのですが，幾つかポイ

ントとなるところがあります。１９８０年代の日本
は，バブルの崩壊までの段階ですが，建設需要
がとても高くて，イラン人の方がいっぱい入っ
てきて働いていたとかがありました。９０年代に
入ってばっさり切り捨てまして，そこで作った
のが１９９３年に作った外国人技能実習生の制度な

のです。ただ，これは国会で議論されていませ
ん。法務大臣の告示という大臣が出したお知ら
せだけでできてしまった制度になっています。
それをだんだんと職域，職種を拡大しながら
２０１７年まで来まして，外国人技能実習制度の法
律がようやくできました。この間に二十年以上
全く法律の制約なく法務大臣の告示だけでやっ
てきました。

ですから，最初は研修なのだ，技術を覚えて
帰ってもらうのだというような形での始まりで
あったり，或いはちょっと賃金は出すのだけど，
最低賃金は払わなくていいのだという時代があ
ったりしたために今でも誤解されているところ
があります。つまり，外国人を安く使える制度
なのだと思われているのですが，今の技能実習
制度というのはそういった形では立ち行かなく
て，日本人と同じ並みの報酬を払わなければい
けないし，また，それ以外のさまざまな手間を
考えれば逆に割高なくらいの，本当に日本人が
集まらない職種で日本人以上に報酬や費用を払
わないと雇えない制度になりつつあります。そ
ういった変化にもよく注意する必要があります。

３．奴隷労働という批判（資料４６）
マスメディアの動きというのは，確かにひど

い扱いを受けている人たちがいるので，その人
たちに注目をして，光を当てる。そういった意
味ではとても大事なことだとは思うのですが，
「奴隷労働なのだ。だから，技能実習制度なん

資料４５ 資料４６
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てのはやめてしまえ」という論調でマスコミの
多くが取り上げます。もちろんそういったひど
い扱いを昔ながらの流れでやってきて，誤解し
たまま続けている人たちにとって「しっかり襟
を正してやってください」と言うのはとても大
事なことなのですが，「やめてしまえ」と言う
とまさに日本人の生活が，日本の社会全体が立
ち行かなくなってしまいます。そういった状況
もありますので，そこはしっかりバランスを取
らなければいけない部分があるのではないかと
思っています。

４．厚生労働省（２０１８）「外国人雇用状況」の
届出状況（資料４７―４８）

外国人労働者というのを見たときにとても増
えています。どこが増えているのかというと，
技能実習生だけ増えているのかというと，そう
ではなく，留学生が増えています。私どもの大

学でも留学生を受け入れていますが，留学生３０
万人計画というのがありまして，留学生を増や
すことを国策として進めてまいりました。その
留学生にはアルバイトをすることが週２８時間ま
で認められています。長い休みのときには１日
８時間まで働いていいのですが，そうして認め
たものを資格外活動と呼びます。それ以外にも
日系人の人たちです。２００８～２００９年の金融危機
のときに一度帰したのですが，また増えてきて
おります。使い慣れている日系人であるといっ
たあたりを評価する企業も多いということです。

そして，内訳を見たときに留学生を増やした
ことによって外国人の大卒者が増えてきていま
す。日本の大学を卒業して，日本の企業に就職
する。私自身も個別に留学生のアドバイスをし
ていて，日本企業に就職したいという相談を受
けます。そのときに「どういう働き方をしたい
のか」「２，３年働いて，母国に帰って，自分
で事業を起こしたいです」「そういう人は日本
企業はあまり求めていないのだよね，ずっと頑
張るよというような人を大体大卒者には求めて
いるのだよね，そこはうまく合わないかもしれ
ないね」，そんな話をしたりもします。ともか
くもそういった専門的な大卒者としての就職と
いうのがあります。

５．外国人技能実習制度（資料４９）
技能実習の制度なのですが，母国で送り出し

機関というのがあって，労働者を集めて日本に

資料４７

資料４９資料４８
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送ってくるといった役割をしています。この送
り出し機関はかつてひどい扱いをするところが
あって，人買いのようなことをしているとよく
言われていました。農村部からうそとか，いろ
いろなもうけ話のような形で「日本に行けば金
持ちになれるぞ」と吹き込んで，実際に母国の
貨幣基準で言えばお金持ちにはなれるわけなの
ですが，かなりそこに借金を負わせたりとか，
そういったひどい扱いもあるので，今は是正を
している最中です。例えばフィリピンについて
ですが，フィリピンは政府がとても出稼ぎをし
てくる労働者を手厚く保護をしている国の１つ
です。ですから，日本が幾らビザを出したとし
ても，国の方で登録した正規の送り出し機関が
ないと出国できないとか，労働者を保護する扱
いをしています。

日本の側ですが，多くの場合に監理団体とい
う非営利組織を通じて企業に斡旋をします。斡
旋された企業側は名目ではしっかりこの監理団
体の監督を受けるという立場ではあるのですが，
現実的にはそこのところがうまく機能していな
いのではないかという指摘があります。ですか
ら，日本は仕組みとしてはしっかり間に組織を
介在させることによって外国人労働者が個人で
孤立しないような扱いをやっているのですが，
建前どおりにはうまく回っていないという現状
です。技能実習生は最長５年間就労することが
できます。その後，特定技能という新しく始ま
った在留資格に継続する形で１０年間働いてもら
おうという仕組みになってきています。

６．なぜ技能実習に拘るのか（資料５０）
技能実習にこだわる理由なのですが，単純労

働を受け入れると，日本人の高齢者の単純労働
を駆逐する懸念があったからです。いわゆる工
事の交通誘導で旗を振っているような方々，特
に１９８０年代後半から１９９０年代の頭にかけて，ま
だ年金も十分でなかった高齢者が多くいた時代
です。何とか自立して生活を成り立たせようと
働く高齢者の仕事を外国人が奪ってしまうので

はないか，こういう懸念があったと言われてい
ます。ですから，不法就労をなるべく増やした
くない，国が管理できる形でやりたい，これが
技能実習にこだわった理由です。

なるべく労働力の調整弁にしたい，これは金
融危機のときに日系人を帰したという経緯もあ
りますが，調整弁に使いたいという意向はまだ
まだあります。そして，しっかり帰国してもら
う，定住するのではなくて，帰国してもらうと
いうことの管理責任を中間に関わる組織にやっ
てもらいたいという思いがあります。また，技
能・技術移転が国際貢献になるのだという言い
訳ももちろんその中には含まれています。

７．受入企業，監理団体，送り出し機関の禁止
事項（資料５１）

さまざまな禁止事項がありますが，普通に法
に触れるようなことがあると業務停止になると

資料５０

資料５１
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いうことで，ようやく２０１７年にこれが定められ
たということになっています。

８．外国人介護職（資料５３）
介護職の問題です。介護人材の不足というの

はこの先２０２５年までに約５５万人足りないと言わ
れています。この全てを外国人で埋めることは
できませんが，もしこれが見通しどおりに増や
せなかった場合，どうなるのか。訪問介護とい
う形で家庭に訪問するヘルパーさんもそうです
し，また，老人ホームで介護をする職員の方も
そうなのですが，この部分が未達だと，家族が
介護をしなければいけなくなるのです。その家
族というのは専業主婦とは限らず，実際に今企
業にお勤めの方々の中から仕方なく，他の誰も
できないので，仕事を辞めるということなので
す。

育児休業と介護休業は同じ法律の中にありま
すが，育児休業は先が見える一方，介護休業は
先が見えないのです。そういった部分に関して
介護休業だけでは足らずに退職をしてしまう介
護離職という問題が起こってきてしまう。実際
に過去の企業を見ますと，介護人材として過去
見通してきた人数に足らずに来ています。足ら
ずに来ている部分を補っているのは見えない家
族介護の人たちです。介護保険の伸びというの
はある意味医療の部分を代替している部分もあ
ります。一方で，そこでも代替できないと家族

にその責任が負わされる。このつながりの中で
介護のところの人材をしっかりと確保していか
なければいけないということをお話ししておき
たいと思います。

９．介護職種の固有条件（資料５５）
介護に関して幾つか固有の条件が付いていま

す。国会の附帯決議に基づいて日本語能力がな
いと，コミュニケーションを取る能力がないと
介護はできないですよということです。これは
農業とか，水産業に関わるのとはちょっと条件
が違い，固有の条件が付いています。ただ，フ
ィリピンとの２国間協定を進める中で暫定的に
ちょっとした読み書きができればいいのではな
いか，日常的な会話ができればいいのではない
かというレベルで合意をしています。これは国
会附帯決議をないがしろにするわけにいかない
ので，暫定的な措置となっていますが，恐らく
このまま行くのではないかと思われます。

ただ，技能実習という枠組みの中で送ってし
まいますと，農業も，水産業も，製造業も，そ
して，介護も同じ枠だということになりますと，
単に日本に来て出稼ぎをしたいと思っている労
働者にとってどう考えればいいかというと，現
地で準備する研修が介護職は８カ月から１２カ月
ぐらいかかるのです（資料５６）。ただ，他の職
種は日本語能力を求められていないので，３カ
月から４カ月ぐらいで済んでしまう。つまり，
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他職種の何倍もの研修期間がかかるにも拘わら
ず，送り出し機関は手数料が取れないという問
題があって，介護に送るぐらいだったら別に農
業でいいじゃない，製造業でいいじゃないとい
う話になってしまう。どの分野でも日本は人手
不足ですので，そうなってしまいます。

さらに他職種に比べて命に関わる事故リスク
が高いのです。本人の過失かどうかは別として，
死亡事故というものがどうしても起きてしまう
現場です。その結果，腰が引けているといいま
すか，介護に送って評判が悪くなるぐらいだっ
たら他の職種でいいのではないか。こんな話に
もなってきているということです。

さまざまな在留資格があって，介護に携わる
ことができるのですが，今，本命になっている
のは介護福祉士という国家資格を取らせて在留
するか，或いは特定技能という形で５年間働い
てもらうかということになってきていますが，

国家資格の介護福祉士はレベルが高いです（資
料５７）。養成校に２年，３年通って資格を取ら
なければいけないということがあって，高卒レ
ベルで来られる特定技能の介護だけではちょっ
と難しいのではないかということなのですが，
理想としては実務経験を現場で積んで，研修を
受けた上でなるべく介護の資格を取って，日本
にずっといて働いてもらおうという方向性が示
されています。

１０．期待される外国人介護職ルート（留学）（資
料５８）

ただ，留学を元々ベースにして資格を取って
もらうという方がより日本に定着してもらう意
味では理想的なのではないかと思っています。
留学生として来ている間も介護でアルバイトす
ることは可能です。そういった実務経験も積み
ながらしっかり介護福祉士を目指して勉強もし
てもらう。こういう形で解決できれば理想的で
はないかと私自身は考えています。以上です。

Ⅴ．質疑応答

（小澤） ありがとうございました。土居先生
からは財政硬直化を招いた政府債務残高をこれ
以上増やすことはできないのだ。そのときに社
会保障の安定財源として消費税が重要である。
しかし，それをいかに国民に説得するのかとい

資料５６

資料５７
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うことをわれわれは考えなければいけないとい
う重要なご指摘がありました。そして，また，
駒村先生の議論とも関わってくるわけですが，
老後の資産形成を支援する税制改革にも言及を
していただきました。

駒村先生からは，往々にして団塊の世代が後
期高齢者になる２０２５年に焦点が当たるが，その
後の団塊ジュニア世代が引退する２０４０年にも焦
点を当てていかなければいけない。なぜならば
生産年齢人口が極端にその先減少していくこと
が考えられるからだというご指摘がありました。
そして，本日の日経の「経済教室」に寄稿され
たお話にも言及されまして，厚生年金が国民年
金を財政支援するという新しい視点，その結果
としてマクロ経済スライドの終了時期を一致さ
せるという選択肢もあるというお話がありまし
た。それから，いわゆる金融資産の高齢化に関
する議論も最後にお話しされまして，最近の行
動経済学の知見に基づいて金融機関として高齢
者向け金融支援サービスの提供が必要になる事
等，他にもいろいろな論点を提供していただき
ました。

それから，林先生からは，日本経済の生産能
力に２つの大きな制約があるというお話があり，
１つは労働力の劇的な減少なのですが，もう１
つは２０２０年ごろに社会資本の更新期を迎え始め
ることから，生産性向上のために社会資本整備
の拡大を図る必要があるけれども，漫然と無差
別に公共投資を行うべきではなく，より高い生
産効果が見込まれる都市部に重点化して社会資
本整備を行う必要がある。それは経済学の「集
積の経済」に注目したご指摘だと思います。そ
して，非都市部に関してはどうかといいますと，
戦略的な撤退を効果的に展開するということも
考えなければいけないし，中山間地域こそコン
パクト化が必要であるというご議論もありまし
た。

最後に，和泉先生からは，日本語研修及び介
護講習を行うのに，製造業，農業と比較して，
より長期を要することから，現地送り出し機関

に介護職種で技能実習生を送り出すインセンテ
ィブがないことから，むしろ日本語学校から介
護福祉士養成校である専門学校に進学するルー
トが本命になってくるというご指摘があり，留
学生のアルバイトも増えるというお話もされて
いらっしゃいましたが，そこら辺もわれわれは
注視していかなければいけないと思います。

さて，残り３０分ぐらいになりましたが，入れ
子のような形式で質問，それから，それに対す
るリプライをしていただきます。まず最初に土
居先生に対する質問を，駒村先生と林先生から
お願いしたいと思います。

（駒村） ありがとうございます。時間もない
ので，かいつまんでします。

〔今の政策に対する評価〕
土居先生の今の政策に対する評価というのが

生活習慣病であるという評価をパワーポイント
でされていたのですが，一方，国民側は日本の
社会の現状を全体として把握しているのかとい
うのが非常に私は疑問でして，日本が老化をし
ているのは間違いないし，それから，先ほど意
思決定という話で少し紹介しましたが，そうい
う高齢化に伴ってこれから起きるつらい出来事，
将来の出来事を考えたくないというある種の認
知機能低下みたいなものが社会的に起きている
のではないかと思います。「考えたくない。今
の生活を大事にしたい」といったことが起きて
いるのではないかと思います。

〔高齢期の資産形成の無理解〕
それから，もう１つは，２，０００万円問題もそ

うなのですが，高齢期の資産形成の無理解とい
うのは先ほどもご指摘されたわけですが，この
無理解さが恐らく政策変更というか，改革の障
害になっているのではないかということです。
つまり，個人にとって金融リテラシーがないの
は個人にとって不利なことになるだけではなく
て，金融リテラシーがないことの外部不経済み
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たいなものが起きているのではないか。「２，０００
万レポート」みたいに，読めばちゃんとしたレ
ポートであるのに，金融リテラシーの不足よっ
てそれが誤解されて読み込めない，理解されな
いことが必要な改革の障害になっているのでは
ないか。この辺はどう解消していけばいいのか
ちょっと教えていただきたいなと思いました。

（小澤） 林先生も続けてお願いいたします。

〔老後の資産形成〕
（林） 老後の資産形成に関して支援税制とい
うのはいいと思いますが，税制で支援するとい
うことは今後増えるだろう低年金・無年金の人
たちにとってはあまり効果がないのではないか
なと思っています。本来の問題というのは，こ
ういった低年金・無年金者の一層の増加とその
裏側で生活保護が増えることなのですが，この
点について何かご示唆があれば伺いたいと思っ
ています。以上です。

（土居） 両先生，どうもありがとうございま
した。ご指摘についてはまさにごもっともで，
その点について少し私としても賛意を表する形
でそのお答えをしたいと思います。

〔ゼロ金利〕
まず日本の財政状況を直視できない現状とい

うのは幾つか理由があるのだと思うのですが，
まさに駒村先生がおっしゃった意味で現実を見
たくないというのもあるのだと思いますが，も
う１つ大きいのはゼロ金利であるということで
す。ほとんど金利がゼロだということが，陰に
陽にそういう姿勢を整合的にしてしまっている
ということだと思います。結局，国債を増発し
ても金利のコストは上がらないということを政
治家は陰に陽に認識しているので，別にそんな
無理やり借金を減らさなくてもいいのではない
かという行動に出るし，さらには有権者も多少
借金が増えたところで，自分たちの負担が大き

く増えるわけではないと思っている。
だけども，皆さまもご承知のように，金利を

ここまで引き下げているということはデフレ脱
却のためであるということが日本銀行の基本な
わけですから，いつまでも１００年間ずっとこう
いう政策を取り続けるというわけではないとい
うことです。とすれば，当然いずれ金利が上が
るので，そのときの備えをする必要があるとい
うことです。あいにくそれが通じないとすると，
逆に１０年後か，２０年後か，デフレが脱却したと
きにはかなり痛い目に遭うことになってしまう
ということを私は懸念しています。

〔国民の説得〕
それから，老後の資産形成に関連するところ

で，駒村先生も報告書作成に関わっておられな
がら，隔靴掻痒だと思うのですが，１つは，私
が思うには，林先生がご指摘になった点と重な
って，つまり，低年金・無年金の方からすると，
NISA の恒久化などと言われても，われわれに
は関係ない話をしているとか，ないしは貯蓄を
する余裕がある人を優遇していると受け止めら
れてしまったというところが逆に野党を勢いづ
けさせたという面が潜在的にはあるのではない
かと思っています。ですから，両方に配慮する
必要がありますね。

駒村先生は先ほどのお話にもありましたよう
に，決して NISA のことばかりをおっしゃっ
ているわけではなくて，マクロ経済スライドが
効いて，基礎年金しかもらえない人たちの給付
のことまでもご心配されておられるわけです。
まさにそういう両者を両にらみにしたところで，
それぞれに対する配慮を政府がしっかり国民に
働き掛ける，説得をするといったことが必要だ
と思います。それは金融庁だけではできないし，
厚生労働省だけでもできないし，それら両省庁
をまたがった形でそれぞれの国民のニーズに対
して答えていくといった説明，説得があると良
くて，むしろ駒村先生にはアンバサダーという
か，そういうような形で国民を説得する矢面に
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立っていただくということも非常に重要なのか
と思います。私もその任を担いたいとは思いま
す。

ですから，中高所得層にはどれぐらい老後の
備えが必要で，そのための非課税枠というもの
がどれぐらい必要か，低年金・無年金の方に対
しては，駒村先生がおっしゃったような意味で，
まさに年金制度の中でどういう形で基礎年金が
目減りしないように確保していくか，それこそ
が林先生がご指摘された点に対する制度的な回
答になってきます。私なりに腹案はありますが，
その合意形成，つまり，基礎年金にさらにまた
この１０月から年金生活者支援給付金という低年
金者に対する給付の加算というものが消費税増
税財源で行われるわけですが，それをもう少し
きちんと制度を整備して，よりきめ細かく給付
するということにできるのかどうか，そこが恐
らく林先生の問に対する答えになってくるかも
しれませんし，さらには駒村先生も少しご指摘
された厚生年金の方の給付の財源を基礎年金し
かもらえない人たちのために再分配するという
ことも答えの１つなのかもしれないと思います。

〔非課税拠出枠〕
最後に１つだけ申し上げると，あいにく

NISA の恒久化という話は，私は恒久化した方
がいいと思っているのですが，恐らく非課税拠
出枠を人質に取られる可能性があります。つま
り，私が申し上げた最後の点で，iDeCo も，
NISA も，他の私的年金制度にもそれぞれ非課
税拠出枠が林立して別々に設けられていて，
NISA は NISA で，iDeCo とは全く別に非課税
拠出枠が要望されているということになると，
一体標準的に老後に資産形成をしたいと言って
いる人たちに幾ら非課税枠を与えるのが標準的
なのか，貯蓄したい人には貯蓄したいだけ非課
税枠を与えればいいのかという話になり，これ
は金持ち優遇ではないかという話が出て，逆に
国民的な合意が得られにくくなると思います。
私の今の印象で言うと，財務省も必ずしも今の

段階でどのぐらいの非課税枠を与えるのが標準
的な国民にとってふさわしい非課税枠なのかに
ついて解答を持ち合わせていないような印象を
私は持っています。

客観的なライフプランを示すことを通じて非
課税枠はこのぐらいが妥当なのではないかとい
うような議論が出てくると，その非課税枠を与
えるのであれば，「やはり NISA も恒久化しな
いといけませんね」という話になるのではない
かと思います。先に恒久化を認めてしまうと，
きっと非課税枠が既得権化されてしまうので，
恐らくは NISA の恒久化という話が政治的に
立ち行かなくなってしまうのが今の実情なのか
なと思います。できるだけ早く合意形成をして，
国民に選択の可能性をきちんと残す。そういう
ような制度改革が行われるといいと思います。
以上です。

（小澤） ありがとうございました。それでは，
次に駒村先生に対する質問ということで，和泉
先生と林先生からお願いします。

〔金融庁の報告書〕
（和泉） 駒村先生のご報告に関しては年金の
改革，或いは金融ジェロントロジーに関するご
報告というのが主だった内容でしたが，専門家
が考える制度全体の安定性，財政の安定性のと
ころと個々人が考える自分の老後の生活はどう
なるのだという話がうまくつながっていないと
いうのが金融庁の報告書で，みんなが反響を起
こした理由の１つになっているのではないかと
思います。その意味で制度全体の安定性を検証
した財政検証の結果など一般向けに自分の足元
に目を向けさせて，うまく誘導する方法はある
のかというのが１つ疑問に思っていることです。

自分の年金というものを見たときに，「ねん
きん定期便」というお知らせのシステムもでき
ましたが，それが自分の持っている資産と併せ
て自分の全資産のポートフォリオを見るような
形のサービスに発展すれば，少しは自分の足元
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をみんなが確認しやすくなるのかなと思ったり
するのですが，そのあたりの先生のお考えを伺
いたいと思います。

〔認知機能低下の制度的な対処〕
（林） 認知機能の低下のお話をされているの
で，この点について２つ伺います。

１つ目は，分類が最後のページにあったと思
うのですが，日本人に当てはめた場合の今後の
規模感はどれぐらいになるのかということです。

２つ目は，認知機能低下した人がかなり増加
するということですが，そのような人たちに対
する制度的な対処を海外のものも含めてご紹介
していただければと思います。

〔年金の現状〕
（駒村） ありがとうございます。まず和泉先
生のところのご指摘の前半部分の年金の現状が

どう理解されているのかという点ですが，これ
は私はあまりすっきりとした説明がされていな
いのではないかと思います。今回の財政検証で
も幾つかのケースは，物価上昇分を考慮しても，
年金の給付額は維持できるのだ，これはモデル
年金で維持できるのだという説明をしつつ，一
方では，所得代替率，年金の給付水準が下がる
のだと説明しています。そういう説明の差が出
てくるのはどういうことかというと，将来の購
買力を物価で割り引いて考えているのか，賃金
で割り引いて考えているのかという違いが出て
くるわけです。

年金の給付水準というのは一般的には所得代
替率で評価するというのが法律でも書かれてい
るわけなので，そこはずばり２０％程度がモデル
年金でも下がっていくということを示さない限
り，若い世代に老後の準備を促すことはできな
いと思います。あたかも年金が何もしなくても
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大丈夫であるような説明をしつつ，一方では代
替率が下がっていくような説明をしている。特
に団塊ジュニア世代は就職氷河期と言われてい
て，非常に非正規が多いグループだと言われて
います。その世代の働き方を見ると，恐らく正
規の方は５０％強ぐらいしかいなくて，あとは無
職，専業主婦，非正規という状態なので，今の
団塊ジュニア世代のグループは基礎年金のウ
エートが非常に高いのです。この基礎年金が将
来どうなるかを見たときに，新規裁定も既裁定
も非常に大きな勢いで下がっていくことがわか
っていますので，国民に対して事前の準備で何
ができるのか，或いは社会保障政策，所得保障
政策としてどういう準備をするつもりがあるの
かということをちゃんと示す必要がありますが，
その伝わり方が不十分であると思います。

〔拠出限度額〕
それから，２番目の「ねんきん定期便」など

を使いながらという話はいろいろ利用価値があ
ると思います。この点も先ほど土居先生がコメ
ントされた NISA，iDeCo の限度額の話にもつ
ながってくるのですが，代替率は下がり，つま
り，賃金上昇率を割り引いたときの購買力が下
がっていくのだ，２割ぐらい下がるのだという
ことと寿命が長くなるのだということを考慮し
たときに，幾らぐらいの私的年金，或いは個人
金融資産でその穴を埋めていくのかということ
を考えれば，おのずと必要な拠出限度額がわか
ってくるわけです。

現時点の NISA と iDeCo でフルに拠出枠を
全部使って，２０年ぐらい複利で３％ぐらいで運
用するとちょうど２，０００万円ぐらいのボリュー
ムになるだろう，そうすると，これから落ちて
くる分を何とか埋められるかもしれないという
ことになるわけです。低所得者で iDeCo，NISA
が使えないような方に関しては，例えばドイツ
でやったリースター年金のように，低所得者の
私的年金の加入に関してはマッチングで政府が
補助金を付けるといったことも考えれば，いろ

いろな選択肢も増えていくのではないかと思わ
れます。

〔成年後見の利用率〕
林先生のご指摘の部分で，認知機能の分類で

軽度認知障害から認知症というところを見てい
ます。軽度認知障害がそのまま認知症になるわ
けではありませんので，中には改善する方も軽
度認知障害時点ではいますので，この辺は動き
がありますが，ざくっと言うと，今４００万人ぐ
らいの軽度認知障害，そして，認知症の方が
５００万人ぐらいいるのだろうと思われますので，
将来それぞれ１．５倍とか，１．６倍ぐらいまで増え
るボリューム感であると思います。例えば政府
の将来の認知症の推計は５００万～６００万人のとこ
ろが８００万～１，６００万人が認知症に入るだろうと
いう予測を出しています。生活習慣病次第によ
るという部分はありますが，非常に認知症リス
クというのは一般的なリスクであるということ
を考えておかなければいけないと思います。こ
こが林先生の後段の部分になるわけです。

この金融庁の報告書も，認知症になるという
ことはめったにないのではなくて，非常に確率
が高いので，７５歳以降で，認知症の有病率が上
昇する前に，なるべく早い時期から自分の資産
を保全していかなければいけない，管理する体
制を持たなければいけない，よって，任意後見
とか，或いは信託という制度を使っていく必要
があるのだよということが書いてあるわけです
が，制度的には最終的に認知症になってしまえ
ば，成年後見という仕組みがあります。各国で
成年後見がありますが，成年後見の利用率につ
いて，日本の高齢者で使っている方は２０万人で
す。これに対してドイツは人口の１％ぐらいが
使っているので，日本で成年後見の利用率を換
算すると，１００万人相当の人が使っているレベ
ルの普及率となっています。日本はそういう意
味では整備が遅れていると思います。
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〔認知機能の低下の問題〕
認知機能が低下していくプロセスで認知症な

のか，認知症でないのかわからない人が非常に
増えてくるのが問題で，中間的な部分に関して
アメリカ，或いはイギリスなどでは，特にアメ
リカでは信託制度を非常に工夫して使っていま
す。それから，イギリスでは意思決定支援制度
が非常に充実し，そういう方をサポートするデ
ィメンシア・フレンドリー・バンクという取り
組みが出てきています。日本の場合，認知症と
言った瞬間に金融口座は凍結されてしまって，
不便な人生が待っていますが，軽度で認知機能
が落ちていくプロセスの途中段階であれば，い
ろいろなサポートを付けて，自分の財産を使え
るようにしています。

こういった問題が世界で最先端の問題になっ
てきて，日本もいろいろ工夫しており，金融庁
の「２，０００万円レポート」を手掛かりに６月に
G２０で「福岡ポリシー・プライオリティ」が発
表されて，日本が経験している認知機能の低下
の問題，それから，高齢資産をどう管理するか
という問題を世界的に考えていきましょうと日
本発で提案されたということを考えると，日本
国内では「２，０００万円レポート」が非常に歪曲
されて理解されていますが，この問題は日本が
最先端で進んでいるといえます。アメリカでも，
イギリスでも同じ問題を抱えていますが，これ
について世界的に取り組んでいこう，先進国で
考えていこうという中間的な部分です。認知症
になってしまえば制度がありますが，その途中
段階です。或いは客観的にわからない，わかっ
ているふりをするような行動をし始めますので，
このグレーゾーンが非常に厄介であり，そこは
世界全体で考えていこうという状態だと思いま
す。ありがとうございます。

（小澤） ありがとうございました。それでは，
次に林先生に対する質問ということで，和泉先
生，土居先生の順番でお願いいたします。

〔社会資本投資の問題〕
（和泉） 林先生から社会資本に関するご報告
を頂きましたが，最近２０２０年東京オリンピッ
ク・パラリンピックに向けた準備というのが進
んでいますが，水泳競技の一部では水質が著し
く悪い東京湾のお台場で選手を泳がせるという
ことが問題化しています。その原因というのが
東京都の下水道処理が不十分なせいで，都市部
への社会資本投資がまだ足りない典型例なので
はないのかと思っています。

また，霞ヶ関では地方行財政改革について都
市と周辺部のネットワーク化を進めるのか，或
いはコンパクトシティで集約を求めるのかで揺
れているようにも見えます。進むべき道はどち
らなのか。林先生のご見解を伺いたいと思いま
す。

〔社会資本の集積化〕
（土居） 先ほどの林先生のプレゼンテーショ
ンで都市部に集中させて，さらに集積を図る必
要があるということについて私も同感でして，
本来はもう少し早くわが国はそういった方向で
政策を実行しておくべきだったと思いますが，
実際はそうなっていません。これは政治的ない
しは経済的な要因にどういうものが背景にある
のかについて，少し林先生のお考えを聞かせて
いただきたいと思います。

それから，非都市部の住民ないしは政治家は
今でも社会資本整備こそが地域間格差を是正す
る重要な手段なのだと認識していますが，必ず
しもそうではないということを提起されたのだ
と思います。どのように非都市部の住民の方々
にそうではないということを理解してもらうの
か。説得の論理といいましょうか，論法といい
ましょうか，少し先生の考えを披露していただ
きたいと思います。

〔自然災害と社会資本整備の方向〕
（林） コメントありがとうございました。お
台場の件は確かに求めている下水処理サービス
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がないという意味では足りないのでしょう。た
だ，企業の生産性とは関係ない話になりますか
ら，土居先生のお話にも絡みますが，本来は，
単に都市に増やせというだけではなくて，都市
の中でどの分野に投資すべきかを判断する必要
がありますので，その判断がどうだったのかと
いう話になると思います。

これは国交省でも議論が出ている話ではあり
ますが，自然災害に対してどうするかというと
ころでも，自然災害の質が変わってきています
し，今回の下水処理の方も雨が降りすぎてキャ
パを超えた分がオーバーフローしてしまうとい
う話だったと思いますので，そこら辺は限られ
た予算の中でどううまくかじ取りを行っていく
かということが重要になると思います。

２点目は都市と周辺部のネットワーク化，コ
ンパクトシティ等々あるのですが，どちらかと
いうことではなくて，同時に進める話だと思っ
ています。ただ，大きな人口の移動の流れがあ
りますので，それに沿った長期的な計画という
のが必要になってくると思います。

〔採られるべき政策の理解〕
土居先生のところで，もっと早く都市部に集

中するべきだったのに，なぜそうならなかった
のかということについは，「政治」としか言い
ようがありません。具体的に政治がどうなって
いるかというのは，私は政治学を研究するのが
嫌になって経済学の研究に転向した身で，実は
政治学の修士号まで持っているのですが，先生
からのご知見，お考えを頂けたらと思います。

ただ，そのような政策を実施する策があるか
どうかについては，私は非常にペシミスティッ
クです。われわれが正論を何度も言う必要はあ
ると思うのですが，結局は政策決定者に届くか，
届かないかの話です。彼らは頭ではわかってい
るとは信じたいのですが，いろいろな実利でそ
ういった選択ができるかどうかについては，私
は非常に悲観的です。第２次世界大戦が終わっ
たときのように，この国は行くところまで行き

着く必要があるのかもしれませんね。そうでは
ないと本当の変革はできないのかも知れません。
私も子どもが２人いるので，非常に心配ではあ
るのですが。

ご質問にあった非都市部の住民に対し都市部
に集中することのメリットをどう伝えるか，ど
う理解してもらうかということについてですが，
その実現可能性についても悲観的な考えを持っ
ています。できることは，機会があるたびに説
明しつづけることしかないのかなと。それぐら
いしかないのかなと思っております。非常にペ
シミスティックな議論になりましてすみません。
以上でございます。

（小澤） ありがとうございました。それでは，
最後に和泉先生に対する質問ということで，駒
村先生，土居先生の順番でお願いいたします。

〔移民政策〕
（駒村） 今日はあまり少子化対策を議論でき
なかったのですが，報告書の中野先生のところ
でも高等教育の就学支援をより中間層にもやっ
てあげなければいけないのではないかという議
論があったわけですが，いずれにしても出生率
が大幅に回復しない限り，つまり，合計特殊出
生率が２を超えてこない限り，人口は維持でき
ないことになります。自然体だと，２０４０年以降
１００万人ペースで人口が減っていく中で，労働
力を維持するために，外国人労働政策というの
はかなり焼け石に水のような状態です。

それを考えると，中長期的には移民政策とい
うことになります。要するに，外国人の方を市
民としてお迎えをして，家族が増えていき，日
本の人口を一部支えていってもらうということ
です。例えば「日本語を学ぶ機会を保証するが，
一定以上取れなければお国に帰っていただきま
すよ」「日本のルールと法律を理解し，守れな
ければ，それは駄目ですよ」ということで，諸
外国で行われているような移民政策まで踏み切
れないのか，ボリューム的にはこんなことで本
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当に長期的に日本社会が維持できるのか，この
辺の和泉先生のお考えをお聞きしたいと思いま
す。

〔介護労働者の流動化〕
介護人材確保について，一方で，他の分野の

労働供給が人工知能などのロボットによって補
完されると考えると，他の分野から介護労働者
を集めてくればいいという考え方もあって，思
い切って介護の賃金を上げれば，マーケットメ
カニズムを利かせられないのか。また，介護に
なる人が少ない，労働条件が悪いのだから行か
ないということなのだから，思い切って賃金を
上げて，こちらに移ってもらえばいいのではな
いか，それがなぜできないのかということをお
聞きしたいと思います。以上です。

〔アジアの介護人材〕
（土居） 私からも介護職の話なのですが，外
国人介護職で当面の介護人材不足を補えたとし
ても，片や今は人手不足だからこそ，介護サー
ビスでもロボットの導入だとか，ICT の活用
だとかという，いわゆる資本集約化といいまし
ょうか，労働集約的な状況を変えることに取り
組もうという動きもあります。外国人介護職が
人手不足を全部は補えないと先ほど和泉先生が
おっしゃったわけですが，いくばくかの外国人
介護職で人手不足が賄えると，逆に介護サービ
スでのロボットの活用とか，資本集約化が進ま
ないという心配もあるのですが，その点はどう
見ていますか。

それから，アジアには介護人材がたくさんい
て，これからもますます養成されることが期待
されているわけですが，フィリピンなどのアジ
アの介護人材が，日本が制度を整備したからと
いって日本に来てくれるかわかりません。今度
はさらに高齢化が進む中国や欧米の方にそうい
う介護人材が行ってしまい，日本がいくら整備
しても来てくれないというようなことが，ひょ
っとしたら将来あるかもしれないという気もし

ているのですが，その点をどう見ているかお伺
いしたいと思います。

（和泉） 両先生，ありがとうございました。

〔移民との共生社会〕
２０４０年というスパンまで見たときに，やはり

人口減少に対応するだけの外国人労働者は焼け
石に水というのはまさにご指摘のとおりだと思
っています。ドイツを例に移民政策にかじを切
るべきではないかというようなご指摘もありま
すが，ヨーロッパは，最近いろいろな論考が出
ており，２０１５年を境に変わってしまったという
議論があります。これは移民問題もそうですし，
難民問題もあります。こういった中でヨーロッ
パの政治状況がどんどんポピュリズムに侵され
てきているという状況があって，移民とうまく
共生するような社会づくりができたかというと，
必ずしもそれがうまくいっていないというのが
現状です。

また，それ以上に日本の社会の側にまだ覚悟
がないということがあります。見たくなければ，
外国人労働者をあまり見なくて済んでいる状況
です。実際には社会を支えるとても重要な役割
を果たしてくれているわけなのですが，そうい
った部分にまだしっかりみんなが目を向けてい
ない，覚悟が足りないという部分があるのかも
しれません。

日本の場合に共生社会を作ろうと言ったとき
に，どうしても「日本に来たのだから日本語を
話せ。日本の習慣を守れ」，こういうような方
向に行きがちです。ただ，元々ルーツを持って
いる国の文化，言語，こういったものを尊重す
るという考え方も一方であるわけです。ただ，
その人たちがコミュニティを作ってしまうと，
「あそこは日本人が入り込めない場所だ」みた
いな見方をしてしまうようなところが最近も幾
つか出てきていますので，どういう覚悟を持っ
て，移民政策という形で受け入れるのかという
ところが次の議論としては必要だと考えていま

― 112 ―



す。
賃金上昇というのは，日本人の労働者，或い

は外国人労働者に限らずやらなければいけない
ことです。外国人労働者が決して安いわけでは
ないということはこれから常識としていかなけ
ればいけないのではないかと思っています。人
手不足を解消するには，日本人だろうと，外国
人だろうと，賃金上昇でしっかり集めなければ
いけないと思います。

〔ロボットの導入〕
土居先生からロボット導入とか，ICT のご

指摘もございました。決して安い労働力ではあ
りませんので，それを省力化するための投資と
いうのは常に行わなければいけないのが現状で
す。宣伝するような回し者では全くないのです
が，来週東京ビッグサイトで国際福祉機器展が
行われます。毎年のように私は学生を連れて行
っていますが，やはり介護ロボットはさまざま
なものが出てきています。最近では認知症の高
齢者のお相手をしてくれるアザラシ型のロボッ
トなどはとても有名です。また，腰を痛めがち
な介護労働者のためにパワースーツのような形
で腰に装着するようなロボットといったものも
出てきています。さまざまな形で資本を投入す
ることによって省力化できる部分が少しずつ進
んでいる現状がありますので，そういったもの
を両方進めていかなければいけないのではない
かと思います。

〔人材の奪い合い〕
最後に大事なご指摘で，人材の奪い合いは既

に起こっており，日本は出遅れています。介護
人材に関して，特にフィリピン，インドネシア，
カンボジアといったところに関して香港，台湾，
韓国等が先行している状況で，日本は出遅れて
います。制度さえ作れば来てくれると思ってい
ては絶対に失敗してしまうので，しっかりお迎
えするという体制を作っていく，「うちの方が
とても働きやすいよ，稼げるよ」といった部分

についてしっかりアピールしていく必要がある
のではないかと考えています。ありがとうござ
います。

おわりに

（小澤） ありがとうございました。誠に申し
訳ありませんが，時間が尽きてしまいましたの
で，最後に簡単に私自身からもお話をさせてい
ただきます。

まず土居先生が，ゼロ金利であることで借金
を減らさなくてもいいのではないかというよう
な方が往々にしておられるというお話をされて
いたのですが，実は冒頭でお話ししました岩本
先生の去年の３月のご講演の中で消費税収の過
小評価，それと通貨発行益の過大評価という奇
妙な組み合わせが存在しており，実はわれわれ
が一番警戒しなければいけないのは，むしろ高
債務の帰結としての高インフレなのだというよ
うなお話がありました。ちょうど符合している
と思いますので，その点を指摘させていただき
たいと思います。

それから，今日の話の中でも１つの大きな柱
になっていました少子高齢化がいかに社会保障
財政に悪影響を及ぼすかという点についてです
が，高齢者人口を若年者人口で割った比の上昇
による社会保障財政への悪影響に対する解決策
を岩本先生がお話されていらっしゃいまして，
３つやり方があるということでした。１つ目は
少子化対策，移民，定年延長，経済成長という
グループなのですが，これはまさに分母を増や
す政策です。

それから，２つ目が保健，予防重視で高齢者
に健康でいていただくということや，年金支給
開始年齢を延長するというようなグループがあ
って，これは分子を減らす政策です。それから，
そもそも分数自体を無力化するような政策とい
う意味での３つ目のグループもあって，これは
年金に関する積立方式の部分的導入という解決
策があるのだということでした。先生が何をお
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っしゃっているかというと，その中でどれを選
ぶというような話ではなく，実はそれら全てを
総動員しなければもはや解決できないような状
況に現在至っているという非常に危機意識を込
めたお話だったのです。そのことをお伝えした
いと思います。

そして，最後に，フューチャー・デザインと
いう，財政の世界では比較的というか，あまり
耳慣れない言葉をタイトルに織り込んだ理由を
述べたいと思います。ご存知の方もいらっしゃ
るかもしれませんが，高知工科大学に西條辰義
先生という日本の実験経済学の第一人者がいら
っしゃって，その研究グループはシルバー民主
主義の是正等をいろいろ考えています。例えば
子どもに投票権を与えて，保護者が代理投票す
るというドメイン投票制度というものがありま
す。これは政治学の研究者はよくご存じの制度
なのですが，それを実際に実験でうまく機能す
るかどうか調べたり，或いは大阪府吹田市で
２０５０年の将来プランを考える討論型実験を行っ
てみたりしています。特に後者で興味深いのは，
仮想将来世代というあたかも２０５０年のときに活

躍する世代になったつもりの方々を参加者とし
て加えて，いろいろ討論をさせて，その結果を
見たのです。

こうした研究の結果，一体何がわかったかな
のですが，実はわれわれ人間には将来世代のこ
とを考えて，社会的な意思決定に将来世代の意
思を反映させられる高い能力が備わっている，
このことを実験の結果として示したのです。私
はその話に非常に感銘を受けましたし，実験の
手法というのはそういうふうな使い方もできる
のかと，非常に勉強になりました。

報告書の作成に携わった私どもも，財政・税
制・社会保障の現状を憂えてはいますが，明る
い未来の到来を決して諦めているわけではあり
ません。なぜかといえば，まさに今お話しした
ように私たちにはフューチャー・デザインを行
う能力が本来備わっているということを信じて
いるからです。実はそうした心意気で報告書を
作成させていただきました。それではこの言葉
で本日の討論会を締めくくらせていただきます。
討論会にご出席いただきまして，誠にありがと
うございました（拍手）。
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討論会 ９月１９日�・午後

国際課税を巡る現状と課題

●参加者（五十音順）

前・早稲田大学大学院会計研究科教授 青山 慶二
関西学院大学法学部教授 一高 龍司

日本製鉄株式会社財務部上席主幹 合間 篤史
財務省主税局参事官 陣田 直也

渡辺 裕泰司 会 日本租税研究協会参与・
財務省財務総合政策研究所顧問

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編１０１頁～１０２頁」に掲載されています。
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はじめに

（渡辺） それでは，パネルディスカッション
「国際課税を巡る現状と課題」を始めさせてい
ただきます。パネリストは，ただ今ご紹介いた
だきました４人の方々でございます。この４人
の方々はそれぞれ組織に属しておられるわけで
ございますが，本日は，その組織の意見という
よりは，パネリスト個人としての資格でご参加
いただいていますし，意見も個人としてのご意
見を言っていただくようにお願いしています。
従って，ご発言は個人としての発言ということ
で，皆さまにも受け止めていただければと存じ
ます。従いまして，ここではパネリストの方の
お名前を肩書なしの何々さんという形で呼ばせ
ていただきますので，その点もご了解を頂きた
いと思います。

本日のこのパネルディスカッションは，２部
構成になっております。第１部は，「経済のデ
ジタル化に伴う課税上の課題への対応」という
ことでございます。経済のデジタル化がすごい
勢いで進んでいます。電子商取引に対する消費
税，付加価値税の課題につきましては，BEPS
の中で一応の議論が集約されまして，我が国も
平成２７年度の税制改正で既に対応したところで
ございます。しかしながら，一番メインの法人
税の課税の問題が残っています。電子商取引を
行っている企業は，市場国には PE を持ってい
ないので，PE なければ課税なしという今まで
の考え方のままでは課税は行えないということ
になります。そこで，市場国或いはユーザー所
在国に，今まで以上の課税権を配分する観点か
ら，PE 以外の何かに課税の根拠，課税上のつ
ながりを求めることができないか。さらに，関
係各国に課税根拠となる利益を配分するルール
をどうするかということを，経済のデジタル化
に伴う課税上の課題への対応の第１の柱，ピ
ラー１にしています。PE に代わるものが何か
ないか，それから関係各国の利益をどう配分す

るか，これがピラー１でございます。また，こ
れに伴って，軽課税国，タックスヘイブンへの
利益移転がされた場合に，それに対抗する措置
を何か導入しなければならない。これがピラー
２，第２の柱でございます。

これらにつきまして，現在までのいろいろな
議論が行われていますが，その行われています
議論を整理し，さらにどういう方向に向かうか，
そのために何を考えるべきかというようなこと
を，第１部で議論したいと思っています。

第２部は，「租税回避及び脱税への継続的な
取組」であります。このパネルディスカッショ
ンでは，BEPS を昨年まで連続して４回取り上
げてまいりましたが，まだまだ残っている重要
なものがございますので，それらを取り上げた
いと思っています。例えば過大な利子支払いを
規制する税制，それから無形資産の移転価格の
算定，租税回避スキームの義務的開示制度をど
うするか，税の透明性を増すための国家間の情
報交換をどうするか，BEPS 防止措置実施条約
（MLI）等でございます。これらについて，意
見交換をしていきたいと思っています。

進め方としては，第１部，第２部それぞれに
つきまして，最初に陣田さんからご説明いただ
きまして，その後青山さん，一高さん，合間さ
んの順番でご意見ご質問を頂戴し，さらに陣田
さんからこのお三方のご意見ご質問にお答えい
ただくということで進めさせていただきたいと
思っています。
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それでは，早速ですが，第１部の「経済のデ
ジタル化に伴う課税上の課題への対応」に入ら
せていただきます。最初に陣田さん，どうぞよ
ろしくお願いいたします。

Ⅰ．経済のデジタル化に伴う課税
上の課題への対応

（陣田） 財務省主税局参事官の陣田です。本
日はよろしくお願いいたします。それでは，資
料に沿って説明してまいります。最初に「経済
のデジタル化に伴う課税上の課題への対応」と
いうことで，BEPS プロジェクトのおさらいを
した後に，現在 OECD を中心に議論している
内容，それから日本が今年議長国として開催し
ております G２０での議論についても紹介したい
と思っています。

〔BEPSプロジェクトについて〕国際課税資料
（２―３ページ）
BEPS（Base Erosion and Profit Shifting）

プロジェクトは公平な競争条件の確保，ベネフ
ィットを確保するという考えの下で，多国籍企
業が課税所得を人為的に操作し課税逃れを行う
こと（BEPS）がないように国際課税ルール全
体を見直すという非常に包括的なプロジェクト
になっています。

この背景を申し上げますと，経済活動はグ
ローバルに行われており，企業はサプライチ
ェーンなどをどこに置くかというのは自由に，
グローバルに展開していきます。その一方で，
課税はどうしても課税主権にとらわれますので，
グローバルな経済活動とローカルな課税という
隙間が生じてしまいます。そのような問題に対
し，各国の税制，それから国際課税ルールが追
い付いておらず，多国籍企業の活動実態とルー
ルの間にずれが生じるために，二重非課税が起
こっています。これまで国際課税の世界では，
二重課税を排除するということを中心に，租税
条約の整備，それから国内法の整備を行ってき

たわけなのですが，ここに至って二重非課税あ
るいは多国籍企業の過度なタックスプランニン
グというものが問題になってきました。

特にリーマンショックの後，各国の財政状況
が悪化し，国民負担を求めるなかで，多国籍企
業が課税逃れをしているという例が散見された
ことで，批判が高まりました。こういう負担の
公平性の問題が生じていたということで，２０１２
年６月から，OECD 租税委員会を中心に始ま
ったのが BEPS プロジェクトです。当時，議
長は日本の浅川前財務官がやっていまして，こ
れ以来日本は主導的な役割を果たしてきている
と自負しているところです。

この OECD で始まった BEPS プロジェクト
ですが，やはり中国やインド，ブラジルといっ
た新興国を巻き込んでいかなければいけないの
ではないかということで，G２０でこの議論がサ
ポートされました。OECD 加盟国に加えて G
２０加盟国，さらに G２０にも OECD にも属して
いない非加盟国にも対象を広げていき，BEPS
プロジェクトの包摂的枠組み，これは Inclu-
sive Framework on BEPS（＝IF）と言ってい
ますが，現在，IF の参加国が１３４の国・地域に
拡大しており，非常にグローバルな取組みにな
っています。

足元の状況ですが，この BEPS プロジェク
トは，２０１５年に最終報告書が公表されまして，
現在実施フェーズに入っている状況でございま
す。この中には，ミニマムスタンダードと言い
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まして，各国が必ずやらなければいけないもの，
それからベストプラクティスと言いまして各国
が参考にすべきもの等々ございますが，特にミ
ニマムスタンダードを中心に各国の合意事項の
実施状況をモニタリングしています。これは，
ピア・レビューと言っていますが，各国同士指
摘し合って，各国のいいところを取り入れなが
ら直していくということをやっています。

２番目ですが，残された課題については継続
検討するということで，この残された課題の最
も大きなものが電子経済，デジタルエコノミー
への対応ということで，後ほどお話しさせてい
ただきます。

それから３つ目，参加国は１３４の国・地域に
拡大しておりますが，当然途上国はキャパシテ
ィが足りない。それから，なかなか制度に対す
る理解が追い付いていないことがありますので，
そのような国・地域に対する技術協力・技術支
援を行っていく。この３つの大きな枠組みを
BEPS プロジェクトでは進めています。日本は，
２０１６年の G７議長国を務めましたし，今年は G
２０議長国として各国との国際協調をリードして
きたということです。

〔BEPS実施フェーズ（Inclusive framework on
BEPS）参加国・地域（２０１６．７～）〕国際課
税資料（４ページ）
先ほど説明しましたが，一番左側の OECD

加盟国で始まったプロジェクトは，G２０メン
バーに拡大して，今現在は，OECD 非加盟国，
例えばアジアで言いますとタイなども参加して
おり，非常にグローバルな取組みになっていま
す。やはりこの１３４の国・地域間で合意を作る
のはなかなか難しいですので，この BEPS プ
ロジェクトの中に運営会合というものを作って
いまして，日本も含めて合計２０カ国強の国で，
この IF の運営，特に幹部会合として様々なス
タンダードセッティングをしています。

デジタルエコノミーの問題については，主な
議論はこの IF の幹部会合で進めています。

〔「BEPSプロジェクト」最終報告書の概要〕
国際課税資料（５ページ）
BEPS プロジェクトは，行動１から行動１５ま

でございます。その行動１がまさにデジタル経
済，電子経済の課税上の課題への対応です。そ
れから，行動２以下行動１５までございますが，
それぞれ日本としては対応すべきものは対応し
てきました。例えば行動３，外国子会社合算税
制の強化ですが，これにつきましては平成２９年
度改正で対応しています。行動４の利子控除制
限，行動８～１０の無形資産の取扱いに関しても，
令和元年度改正で対応しています。それから行
動１３の多国籍企業情報の報告制度につきまして
も，平成２８年度改正で対応しています。このよ
うに，BEPS プロジェクトの最終報告書を踏ま
えて，我が国でも対応を進めているという状況
でございます。

このうち，行動４，行動８，行動１２，行動１５
につきましては，第２部の方で改めて説明した
いと思います。

〔経済の電子化への課税上の対応〕国際課税資
料（６ページ）
それでは次に，デジタルエコノミーの課税上

の対応の話に移りたいと思います。６ページを
お願いします。背景ですが，現在デジタルエコ
ノミーの下で国境に関係なくコンテンツやサー
ビス提供が行われています。このようなデジタ
ルエコノミーに対し，現行の国際課税ルールで
は，間接税・直接税の課税が十分行われていな
いことから，対応を検討せよというのがこの行
動１の問題意識です。

間接税，VAT，付加価値税，日本では消費
税ですが，これについては，２０１５年の段階でガ
イドラインができました。国境を超えて提供さ
れるサービスに対して消費課税をどうするかに
関し，基本的には，これまではサービスの提供
者の所在地で課税していたところを，課税の方
式を変えてサービスの提供を受ける者の所在地
で課税するということです。日本もこのガイド
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ラインに従って，平成２７年度改正で対応済みで
す。この消費税は，実は途上国ではまだ対応で
きていない国がありまして，途上国も対応を始
めているところで，グローバルに対応が進んで
います。

一方で直接税である所得税や法人税につきま
しては，２つ論点がございます。１つ目は，倉
庫等でも一定の要件の下で PE 認定できるよう
に，PE の定義を拡大するということです。こ
れまで特に倉庫などは準備的・補助的活動とい
うことで，事業所得の課税のための PE とは認
定しないという考えでしたが，これを見直すと
いうことです。要するに，倉庫等でもその活動
が企業の本質的な活動であれば PE として認定
するという見直しを行ったわけですが，それを
踏まえて日本でも平成３０年度に国内法を改正し
て対応しました。

次に，資料の一番最後ですが，それでもなお
「PE なければ課税なし」等の国際課税原則の
見直しがないと対応できないといった問題があ
り，これが２０１８年３月の OECD 中間報告書に
記載されています。

〔電子経済への法人税の対応状況〕国際課税資
料（７ページ）
法人税の対応状況ですが，①のケース，これ

は先ほどご説明した倉庫等のケースです。例え
ば日本の顧客に対してオンライン上で物を販売
することにしまして，倉庫から引き渡すような
場合です。この倉庫については，通常は PE に
は該当しませんでした。あくまでこの X 社の
販売活動の準備的・補助的活動にすぎないとい
うのが一般的な考え方でしたが，こういう場合
でも，倉庫が重要な機能を果たしている場合に
は，これを PE と認定して課税できるようにし
たというのが１つ目の対応ということです。

②の方の例えばオンラインの広告サービスで
すが，こういうものにつきましては，そもそも
倉庫すらなく，課税上のつながりがない場合に
は，現状では事業所得に対する課税はできませ

ん。そこで，こうした問題について国際課税の
原則の見直しに向けた議論が行われているとい
う状況になっています。

〔OECDを中心とした検討の経緯〕国際課税
資料（８ページ）
詳しく説明いたします。８ページでございま

すが，２０１５年１０月，BEPS プロジェクト行動１
の最終報告書では，法人課税については２０２０年
まで作業を継続するということに合意していま
す。要は，この段階で具体的にどう対応するか
ということについてはコンセンサスが得られま
せんでした。更に行動２以下で，例えば外国子
会社合算税制を強化するとか，あるいは PE 認
定の人為的回避に対応するような改正を行うな
ど，他のプロジェクトの対応によって一定程度
問題がカバーできるのではないか，国際課税原
則を見直さなくても対応できるのではないかと
いう意見もありまして，しばらくは様子を見よ
うというのが２０１５年の段階でした。しかしなが
ら，それ以降経済の動きが非常に速く，デジタ
ルエコノミーが急速に進展しています。

特に欧州ですが，大きなインターネット企業
は十分な税を払っていないのではないかという
問題意識が非常に高まり，特に２０１７年の後半か
ら議論が新たな展開を見せるようになりました。
２０２０年まで作業を継続するとはいっても，きち
んと中間報告を出そうということで，２０１８年３
月に，それまでの検討状況をまとめた中間報告
書を出しています。

このときに，２０２０年までにコンセンサスに基
づいた解決策を取りまとめていこうということ
で合意しています。２０１９年にアップデートを行
うということにも合意していますが，実はその
２０１９年というのは日本が G２０の議長国を務める
年でありましたので，日本が議長国のうちに何
とか進めたいという期待があったことが背景に
あります。

資料の一番最後ですが，まさにアップデート
して，２０１９年６月に IF メンバーで作業計画と
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いうものを策定しました。この作業計画におい
て解決策の論点，それから今後の検討作業につ
いてのロードマップを取りまとめています。IF
の参加国は２０２０年の末までに最終報告書の取り
まとめについて，作業を行うことに合意してい
ます。詳しくは，次の９ページにございます。

〔「経済の電子化に伴う課税上の課題に対する
コンセンサスに基づく解決策の策定に向けた
作業計画」の概要〕国際課税資料（９ページ）
この OECD の作業計画ですが，内容は主に

２つございます。１つは作業の内容，もう１つ
はスケジュール感です。作業の内容ですが，２
つの柱がございます。１つ目の柱はネクサス原
則，それから利益配分原則の見直しです。まず，
このネクサス原則は非居住者に対する課税権を
決定するルールであり，一定の課税上のつなが
りがあれば課税できるという考え方ですが，こ
れまでの国際課税原則では PE というのが基本
的にはネクサスであった。ただ，これについて
はそもそも物理的な拠点がなくても活動できる
デジタルエコノミーに対しては対応できないと
いう問題意識があり，従って，この原則を見直
さなければいけません。

それから，利益配分原則です。課税の対象と
なる所得の算定，それから配分のルールですが，
現在は移転価格ガイドラインが OECD あるい
は国連で作成されています。そのルールについ
ても，例えば現行ルールでは人がどういう機能
を果たしているか，その拠点がどういうリスク
を負っているか，あるいはどういう資産を使用
しているか等で判断するわけですが，そもそも
人がいないというのがデジタルエコノミーです
から，その考え方を見直さなければいけないと
いうことです。すなわち，このネクサス原則や
利益配分原則は，基本的には国際連盟で１９２０年
代に議論してきたルールですが，それから１００
年かけてずっとやってきたルールを今回見直す
ということで，そういう意味では非常に大きな
ターニングポイントを迎えているところです。

これに関して，課税根拠となる見直しの考え
方について，３つ考え方が出ています。１つ目
がユーザーの参加，２つ目がマーケティング上
の無形資産，３つ目が重要な経済的存在です。

これに関して，３つの利益配分の方法が提示
されています。１つ目は，残余利益分割法を簡
素化するような案です。もう１つは，一定のフ
ォーミュラ，簡素な計算方式を使って各国に配
分するという案です。それから，一定のみなし
利益率を掛けてみなし利益を算出して各国に配
分しようという案です。こういう３つの案につ
いて検討を行うということが書かれています。
これについても後ほど説明いたします。

それから２つ目の柱ですが，BEPS の問題の
１つは，やはり無税・軽課税国に対して利益移
転が行われているという点であり，こういうイ
ンセンティブを何とかしたいということです。
一部の多国籍企業で租税負担が適切に確保され
ていないとすれば，公平な競争関係ができてい
ないのではないかという問題意識です。それか
ら，逆にこういう無税あるいは軽課税によって
企業を誘致しようという，いわば税の引下げ競
争，これは race to the bottom（底辺への競
争）と言っていますが，こういうものが非常に
状況を悪化させているのではないかという問題
意識から，こういうものに対して一定の租税負
担を課そうということで，具体的には所得合算
ルール，あるいは税源浸食的支払に対して損金
算入を否認するというルールを設けて対抗して
はどうかというものです。これが解決策の２つ
目の柱として議論されているところです。

既に６月から各作業部会で検討を始めていま
すが，来年の１月に解決策の制度の概要，大枠
に合意するというスケジュールになっておりま
す。その大枠に合意した後に，２０２０年中にさら
に技術的論点について合意を目指し，２０２０年末
までに最終報告書を策定するというスケジュー
ルで今後作業するということがこの作業計画の
中身です。

従いまして，当局としましては今大車輪で作
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業しているわけです。このスケジュール感自身
は野心的なのですが，G２０の非常に強い後押し
がありまして，各国も sense of urgency（危機
意識）を持ってやっているということです。特
に，各国ともこれは大きな問題になっています
ので，ここで何とか合意しないと税制に対する
国民の信頼を失うということで，各国ともそれ
ぞれ妥協すべき点は妥協して何とかまとめてい
こうというモメンタムが非常に高いと感じてい
ます。

〔解決策の２つの柱〕国際課税資料（１０ペー
ジ）
詳しくご説明しますと，１つ目の柱がネクサ

スと利益配分に関する国際課税原則を見直すと
いうもので，２つ目の柱が，軽課税国への利益
移転に対抗する措置を導入するというものです。
この２つの柱について２０２０年１月までに大枠に
ついて合意し，その上で２０２０年末までに詳細を
まとめるということが作業計画のポイントです。

〔１つ目の柱の概要①〕国際課税資料（１１ペー
ジ）
これは１つ目の柱のイメージですが，大きく

２つありまして，１つ目が，特に PE がない場
合です。資料の上の方の①の矢印です。PE が
ない場合，そもそも事業所得に対して課税でき
ないということなのですが，例えばオンライン
の音楽配信，デジタル広告，それからプラット
フォームの提供，こういう場合に PE がある場
合と同じように課税できるようにしようという
のが１つ目の対応です。それから２つ目ですが，
これは PE がある場合でも，ブランド等の無形
資産が重要なビジネスについては，その無形資
産の移転によって課税所得を圧縮するというタ
ックスプランニングをしているのではないかと
いうことで，こういう②の場合も市場国で適切
に課税できるように利益の配分を見直そうとい
うことで，この両面の議論を並行して進めてい
ます。

従いまして，方向としては，市場国に対して
より多くの利益が落ちるようにしようというこ
とですが，いずれにしてもこのネクサスや市場
国で課税できる利益について見直しを行うとい
うのが１つ目の柱です。

〔１つ目の柱の概要②〕国際課税資料（１２ペー
ジ）
１つ目の柱について，大きく３つの考え方が

ございます。１つ目が，イギリスが提案してい
るユーザーの参加（user participation）です。
この考え方の背景は，現在の国際課税ルールは
新たなビジネスモデルに対応できていないとい
うものです。現行の国際課税原則は，１９２０年代
にできたルールが基本になっていますので，物
のやりとりを前提に置いているということです。
ただ，こういう新たなビジネスモデル，特にデ
ジタルのビジネスモデルにつきましては，SNS
や検索エンジンでユーザーがデータを提供する，
あるいはコンテンツを提供するという形によっ
て，ユーザーが価値創造に貢献しているのでは
ないか。この価値創造への貢献が市場国の利益
として反映されていないのではないかというこ
とです。昔のビジネスモデルでは，こういう
ユーザーが参加するようなビジネスモデルはあ
りませんでした。従って，こういう新たなビジ
ネスモデルについて対応する案を作ればいいの
ではないかというのがイギリスの考え方です。

従って，対象となるビジネスモデルについて
は，基本的には高度なデジタルビジネス，例え
ば SNS や検索エンジン等のビジネスを行う企
業を対象にすべきというのが，このユーザーの
参加の考えでございます。

２つ目ですが，これはアメリカが主に提案し
ています，マーケティング上の無形資産という
考え方です。この概念自身は今の移転価格ガイ
ドラインにも存在する概念であります。現在，
マーケティング活動の重要性が高まっており，
特に多国籍企業が市場で利益を上げようと思え
ば，市場国でブランド価値を高めなければ，当
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然物が売れないのだという考え方です。従って，
市場国におけるマーケティング活動に着目して，
より市場国に利益を配分する。このように市場
国に無形資産があると考えれば，今までは例え
ば知的財産やリスクをどこの国に置くかという
のは基本的に操作しやすかったのですが，物を
マーケティングしようと思うと当然市場国で
マーケティングしなければならないので，マー
ケティング上の無形資産に着目することでタッ
クスプランニングがしづらくなるというのが，
この考え方の背景にあります。

最後に，重要な経済的存在という考え方です。
これは途上国による提案です。具体的には，グ
ループ２４という途上国の集まりがあるわけです
が，そこで提案されたものです。この重要な経
済的存在自身はそれほど特殊な考えではないの
ですが，彼らの提案の重要な点は執行を簡単に
せよということです。要するに，途上国もきち
んと執行できるような簡単な仕組みが必要であ
るということです。対象は，市場国で継続して
売上を上げていて，それなりの関係があれば課
税できるようにしようということで，非常に広
くなるかもしれませんし，定義によっては狭く
なるかもしれないということで，定義自身は非
常に漠とした概念です。

３月にパブリックコンサルテーションを行っ
たときには，この２つ目のマーケティング上の
無形資産についての支持が高かったように思い
ますが，例えばどの考え方が優れている，優れ
ていないという議論をすると神学論争になりま
して，なかなか実際の合意の話ができません。
一番大事なのは，やはりどう利益を配分するか，
課税利益がどうなるかというところです。まず
はそれを議論しようというのが現在の主な取組
みになっています。

〔１つ目の柱の概要③〕国際課税資料（１３ペー
ジ）
そういうことで，いわゆる神学論争になって

しまうのを避けるために，まずは共通点から考

えていこうということで，先ほどの３つの考え
方，それぞれネクサスと利益配分についてルー
ルを同時に見直していこうというのが１つの共
通点であります。それから市場国，イギリス等
からの提案の場合，ユーザー所在地国に対して
より多くの課税権を配分しようという点。それ
から，ネクサスについては物理的存在に限定し
ない点。それから，利益配分の中で，ビジネス
の全体利益を考慮していこうという利益配分
ルールで，かつ，簡素な方法を考えていこうと
いう点がございます。この４点については共通
しているではないかということで，この共通点
を中心に，いわゆる Unified approach（統合的
アプローチ）を考えていこうというのが，我々
が今作業している方向性であります。

〔１つ目の柱の概要④〕国際課税資料（１４ペー
ジ）
１つ目の柱については大きく３つの論点があ

りまして，１つ目は利益配分ルールをどうする
かということです。２つ目はネクサスルールを
どうするかということです。ネクサスルールと
言いますと，現在は PE の定義がありますが，
経済の変化を反映したビジネスプレゼンスに関
する新たな概念を取り込もうということです。
３つ目は執行ですが，非常に複雑になりがちで
すので，新たな課税権については簡素なルール
を作っていこうという考え方で議論していると
いうことです。

〔１つ目の柱の概要⑤〕国際課税資料（１５ペー
ジ）
利益配分方法につきまして，３つ大きな考え

方がございます。１つは残余利益分割法です。
これは，まず全体の利益を捉えまして，そこか
らルーティン利益とノンルーティン利益に分け
ます。要は，知的財産などの無形資産に帰属す
るものはノンルーティン利益に該当するので，
まずはルーティン利益を比較対象取引から見出
して全体利益から引き算し，残りのものがノン

― 156 ―



ルーティン利益になります。このノンルーティ
ン利益をさらに分割し，この分割後の利益を各
国で配分していくという３段階のステップを踏
んでいきます。以上が，残余利益分割法の考え
方の概要です。

ただ，この方法の問題は非常に複雑であると
いうことです。そもそも，ルーティン利益・ノ
ンルーティン利益をどうやって判断するのか，
ノンルーティン利益をどうやって各国に配分す
るのかといった非常に複雑な問題があります。

それに対して②は，定式配分法です。これは
インドなどの途上国のグループが主張している
案ですが，これは利益をルーティン利益とノン
ルーティン利益に分けずに，全部の利益をまと
めて定式を使って配分しようという考え方です。
このフォーミュラは，例えば売上あるいは雇用
者への給料などをベースにして配分したらどう
かということで，これは簡素になる可能性があ
りますが，そもそも正確になりませんので，配
分されたときに非常に問題が生じやすいと考え
られます。

最後は，みなし利益率ということで，例えば
全体の利益率がこれだけあれば，例えば市場国
に対してはこれだけの利益率があるとしてはど
うかという考え方です。例えば全体が１５％の利
益率であれば，市場国に対して３％，４％の利
益率があってもいいのではないかという，みな
し利益率を使います。それを各国の売上に掛け
合わせまして利益を配分していくということで，
非常に面白い考えではあるのですが，そのみな
し利益率をどうやって作るのかというと，それ
はケース・バイ・ケースになりますので，それ
を合意するのは容易ではありません。このよう
に①②③それぞれ一長一短があります。

今，足元で我々が議論しているものは，この
①の残余利益分割法が考え方としては現行の移
転価格ガイドラインでも使われていますし，一
番納得しやすいということです。ただ，簡素に
する必要がありますので，例えばステップ２―
１のこのルーティン利益ですが，これについて

は一定の利益率をこのルーティン利益とみなし
て計算します。それの残ったものをノンルーテ
ィン利益として配分します。このステップ３の
各国への配分のところにおきまして，各国の寄
与度等を厳密に計算せずに，例えば各国の売上
に応じて配分するなどの簡素法を使ってはどう
かということで，実はこの①をベースにしなが
ら②③の要素も加味しながら案を作っていると
いうのが最新の状況です。

いずれにしても，この辺の議論は各国の利害
が交錯していますので，合意が容易ではないの
ですが，何らかの解決策は見出さなければなり
ません。できれば近くまたパブリックコンサル
テーションという形でステークホルダーの皆さ
んのご意見を伺えればと考えているところでご
ざいます。

〔２つ目の柱の概要①〕国際課税資料（１６ペー
ジ）
次に，２つ目の柱です。デジタル化というの

は経済の隅々にまで及んでいます。例えば IT
企業に限らず自動車業界，あるいは小売業であ
っても，当然インターネットなどを使っていま
すし，例えばデータを収集してマーケティング
等にも使っております。つまり，これはデジタ
ル企業への課税の問題ではなくて，経済のデジ
タル化への対応ですので，この問題の範囲とし
ては，デジタル企業に限らないということが今
の議論の大きな流れでございます。

背景としましては，経済のデジタル化が進み
ますと，特に知的財産などの重要性が高まり，
この無形資産に関する利益の移転がますます容
易になっているという状況を踏まえると，軽課
税国の問題が非常に大きくなってきます。特に
底辺への競争，法人税の引下げ競争というのが
起きていて，これを放置すると各国の財政が立
ち行かなくなるという問題がございます。そこ
で，こういう問題に対処するという観点で，一
定の最低税率を定めた上で，それを下回るよう
な国に対する利益移転に対抗するという考えで
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す。
対抗の仕方が２つありまして，図で言います

と（１）の方は，親会社が子会社の所得を合算す
るということです。これは，アウトバウンドの
取引に対して課税するということです。（２）の
ケースは，逆に親会社が軽課税国にある場合で
すが，このようなインバウンド取引に対しては
支払に対する損金算入を否認することにより課
税するということです。この２つのルールを組
み合わせて対応するというのが２つ目の柱の主
な仕組みです。

〔２つ目の柱の概要②〕国際課税資料（１７ペー
ジ）
大きく２つルールがございます。所得合算

ルール，それから Switch-over ルールです。こ
れが第１のルールですが，この Switch-over
ルールというのはいわゆる国外所得免除方式を
使っている国に対応するもので，日本はそもそ
も外国税額控除方式になっていますのであまり
関係がありません。それから第２のルールは軽
課税支払いに関するルールということで，その
損金算入を否認するということです。この大き
く２つのルールによって成り立っているという
ものでございます。

〔暫定的措置の課題と「考慮すべき事項」（２０１８
年３月OECD中間報告書）〕国際課税資料
（１８ページ）
これまで法人税の議論についてお話したわけ

ですが，法人税の見直しの議論は，国際的な合
意がないと進められないという面があります。
この国際的な合意を待てない，今すぐ対応しな
いと国民の不満が大きいという国，どうしても
今暫定的にやりたいという国がありますので，
それに対して考慮すべき事項が，２０１８年３月の
OECD 中間報告書に記載されております。

暫定的措置の導入については様々な問題があ
ります。例えば投資イノベーションに対する負
の影響，あるいは消費者などに対して結局転嫁

されてしまうのではないか，あるいは法人税と
の経済的二重課税が起きるなど，こういう問題
がありますので，資料の下の方に考慮すべき事
項というのがあります。例えば国際的義務は遵
守しなければいけない。それから，一時的な措
置にして対象を限定するなど，こういう様々な
考慮すべき事項について OECD の中間報告書
では書いています。

〔暫定的措置（デジタル課税）に関する諸外国
の主な動き（２０１９年７月３０日時点）〕国際課
税資料（１９ページ）
こういうものを受けまして，特にヨーロッパ

を中心に議論が進められています。EU では
２０１８年３月にデジタル・サービス・タックスを
EU 全体でやっていこうということが提案され
ました。アイルランドやフィンランド，それか
らデンマーク等々，強く反対する国があった関
係で合意を断念したのですが，例えばフランス
やイギリス，こういう国は１カ国でもやらなけ
ればいけないということで，それぞれフランス
はもう法律が７月に施行されていますし，イギ
リスも法案が提出されているという状況です。
イタリアは実施規則がまだ出ていませんが，ス
ペインはいずれ国会で審議をする予定です。

このように，各国で暫定的な措置が進められ
ているわけですが，これらは実はデジタル企業
を狙い撃ちしたもので，次の２０ページにあるよ
うに，アメリカとの問題が起きています。

〔フランス・デジタル大企業課税法について
〔２０１９年３月６日閣議決定，７月２５日公布〕〕
国際課税資料（２０ページ）
このフランスのデジタル大企業課税法につい

ては，アメリカで非常に問題になっています。
特に７月にその法案が通る前後で，アメリカの
USTR の方から，通商法３０１条に基づく調査を
開始する，あるいはトランプ大統領がツイッ
ターで報復を示唆するなど，米仏間の大きな問
題になっています。資料の一番下に注意書きを
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書きましたが，８月末の G７サミットで，マク
ロン大統領がトランプ大統領と話したようでし
て，一応合意はできたということです。フラン
スは，国際合意に基づくルールができた段階で
課税を撤廃して，その差額については還付する
ということを言っているそうです。

いずれにしても，特にアメリカとの関係で非
常に大きな問題になっているというのが現状で
ございます。

〔G２０日本議長下での国際租税アジェンダ〕国
際課税資料（２１ページ）
こういう背景で，日本は G２０議長国として何

ができるかということで，我々として考えまし
たのは，国際的議論，それから政治的機運につ
いてはそのモメンタムを維持するというのが大
事であるということ。その主な内容としまして
は，経済のデジタル化への対応，それから
BEPS 対応，税の透明性，税と開発，この４つ
の柱がございますが，特にこの経済のデジタル
化への対応というのが非常に関心が高くて，各
国大臣にも積極的に発言いただいたということ
です。

〔国際租税に関する大臣級シンポジウム〕国際

課税資料（２２ページ）
今回日本が議長をするということで，シンポ

ジウムを大臣級で開きました。この場で，日，
中，仏，米等の財務大臣も出席しまして，各国
とも非常に積極的にご発言いただきました。こ
れにつきましては，財務省のホームページで掲
載していますので，お時間がありましたらご覧
いただければと思います。

〔G２０財務大臣・中央銀行総裁会議共同声明
（仮 訳 抜 粋）（２０１９年６月８―９日 於：福
岡）〕国際課税資料（２３ページ）
G２０のコミュニケです。
G２０首脳宣言の３行目から見ていただきます

と，「我々は，経済の電子化に伴う課税上の課
題への対応に関する最近の進捗を歓迎し」「２
つの柱からなる野心的な作業計画を承認する。
我々は，２０２０年までの最終報告書によるコンセ
ンサスに基づく解決策のための取組を更に強化
する」ということで，大臣及び首脳クラスの強
いサポートを受けて我々は今作業を進めている
というのが現状でございます。

第１部についての私の説明は以上でございま
す。

― 159 ―



Ⅱ．経済のデジタル化に伴う課税
上の課題への対応に対する意
見・質問

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 陣田さん，どうもありがとうござい
ました。デジタル課税の問題を大変要領よくま
とめていただきました。それではここで，パネ
リストの方々から順次ご意見・ご質問を頂戴し
たいと思います。最初に青山さん，どうぞよろ
しくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（青山） 前早稲田大学大学院教授の青山です。
よろしくお願いいたします。今の陣田さんのご
説明で，日本のリーダーシップの下でデジタル
課税についての国際的な協調が大きく進展しつ
つあって，しかもその中で今足元でどんな議論
が行われているのかということまでかなり詳し
く触れていただきました。大変ありがたい情報
を頂いたと思います。

〔電子経済への課税〕
まず，電子経済への課税につきまして，従来

の課税理論で対応できる範囲を尊重するという
基本を保ちながらも，それで対応できない領域
を念頭に置いて，新しいネクサスに基づく利益
配分の課税理論を持ち込もうとする考え方，そ
れから現在進行中の２つの柱についての統合ア
プローチの検討状況，これらについて，われわ
れもよく理解できたと思います。

統合アプローチがこれから G２０のリーダーシ
ップの下で実施されて，できれば欧州で拡大し
ている一国限りのデジタル売上税などの施策が，
これに収束されて，納税者に予測可能性が保証
されるシナリオの到来をぜひとも期待したいも
のだと思っています。G７サミットでのアメリ
カとフランスの間の交渉などが報道されていま
すが，これらの動向を含め OECD での国際交

渉に直接当たっておられる陣田さんから，現状
認識についてさらに前広なコメントが頂ければ
と思っています。

まず，この課税改革を実現した際の影響につ
いては，国別での税収の評価，要するにこの改
革をしたら勝つ国，税収面でよりたくさんの税
収を得る国と自分の国の税収が減る国という区
分が出てくると思います。我が国のように，無
形資産等を媒体とした超過収益の受取額の多い
国は，場合によっては負けといいますか，税収
が少なくなるという立場に立たされるかもしれ
ません。国としてのそのようないわゆるこの税
制改正のインパクトについては，国際会議の場
でいろいろ戦わされていると思いますが，これ
から具体的な統合アプローチの検討過程になり
ますと，産業セクターごと或いは個別企業ごと
の影響評価を踏まえて，ビジネスコンサルテー
ションをぜひとも実施していただいて，それら
の個別の意見を聴取していただきたいと思いま
す。

これは先ほど陣田さんが触れられましたが，
今後そのチャンスがあるということですので，
ぜひともよろしくお願いしたいと思います。

それから，G２０の議長国としての現時点でお
立場上制約を受けられるかもしれませんが，先
ほど申し上げた我が国としての税収評価をどの
ように見込んでいるか。その観点から，統合ア
プローチ，先ほど幾つかのオプションをお示し
いただきましたが，その詳細設計についてどう
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いう方向性が我が国として望ましいとお考えか，
もし可能であればお聞きしたいと思います。

まず第１の柱が，超過収益に対する課税権の
市場国への部分的な新規配分という色彩を持っ
ていますので，我が国が関心を持つのも当然だ
ろうと思います。ただ，第１の柱と第２の柱の
関係では，もし第１の柱が我が国にとって税収
マイナスの要因があるのであれば，それを補う
意味で第２の柱のミニマムタックス構想の必要
性が日本にとって無視できないものなのかどう
なのか，この辺についてももし感触がおわかり
でしたら教えていただければと思います。

〔第１の柱について〕
次に，各論の部分に入らせていただきます。

まず第１の柱ですが，市場国に追加的な課税権
を付与することの正当性の根拠の点では，
GAFA などの現在の高度デジタルビジネスを
意識したユーザー参加というものよりも，先ほ
どもご指摘がありましたが，これまでの移転価
格の課税理論との連続性のあるマーケティング
上の無形資産に着目した整理が比較的理解しや
すいと考えます。物理的 PE への帰属という伝
統理論は，デジタルビジネスのみならず，既に
コミッショネア契約の拡大などによって所得源
泉地への課税権配分機能を果たし得なくなって
きていました。また，近年においては，特に移
転価格税制分野で生産地等への追加的課税権配
分についてはロケーションセービング，消費地
への追加的課税権配分については，ロケーショ
ン・スペシフィック・アドバンテージという切
り口で，これに着目して課税権を配分すべきと
いう主張が，特に途上国を中心に強まってまい
りました。移転価格ガイドラインは，これらの
要素の所得配分への影響を認めながら，あくま
でも比較可能性分析の検討対象にとどめて，そ
の範囲で市場国への配分利益を認めてきたわけ
ですが，統合アプローチでは，ついに市場国に
固有のマーケティング上の無形資産を認めて，
そこへの一定の利益配分を認めています。この

考え方は，課税手法の理念に見られるとおり，
残余利益分割法という移転価格の公式に沿った
ものであり，受け入れやすいものと思われます
が，先ほどのご説明にもありましたオプション
の選択の過程で簡素化という強い要請があるよ
うです。その下での統合アプローチでの意見集
約においては，次のような懸念が残ります。こ
れについて，検討状況をお伺いしたいと思いま
す。

〔市場国のマーケティング上の無形資産へ配分
する超過利益のパーセンテージについての合
意の困難性〕
１点目は，市場国のマーケティング上の無形

資産へ配分する超過利益のパーセンテージにつ
いて，先ほども例を挙げてご説明がございまし
たが，この合意が困難であろうということで，
しかもそのパーセントを一律で決めてしまうの
か，全産業一律なのか，或いはビジネスライン
ごとか，企業グループごとの独自性の斟酌の余
地はあるのか，こういったことについてお尋ね
したいと思います。

〔市場国間配分に際しての使用する代替指標
（Proxy）の選択〕
２点目は，市場国間配分に際しての使用する

指標は，先ほどは売上をベースに配分するとい
うふうにおっしゃいましたが，そのような指標
の選択をどうするのかということです。先ほど
のフォーミュラのご説明もありましたが，フ
ォーミュラでは，場合によっては複数の指標に
基づく分割もあり得るというふうに聞いていま
す。

〔既存のAPAなどへの影響〕
それから３点目です。仮にこのラインで合意

が成立した場合には，これまでマーケティング
上の無形資産の超過収益貢献を別建てして認定
してこなかった取引，いわば移転価格でいうと
片側検証モデルによって対応してきた APA と
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いうのが多数現在存在するわけですが，それへ
の影響をどう考えるのかという問題であります。
これまでの課税理論で対応できない領域への適
用という整理と，包括的枠組みという多国間合
意枠組みを考えると，課税対象のいわゆる閾値
の設定が大きな意味を持つようにも思われます
が，この点での検討状況もお伺いできればと思
います。

〔第２の柱について〕
最後に，第２の柱について簡単に申し上げま

す。追加的な BEPS 対応の必要性として主張
されています，先ほどもご説明にありましたア
ウトバウンド，インバウンド両方の投資に係る
いわゆるミニマムタックス構想として，アメリ
カの GILTI や BEAT という２つの税制改正案
を参考にしたものと言われていますが，これに
ついての検討状況及び合意の見通しはいかがで
しょうか。なお，これについて，以下の２つの
懸念について，どのような意見が交換されてい
るか，教えていただければと思います。

１点目は，既存法制です。これは合算ルール
については CFC 税制，タックスヘイブン税制
ですが，或いは支払い否認については利子控除
制限税制等もございます。既存法制との重複に
よる納税者のコンプライアンス負担の強化が懸
念されます。

２点目，新たな二重課税発生のリスクとその
解消に向けた条約上の調整メカニズムの保証は
どうなっているのか。これらについて，幾つか
細かいことを申し上げましたが，ご教示いただ
ければありがたいと思います。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは次に，一高さんどうぞよろし
くお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

〔第１の柱について〕
（一高） ありがとうございます。私の方から，
まず第１の柱に関してでございます。青山先生
のお話にありましたように，確かに，マーケテ
ィング上の無形資産と利益分割という組み合わ
せは現実的で有力な印象があるのですが，ただ，
既存の PE 課税や移転価格課税との関係性であ
るとか，執行を含む具体的な仕組みのイメージ
が十分につかみづらいという印象を持ちます。

現在の取組みが長期的解決のための対応とい
う位置付けになっている以上は，陣田様のご報
告にありましたように，従来的な課税理論との
適合を図る，或いは新たな理論的な支柱を見出
す試みが必要であると考えています。この点，
国際課税上は伝統的には中立性であるとか歪み
のない資源配分ということが言われていて，ま
た BEPS 対応という意味では，二重非課税の
排除であるとか，活動と課税ベースとの人為的
な分離を是正するという方向性が示されました。
移転価格税制との関係では，価値創造の場所に
税源を割り当てるということで，所得相応性基
準であるとか，後に出てきますディスカウン
ト・キャッシュ・フロー法の具体化に OECD/
G２０の方でも踏み込んできました。

こうして機能であるとか重要な人員といった
ものに着目して，生産開発の所在の側に課税
ベースを引き戻す，そういう対応がこれまでな
されてきて，我が国の今年度の改正にもつなが
っています。統合アプローチとの関わりで，３
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つの案があって，英国案は利用者の貢献に着目
するわけですが，これもある意味での価値創造
の場所との整合性を意識した提案ではないかと
思われますし，また，途上国から出ている重要
な経済的存在というのも，デジタル・プレゼン
スと言っても同じような概念だと思うのですが，
その取引規模や企業規模を閾値として採用する
限りは，その国との結び付き，あるいはエコノ
ミック・アリージェンス（economic allegiance），
そういうものとの整合性を意識した議論という
位置付けもできるように思います。

他方で，マーケティング上の無形資産という
概念ですが，確かに慣れ親しんだ概念ではある
のですが，価値創造自体は海外の主体の手によ
る場合も多く，そこで経費控除もなされている
とすれば，市場国，売上地といったところに課
税権を与えることについてどういった理論的説
明が可能なのかというのが，ややわかりづらい
面が私にはございます。利用者貢献も含めて，
むしろマーケティング上の無形資産も重要な経
済的存在の具体的な内容の１つというふうにも
見えてきます。

どれか１つに決着をつけるという方向は神学
論争ということで今，いわば諦めて棚上げにし
ている状態だと思いますが，さりとて３つの案
を合わせたものが何なのかということをやはり
考えて，議論や今後の制度設計を考えていかな
いことには，いい集約といいますか，収れんを
見ていかないのではないかということを少し心
配します。そういう意味で，この組み合わせた
ものが何なのかという点に関する議論があるの
かどうかということをご質問したいと思います。

関連しまして，市場国でのマーケティング上
の無形資産に着目する場合ですが，その存在や
不存在というのは，課税や課税を免れる際に立
証されるべき概念になるのかどうか，仮に市場
国に何らかの拠点，子会社や支店等がある場合
に，牽連する形で無形資産の対価を巡って移転
価格税制の問題が生じないのかといったことも
疑問に思えてきます。マーケティング上の無形

資産をあえて挙げて着目することに関する議論
や見方，背景などについて，先どもご説明があ
りましたが，より詳しく教えていただければと
思います。

〔具体的な利益配分について〕
それから次に，具体的な利益配分です（資料

１５以下）。いずれの選択肢にせよ，市場国への
配分である以上，売上の帰属地の判定が重要に
なると思われます。この点については，例えば
アメリカの州法人所得税における定式配分が参
考になるように思います。かつてはご案内のと
おり，売上・給与・財産，これを３分の１ずつ
考慮する配分式が主流でしたが，最近では売上，
収入要素のウエートを高めて，収入要素のみで
判定するという州も少なからずある状況です。

そうした中，アメリカの UDITPA と呼ばれ
ていますが，法人所得の配分に関する州のモデ
ル法ですが，そこでは２０１４年に改正があり，無
形の財や役務に関しては，従来の役務提供元の
原産地の方で売上を割り当てる方式から，役務
提供先の方に割り当てる方式に変更しています。
今回のこのデジタル課税の議論も，アメリカが
重要な役割を担っているだろうということを考
えると，こうした米国の州法人税の動向である
とか，もしあれば他国の同様な経験といったも
のが，この配分方式の議論において影響を持っ
ているのかどうかということは，興味を持つと
ころですので，お尋ねしたいと思います。

また，その選択肢として，全体利益の定式配
分（formulary apportionment）が一応入って
いますが，これは今の OECD 移転価格ガイド
ラインが拒絶しているものと基本的に同じもの
と考えていいのかどうか，仮に採用されるとす
ると，採用時には当然ガイドラインも改正され
るという類いのものなのか，それとも取引単位
の利益分割の一方法だという位置付けでガイド
ラインとの抵触はないというものなのか，こう
いった点をお尋ねしたいと思います。
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〔暫定的措置に関して〕
それから，いわゆる暫定措置（資料１８・１９）

に関してです。中には，国内取引や国内企業に
も適用があるものもあると聞きます。狙い撃ち
課税的で確かに問題をはらむと思うのですが，
他方でより一般的に AI や IT の発展に伴って
雇用や給与が奪われ，これによって税収も失わ
れる。こういった問題カバーする税源をどうす
るかというより広い構えの議論もあります。
２０２０年に OECD の包摂的枠組みで方向性を定
めるということですが，これが定まらない場合
はもちろん，定まった後も案外国民受けがよく
て恒久化してしまう可能性はないのか。或いは，
我が国はこういった暫定措置に対してどういう
スタンスを持っているのかということもお尋ね
したいと思います。

〔第２の柱について〕
次に，第２の柱との関係です（資料１７）。実

質的に２つのミニマム税が紹介されているかと
思います。アメリカが，海外の CFC の一定の
資産の収益率（１０％）を超える超過的な収益に
関しては，最低税率に満たない部分に関しては
アメリカで課税するという措置を GILTI と称
される制度の下で取っております。BEAT に
関しては，対外的に支払った対価の一部を経費
控除せずにミニマム税をかけるタイプのもので
すが，こういう課税強化策と併せて，アメリカ
では税率をご案内のとおり引き下げたり，外国
子会社配当に関しては１００％の非課税を行った
り，さらには米国の無形資産で生産した製品の
国外売上に関して，税制上の優遇措置（FDII）を
設けています。こういう形で，国内での知財へ
の投資の維持を図る措置も併せて行っていると
いうことです。

我が国では，今後国内の知財の開発や維持，
税制上のバックアップといった点について，そ
の必要性，在り方ということについてどのよう
に考えておられるのかということをお尋ねした
いと思います。米国にとっては，市場重視とい

う第１の柱の問題も，もしかすると GAFA 等
の拠点はもはや米国内にはなくてタックスヘイ
ブンに移ってしまっているということも考えら
れますので，実はこれでタックスヘイブン対策
税制をやっているという可能性もございますし，
第２の柱も，先ほど申しましたような国内の投
資要因も伴っていて，全体として見た場合には，
米国の市場力を生かしながら税収確保と国内投
資の両方を図っているという見方もできようか
と思います。こういったパッケージ的な視点と
いうのが，当然我が国にとっても重要になりま
すので，そういったところを，先ほど申しまし
た国内での知財への投資維持といったことに関
する我が国の政策的な考え方を含めて，もし教
えていただけば幸いでございます。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 一高さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，合間さんどうぞよろしくお
願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（合間） 皆さまからのご説明，コメントと重
複する部分がありますが，私からは，納税者の
立場からの要望と質問をさせていただきたいと
思います。

〔納税者としての要望〕
まず，要望として，３つ申し上げます。まず

第一は，「増税にならないように」ということ
です。財務省資料１１ページの２行目に「市場国
で生み出された価値に見合った課税権を市場国
に配分」と書かれているように，要は「課税権
の配分」の問題であると捉えています。納税者
からすると，これは雲の上の話ですが，それが
地上に降りてきたら増税になっていたというの
は困るということです。申し上げたいのは，新
しい課税ベースを追加して新しい税金をかける
という話ではないはずということです。一方で，
ご紹介いただいた各国の新しいデジタル課税の
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ようなものは，所得に対する課税ではないので，
日本の外国税額控除の対象にならない可能性も
あるようです。従って，「二重課税の排除」と
言うだけでは不十分であり，非常に素朴な表現
ではありますが，「増税にならないようにして
ください」というのが第一の要望です。

２つ目は，「各国で整合性の取れた制度とし
ていただきたい」ということです。国際課税原
則の大きな見直しとして，今まさに１３０カ国以
上で議論されていますが，その考え方をきちん
と共有して，きちんと制度に結び付けていただ
きたいということです。例え話をさせていただ
きます。バリュー・チェーンという言い方をし
た方がよいかもしれませんが，このような「流
れ」を考えてみてください。ブラジルのジャン
グルにある細菌，バクテリアを見つけてきまし
た。これを，アメリカで高度な教育を受けた人
が，スイスに本店のある会社に所属して研究し
ます。研究室は，宇宙ステーションにありまし
た。その技術を使って，インドで薬を作って，
これを中国のお客さんに売るのです。この一連
のバリュー・チェーンに係る利益をどのように
配分して，どのように課税すればよいのでしょ
うか。このルールについて，各国が同意しない
とうまくいかないという，課税権の配分と言う
よりも，価値観の共有と言うべき，非常に広大
な問題だと考えています。

もっと卑近な例で申し上げると，私が所属し
ている会社は鉄の会社なのですが，鉄鋼製品を
作って売るという経済活動について，その本源
的な価値は何なのかと考えた場合，それはもし
かしたら「鉄鉱石」なのかもしれません。そし
て，その本源的な価値はどこにあるのかと考え
ると，オーストラリアの地面に埋まっているの
で，会社は，オーストラリアに税金を納めなけ
ればいけないかもしれない。あるいは，日本に
納めて，オーストラリアと分け合っていただく
のかもしれませんが，こうした取り扱いを明確
にするという問題であると考えています。それ
がうまく機能するためには，各国で共通の認識

の下，整合性の取れた制度にしていただく必要
があると思います。

そして３つ目は，やはり「実務負担」です。
配分，そして，その按分基準の把握ということ
であれば，そのための納税者の実務負担がいた
ずらに重くならないようにお願いしたいと思い
ます。例えば「市場国」，「消費者」というキー
ワードが出てまいりますが，では，その消費者
がどこにいるのかということについて，企業が
責任を持って申告できるかという点についても，
実務上，非常に難しい問題なのではないかと考
えています。

〔制度の「射程範囲」〕
次に，質問に入らせていただきます。まず，

最初に，新しい制度で対象となる経済主体，或
いは活動の範囲はどういったものなのかについ
て，明確にしていただきたいと思います。単純
化して言うと，「私が所属している会社は対象
になるのか」という質問です。「誰が」という
ことについて言えば，単体の企業なのか，企業
グループなのか，「何に」ということについて
いえば，デジタル産業だけなのか，消費者を対
象とする産業なのかといった点も，まだはっき
りしていないと感じています。財務省資料の１２
ページに「３つの考え方を組み合わせて，国際
課税原則を見直す」という記述がありますが，
この点をかみ砕いてご説明いただくことで，理
解が進むのではないかと思っています。
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〔グローバルに整合性のとれた制度構築〕
第二に，こうした制度を，実際には，どのよ

うに実現するのかということです。例えば，各
国の個別制度で対応することには不安がありま
す。各国ごとに少しずつ異なる制度になるかも
しれないという不安です。そうすると，租税条
約レベルで，先ほどご紹介のあった MLI のよ
うな包括的な制度で実現するのかという疑問を
持っているということです。

〔納税者の実務負荷の懸念〕
第三に，納税者の実務，これはもう懸念その

ものですが，申告納税を前提にするのであれば，
各納税主体がその情報を把握し，提供する必要
があります。実務的に，誰が，どのような形で，
どのように提供していくのかということについ
て，まだまだ疑問が残っています。

〔日本税制における位置づけ・整合性〕
最後は，日本の既存税制との関係です。もし，

第２の柱として位置付けられている「最低税
率」に係る制度が導入される場合，日本税制の
中で，どのように位置付けられるのか。例えば，
関連する制度として外国子会社合算税制，最近
は CFC（Controlled Foreign Company）税制
と言うことが多いようですが，かつては税率の
非常に低い国であるタックスヘイブン国に係る
課税であったものが，現在は，日本の税率に着
目して，それとの差分に対して，網羅的に課税
するという制度に切り替わっています。今，ち
ょうど会場にいらっしゃる皆さまも，米国対応
も含めてご苦労されているところだと思います
が，そういった状況も踏まえ，今後，この
CFC 税制の改正の可能性があるのかといった
点も含めて，ご意見を伺えればと思います。

以上です。よろしくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 合間さん，どうもありがとうござい
ました。納税者として現実に取引に携わってお

られる方の大変参考になるご意見を聞かせてい
ただきました。

それでは，陣田さんの方から，ただ今のお三
方からのご意見・ご質問につきまして，お答え
をお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお
願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（陣田） ありがとうございます。多くの質問
を頂きましたので，順番は前後しますが，論点
ごとにできる限り回答させていただきたいと思
います。

〔制度の「射程範囲」〕
最初に，合間さんの，自分の会社は対象にな

るのかといういわゆる制度の射程範囲のご質問
です。先ほど説明しましたが，イギリスの案で
すと対象は狭くなるわけですが，議論の趨勢は，
経済のデジタル化が隅々にまで及んでいること
を前提に，どちらかというと対象はもう少し広
く，デジタル企業に限られないということを念
頭に置いて議論しています。

そういう意味では，いわゆるマーケティング
上の無形資産を有力な前提に置きながら議論を
進めているわけですが，その際，１つの有力な
切り口としては，例えばコンシューマー・フェ
イシング・ビジネス，要するに消費者向けビジ
ネスが対象になるのではないかということです。
例えば広告産業，あるいは SNS もそうですが，
マーケティングをして大々的に消費者の認知度，
ブランドを高めなければいけないようなビジネ
スを念頭に考えているということです。今，そ
ういう切り口を考えていますので，BtoB の企
業，例えば素材を提供する日鉄さんもそうかも
しれませんが，そのような企業は対象から外し
てはどうかというのが１つの案として出ていま
す。

ただ，これはまだ議論中で合意されたわけで
はなく，今後どうなるか分かりませんが，マー
ケティング上の無形資産ということを前提にす
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れば，そういう考え方もあり得るということで
ございます。

次に，課税単位ですが，企業グループ単位か，
あるいは例えば個社，ビジネスラインごとかと
いう論点があり，ビジネスラインごとにやるの
が一番理論上は正しいのですが，実際に企業さ
んが財務諸表をビジネスラインごとに分けてい
るかというと，実際には分けていない企業も多
いと思いますので，そうすると執行上の負担が
かかるということで，そういう場合はやはりグ
ループ全体を見るべきなのか，あるいはビジネ
スラインごとにやった方がいいのか，両論あり
ます。

従いまして，これについて今，実際に検討を
進めているということでございます。

〔利益配分について〕
次に，一高さんからご質問いただきました利

益配分，売上地の特定に関するものですが，ま
ず，アメリカのマーケティング上の無形資産に
つきましては，基本的にその企業は特定の市場
に密着・特化したマーケティング活動や投資を
行うことで，ブランドイメージ，それからプラ
ットフォームへのロイヤルティなどの無形資産
を作り上げるというところに着目して，市場国
に課税権を配分するという考え方です。まず，
無形資産の中身ですが，このユーザーや消費者
のイメージ向上，ブランド品に対するそういう
ものを無形資産として捉えて，これで生じた利
益，超過利益と言ってもいいですが，それを市
場国に配分することを目的としているというこ
とです。

一定水準以上の利益を上げるような多国籍企
業の利益について，残余利益分割法によって配
分してはどうかというのが１つの案として議論
されています。従って，多国籍企業の利益につ
いて，既存の国際課税原則では市場国に配分さ
れていない利益について配分するということで
ございます。

ただ，この場合，既存の移転価格税制で，実

際に比較対象取引で市場国における無形資産が
既に考慮されているという場合がございますの
で，そうすると理論上は重複するということで，
この重複の調整は必要であろう，例えばそのよ
うな場合については新しい課税権では配分しな
いなど，どちらかの調整が必要ではないかとい
うことを議論しているところでございます。

〔納税者の実務負荷の懸念〕
次に納税者の実務負担の懸念，合間さんのご

質問です。これにつきましては，当然まずは
ルールを簡素化するということです。これによ
ってコンプライアンス上の負担をなくすという
のが１つの発想です。それからルールを明確化
するということです。いずれにしても，執行可
能性というのが当局にとっても納税者にとって
も重要ですので，この執行可能性の面を勘案し
ながらやっていくということで，逆に言えばそ
の分原理原則から外れるかもしれませんが，そ
の辺のバランスを取っていくというのが，今の
検討のポイントになっています。

〔売上地について〕
売上地につきましては，特に市場国にネクサ

スを認めるときの閾値をどうするか，それから
市場国に利益を配分する際に売上をベースにし
ますので，例えば役務取引がシンガポールから
日本に対して行われた場合に，役務の提供者に
着目してシンガポールで売上を上げるのか，あ
るいは役務を提供した場所に着目して日本で売
上を上げるのかということです。これは両論あ
りますが，基本的には役務を提供した場所で売
上を考えていくのではないかというのが現在の
議論の方向になっています。

いずれにしても，新しい課税権につきまして
は，この売上地というのが重要になりますので，
特に技術的な論点，合間さんの例もありますが，
例えば Airbnb ですと日本の消費者がヨーロッ
パのホテルを予約するときに，Airbnb はアメ
リカの企業ですが，様々な国が関与しています
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ので，売上地をどうするかというのは非常に重
要な論点です。

〔定式配分法について〕
次に一高先生のご質問で，定式配分法につい

てのご質問がございました。現在途上国が主張
しているような定式配分法を単体で使うという
ことはもう議論していません。要は，この定式
配分法で最も重要なのは，配分ファクターをど
うするか，それから利益配分の比率をどうする
かということが重要なのですが，まずこれに合
意するのは難しいだろうということになってい
ます。これについては，先ほど議論しました残
余利益分割法の中の１つの要素として使うこと
はあり得ますが，この定式配分方式そのものを
単体として使うという議論は，今は恐らく少数
派の議論だと思います。

〔市場国のマーケティング上の無形資産へ配分
する超過利益のパーセンテージについて〕
次に，もう１つ青山さんのご質問で，この市

場国の利益配分に使うパーセンテージなどはど
うするのだという点ですが，まさに重要なポイ
ントでございまして，先進国，途上国各国のま
さに利害が異なるところになりますので，議論
をまだ続けています。そういう意味では，この
利益につきまして，例えばどういう利益率で対
象を決めるかという時に，例えばビジネスごと，
ビジネスの業種ごとに変えた比率を使うのか，
あるいは全業種同じに固定の比率を使うのか，
これ自体も一応論点にありますし，例えばビジ
ネスごとに比率を変えるのであれば，なるべく
実態に合ったものにできる可能性はありますが，
執行が非常に複雑になると考えられます。しか
も，１つの企業が様々なビジネスを行っている
場合がありますので，なかなか分けづらいとい
うことで，恐らくは固定の比率になる可能性は
高いと思いますが，これが論点になっています。

それから，市場国配分に関しての指標ですが，
売上あるいは複数の指標になるかということで

すが，恐らくは配分に関しては簡素なものを使
うということで，売上を使うというのが基本か
と思います。当然，様々な要素，例えば資産の
額あるいは給与など，こういうものを加味せよ
という議論は，あってしかるべきだと思います。

〔既存のAPAなどへの影響〕
それから，今後 APA で計算したものの調整

をどうするかということにつきましては，これ
は恐らく APA で考慮していなかった無形資産
につきましては，別途配分しなければいけない
ということで，その場合，恐らく条約を直した
上で，新しい条約の下で計算し直すということ
になるかなと思います。

〔閾値〕
それから，細かい論点ですが，青山さんの閾

値の論点でございます。まず，新しいルールに
なかなか小さな企業，中小企業が対応するのは
難しいだろうということで，恐らく大企業を念
頭に置いて閾値を作るのではないかと考えられ
ます。要するに，中小企業については基本的に
は対象にしないような一定の閾値を作るという
ことが考えられます。

それからネクサスの基準ですが，ネクサスを
認定する際に，各国で一定の売上がないと課税
しないという意味のネクサスの閾値は必要だろ
うということで，様々な面で閾値については検
討の必要があると思っています。

〔第２の柱について〕
次に，第２の柱でございます。まず青山さん

のご質問で，CFC 税制等の既存の法制との重
複，それから二重課税発生のリスク等々のご質
問です。まず既存の法制との重複ですが，日本
の外国子会社合算税制は，外国子会社の所得を
合算して日本の税率で課税する制度です。他方
で，今議論しています所得合算ルール，この第
２の柱の方は，一定の最低税率まで課税すると
いう考え方で，要は，例えば日本の税率が３０と
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して，この最低税率を X とすると，この３０で
はなくて X までの課税という点で，税率が異
なります。

それから，その対象ですが，日本の外国子会
社合算税制は，基本的に外国子会社が実質的な
活動を行っていれば課税しないという制度です
が，所得合算ルールにつきましては簡素な方法
ということで，実質的な活動か否かを問わない
というのが基本的に多数の意見になっています。
従って，課税の方式が違うのですが，もちろん
理論上外国子会社合算税制と第２の柱の所得合
算ルールが重複する可能性があります。この場
合，これをどうするかというのはまさに今後の
検討の対象ですが，私が考えますのは，基本的
には各国の国内の CFC ルールがまず優先され
るということです。そうすると，基本的には日
本の税率で課税されていますので，所得合算
ルールの方については基本的に対象にならない
という調整をするのではないかという考えです。
要は，外国子会社合算税制の方を優先するとい
うのが，自然な解決策かなとは思っています。

それから，新たな二重課税発生リスク，それ
から条約上の調整メカニズムですが，このよう
に様々なルールがありますので，そのルールの
優先順位を基本的に国際的に合意するというこ
とです。それがまず第１です。それから，企業
のコンプライアンスコストや執行可能性の問題
がありますので，こういう面については引き続
き検討を行っていくということになります。

それから，合間さんからも同趣旨のご質問を
いただいております。

〔米国のGILTI，BEAT，FDII〕
次に，一高さんから，米国の GILTI，BEAT，

FDII の関連のご質問がございました。我が国
におきましても，国際課税の分野で外国子会社
合算税制における受動的所得の範囲の拡大，こ
れは平成２９年度税制改正でやっていますし，移
転価格税制につきましても令和元年度改正で対
応したということです。このように，無形資産

に対する対応は順次強化してきたわけです。
一方で，FDII は国外に対する無形資産の取

引については軽課税にするということですが，
これにつきましては，今 OECD の方で有害税
制ではないかということで議論が行われていま
す。要はアメリカの FDII は国内の取引は対象
ではないけれども，国外の取引だけ軽課税する
ということですので，まさに国外投資を支援し
ているということで有害税制ではないかという
ことで問題視されています。そういう意味では，
アメリカ以外の国は賛同していないというのが
現状でございます。

〔条約改正〕
次に，２つの柱に共通ですが，条約改正につ

いて合間さんからご質問がございました。特に
第１の柱につきましては PE の定義，事業利得
の配分，事業利得の課税の方式，関連企業間の
利益配分についても見直しされますので，条約
の改正が必要であろうということです。ただ，
条約の改正は一斉に行わないと基本的に意味が
ありませんので，恐らくはマルチの条約を作る
のではないかと考えられます。MLI が今あり
ますが，それとは別の新しいマルチの条約を作
るというのが１つの考え方です。

もう１つは，今ある MLI を修正するという
発想もありますが，手続きは同じになりますの
で，メンバーシップが異なることを考えると，
新しい MLI を作るのが現実的かと思われます。
中には，国内の法的な枠組み上このような多国
間条約には参加できない国がありますので，そ
のような国とは２国間でやるということかなと
思っています。

いずれにしても，条約をどう直すか，それか
らマルチの法的枠組みをどうするかというのは，
まさに今 WP１という作業部会で議論していま
すので，来年ぐらいには議論の方向が見えてく
ると考えています。
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〔税収への影響〕
次に，税収への影響ですが，様々な考慮要素

がございまして，例えば対象のビジネスはどう
なるか，閾値をどうするか，対象となる企業の
利益率をどうするか，様々な加味する要素がご
ざいます。それから，インバウンド，要するに
国内に入ってくる外国の企業に対する課税，こ
れは我が国の税収にとってプラスの面がある一
方で国外へ出ていく日本の海外投資に対する課
税，これは税収に対してマイナスの面がありま
す。これらがどうなるかによって変わりうると
いうことです。それから，第２の柱は例えば税
率をどうするかで変わってきますが，考慮すべ
き要素が多くて，公に示せるものが現時点では
ございません。

ただ，一般論としては，ビッグルーザーと言
っていますが，大負けする国があったら，なか
なか合意できません。例えばうちの国は税収が
著しく減少する，あるいは企業が逃げていくと
思う国があるとなかなか合意が進まないという
面がありますので，一般論としてはビッグルー
ザーが出るような合意はなかなか難しいだろう
というふうには言われています。

〔暫定的措置〕
最後に，一高さんの暫定的措置に関するご質

問です。フランスが導入したのはデジタル・
サービス・タックスですが，これについては特
にヨーロッパの方では IT 企業と非 IT 企業と
の不公平感というのは非常に強いです。ですか
ら，日本はどちらかというと海外の IT 企業に
対する不公平感のようなものがあるようですが，
ヨーロッパの方ではそもそも IT 企業自体がけ
しからんと思う国が多いようで，そういう意味
で国内の IT 企業，海外の IT 企業を区別せず
に課税するということです。もちろん WTO
のルールがございますので，外国企業だけ差別
的に課税できないわけです。従って，基本的に
は国内企業，国外企業にも同様に課税されると
いうのが，このヨーロッパで議論されているデ

ジタル・サービス・タックスの議論です。
日本につきましては，今は G２０の議長国であ

るということもありますので，そういう意味で
は国際協調を重視します。特に各国が協調せず
に個別にばらばらと対応しますと，企業のビジ
ネス展開上の不確実性が増加するということで，
経済活動に対して負の影響を与えると考えてい
ますので，我々としては国際的な合意を目指し
て協調していくというのはまずは必要だろうと
思います。当然こういうヨーロッパの動きにつ
きましても，我々の国内の対応の参考にしたい
と思いますので，頭の体操は進めたいと思って
います。以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 陣田さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，以上で第１部の「経済のデ
ジタル化に伴う課税上の課題への対応」を終了
させていただきます。

引き続きまして，第２部「租税回避及び脱税
への継続的な取組」に入らせていただきます。
なお，時間も押していますので，要領よくいき
たいと思います。それでは最初に，陣田さんの
方からご説明をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．租税回避及び脱税への継続的
な取組

（陣田） それでは，第２部の方ですが，まず，
令和元年度改正について，簡単にご紹介したい
と思います。

〔BEPS行動４ 利子控除制限ルール〕国際課
税資料（２６ページ）
まず，利子控除制限ルールということで，

BEPS 行動４で勧告されているものです。利子
はご存じのように，国際的なタックスプランニ
ングに利用できる最も簡単な利益移転技術であ
り，関連者間の借入を用いて過大な利子の損金
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算入を生じさせて，それによって利益を圧縮す
る，あるいは，企業グループの中の高課税法人
に対して借入を集めるという方法によって税源
浸食・利益移転が行われています。これに対応
するために，BEPS 行動４では，企業の第三者
への支払いも含めた純支払利子について，その
損金算入を調整所得の１０～３０％に制限するとい
う制度の導入を勧告していました。

〔令和元年度税制改正：過大支払利子税制の見
直し〕国際課税資料（２７ページ）
これを踏まえまして，令和元年度改正でござ

います。もともと日本の過大支払利子税制は，
その対象とする利子，調整所得の定義，基準値
について，この OECD の勧告とは異なってい
ました。ここで，その OECD の勧告も踏まえ
まして，例えば対象とする利子につきましては
第三者を含む，あるいは基準値につきましては
５０％から２０％にする，などの見直しを行ってい
ます。ただ，国内の経済状況，特に銀行からの
借入が多いということを踏まえまして，受領者
において日本の課税所得に含まれるような利子
は対象外とする，要は国内銀行からの借入につ
いては対象外とすることとされています。これ
が令和元年度改正で，施行時期は１年後の令和
２年４月ということです。今から半年後となっ
ています。

〔BEPS行動８ 無形資産取引に係る移転価格
ルール〕国際課税資料（２８ページ）
今度は BEPS 行動８ですが，無形資産取引

に係る移転価格ルールということで，２つ勧告
がございます。１つは，ディスカウント・キャ
ッシュ・フロー法（DCF 法）で，比較対象取
引を特定できない場合には，無形資産の使用か
ら得られる予測キャッシュ・フローを割引現在
価値を用いて評価するというテクニックを使っ
て独立企業間価格を算定するということです。
それから勧告②ですが，一定の評価困難な無形
資産取引の対応につきましては，特に納税者と

当局の間で情報に非対称性がありますので，そ
れに対応する方策として，予測と実際の結果が
大きく乖離するような場合には実際の結果を勘
案して当初の価格を再評価するという勧告が出
されています。

〔令和元年度税制改正：移転価格税制の見直
し〕国際課税資料（２９ページ）
これらを踏まえまして，令和元年度税制改正

におきましては，まず独立企業間価格の算定方
法として DCF 法を法令上追加しました。それ
から２つ目の評価困難な無形資産取引に係る価
格調整措置につきましては，再評価後の価格が
当初の価格の２０％を超えて相違した場合には，
事後的に調整するという規定を置きました。た
だし，この予測と結果が相違する原因になった
事由が，取引時に予測困難であった，例えば災
害によって発生した乖離である場合，あるいは
取引時点においてその事由の発生可能性を適切
に勘案して当初の価格を算定していたことを納
税者が証明した場合などには，こういう再評価
は行われないこととなっています。

これに伴って，更正期間を６年から７年に延
長する等の改正を行っています。

〔BEPS行動１２ 義務的開示制度〕国際課税資
料（３０ページ）
これは BEPS 行動１２です。これについては，

改正は行っておらず引き続き検討中でございま
すが，簡単に紹介します。租税回避を抑制する
とともに出現した租税回避スキームに対して速
やかに対処するために，プロモーター，それか
ら利用者が租税回避スキームを税務当局に報告
する，これを義務的開示制度と言っていますが，
これについて策定を勧告するというものです。
これは実際に，現在，アメリカ，イギリス，カ
ナダ等々で既に導入されていますので，これら
の国の知見を踏まえた勧告を作ったものです。
開示義務者をどうするか，それから開示内容，
開示手続きについて様々な方法がありますので，
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複数の選択肢が用意されているということです。
これらを組み合わせた対応策を認める形をモジ
ュラー方式と言っていますが，そのような勧告
になっています。日本につきましては様々な検
討要素がございまして，引き続き検討している
ということでございます。

〔自動的情報交換を巡る国際的取組みの経緯〕
国際課税資料（３１ページ）
話は変わりまして，今度は税の透明性という

文脈です。自動的情報交換は，OECD のグリ
ア事務総長に言わせますと，「これまで国際課
税には２つのビッグバンがある。１つは BEPS
プロジェクトのビッグバン。もう１つはこの自
動的情報交換」ということで，非常に重要な取
組みであったということです。ちなみに，３つ
目のビッグバンがデジタルエコノミーなのです
が，いずれにしても大きな取組みということで
行われています。経緯は資料に書かれていると
おりですが，一番最後を見ていただきますと，
日本は平成２７年度税制改正で金融機関による非
居住者の口座情報の報告制度を導入し，２０１８年
から税務当局間で CRS に基づく口座情報の自
動的交換を開始しています。OECD では，各
国の法制・執行が国際基準に準拠しているか相
互審査，ピア・レビューをこれから行うところ
であります。

〔非居住者に係る金融口座情報の自動的交換の
ための報告制度（CRS）〕国際課税資料（３２
ページ）
CRS に基づく非居住者に係る金融口座情報

の自動的交換のための報告制度です。CRS と
は，Common Reporting Standard のことであ
り，この CRS の概要を記載しています。イメー
ジ図が下にありますが，左の方を見ますと，こ
れは日本から外国に提供する場合です。日本で
は非居住者の口座保有者の氏名，住所，それか
ら納税者番号，口座残高，利子・配当等の年間
受取総額，これらを金融機関が国税庁に報告し

まして，国税庁が相手当局にこれらの情報を提
供します。右の方は，逆に外国が日本に提供す
る場合です。

このように，ある意味非居住者の口座情報に
ついてはガラス張りということで，まさにこれ
からこの口座情報を活用してその執行の強化に
つなげていくということになっています。

〔OECD・G２０の「国際的に合意された税の透
明性基準を満足に実施していない法域のリス
ト」について〕国際課税資料（３３ページ）
この文脈で税の透明性に関する非協力的国・

地域のリストが作成されています。この経緯は，
そもそもこの情報交換を適切に行わない国があ
ると，そこに脱税マネー，様々な不透明なお金
が逃げていくということになり，これは全世界
的にやらなければいけないということで，一定
の基準を作って，この基準を満たさない国に対
してはリストに載せることにしたものです。従
って，ネーム・アンド・シェイムということで，
名前を載せてほしくないからこそみんなこの基
準を満たそうと頑張るということになるわけで
す。

リストは以前２０１７年７月に旧基準により作っ
ており，このときは，トリニダード・トバゴの
みがリストに入ったのですが，今回基準を強化
しました。強化した新基準は資料の下に記載し
ていますが，その強化した基準に基づいて新た
にリストを作るという作業を今やっています。
２０１８年末の時点では，１０の国・地域，例えばア
ンティグア・バーブーダ，ブルネイ等々ですが，
これらがリストに掲載されています。これらの
国・地域は今，リストから外れようと思って，
一生懸命，それぞれの国内の法制を整えたり，
あるいは情報交換の協定を結んだりする等，頑
張っているという状況でございます。これにつ
きましては，１０月の G２０財務大臣会合において，
どれだけの国・地域がそのリストに載りそうか
という数が提示される予定になっています。仮
にこのリストに載せられますと，防御的措置と
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いうことで，例えば源泉徴収をかけるなど様々
な不利益措置が与えられるということが検討さ
れています。

〔「パラダイス文書」の概要（報道ベース）〕国
際課税資料（３４ページ）
ご参考ですが，最近話題になっている，いわ

ゆる「パラダイス文書」や「パナマ文書」です。
マスメディアに情報がリークされて，タック
ス・ヘイブン等の情報が公になり，我々の作業
にとっては非常にインパクトがございました。
そういうタックス・ヘイブンの口座情報等は，
恐らく今後この自動的情報交換で相当透明にな
ると思いますが，引き続きこのようなものにつ
いては報道もされやすくなっているということ
でございます。

〔我が国の租税条約ネットワーク〕国際課税資
料（３５ページ）
租税条約の機能は大きく２つございまして，

１つは源泉課税の範囲を定めること等による課
税関係の安定，２つ目は，情報交換・徴収共助
等，税務当局の協力を強化する，こういう両面
があります。併せて健全な企業の海外展開を支
援するという機能があります。現在，７４の条約
等がございまして現在１３２カ国・地域に適用さ
れています。現在，足元で日本の直接投資残高
の９９％をカバーしているということで，今後は
既存の条約をどんどん改正していくということ
です。それから，アフリカのようにまだ条約が
締結されていない国・地域については，今後投
資関係が発展することが見込まれますので，条
約を結んでいくという取組みを進めています。

〔租税条約等交渉の現状〕国際課税資料（３６ペー
ジ）
最近の租税条約の締結状況です。最近ですと，

例えばスペイン，コロンビア，エクアドル，ア
ルゼンチンと署名しています。ウルグアイも最
近署名しました。実質合意につきましてはジャ

マイカがそうです。ペルーも最近実質合意して
います。交渉につきましてはアフリカの国が多
いのですが，モロッコ，チュニジア，ナイジェ
リアや，ヨーロッパの国ではギリシャ，フィン
ランドもあるという状況でございます。いずれ
にしても，引き続きこのあたりは産業界の関心
も高いですので，我々主税局としましても引き
続き取組みを進めたいと考えています。

〔BEPS防止措置実施条約（MLI）の概要及び
経緯〕国際課税資料（３７ページ）
それから３７ページは，MLI，BEPS 防止措置

実施条約でございます。これは，Multilateral
Convention to Implement Tax Treaty Related
Measures to Prevent Base Erosion And Profit
Shifting を略して MLI と言っていますが，行
動１５で勧告されているものです。BEPS プロジ
ェクトに関しましては，租税条約に関連する項
目がございますので，租税条約を直さなければ
いけません。ただ，この租税条約を直すに
は，２カ国間で直していくときりがありません。
現在約３，０００本世の中に租税条約がありますの
で，これを直すのは大変だということで，マル
チの条約を作りました。これによって実際今，
１，０００本ぐらいの租税条約はこの条約で基本的
に修正されていると考えています。

日本は，既に国会で承認を得て，今年の１月
から発効しているという状況です。

〔BEPS防止措置実施条約（MLI）の対象国・
地域等〕国際課税資料（３８ページ）
その適用関係でございます。真ん中から２つ

目の枠に，我が国が MLI の対象とする国・地
域３９とございますが，この３９の国・地域が基本
的に対象になると考えています。右にある例え
ば MLI に署名しているけれども日本が MLI の
対象としない国・地域は，既に２国間条約で
BEPS 防止措置が導入されている等の理由で
MLI を適用する必要がない国・地域等です。
いずれにしても，この３９の国・地域について，
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日本の方が早く発効しており，相手国側の方が
遅いことが多いですので，相手国が発効次第，
適用が始まるという状況になっています。

〔我が国の租税条約に対するBEPS防止措置
実施条約（MLI）の適用状況一覧〕国際課税
資料（３９ページ）
これは細かいので詳細は省きますが，様々な

項目がございます。日本の選択は同じなのです
が，国ごとに選択が異なりますので，相手国に
よって適用が変わってくるということでござい
ます。これらについては，財務省のホームペー
ジで各国ごとに統合条文を作って具体的にどう
なるかというイメージを示していますので，そ
れをご覧いただければと思います。

〔日米租税条約改正議定書（２０１３年署名，本年
８月３０日発効）の概要〕国際課税資料（４０ペー
ジ）
最後に，話が少し変わります。日米租税条約

改正議定書は，２０１３年に署名していまして，日
本の国会ではその年のうちに通常国会で承認さ
れたのですが，アメリカの方で手続きが遅れて
いました。今年の７月になってようやくアメリ
カで上院に承認されまして，８月３０日に発効し
たということで，ご関心の高い皆さんは多かっ
たと思いますが，ようやく発効にこぎ着けたと
いうことでございます。

主に源泉地国免税の拡大ということで，配当
の免税範囲が広がっています。利子につきまし
ては，これまで金融機関等の受取利子のみが免
税だったものが原則免税とされ，その範囲が広
がっています。

それから２つ目の仲裁制度です。この仲裁制
度は今回盛り込まれ，実はもう既に適用が始ま
っています。また，源泉徴収に関しては１１月１
日以降，法人税につきましては来年の１月１日
以降適用が始まるということで，今回簡単にご
紹介させていただきました。

以上でございます。

Ⅳ．租税回避及び脱税への継続的
な取組に関する質問・意見

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 陣田さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，パネリストのお三方から順
次今のご説明に対する質問・意見を頂戴したい
と思います。最初に青山さん，よろしくお願い
いたします。
―――――――――――――――――――――

〔義務的開示制度〕
（青山） 陣田さんから説明のありました令和
元年の改正では，残っていた非常に大きなテー
マである利子控除制限と移転価格に関する所得
相応性基準についての改正が実現しました。た
だ，義務的開示関係の手続き方面の税制改正は，
実体法の改正に比べてやや遅れているように思
います。義務的開示制度についてはいろいろご
検討されているという先ほどのご説明がござい
ましたが，一般的に言われていますのは，義務
的開示制度を導入すると，それを使って課税に
結び付けるためのツールである一般的否認規定，
これが相互補完関係にあるツールだというふう
に一般的に理解されているものですから，この
辺との関係の詰めるべき課題が残っているから
事実上遅れてしまっているのか，立法化に向け
ての優先順位とか現在の検討状況について差し
障りのない範囲で教えていただければというの
が１点目です。

〔所得相応性基準〕
２つ目は，先ほど申し上げた２つの大きな改

正のうち，ビジネスにとって非常に関心がある
のは，所得相応性基準であろうと思います。全
体として改正案の施行について１年間準備期間
を設けていただいたのはビジネスフレンドリー
だと思いますが，この期間に，特に所得相応性
基準については極めて強力な裁量権を当局に与
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えるものでありますので，納税者からの適用除
外の立証が可能なケース等について通達等によ
る事前ガイダンスの充実が必要と考えます。

また，対象となる無形資産が，ディスカウン
ト・キャッシュ・フロー法が当初評価で用いら
れた評価困難な無形資産に限定されるとしても，
どのような情報に基づきどのような認定の下に
発動されるのか，不意打ち課税リスクを払拭す
るメカニズムの構築のためにも，ぜひともビジ
ネスとの十分なコンサルテーションを期待した
いと思います。

〔情報交換等〕
次に，情報交換につきましては，先ほども共

通報告基準の下に非常に拡大してきているとい
うお話と，それからリストの作成に向けての取
組み，これの中では，まず制度をきちんと作っ
て，その制度ができたらそれを次にしっかり執
行しているかどうかという基準を作る。すなわ
ち，ハードルを１段１段上げていってそれをモ
ニタリングできちんとチェックしながら進めて
いくという方式は，実効性の確保という点で優
れたテストケースと見られると思います。その
ようなモニタリングのモデルケースについて，
今後はできれば活用成果について，執行当局か
ら積極的な広報を期待したいと思います。

〔日米条約議定書〕
最後に，日米条約の議定書の批准につきまし

ては，これは当租研大会でもこれまで繰り返し
照会させていただきました。恐らくここに至る
までの間には，財務省主税局の担当の方々のア
メリカに対する十分な働き掛けがあってやっと
実現したのだと思います。敬意を表したいと思
います。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは次に一高さん，どうぞよろし
くお願いいたします。

―――――――――――――――――――――

〔DCF法の活用に関する今回の改正の意図と
見通し〕
（一高） 移転価格税制の DCF 法に関してお
尋ねしたいと思います。制度を見てみますと，
予測利益等の各要素について，かなり緩やかに
規定されていて，DCF 法に準ずる方法と同等
の方法などもあって，ある程度の応用的利用を
想定した定めになっている印象を持っています。
先駆者であるアメリカのだいぶ前の判決で有名
なものに，Veritas 判決（１３３T．C．２９７（２００９））
がございます。それを見ますと，DCF 法を使
ったケースですが，裁判所は比較対象取引とし
て９０本持ってきまして，そこで平均の使用料率
や平均の使用可能期間，こういうものをベース
にして，アイルランドの子会社に移した無形資
産に関する一括の使用料の評価をしています。
実際には，無形資産が動く際には，事業が一体
的に動いたのではないかと思われるような状況
があって，取引単位で課税をするという建前上，
その１つだけを見てもなかなか問題は解決せず
に，やはり全体を解決しなければいけない。あ
る無形資産が動くと，それ以外にも商標である
とか契約であるとかさまざまなものが動いて，
これらに対する一体的解決を提供しないと，結
局 DCF 法だけ入れても実際の問題は解決しな
いということになります。

そうしますと，アメリカの裁判所の解決を見
ていると，両当事者の，つまり課税庁と納税者
との合意であるとか鑑定意見を重視・評価して，
何とか解決につなげるというそういう苦労をし
ているところが読み取れます。

今般我が国の税制では，差異調整に関して，
むしろ統計的手法を認めるという形で，厳密な
課税を目指す方向での改正も入っています。他
方で，DCF 法を入れたことを契機にして，残
余利益分割のような最終的には残ったものにつ
いて費用等でざっくり分けてしまうという方法
は，これはこれでまた問題がありますので，
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DCF 法をしっかりと活かしていくという意味
でも，価格算定方法は事実問題だと考えて，当
事者間の合意を活用しながら問題を解決すると
いうやり方も，今後視野に入れていくというこ
とは，大いに検討する余地があるのではないか
と思います。移転価格上の評価は事実問題だと
見て，法律で要件を定めて裁判所の関与の下で
合意を認めるという点については，渡辺先生が
既に２００８年の論文（渡辺裕泰「租税法における
和解」中山信宏・中里実編著『政府規制とソフ
トロー』（有斐閣，２００８年）２２９頁）で主張して
おられます。

こういった DCF 法の今後の適用の見通しに
ついて，今回の立法の意図を含めてお尋ねした
いと思います。

〔のれん的要素〕
それから，いわゆる所得相応性基準の導入に

関連して，無形資産の定義が新たに法令化され
ましたが，ここには人員であるとか継続的企業
価値であるとか或いは機能といったのれん的要
素，こういうものが入るのかどうかということ
を確認申し上げたいと思います。アメリカでは
２００７年１２月の法改正による無形資産の定義の見
直しによって，国際的な組織再編であるとか移
転価格税制の文脈で，今申し上げたようなのれ
ん的要素を捉えるための改正を行っていますの
で，我が国ではどうなのかということが比較法
上は関心を持つ問題です。

では，以上でお願いいたします。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 一高さん，どうもありがとうござい
ました。それでは次に合間さん，どうぞよろし
くお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

〔納税者の実務〕
（合間） 私からは，実務の状況を皆さんと共
有させていただきたいと思います。まず，

BEPS プロジェクトとして，アグレッシブな租
税回避行為の防止という国際的な取組みについ
ては，その当初，各国制度がバラバラな中で，
本当に実現できるのかと，個人的には非常に懸
念しておりました。それが，今や１３０カ国以上
が取り組む段階に至ったということについては，
まさに日本の当局関係者の方々のご尽力の賜物
ということで，まずは敬意を表したいと思いま
す。

実務的には，この動きを受けて，日本企業は
厳しく鍛えられたというのが実感です。その成
果として，グループ内の税務情報の共有化が確
実に進展したということでしょうし，税務ガバ
ナンスの強化の必要性を強く認識できるように
なったという点も，会場の皆さまと共有できる
のではないかと思っています。

ただし，目標の１つとされた「レベル・プ
レーイング・フィールド」と言われる公平な競
争条件が実現したかについては，残念ながらま
だ実感がないというのが正直なところです。こ
れは，様々な条件があると思いますが，例えば，
私が属しているビジネスですと，同業他社との
競争がメインなので，その中では，この成果を
実感するのはなかなか難しいのかもしれないと
考えています。

一方で，実務負荷は確実に増加しています。
さらに言えば，移転価格文書をはじめ，税務関
係の情報がグローバルに共有化されたことで，
今後の税務執行がどのように行われていくのか
については，まさに固唾をのんで見守っている
ところです。

〔所得相応性基準〕
次に，令和元年度の改正内容として，所得相

応性基準について，感想とコメントを述べさせ
ていただきます。まず，非常に難しい制度であ
るというのが実感です。実務的に，対象を特定
するため，無形資産の範囲，或いはそれに対応
する所得の範囲をきちんと把握する必要があり，
引き続き関係当局からのサポートをお願いした
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いと思っています。正直に申し上げて，現在，
そもそも対象として特定していない，取引とし
て認識していないかもしれないという懸念もあ
ります。

一方で，執行についても懸念があります。財
務省資料２９ページを見てください。例えば，製
造業のグループを考えた場合には，この右下に
ある A’社は，無形資産をそのまま売るとかラ
イセンスするというよりは，この A’社におい
ても製造販売を行うというのが一般的ではない
かと考えます。そうしますと，A’社において，
製造や販売というプロセスが行われて，それに
関する利益も計上されることになります。計画
に基づいて追加的なキャッシュ・フローを事前
に予測することは，ある程度できるのですが，
実績になると，A’社の製造販売のパフォーマン
スも反映された複合的な結果にしかなりません。
そのような状況では，元々の予測とそれに対応
する実績を比較判定するということが非常に難
しいのではないかというのが，懸念している内
容です。

裏を返して言うと，そもそもこの制度は，ご
くごく限定的な状況でしか機能しないのではな
いか，発動しないのではないかとの印象も持っ
ています。その点については，どのようにお考
えなのか，ご意見を伺いたいと思います。

〔義務的開示制度〕
今後の改正の可能性として，義務的開示制度

について述べさせていただきます。これから御
検討ということでしたが，既に導入されている
国もあるとご紹介いただきました。ただし，そ
ういった国々においても，租税回避スキームの
選択等に関しては，社内に１００人以上の税務ス
タッフを抱えるような特別な企業を除いた一般
的な企業は，結局のところ，外部の専門家に頼
っているのではないかと考えています。

従いまして，この報告制度について，もし導
入される場合であっても，基本は，プロモー
ターと呼ばれている専門家の方からの報告を基

本とする制度とすべきではないかと考えていま
す。

〔租税条約（MLI，日米租税条約）〕
最後に，租税条約についてです。新しい制度

である MLI の適用が始まりました。すでに様々
な情報提供をいただいていますが，非常に複雑
な制度でありますし，実務の立場においては，
従来の条約に比べ，相手がいいと言ったらすぐ
発動するという非常に動きの早い制度であると
いうことを強く認識し，慎重に対応していきた
いと考えています。また，青山さんからコメン
トがありましたが，日米租税条約については，
実務の立場からも，心から歓迎しています。

以上です。よろしくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 合間さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，ただ今頂きましたお三方か
らのご意見・ご質問に対しまして，陣田さんの
方から回答をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

〔DCF法を用いた独立企業間価格の算定〕
（陣田） ありがとうございます。それでは，
論点ごとに回答したいと思います。最初に一高
さんから，DCF 法を用いた独立企業間価格の
算定につきまして質問がございました。この
DCF 法につきましては，OECD 移転価格ガイ
ドライン上も，我が国の移転価格税制上も，無
形資産取引に限定しているものではありません。
例えば事業再編における独立企業間価格の算定
の場面などで言いますと，無形資産取引と同様
に比較対象取引の選定は困難であるというケー
スが想定されますので，こういう場合には，再
編の対象となった事業に係る予測利益を事業再
編時の現在価値から割り引くという方法も使わ
れるのではないかと考えています。

それから，評価テクニックを用いた一般的な
実務において，資産の割引現在価値を算定する
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場合には，事案に応じて様々な調整方法がござ
いますので，法令上では DCF 法を用いて算定
を行う場合に欠くことのできない計算要素，例
えば予測期間，それから予測利益，割引率，こ
れだけを定めているところです。従って，これ
らの法令上定められた計算要素以外の要素につ
きましては，例えば国外関連取引に係る資産の
貢献によって予測期間を超えて利益が継続発生
するような場合がございますが，各取引に応じ
た適切な調整が必要になると考えています。

〔のれんと継続事業価値〕
それから，のれんと継続事業価値についての

ご質問です。これは，のれんや継続事業価値が
どうかというよりは，まず非関連者がそのよう
なのれんや継続事業価値に対価を支払うかどう
かということです。対価を支払うものであれば
移転価格税制上の無形資産に該当すると考えて
います。例えば，人員につきましては，従業員
が企業活動において経験などを積み重ねて形成
したノウハウがございますが，このノウハウ等
に対して非関連者が対価を払うというような場
合には，このノウハウ等が移転価格税制上の無
形資産に該当します。要は，対価を支払うもの
かどうかというのがメルクマールになります。

従って，国際的組織再編におけるのれんにつ
きましても，移転価格税制上の無形資産に該当
すれば，価格調整措置の対象になると考えてい
ます。

〔所得相応性基準について〕
次に，青山さんのご質問で，所得相応性基準

の不利益課税リスクあるいはビジネスとの十分
なコンサルテーションというのがございますが，
もっともなご指摘でございまして，令和元年度
税制改正におきまして，まずは法令解釈，それ
から適用基準の明確化のために，租税特別措置
法通達と事務運営要領の改正を本年６月に行っ
たところでございます。これらの改正につきま
しては，税制改正における皆さんとの議論やあ

るいはビジネスのご意見も踏まえたものですが，
引き続き制度の周知，広報を図るとともに，こ
の適用基準・執行方針の明確化に努めてまいり
たいと思います。いずれにしても，弊室にて講
演会等を開催したいと思いますので，そこでま
たご質問いただきたいと思います。

〔国別報告書〕
次に，国別報告書の関係ですが，合間さんか

らご意見がございました。国別報告書は，この
BEPS 行動１３におきましては，移転価格のリス
ク，それから BEPS のリスク，場合によって
は経済統計に使うということが合意されている
のですが，それ以外に仮に各国が別の目的で使
うような場合には問題になりますので，そのよ
うな場合がございましたら国税庁にご連絡いた
だければと思います。いずれにしても，各国が
適切にこの国別報告書を使うというのが重要だ
と思っていますので，我々もしっかりとモニタ
リングしていきたいと思っています。

〔義務的開示制度〕
最後に，義務的開示制度について，青山さん

からご質問がございました。義務的開示制度に
つきましては，BEPS 報告書において，各国の
ベストプラクティスとして取り上げられていま
す。日本におきましても，政府税制調査会，そ
れから与党の税制改正大綱においても検討課題
として指摘されているということでございます。
例えば政府税制調査会の論点整理では，開示対
象取引の基準設定に当たっては制度目的を効果
的に達成しつつ，過剰な事務負担等をプロモー
ター及び納税者に与えないよう，何らかの客観
的な基準を用いて開示対象となるスキームを特
定することが必要であるといった指摘，あるい
は既存の情報開示制度との役割分担を最適化す
ることが重要であるという指摘がございます。

従いまして，現在立法化やその優先順位につ
いては申し上げられないのですが，このような
BEPS 報告書の内容や他国の導入例，効果，そ
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れから我が国における必要性，有効性，それか
ら事業者の事務負担，予見可能性の確保，こう
いう指摘を踏まえながら総合的に検討していく
必要があると考えています。

以上でございます。

おわりに

（渡辺） 陣田さん，どうもありがとうござい
ました。第２部で取り上げさせていただいてい
ます問題につきましては，まだまだ議論は尽き
ないところでございますが，時間も超過してい

ますので，このへんで第２部を終了させていた
だきます。

本日は，経済のデジタル化に伴う課税上の課
題を中心に，ご議論いただきました。パネリス
トの皆さまには，それぞれのご見識に基づきま
して大変貴重なご意見を頂きまして，誠にあり
がとうございました。今後とも激動のと言って
いいと思われる国際課税の世界に注目してまい
りたいと思います。

それでは，これで国際課税に関するパネルデ
ィスカッションを終了させていただきます。ご
協力どうもありがとうございました（拍手）。
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副会長挨拶
第７１回（租研７０周年）研究大会大阪大
会開催にあたり

公益社団法人日本租税研究協会副会長

森 詳介
（関西電力株式会社相談役）

本日は第７１回租税研究大会開催にあたりまし
て，多数の皆さまにご参加いただき，心からお
礼申し上げます。財務省の小野審議官，総務省
の稲岡審議官には，公務ご多忙の中，パネリス
トとしてご出席いただき，誠にありがとうござ
います。私ども日本租税研究協会は，民間の研
究団体として中立の立場から，税・財政の問題
を調査・研究し，毎年，中長期的な課題を含め，
あるべき税制改革について提言を行っておりま
す。ご出席の皆さま方には常日ごろ，当協会の
活動にご支援・ご協力を賜っており，この場を
お借りしまして，改めて厚く御礼申し上げます。

さて，わが国の経済状況は，雇用，所得の面
で改善が見られますが，今後とも持続的な成長
を実現するためには思い切った成長戦略の実施
とともに財政健全化を進め，社会保障制度等を
持続可能なものとすることが欠かせません。し
かしながら，わが国の長期債務残高は今年度末
には１，１００兆円を超えると見込まれ，GDP のほ
ぼ２倍という，歴史的，国際的に最悪の水準が
続いています。

そのような中，本年６月に公表されました
「経済財政運営と改革の基本方針２０１９」，いわ
ゆる骨太方針においては，２０２５年度の基礎的財
政収支の黒字化達成を着実に推進することとさ
れていますが，これは先送りの許されない喫緊
の重要課題です。長期債務残高の増加に歯止め
がかからなければ，国際的な信認を得られず，

わが国の財政は不測の事態に陥る懸念がありま
す。

今後の人口減少社会では高い経済成長を実現
させることは決して容易ではありません。経済
成長だけに頼ることなく，社会保障費等の歳出
改革を含め，思い切った財政健全化策を早急に
展開しなければなりません。

こうした情勢を踏まえまして，政府は税体系
全般にわたるオーバーホールを進めております。
所得税制につきましては，所得再配分はどうあ
るべきか。その中で税収調達機能や所得再配分
機能を有する基幹税である所得税はどのような
役割を果たすべきかについて十分に検討される
べきと考えております。

法人税改革は「日本企業の国際競争力を高め
ること」と「日本の立地競争力の強化」を目指
すものであり，そのためには国際的に調和の取
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れた税制とすることが重要です。
国際課税の分野におきましては，二重課税と

課税逃れの問題に対し国際的に協調した取り組
みが進められています。今後の税制改正におい
ては，国際的合意に基づき，企業の経済活動や
競争力を阻害することのないように，予測可能
で，法的に安定した制度とすることが重要です。

消費税につきましては，本年１０月の税率引き
上げにとどまらず，超高齢社会の財政を支える
基幹税として，今後さらに引き上げていく必要
があると考えております。

このように私どもといたしましては，成長戦
略と財政の健全化，社会保障制度改革を一体的
に推進するため，経済活力の強化と安定財源の
確保を基本として，経済社会の実態の変化に即
した税制改革への取り組みが必要であると考え

ています。
さて，本日の大阪大会におきましては，まず

午前の部において「デジタル経済の進展と国際
租税の今後」と題してご報告を頂きました。ま
た，この後は「税制改革を巡る現状と課題」を
テーマに討論会を予定しております。ご参加い
ただく皆さまは税制・財政に精通された方々ば
かりです。大変有意義なお話を伺えるものと楽
しみにいたしております。

最後になりましたが，ご出席の皆さま方の今
後のますますのご発展をお祈り申し上げますと
ともに，当協会の活動につきまして今後ともご
支援ご協力をいただきますようお願い申し上げ
まして，私の挨拶とさせていただきます。あり
がとうございました。

― 182 ―



はじめに

本日の報告は，「デジタル経済の進展と国際
租税の今後」というタイトルにございますよう
に，いわゆるデジタル経済をめぐる国際課税に
ついて，考えてみたいと思います。報告のあら
すじをあらかじめ申し上げますと，まず，１９９０
年代後半から今日に至るこの問題に関する議論
の流れを紹介し，OECD/G２０による BEPS 行
動計画や EU での議論を説明します。ここでは，
これまで国際課税の基盤と考えられてきた２つ
の原則，すなわち，恒久的施設（PE なければ
課税なし）と独立当事者間取引基準が，デジタ
ル経済の中で揺らいでいることを述べます。次
に，これらに代わる，とは断定できませんが，
BEPS 行動計画で繰り返し確認されている「価
値創造」という概念と新しい課税権と呼ばれる
ものに迫ります。最後に，このような考え方の
１つの延長線上にあるデジタル・サービス税を
取り上げ，その考え方を検討します。

１．デジタル経済の進展と国際課税
の対応

１―１．問題の契機
デジタル経済がもたらした，あるいは，顕在

化させた問題を見ましょう。資料最初の例では，
日本で仕入れた商品を日本に居住する多数の消
費者を相手にある程度大量に販売するような場
合，このような取引は，従来は日本に恒久的施
設がなければできなかったのですが，販売シス
テムを電子化し，サーバなど全ての設備を日本
国外に所在させることで，日本は課税できない
場合が生じています。次の例は，薬品などでデ
ジタル化以前からあった問題ですが，デジタル

報告 ９月２７日�・午前

デジタル経済の進展と国際租税の今後

京都大学大学院法学研究科教授

岡村 忠生
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化を利用して容易に移転できる IP や評価が困
難な IP のため，やはり問題が顕在化している
ものです。では，これらで何が問題かというと，
BEPS 行動計画や EU などでは，「価値創造」
の場所と所得帰属の場所が整合していないこと
が問題だと考えられています。この点は，後に
述べます。

１―２．Ｇ２０福岡国際課税シンポ（２０１９．６．８）
次に，今年６月に福岡で開催された G２０１に

ついて，資料に記しました。各項目の説明は省
略しますが，BEPS 包摂的枠組み（Inclusive
Framework２）による作業計画３の「２つの柱ア
プローチ」を検討の中心とする Issue Note４に
従って検討が行われました。「２つの柱アプロー
チ」は，後ほど説明します。

１―３．BEPS行動計画までの進捗
電子取引に関する国際租税の問題が OECD

において始めて論じられたのは，１９９８年１０月７
―９日に開催されたオタワ首脳会議５であったと
されています。ここでは，電子取引とそうでは

ないものとの中立性，公平の確保が論点とされ，
効率性（遵守・執行コストの最小化），明確さ
と簡素さ，実効性と公正さ，柔軟性を課税の原
則としてあげましたが，結局のところ，伝統的
取引への課税原則を電子商取引にも適用する，
適用できるというのが，結論であったと思われ
ます。ただし，従来とは異なる課税管轄権の可
能性も認識しています。

このオタワ会議後，OECD では，CFA（Com-
mittee on Fiscal Affairs）と，新たに設けられ
た５つの技術諮問グループ（Technical Advi-
sory Groups，TAGs）による検討が進められま
した。TAGs については，BP（business prof-
its）TAG が重要な報告書を次々と公表してい
ます６。特に２００５年の最終報告書は，既存概念
や原則を再考する内容が盛り込まれました。市
場国は所得源泉地か？，そして，インフラを利
用するだけで，Nexus を認めてよいか？とい
った論点から租税条約上の PE 概念の修正や代
替案を検討しており，このあと説明する BEPS
行動計画への流れを作ったと見ることができま
す。ただし，結論は全般的に保守的であり，

１ https : //www．g２０fukuoka２０１９．mof．go．jp/ja/meetings/#anc_０３
２ １３４の国または地域がメンバー

https : //www．oecd．org/tax/beps/inclusive―framework―on―beps―composition．pdf
３ OECD（２０１９），Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the

Digitalisation of the Economy，OECD/G２０ Inclusive Framework on BEPS，OECD，Paris，www．oecd．org/tax/
beps/programme―of―work―to―develop―a―consensus―solution―to―the―tax―challenges―arising―from―the―digitalisa-
tion―of―the―economy．htm．

４ https : //www．g２０fukuoka２０１９．mof．go．jp/ja/meetings/pdf/２０１９０６０８_３．pdf
５ OECD（２００１），Taxation and Electronic Commerce : Implementing the Ottawa Taxation Framework Conditions，

OECD Publishing，Paris，
https : //www．oecd．org/tax/consumption/Taxation%２０and%２０eCommerce%２０２００１．pdf
オタワ会議の記録として，OECD Ministerial Conference "A Borderless World : Realising The Potential of Global
Electronic Commerce"，SG/EC（９８）１４/FINAL
http : //www．oecd．org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=sg/ec（９８）１４/final&doclanguage=en

６ OECD（２００１），Attribution of Profits to Permanent Establishments，OECD Publishing，Paris，http : //dx．doi．org
/１０．１７８７/９７８９２６４１８４５２７―en．
OECD（２００３），Place of Effective Management Concept : Suggestions for Changes to the OECD Model Tax Con-
vention，OECD，Paris．
OECD（２００５），Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits Appropriate for E-commerce? Final Re-
port，OECD，Paris．
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サービス提供に係る補助的 nexus ルールにつ
いては，CFA によるモデル条約の見直しを尊
重するとしました。

その CFA では，所得課税（法人税を含めま
す。）に関して，２００３年に OECD モデル条約コ
メンタリーの改定を行い，５条（PE）と１２条
（ロイヤリティ）について，源泉地課税権を広
げる方向を示しました。もっとも，CFA によ
る検討で重要であるのは，消費課税に関する方
向付けです。すなわち，オタワ会議での方向に
従い，仕向地原則の確認とリバース・チャージ
方式の提示を行いました７。詳細については省
きますが，E―commerce ガイドラインと呼ば
れる報告書を公表し８，B２B と B２C に分けて，
原則と例外の許容される場合について述べまし
た。また，消費課税ガイドラインと呼ばれる３
つのペーパーでは，課税地の決定や事業者登録
のあり方，また，B と C の区別について，検
討をしています９。これらは，わが国の平成２７
年度消費税法改正を含めて，国際的な消費税，
付加価値税の基礎となっています。

その後，約１０年間は，公表された報告書など
での目立った動きはないのですが，いわゆるデ
ジタル化の進捗や GAFA に代表される巨大デ
ジタル企業の急激な成長があったこと，パナマ
文書に記されたような巨額の国際的課税逃れが
起こってきたことは，皆様ご承知の通りです。

１―４．BEPS行動計画の進捗（２０１５年最終報告
書まで）

BEPS 行動計画は，２０１２年６月に OECD 租
税委員会で立ち上げられ，２０１３年２月に初期報
告書が提示されました。そして，同年７月に１５
の行動計画が決定され，９月のペテルブルク G
２０がこれを支持し，開始されました。デジタル
経済は最初の Action１に位置づけられ，２０１４
年 に Discussion―Draft１０と Deliverable１１，２０１５
年１０月には最終報告書１２が公表されています。
この BEPS 行動計画１で最大の問題となった
のは，デジタル経済とは何か，そもそも，そん
なものがあるのか，という認識の問題でした。
この点は，各国に違いというか，温度差があり，
付加価値税中心の国の方が問題意識は高かった
と思います。

最終報告書は，デジタル化の認識として，ま
ず，電子商取引について一応の定義のようなも
のとして，「コンピュータネットワークを通じ，
特にそのために用意された受注等のシステムを
利用した商取引」と述べました。そして，その
例として，決済サービス，App stores，オンラ
イン広告，Cloud computing（Infrastructure-as
-a-service など），High frequency trading，ユー
ザ参加型ネットワークプラットフォームの各業
態を取り上げて分析し，そこから，経済デジタ
ル化の要素として，Mobility，データとユーザ

７ OECD（２００１），supra note５
８ OECD（２００３），Consumption Taxation of Cross Border Services and Intangible Property in the context of E―

commerce，Guidelines on the Definition of Place of Consumption，OECD，Paris．
９ OECD（２００３），Place of Effective Management Concept : Suggestions for Changes to the OECD Model Tax Con-

vention，OECD，Paris．
OECD（２００３），Simplified Registration Guidance，OECD，Paris．
OECD（２００３f），Verification of customer status and jurisdiction，OECD，Paris．

１０ OECD（２０１４），Public Discussion Draft，BEPS Action１: Address the Tax Challenges of the Digital Economy
１１ OECD（２０１４），Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy，OECD/G２０ Base Erosion and Profit

Shifting Project，OECD Publishing．
http : //dx．doi．org/１０．１７８７/９７８９２６４２１８７８９―en

１２ OECD（２０１５），Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy，Action１―２０１５Final Report，OECD/G２０
Base Erosion and Profit Shifting Project，OECD Publishing，Paris，at５４．http : //dx．doi．org/１０．１７８７/９７８９２６４２４１０４６―en
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参加への依拠，ネットワーク効果，マルチサイ
ド事業モデル，独占・寡占の傾向，Volatility
といったものをあげましたが，デジタル・ビジ
ネスだけの囲い込み（ring-fence）は困難また
は無理としました１３。もっとも，物理的プレゼ
ンスなしに行われる事業は，既存のルールに対
する挑戦であり，これへの対応，つまり，既存
ルールの見直しの可能性を示唆しています。

また，消費課税（VAT/GST）では，これま
での線に従った一定の対応（B２B はリバース
チャージ，B２C は事業者登録制）を示し１４，
日本も平成２７年度改正で対応しました１５。ただ
し，日本では事業者登録制とインボイスがない
ため，取引の内容に従って事業者向け取引，消
費者向け取引という区分を行い，OECD の方
針をかなり変更した内容となっています。

所得税については，資料５頁の図（Figure
５．１）を見て頂きたいのですが，市場国に現地
子会社（左側），タックス・ヘイブンに資産や
利益を留保するための中間子会社（真ん中上），
通常課税の国に中間統括会社のようなもの（真
ん中下），そして，通常課税の国に親会社があ
る（右側）という古典的なバターンです（ただ
し，現在であれば，インバージョンにより親会
社を軽課税国に移転するはずです。）。そして，
次のような BEPS リスクを認識しています。
すなわち，市場国においては，課税対象となる
存在（PE）の回避，所得配賦の最小化，控除
の最大化を行い，中間国への利益送金では源泉
税の回避（条約利用）を行います。通常課税の
中間国でも，優遇措置（金融に関するものと思
われる。）の利用やハイブリッドミスマッチ，

過剰な利子支払いなどで税負担を軽減し，かつ，
源泉税も回避します。軽課税国の中間会社では，
資産とリスクを帰属させ，所得を留保します。
そして，親会社のある本拠地国では，CFC
ルールの隙間，抜け穴を利用し，また，資産や
リスクの帰属を減少させるとともに，利子やロ
イヤリティなどの控除をできるだけ取る，とい
うわけです。最終報告書は，このようなパター
ンについては，ハイブリッド・ミスマッチの防
止（行動計画２），CFC（行動計画３），侵害
的実務への対応（行動計画５），租税条約乱用
の防止（行動計画６），PE（行動計画７），移
転価格税制（行動計画８－１０）による対応が可
能であるとしました。しかし，もう一度見て頂
きたいのですが，このパターンは，特にデジタ
ル経済と関係するものではありません。したが
つて，行動計画２以下の方策で対応できるはず
だし，そうしなければならないのは当然のこと
です。穿った見方をすれば，最終報告書ではそ
のような例を選んで検討しておいた，といえる
かもしれません。

このようにして，最終報告書は抜本的な改革
案は見送り，２０２０年末まで，さらに検討を進め
て報告書を作成するとしました。もっとも，最
終報告書は，勧告には至りませんでしたが，そ
の後に繋がる３つの方策を提示しました。重要
な経済的プレゼンスに基づく Nexus と所得配
賦ルール，デジタル取引に対する源泉徴収，平
衡税（equalisation levy）の３つです。次に見
るように，これらは，実際に各国で導入されて
いくことになります。

１３ OECD（２０１５），supra note１２，at５４．
１４ OECD（２０１７），International VAT/GST Guidelines，OECD Publishing，Paris，at６９．http : //dx．doi．org/１０．１７８７/

９７８９２６４２７１４０１―en
なお，２０１５年に最初の国際 VAT/GST ガイドラインが作られた。
OECD（２０１５），International VAT/GST Guidelines，
https : //www．oecd．org/tax/consumption/international―vat―gst―guId．elines．pdf

１５ 岡村忠生・酒井貴子・田中晶国『租税法』（有斐閣，２０１７年）２４６―２５８頁参照。
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１―５．その後の各国の取組み１６

このように，２０１５年１０月の時点では，OECD
は明確な方向性を示すことができなかったので
すが，その背後では，いわゆる GAFA 問題な
どとして，デジタル化に深く関係した BEPS
問題がはっきりと見える形になってきていまし
たし，英国の迂回利益税はこの年の４月に成立
していました。OECD は，次に見るような各
国単独の一方的な暫定措置の導入に懸念を示し
ていました。

この懸念は，EU にもあてはまります。とい
うより，EU の目的はヨーロッパ単一市場の形
成にあり，それは当然にデジタル市場も含むも
のですので，加盟国が勝手なことをやってもら
っては困るという懸念は，OECD より強かっ
たと思われます。しかし，２０１５年４月，英国が
diverted profits tax（迂回利益税）を導入して
おり，各国は先行して一方的措置の導入に動い
ていました。

２０１７年９月，欧州委員会は，原理的な解決を
目指す長期的解決策と当面の問題緩和のための
短期的解決策とを区別して検討を進めることと
し，長期的解決策には相当の期間が必要が必要
であることから，短期的解決策の選択肢として
３つを提示しました１７。デジタル化された企業
の収益に対する衡平税（Equalisation tax），デ

ジタル取引に対する源泉徴収，デジタルサービ
ス・広告の収益に対する付加税の３つです。ち
なみに，この文書には，伝統的な国内事業モデ
ルの場合の実質的な平均税率（Effective aver-
age tax rate）は２０．９%，国際事業モデルでは
２３．２%であるのに対して，デジタル国内事業で
は８．５%，B２C デジタル国際事業では１０．１%，
B２B デジタル国際事業では８．９%であるという，
実に衝撃的な数値が掲載されていました（資料
６頁）１８。この文書は，OECD の取り組みの進
捗に期待しつつ，３つの方策について意見を求
め，米国からは慎重論が出たと伝えられていま
す。しかし，１２月の欧州理事会決議は，バーチ
ャル PE の検討を指示しました１９。なお，利益
配賦については，CCCTB（Common ConsolId．．
ated Corporate Tax Base，共通連結法人税課税
ベース）の下で対応することになりました。

そして，大きく報道された２０１８年３月の EU
指令案が出ます。その内容は，PE の拡張（a sig-
nificant digital presence，SDP）と利益帰属ルー
ルの改訂に係るもの２０，および，DST（Digital
Service Tax）の導入に係るもの２１から成りま
す。この DST は，一定の内容・規模の電子取
引収益に３%で課税するというものでした。
SDP と DST については，後に検討します。

この指令案は，２０１９．３．１２の ECOFIN（経

１６ 吉村政穂「デジタル課税の議論がもたらす国際課税の変革」租税研究２０１９年６月号２３３頁，吉村政穂「経済の電
子化と租税制度!ヨーロッパの焦燥」ジュリスト１５１６号３８頁（２０１８年），青山慶二「デジタル経済の課税に関する国
際動向」租税研究２０１８年５月号３９７頁などを参照。

１７ COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUN-
CIL，A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market，Brussels，２１．９．２０１７
COM（２０１７）５４７final．

１８ Id．at６．
１９ https : //www．consilium．europa．eu/en/meetings/ecofin/２０１７/１２/０５/．CCCTB については，European Parlia-

ment legislative resolution of １５March２０１８on the proposal for a Council directive on a Common Consolidated
Corporate Tax Base（CCCTB），P８_TA（２０１８）００８７を参照。

２０ Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down rules relating to the corporate taxation of a significant digi-
tal presence，COM（２０１８）１４７final．
なお，租税条約に関して，COMMISSION RECOMMENDATION of２１．３．２０１８relating to the corporate taxation
of a significant digital presence，Brussels，COM（２０１８）１６５０final．

２１ Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the common system of a digital services tax on revenues resulting
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済・財務相理事会）で合意できず２２，今のとこ
ろ成立する見込みもありません。しかし，とい
うか，だから，というか，主要加盟国は，引き
続き暫定措置の立法に向かっており，イタリア，
フランス，英国，スペイン，オーストリアなど
の例があります２３。また，米国は，連邦所得税
として，GILTI（Global Intangible Low-Taxed
Income）（と FDII）および BEAT（Base Erosion
and Anti-abuse Tax）を導入しています。これ
らは，次に述べる OECD 作業計画の第２の柱
に相当するものです。また，これは地方税であ
る州売上税の事件ですが，Nexus Rule（第１
の柱）に関係する領域で，連邦最高裁 Wayfair
逆転判決が下されました。物理的施設がなくと
も州売上税の課税は可能であるという判示で，
この判決により，連邦最高裁は判例変更を行い
ました２４。また，インドでは，平衡税（Equaliza-
tion Levy）６%を２０１６年（世界初）導入して
いたことも，付言したいと思います。

以上に対して，日本は，G２０福岡での麻生大
臣発言にも窺われるように，慎重な姿勢を取っ
ています２５。私が見るところ，日本にはインボ
イスや事業者登録がなく，新しい課税権があっ
ても，執行が困難なのだろうと思います。逆に
言うと，インボイスシステムがあれば，執行面

である程度のことはできるのだろうと思います。

１―６．OECDでの進捗
お話を OECD に戻します。前述の EU 指令

案と同時期の２０１８年３月に OECD からも中間
報告書が公表されました２６。ここでも，OECD
は改革案を明示することはできませんでした。
デジタルビジネスの特徴として，Cross-juris-
dictional scale without mass（物質的な大きさ
なしに大きな領域を確保できること），IP など
無形資産への依存，そして，データやユーザ参
加と IP との有機的結びつきという３点をあげ
ました２７。さらに，デジタルビジネスの特徴と
そこでの価値創造の構造について，バリューチ
ェーン分析などにより解明しようとしたことは，
高く評価できると思います。資料では１１頁～１９
頁に示していますが，本日は時間の関係で十分
な説明はできません。中間報告書は，このよう
に，一応はデジタル事業という対象を特定し，
価値創造という内実の解明に接近しつつも，国
際課税の改革については，３グループの主張を
併記する形とし，最終報告書と同様，２０２０年末
までに consensus-based solution に到達するこ
ととしました。３グループの主張とは，第１が
高度にデジタル化されたビジネスモデルに対象

from the provision of certain digital services，（COM（２０１８）１４８final）．
２２ https : //www．consilium．europa．eu/en/meetings/ecofin/２０１９/０３/１２/
２３ 溝口史子「諸国におけるデジタル課税制度の状況」税務弘報２０１９年９月号１８頁。
２４ South Dakota v．Wayfair，Inc．，et al．，１３８S．Ct．２０８０（２０１９），vacating and remanding９０１N．W．２d７５４（２０１７）．
２５ 第２３回税制調査会（２０１９/６/１２）説明資料［総２３―１］１２頁
○経済の電子化に対応するため，国際課税原則の現代化，及び多国間でのアプローチが必須。
○解決策の１つ目の柱は，オンライン広告等の新たなビジネスモデルに対応する必要。電子化の影響以上に国際課税

原則を見直せば経済に負の影響がありうるため，新たな課税権の対象は適切に制限すべき。２つ目の柱に関し，「底
辺への競争」に以前から強い問題意識。日本は，２つの柱からなる解決策を支持。

○合意に向けて，電子化の影響は切り分けが難しいと認識の下，既存の国際課税制度と両立し，紛争防止・解決メカ
ニスズムを強化した，ルール変更で大きな負の影響を受ける国がない仕組みが必要。政治的な関与による後押しも
必要。

２６ OECD（２０１８），Tax Challenges Arising from Digitalisation‒Interim Report２０１８: Inclusive Framework on BEPS，
OECD/G２０ Base Erosion and Profit Shifting Project，OECD Publishing，Paris．http : //dx．doi．org/１０．１７８７/
９７８９２６４２９３０８３―en

２７ 前掲注２６，at２４．

― 188 ―



を限定した国際課税ルールを見直す，第２がデ
ジタル化された事業に限定せず，市場国での課
税の観点から国際課税ルールを見直す，そして
第３が，大きな変革は不要であり，２０１５年の
BEPS 行動計画で対応可能とする意見です。中
間報告書は，このようにして，またもや問題を
先送りしました。

ところが，本年２０１９年に入ると，事態は大き
く動き出します。EU では指令案が成立しませ
んでしたが，それは，これから述べる OECD
での進捗を見てのことかもしれません。まず，
１月に Policy Note が公表され２８，これから説
明する「２つの柱」が登場しました。２月には，
これに基づく公開協議文書（Public Consulta-
tion Document）が公表され２９，３月初旬にコ
メントの提出締切が設けられていました。そし
て，G２０福岡の直前，５月下旬に，作業計画
（Programme of Work）が公表され３０，G２０で
は２０２０年末までに成案を得ることで各国の財務
大臣が合意したわけです。

１―７．２つの柱
それでは，この作業計画の骨子である２つの

柱を説明します３１。
第１の柱は，管轄権との関係性（Nexus）の

見直しと新たな帰属利益算定方法です。従来は，
PE に対して帰属する所得を独立当事者間基準
により算定して課税する，という考え方でした。
これに対して，順序は前後しますが，利益の配

賦方法について，留意事項として３点，すなわ
ち，二重課税防止の原則に沿い，新たな課税権
に服する損益を決定する理論的な方法であるこ
と，事務負担を適切に軽減する簡素な方法を用
いること，能力やリソースの制約を考慮して執
行可能性を評価したものであることの３点をあ
げつつ，新たな方法として，次の３つを示しま
した。第１は，修正残余利益法（Modified resid-
ual profit split method）と呼ばれるもので，
簡素，執行のしやすさの方向で現行の残余利益
分割法を修正し，新たな課税権に服する残余利
益の算定を行おうとするものです。その際，現
行移転価格税制の方法に加えて，proxy の利用
をすることが述べられています。現在の推定課
税の延長にあるものと思われます。また，注意
すべきこととして，現在の取引ベースとは異な
り，全世界所得を分割するという方法になりま
す。第２は，定式分配法（Fractional apportion-
ment method）です。定式分配は，これまで
OECD 移転価格ガイドラインが一貫して排除
してきた方法ですが，米国の州法人所得税や
EU で検討が進んでいる CCCTB では採用され
ており，これらで用いられた売上高，資産，支
払給与という３要素に加えて，ユーザ数などを
用いることとしています。第３は，最も粗いと
いうか，精密な移転価格税制からの距離がある
もので，分配ベースのアプローチ（Distribution
-based approaches）と呼ばれています。これ
は，各市場国でのみなし利益率による配分を行

２８ Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy‒Policy Note，OECD，２０１９
https : //www．oecd．org/tax/beps/policy―note―beps―inclusive―framework―addressing―tax―challenges―digitalisa
tion．pdf
検討として，岡直樹「デジタル所得課税を巡る最近の動向と展望」租税研究２０１９年６月号１９５頁。

２９ Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy Public Consultation Document
http : //www．oecd．org/tax/beps/public―consultation―document―addressing―the―tax―challenges―of―the―digitali
sation―of―the―economy．pdf
検討として，藤枝純・遠藤努「デジタル課税に関する近年の国際的動向」国際税務３９巻５号７３頁（２０１９年）。

３０ OECD（２０１９），supra note３．
３１ 以下は，OECD（２０１９），supra note３に基づく。
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うものです。
次に，PE に代わる新たな Nexus ルールです。

次の３つの要素があげられています。第１は，
一定規模のユーザ参加があれば課税権を認める
という考え方です。ユーザのデータやユーザが
創り出す価値に対して課税をするという考え方
にたつものです。英国案といわれています。第
２は，市場無形資産があれば課税権を認めよう
というもので，デジタルに限定せず，マーケテ
ィング無形資産を広く対象とする特徴がありま
す。米国案といわれています。第３は，重要な
経済的プレゼンスがあれば課税権を認めるもの
で，当該管轄権との強い結びつきを示す一定の
要素によることになります。たとえば，ユーザ
の存在，その国で生じたデジタルコンテンツの
量，通貨，言語，配送地，マーケティング活動
などです。インドなど新興国によるものといわ
れていますが，先に述べた EU 指令案の SDP
も，近いといえば近いのかもしれません。正確
さと簡素さに課題があるとされています。

以上が第１の柱で，次に第２の柱，すなわち，
包括的税源浸食防止策（Global anti-base ero-
sion proposal）について説明します。２つのも
のからなっており，第１は，Income Inclusion
Rule，直訳すれば，所得合算（取り込み）ルー
ルということになります。軽課税の PE や子会
社の所得を合算するもので，CFC 税制を補完
ろ強化するものと考えられます。第２は，Tax
On Base Eroding Payment，税源浸食支出に
対する課税というものです。すなわち，Under-
taxed Payments Rule として，受領側の国で非
課税または軽課税の場合，支払側の国は控除否
認か課税をする，さらに，Subject To Tax Rule
といいますが，租税条約の利益を，最低限の課
税を受ける支払いに限定する，といった措置を
導入することになります。第１のものと第２の
ものは併用可能であり，これらは，先に述べた
米 国 の 一 方 的 措 置 で あ る GUILTI お よ び
BEAT ととてもよく似ています。

２．デジタル・ビジネスと価値創造

２―１．デジタル・ビジネスモデル
ここでは，前述した中間報告書での価値創造

に関する検討を紹介します。まず，デジタル事
業において非デジタル事業よりも高い利益が得
られる原因理由を，デジタル市場の性質の観点
から，Direct network effects : 直接の顧客の数
がもたらす正の外部性，Indirect network ef-
fects : マルチサイド事業の顧客グループ間での
外部性，Economies of scale : 規模によるコス
ト削減，追加コストの不発生，Complementar-
ity : 複数の補完財が取引される（OS とアプリ
など）に求めます。この中では，２番目の Indi-
rect network effects が重要で，顧客同士の情
報交換により利益が増大するようなことは，デ
ジタル化がなければ生じなかったと思われます。
次に，この２番目の要素に係わる Digital multi
-sided markets，多面的事業市場において，デ
ジタル化が不可欠であることが述べられていま
す。多面的（マルチサイド）として，代表的に
は民泊仲介業や配車業など（ホストとゲスト）
がありますが，通信コストの減少によるユーザ
間の国を越えた情報共有やネットワーク化
（ユーザ同士の関係）によって売り上げが増加
すること，また，顧客を差別化した価格設定が
容易であること。さらに，バーター取引（メー
ルなどの無償提供とユーザ情報の収集・販売）
のような事業が成り立つことが述べられ，その
下に記したような新たなビジネスモデルの登場
例が示されています。この中では，最初にあげ
た Multi-sided platforms と呼ばれるものが，
この後の DST の議論との関係で重要です。

資料１２頁に，デジタル・ビジネスの特徴を整
理した Figure２．１を中間報告書からコピーして
おきました。左側の Indirect network effects
以下の要素によって，その次の列にある Multi-
sided platforms などの特徴が見えると思いま
す。すなわち，Indirect network effects を利
用し，Intermediary（中間者）として利益を得
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る，ユーザ参加を最大限に利用する，さらに，
価格決定や商品に対する責任については，自分
自身は回避してユーザに負わせる，というわけ
です。これだけ見ても（見ると），デジタルビ
ジネスは，高利益が得られそうな感じがします。

２―２．価値創造の３つのコンセプト
中間報告書は，「価値創造」の概念，これは

BEPS プロジェクト全体のキー・コンセプトで，
これに課税権を一致させようという努力が
BEPS プロジェクトそのものだといってよいの
ですが，このような価値創造の概念について，
かつて Porter という学者が示したバリュー・
チェーン分析を用いて解明しようとします３２。
バリュー・チェーンの考え方とは，ごく簡単に
いうと，垂直的な事業のチェーンがあればにプ
レミアムを付け，仕入れのコストを抑制できる
ので，超過利益が生まれる，というものです。
もっとも，この理論はデジタル化以前の通常の
商品取引が閉鎖経済において行われるモデルで
提唱されたものですので，その後，対象を情報
などの無形のものやサービスに拡張し，国際取
引をも対象とした理論が生まれています。
Value Network 分析と Value Shop 分析がそれ
です。

バリューチェーン分析では，主に伝統的な垂
直的統合を対象に，主たる事業と補助的事業を
区別することで，超過利益を明らかにしようと
します。資料１３頁の図では，主たる事業からも
補助的事業からも，統合の利益が出てくること
になります。それが右側のマージンの部分です。

資料１４頁は，バリュー・ネットワーク分析で
す。先ほどからのマルチサイド・プラットフ
ォームビジネスなどについては，この分析が有
効であると思います。ここでも，主たる事業と
補助事業に分けて分析をしますが，主たる事業

がちょうど車の車輪のように同時進行する点が，
垂直的統合が段階的であるのと異なります。
ウーバなどの配車サービス事業を考えるとよく
分かりますが，Network promotion and con-
tract management : ユーザ確保などと，Service
provisioning : サービス提供と対価請求など，
そして，Network infrastructure operation : 情
報インフラの維持運営が，同時に，多面的に行
われ，これらが揃って始めて，収益が得られる
というわけです。

資料１５頁は，バリュー・ショップ分析です。
ここでは，主たる事業がサイクル的に行われて
いること，すなわち，Problem-finding and ac-
quisition : 問題 発 見・提 起→Problem-solving :
複数の解決案の提示と評価→Choice : 選択肢か
らの選択→Execution : 選択された解決案の実
施→Control and evaluation : 解決の程度の評価
といったサイクルでぐるぐると回ることに特徴
があります。このような問題解決型の事業は，
もちろん，伝統的な非電子取引にもありますが，
クラウドコンピューティングのように，電子化
による情報伝達そのものを商品とする事業が，
念頭に置かれています。

２―３．ビジネスモデルと価値創造
資料１６頁～１９頁は，このような３つの分析に

対応したビジネスモデルが，国際的に展開され
ている例です。実線は国境，点線も国境たり得
る境界です。それぞれについて，具体的な価値
創造，特に超過利潤の発生が，一体どの国にあ
るのかを，３つの分析手法のうちそれぞれの事
業に適した方法手に，種々の要素を投入して分
析しているわけです。特に，バリュー・ネット
ワークを用いてウーバーなどの Ride-for-Hire
を伝統的なタクシー会社との比較で分析してい
る１７頁の部分は興味深く，また，突っ込みどこ

３２ Porter，M．，Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance（The Free Press，New
York，１９８５）．
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ろもあるかもしれませんが，本日は，時間の関
係で省略いたします。中間報告書の該当頁（６１
頁以下）に，時間をかけてあたられるとよいと
思います。

３．新しい課税権（new taxing right）
とその執行

お話を本年５月の作業計画３３に戻します。こ
の文書では，もっぱら第１の柱について検討に
おいて，新たな課税権という語が繰り返し用い
られました。

３―１．二重課税の排除
作業計画がまず懸念したのは，新たな課税権

の実施に伴う二重課税や多重課税です。新たな
課税権をそのまま実施すれば，既存の課税権と
重複することは明らかです。作業計画は，新た
な課税権は，多国籍企業の全体利益を各国に配
分するものであり，個別取引や個別主体の活動
を対象とするものではないではないこと，した
がって，どのメンバーに課税するかを直ちには
決定できないこと，また，源泉地国の課税権と
居住地国の二重課税排除措置の関係についても
検討が必要であるとし，二重課税排除のための
メカニズム自体，言い換えれば，既存の条約
（や国内法）の有効性を見直す姿勢を見せてい
ます。そして，二重課税排除のためには新たな
規定が必要であり，多国間相互協議の検討が必
要であること，紛争解決手続の強化と多国間の
リスク分析が有効であることを述べた上で，二
重課税の排除と紛争解決手続きとして，次の選
択肢を示しました。第１は，現行租税条約の効
果と新たな規定の必要性の検討です。これには，
新たな課税権の下における，a．納税義務者の特
定，b．経済的二重課税に関する現行規定（９
条２項）の有効性，c．法的二重課税に対する免
除方式や外国税額控除の有効性を含むとされて

います。第２は，新たな課税権と既存の課税権
の関係を，特に源泉徴収に関して明らかにする
ことです。第３は，現行の紛争解決手続です。
現在は二国間のものですが，必要があれば，多
国間のものも検討対象となります。第４は，多
国の協力によるリスク評価です。The Forum
on Tax Administration での議論を参照するよ
うにとの要請が入っています。　

３―２．執行（Administration）
作業計画は，新たな課税の件執行のためには，

まず，納税者の特定が必要であり，納税者が非
居住者であれば，新たな執行（賦課）と徴収の
手続が必要であると述べます。これは当然のこ
とですが，執行管轄権の問題（外国の領土では
行政権の執行ができないこと）は，PE 概念に
基づく課税で各国が満足してきた実質的な理由
です。しかし，作業計画は，これを乗り越える
ことを考えます。

そして，１つの選択肢は簡素な事業者登録に
基づく徴収メカニズム（simplified registration-
based collection mechanisms）であるとし，こ
れと，強化された情報交換・徴収協力のシステ
ムを組み合わせれば，十分かもしれない，補完
措置として，二重課税をもたらさない源泉徴収
を検討してもよい，と述べています。ここでの
事業者登録（registration）とは，VAT の事業
者登録を指していることは明らかです。そして，
先にも述べましたが，VAT がきちんと執行さ
れていれば，PE がなくとも納税者を特定する
ことは可能です。ですので，そうした国にとっ
ては，新しい課税権の執行は，その内容にもよ
りますが，まだインボイスが実施されていない
日本ほどは，困難ではないと考えられます。話
がズレましたが，作業計画は，どのアプローチ
をとっても，数多くのデータ（data points），
たとえば，全体利益，事業ラインごとの総利益，

３３ OECD（２０１９），supra note３．
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売上高，ユーザなどのデータが，課税庁だけで
なく，納税者自身にも必要であり，その取得の
ために，新たにデータや文書，報告の義務を課
すことになると述べています。そして，現行の
CbC 報告書の利用や新たな報告書が考えられ
るとしています。実は，これに類する議論が，
BEPS 行動計画１２の義務的報告制度（Manda-
tory Disclosure Rules，MRR）でも行われてい
ます。それは，納税者に対して，外国の関連法
人など外国にある第三者のデータを収集させる
ことが（どのように）できるか，という議論で
す。この問題は，この後にお話しする DST に
おいても，おそらく成否を握るようなポイント
であると考えられます。

作業計画は，以上の議論の上，新たな課税権
の執行について，以下の選択肢や問題点を指摘
しています。第１は，新たな課税権を執行する
ための手段の開発です。徴収メカニズム（源泉
徴収，報告義務，情報伝達など）の検討が必要
になります。第２は，販売地の決定および報告
に関して生じる技術的実際的問題されているも
のです。内容的には，a．遠隔販売や第三者介在
販売，マルチサイド事業における最終仕向地の
確認，b．新たな報告義務，c．課税当局間の情
報交換のプロトコルといったものになります。

このような作業計画の議論から，少なくとも
日本にとって必要と思われるのは，ユーザなど
第三者に関する／第三者を対象とする直接また
は間接の調査権限であると考えられます。間接
というのは，前述した関連法人などのデータの
取得を納税者に行わせることです。

３―３．租税条約の改訂
作業計画は，物理的存在のない非居住者に対

して新た課税権配分し，独立当事者間基準では
ない方法で利益を算定するためには条約改定が
必要であるとし，改訂の選択肢や問題点として，
以下を指摘しました。第１に，条約改定では，
新たな nexus と利益分配ルールを取り込み，
二重課税の防止と紛争解決手続に対応すること，
第２に，BEPS 防止のための租税条約関連措置
の実施に係る多国間協定（Multilateral Conven-
tion to Implement Tax Treaty Related Meas-
ures to Prevent BEPS）の改訂や追加，または，
新しい多国間協定による現行条約の改定の推進
を行うべきことです。しかし，たとえば OECD
モデル条約の改定がどの程度のものになるのか，
これだけでは，はっきりとは見えません。もし，
上記をすべて実現するならば，歴史的な大改正
になると思われます。

４．Digital Services Tax

４―１．総論
ここで検討する Digital Services Tax（DST）

は，基本的には２０１８年３月２１日の EU 指令案３４

における選択肢の１つとして示されたものです
が，理論的な部分はこの指令案では明らかでは
ありません。そこで，Wei Cui（崔威）教授の論
文で示されたものに基づき３５，同教授の考え方
に従って説明を行います。いうまでもないこと
ですが，DST の背後には，現在の国際課税の
ルールでは，デジタルプラットフォーム企業の
所得を価値が創造された国に配賦できないとい

３４ 前掲注２１。
３５ Cui，Wei，The Superiority of the Digital Services Tax Over Significant Digital Presence Proposals（July

２６，２０１９）．Forthcoming，National Tax Journal．Available at SSRN : https : //ssrn．com/abstract=３４２７３１３or http :
//dx．doi．org/１０．２１３９/ssrn．３４２７３１３
Cui，Wei，The Digital Services Tax : A Conceptual Defense（April ２２，２０１９）．Tax Law Review，Forthcoming．
Available at SSRN : https : //ssrn．com/abstract=３２７３６４１or http : //dx．doi．org/１０．２１３９/ssrn．３２７３６４１
Cui，Wei and Hashimzade，Nigar，The Digital Services Tax as a Tax on Location―Specific Rent（January
２３，２０１９）．CESifo Working Paper Series No．７７３７．Available at SSRN : https : //ssrn．com/abstract=３３２１３９３ or
http : //dx．doi．org/１０．２１３９/ssrn．３３２１３９３
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う認識があります。こうした租税が出てくるの
は，この認識がある程度まで世界的に共有され
ているからと考えられます。以下では，Cui 教
授の論文に従い，EU 指令案および OECD 作
業計画での Significant Digital Presence（SDP）
による Nexus と所得分配ルールの見直しへの
疑問と，SDP に対する DST の優位性の論理を
説明します。

崔教授は，DST の実質的課税ベースを地域
特定レント（location-specific rent，LSR）とし
ています。LSR とは，たとえば，石油などの
天然資源が存在することが最も典型的なもので
すが，気候などもそうです。また，人的なもの，
たとえば，治安や教育の程度なども含まれると
思います。さらに，有名なホンダ事件では，ブ
ラジルが与えていた税制優遇措置が location-
saving と呼ばれましたが，類似するものです。

４―２．SDPと２段階の所得帰属
崔論文では３６，まず，SDP（significant digital

presence，直訳すれば相当程度のデジタル的存
在）についての検討が行われます。OECD 作業
計画の第１の柱で Significant Economic Pres-
ence とされていたものに相当するものです。
論文は，次のように論じて行きます。従来の各
国国内法や租税条約は，所得がどの国の課税に
服するかを，２段階で判定してきました。すな
わち，１．その国に Nexus（PE）が存在する場
合に，２．その国に所得を配賦して帰属させる，
という判定です。では，Nexus は，なぜ必要
なのでしょうか。これまでの通念（convention）
によれば，２つの理由が考えられます。１つは

（１）課税権配分の前提であり，もう一つは（２）利
益配賦のための必須概念です。Nexus が求め
られる理由は，これらのいずれかということに

なります。
DST を提唱した２０１８年３月の EU 指令案も３７，

このような Nexus を従来は排他的に表してき
た PE 概念の拡張と位置づけて，SDP を考え
ています。すなわち，EU 指令案での SDP と
は，（a）ある加盟国のユーザへのデジタルサー
ビスの収益が７百万ユーロ超，（b）ある加盟国
に所在する単数または複数のデジタルサービス
のユーザ数が１０万人超，または，（c）ある加盟
国に所在する事業ユーザと締結したデジタル
サービスの契約数が３千超のいずれかを満たせ
ば，経済的に重要な活動“economically signifi-
cant activities”が存在するという論理です。そ
して，このような SDP を従来の PE と同様に
見て，所得を配賦します。その原則も，従来通
り，独立当事者間基準（ALP）を原則としま
すが，ただし，そこで主に用いられることにな
る利益分割法（これは従来からありました。）
について，これまでの R&D・マーケティング
要素に加えて，加盟国ごとのユーザ数および取
得データ量を含める拡張を行う修正をした利益
分割法を用いることができるとしています。こ
のような規定の作り方も，現行モデル条約に類
似しています。

このような SDP への所得配賦を分析するた
めに，第１段階（Nexus）では，２つの概念操
作というか，整理が行われています。すなわち，
①顧客／ユーザを無形資産と扱う，②SDP の
ない国にある有形資産（サーバなど）と事業（被
用者）に関連する活動は，①の無形資産に帰属
させる，という整理です。そして，第２段階（所
得帰属）では，第１段階で特定した活動に帰属
する所得が決定されます。そうすると，問われ
るのは，このような二段階の方法が，単純に一
定以上取引やユーザ参加のある国に所得を配賦

３６ Cui，Wei，The Superiority of the Digital Services Tax Over Significant Digital Presence Proposals，supra note
３５，at３―４．

３７ COM（２０１８）１４８final，supra note２１．
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する，という一段階のものと何が違うのか，と
いうことです。果たして，Nexus という概念
が必要なのでしょうか。Nexus は何らかの機
能を果たしているのでしょうか。論文は，この
ことを問います３８。

さらに，Nexus 概念のバラドックスとして，
論文は，次の点を指摘します３９。Nexus 概念（す
なわち SDP）の挿入は，デジタル企業の非物
理的で内部的な要素を作り出しますが，それは
直ちに，内部部門間の独立当事者間取引という
擬制によって消し去られます。つまり，消され
るための概念を作り出していることになります。
もし，デジタル・プラットフォームとユーザが
独立当事者間の関係にあることが分かっている
のなら，なぜ擬制的な nexus を挿入しなけれ
ばならないのかが問われます。これは，独立当
事者間取引があるとすれば，ごく自然な疑問に
なります。

しかし，独立当事者間取引の考え方は，外部
性（以下で述べるユーザ参加による利益など）
に十分に対応することはできません。これは，
垂直的統合や規模の利益などによる超過利益に
関して，古くから指摘されていたことです。移
転価格税制に残余利益という概念があるのは，
このことを表しています。残余利益分割法は，
これを分割しようとするものですが，その基準
を独立当事者間取引から求めるのは極めて困難，
というより，もともと独立当事者には発生しな
いものなので，原理的には不可能です。先に見
たように，二（多）面的事業にも外部性があり
ます。１つのセットのユーザ（たとえば個人顧
客，これは SDP となる。）ともう１つのセット
（たとえば広告主，これも SDP となる。）とは，

異なる国に所在しています。SDP の考え方で
は，三者が相互に独立当事者間取引をすること
になるはずですが，しかし，二面的ビジネスと
いう概念自体，１つの事業が，２つのユーザを
合わせて，その相互作用からの利益を得るとい
う要素を含んでいます。この要素，外部性は，
何らかの方法で両国に配賦されるべきことにな
りますが，その配賦の方法は，Nexus 概念と
は関係がありません４０。

Nexus 概念の虚無性に進みます。このよう
に見ると，Nexus 概念は，ユーザ参加などの
要素からどれだけの所得が発生し，それをどの
ように配賦すべきかについて，何も語っていな
いことになります。それなら，Nexus は不要
ではないのかと考えられるわけです。いっそう
のこと，SDP の存否は問題にせず，直裁に利
益配賦をした方がいいのではないか，というこ
とです。

以上の検討から，２段階の判定には２つの誤
りがあるとも指摘されています４１。第１は，所
得算定義務の発生と算定方法とを混同している
ことです４２。PE 概念が存在することには，論
理的には背反する（どちらも，とはいえない）
２つの理由があるはずです。①は，純粋に執行
面から，最低限の閾値を定めるものとして必要
だという理由，②は，PE 所在地国に帰せられ
る十分な所得があるという判断が行われたもの
を特定しているという理由です。これら２つの
間には，ジレンマがあります。ですので，背反
とされるのです。すなわち，①であれば，PE
が存在しても PE に帰属する所得が必ずあるわ
けではありません。その国が課税する所得は，
PE 判定とは別の方法で計算されます。実際，

３８ Cui，supra note３６，at７―８．
３９ Id．at８．
４０ Id．at１４―１７．
４１ Id．at９．
４２ Id．at９―１２．
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かつての日米の全所得主義（force of attrac-
tion）では，PE 帰属の判定は不要というか，
ありませんでした。PE に帰属しない所得であ
っても，その国は課税をしてきたのです。また，
②であれば，PE 判定の際にすでに所得計算を
していることになります。それなら，その所得
計算を用いればいいのではないかということに
なります。さらにいえば，PE 概念とは別に，
その国に帰属する所得が判定できるはずです。
実際，英国の迂回利益税（diverted profit tax）
やオーストラリアの多国籍企業租税回避防止法

（Multinational Anti-AvoId．ance Law，MAAL）
では，PE 不存在でも課税をしています。原理
的には，現在の所得税においても，PE 帰属を
考えず，ソース・ルール（所得の源泉地判定基
準）だけによって，所得計算ができると考えら
れます。

第２の誤りとされものは，ALS の無用性で
す４３。ALS の論理は，独立当事者の擬制ですが，
PE と本社との取引は，法的なものではありま
せん。このことから，日本も採用した AOA に
基づく帰属所得主義では，ご承知かと思います
が，PE をあたかも子会社のようにみなして資
本などを配賦する極めて擬制的な課税方法がと
られています。しかし，資本金があるものとみ
なすことまでを，独立当事者間取引基準から導
きうるのか，独立当事者間取引基準とは，そこ
まで私法上の法律関係（ここでは資本金の存
在）から乖離できるものなのかについては，大
いに疑問の余地があります。

４―３．DSTの内容
ここでは，崔論文にある理念的な DST を主

な対象とし４４，適宜，EU 指令案にも言及します。
DST の特徴・性質を述べます。まず，所得

を直接配賦させるというアプローチがあげられ

ます。PE のような Nexus の挿入はありません。
次に，価値創造と DST についてですが，二
（多）面的事業では，企業が取引する異なるセ
ットのユーザの間で外部性（さきほどの間接ネ
ットワーク効果です。）が生じます。このこと
によって，企業は，一方のユーザに低額または
無償で役務を提供し，この費用を他方のユーザ
から回収するなどができるわけです。二（多）
面的事業そのものは，たとえば新聞や雑誌，民
放のように昔からありますが，デジタル技術を
利用した巨大多国籍企業の参入は新しいもので
す。

たとえば，Facetime を利用して，米国企業
がフランスのユーザを対象とする広告を行う場
合を考えます。米国企業の支払う広告料は，フ
ランスのユーザへの役務無償提供部分（Face-
time そのもののサービス）を含むことになり
ます。Facetime の得た広告収入は，米国に PE
があれば，米国で課税されます。しかし，この
広告料の一部は，フランスのユーザの参加（Fa-
cetime 利用）から生じています。つまり，価
値創造はフランスにおけるユーザ参加によるも
のと考えられます。この部分に対して，フラン
スは，Facetime がフランスに PE を有するか
否かにかかわらず，課税することができません。

DST は，このようなユーザ参加による価値
創造に対して，既存の所得税の枠組みの外で課
税を行うものと位置づけられます。すなわち，
地域特定事業利益（レント）への課税です。EU
指令案であれば，フランスは，フランス向け広
告の収益に対して，３%で課税をすることにな
ります。

このような DST に対してまず行われる批判
は，デジタル事業とそうでないものとの区別
（Ring-Fencing）ができないというものです４５。
これに対する反論として，しかし，租税条約は，

４３ Id．at１２―１４．
４４ Id．at１４―１７．
４５ Id．at１７―１９．
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アーティストやアスリートの所得など，様々な
所得に対する規定を置いていることがあげられ，
問題は，そうした区別が恣意的にならないかど
うかにあると論じられます。地域特定レントや
ユーザ参加価値創造は，恣意的な概念ではない
というわけです。

また，様々な二面的事業がある中で，DST
は全てに適用しなくてよいのかという反論もあ
り得ます。これに対しては，価値創造と所得帰
属の不一致が明らかなものに限定してよいと述
べられ，たとえば，新聞広告では，不一致は
（ほぼ）生じていないとされています。さらに，
一部の地域特定レントにしか適用されないこと
になるが，それでよいのかという議論について
は，そのことを理由に，DST を否定すること
はできない，たとえば，天然資源採掘税を否定
することはできないと反論されています。また，
たとえば治験薬品開発によって得られた薬品か
らの利益に，参加患者の居住地国は，どのよう
に課税してきたかを検討すべきであるとも述べ
られています。

要するに，DST は，デジタル経済を ring-
fence しているのではなく，対象とする LSR は，
デジタル経済自体に固有な要素ではないという
わけです。DST は，石油採掘税などと同じで
あり，所得税でもないといわれます。

４―４．一方的措置
DST は，OECD の整理では，たとえ EU 指

令に基づくものであっても，各国の一方的措置
であって consensus-base とはいえません。何
よりも，納税者にとっての実質的な問題として，
所得税租税条約の下で認められている課税権と
の不調和（課税の重複）の可能性があります。
崔論文は，この不調和の内容を精査し，①LSR
に対する所得税と DST との二重課税，②当該
国 LSR 以外の課税ベースによる DST などの租

税との競合に区別して論じています４６。②につ
いては，LSR 発生地についての判断の違いに
よる DST の競合や，たとえばインドの平衡税
やイタリアのデジタル取引税との競合などが考
えられます。

まず，①について，これが不調和であれば，
何が問題かが問われます。たしかに，居住地国
では，DST は外国税額控除や国外所得免除の
対象外ですし，源泉地国も，DST を考慮せず
に現在の課税をそのまま続けるでしょう。しか
し，DST は控除はされるので，歪曲はないの
ではないか，それは，石油採掘税などと同じで
はないかとも考えられます。むしろ，逆に，な
ぜ DST を所得税から税額控除すべきかが，は
っきりしないのです。もっとも，DST は，国
外源泉所得に対応する費用であり，ひょっとす
ると，既存の PE のどこにも帰属しないかもし
れないので，必ず控除できるとは限りません。

②の競合については，EU 指令案では，DST
の歳入を加盟国に配分することとされています。
これによって，EU 域内では，DST は consen-
sus-base と位置づけられるのだと思います。ま
た，OECD レベルで何らかの consensus-base
の租税が入る場合には，関係国への歳入分配が
措置されるものと予想されます。

課税権の調和については，総論として，租税
条約に期待する考え方が強いと思います。しか
し，租税条約の枠組みには限界があります。対
象が所得税に限られること，所得配賦の基準
（ALP および PE 帰属）も内容としては不十
分であって，条約自体は空虚であり，ほとんど
は国内法によって規律されていること，二重課
税防止の場面でも，条約は所得配賦について規
定しておらず，したがって，ここでも国内法の
規定する外国税額控除限度額計算などが行われ
ること，などがあげられます。このような条約
のあり方から示唆されるのは，新たな課税権配

４６ Id．at１９―２４．
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分を二重課税防止の目的に従属させるべきでは
ないこと，既存の条約による所得配賦方法は，
全体として DST とは無関係，レレバントでは
ないことです。

また，この議論からは，租税条約の目的自体
が問われます４７。租税条約の目的は，国際協調
（二重課税防止）自体にあるのか，つまり，所
得税という限られた範囲で二重課税などの不整
合を取り除くこと（だけ）なのか，それとも，
所得税を「通じた」国際協調が目的なのか，「通
じた」という表現は微妙ですが，言い換えれば，
国際協調は所得税によってのみ，達成しなけれ
ばならない，租税条約は所得税以外の租税を認
めない，というか，所得税以外の租税はない前
提で国際協調（二重課税防止）を達成するとい
うことなのか，ということです。これは，要す
るに，既存の租税条約（所得税の二重課税防止
条約）が所得税以外の（名前のついた）租税を
どう扱うか，どこまで対象にするかという興味
深い問題なのですが，とにかく，後者，２番目
の立場は，明らかに各国の課税権を制約しすぎ
ています。各国は，所得税以外の租税を，条約
相手国の所得税の納税者に対しても，さらに課
すことができますし，固定資産税や消費税を考
えれば分かるように，実際に課税しています。
そして，むしろ，新たな課税権をめぐる国際協
調は，新たな税を協調して課すことによるべき
であり，新たな税を課すことは，既存の国際的
義務には反するものではないと述べられていま
す４８。これは正しいし，実際，先に述べた EU
指令案における DST 税収の各国への分配は，
所得税の世界の外，規則の条約とは異なる条約
において，行われるものです。

４―５．DSTの問題
DST に関する私の見解を述べます。まず，

課税ベースの法的定義がきちんとできるかが問
題となります。先の例では，Facebook がフラ
ンスにいる消費者向け広告について得た収益は，
フランスが課税することになりますが，「フラ
ンスにいる消費者向け広告」というものを，ど
のように特定するかは分かりません。インター
ネットとこれを利用する Facebook は，ボーダ
レスです。もちろん，（ほぼ）フランスの領土
だけで表示される広告を作ることはできますが，
広告主にとって，そのような広告をする意味が
あるのは，ごく限られた場合であるように思わ
れます。なお，いうまでもなく，フランス語は
国際言語ですから，フランス語で作成された広
告については，すべてフランスが課税する，と
いう話にはなりません。少なくともフランス語
を公用語とする国，たとえばスイスやセネガル
にも，課税権はあるはずです。

このことは，法的定義の問題を越えて，LSR
を課税ベースとすることの有効性を問うことに
つながります。前述のように，DST は，デジ
タル経済を ring-fence するものではなく，LSR
を対象とするものだというわけですが，LSR
という要素は，石油や石炭の採掘のように，む
しろ非デジタルな事業に現れやすいものかもで
あるようにも思われます。デジタル事業は，基
本的にボーダレスであり，LSR が現れにくい
というか，少なくとも補足は難しいのではない
でしょうか。

いずれにしても，DST は天然資源税のよう
な見え方をする租税であり，所得税とは異なる
ものだ，という崔論文の主張があり，だから，
所得税との二重課税問題はなく，条約の対象で
もない，したがって，ちょうど各国が天然資源
税や固定資産税をどうするかを一方的に決めて
いるように，LSR を対象とする DST では，所
得税のような各国の協調は不要であり，一方的

４７ Id．at２２―２４．
４８ Id．at２３．
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措置でよい，というわけです。
しかしながら，他方で，ではそもそも，なぜ

LSR を対象とする DST が創設されようとした
のかというと，それは，現在の所得課税では，
LSR がうまく課税できないからでした。SDP
による Nexus やユーザ参加などを加味した新
たな所得配賦方法は，これを修正しようとする
ものです。DST も，この考え方をさらに進め
たものですから，所得課税の一種としての性質
は強く，固定資産税のような意味での収益課税
ではないと思われます。いうまでもないことで
すが，固定資産税のように資産の価値，LSR
の価値自体を課税対象としているのではなく，
デジタルサービスの収益，先の例では，Face-
book の受け取る広告料が，LSR から創造され
た価値であり，得られた収益とされて，課税の
対象となっているのです。ここには，DST が
所得税に近接したものであることが現れている

と思います。そして，広告収益に対する DST
の課税は，たとえば，もし相続贈与によって得
た財産に所得税も課税すると，所得税と相続税
が二重課税になるという意味で，DST と所得
税とが二重になるように思われます。

なお，OECD 諸国の多数派は，米国とは異
なり，付加価値税（VAT）を国の基幹税とす
る国々です（ただし，米国も地方税としては売
上税が重要です。）。BEPS プロジェクトにおけ
る価値創造の概念は，VAT での付加価値を連
想させます。実際，LSR は消費地すなわち仕
向地で生じるとされており，仕向地に課税権を
配分するという考え方は VAT と同じです。こ
のように考えると，DST を VAT の一種と位
置づけ，前段階控除の対象とする（最終消費者
に転嫁すると考える）可能性もあると思われま
す。
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おわりに

最後に，執行上の問題について，新たな課税
権の執行の問題を含めて，お話ししたいと思い
ます。新たな課税権もこの DST も，実体法の
変化としては，極めて急激なものに見えます。
国際連盟の時代，１９２５年にモデル条約の元にな
るものができたのですが，このころにできた国
際課税の原則が，新しいものを求めて揺らいで
いるわけです。しかし，仮に課税の原則や実体
法を改めるにしても，その執行，特に調査権限
が付いて来ることができるか，新しいものに対
応できるかは，成否を握る問題です。具体的に
は，調査や徴収の相手方をどうするか，特に，
執行管轄権の及ばない外国にいる個人や法人を
どうするかになります。この問題は，OECD
の新たな課税権の文脈では，ユーザの所在のよ
うななんらかの Nexus の修正をするにしても，
SDP を用いるにしても，所得配賦の段階で全
世界所得を対象とするので，現れてくることに
なります。DST でも，先の例では米国の企業
が Facebook（米国の企業と思われる）に支払
った広告料を，フランスが捕捉しなければなら
ないわけです。外国に執行管轄権が及ばないこ
とは，動かないと思われますから，このままで
は，執行は無理です。

OECD が consensus-base を強調している理
由の１つは，このことにあると考えられます。
各国が，新たな Nexus の要素について，自国
で分かるものは，外国の Nexus に関するもの
であっても，調べる必要があるわけです。たと
えば，もしユーザ数を入れるのであれば，プラ
ットフォーマーの所在地国は，各国のユーザ数
を調べて，その国に知らせることになりますし，
最終的には，外国のための強制徴収まで進むこ
とになります。もちろん，現在も情報交換や徴
収共助は行われていますが，例外的な位置づけ
です。新しい課税権を実施する国際協力がどこ
まで可能か，もし実現できれば，実体法の変化
以上の大きな出来事といえるように思います。

同時に，本日の議論全体は，納税義務者とい
う概念を改めて問うものであったように思われ
ます。Cui 教授のいうように，Nexus と所得配
賦とを一括してしまうことは，実態としての事
業主体を課税単位にはしないということです。
そして，同教授が正しく指摘しているように，
米国タイプの全所得主義の国際課税（わが国も
AOA の採用までは全所得主義）では，PE に
帰属しない所得も合算して課税をしていたので
す。たとえ一部の所得が PE に帰属しないとし
ても，最終的には外国にいる本人に帰属するの
だから，課税した方が公平だ，というか，課税
しない理由はない，という考え方が，全所得主
義にはありました。新しい課税権の場合，全世
界所得を対象とする定式分配になりますから，
やり方にもよりますが，ユニタリー・タックス
のように，人格，法人の場合は法人格を越えた
課税ベースについて，納税義務が算定されるこ
ともあり得ます。こうした方向性を延長すると，
結局のところ，ある課税管轄権の領域内におい
て，一定の閾値を超える価値創造があれば，そ
の価値そのものを捕捉し，課税しようというこ
とになります。それが誰の納税義務となるかは，
課税ベースや実体法の問題ではなく，執行の問
題として整理をし，徴収共助や源泉徴収等を含
めて，対応をすることになります。この執行の
過程は，たとえ創造された価値が帰属する納税
義務者が分かっていたとしても，その人に執行
管轄権が及ばないので，徴収共助等を用いるこ
ととなり，同じようなことになると考えられる
わけです。実体法上は納税義務者（課税単位・
課税対象）を特定する必要はない，というこの
考え方は，AI（Artificial Intelligence）やロボ
ットへの課税に応用できるのではないかと思わ
れます。

以上，最後はかなり未来形のお話になりまし
たが，長時間，拙い報告におつきあいいただき
まして，誠にありがとうございました。
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付記
本年（２０１９年）１０月９日に，OECD は，”Sec-

retariat Proposal for a “Unified Approach” un-
der Pillar One”（第１の柱における統合的アプ
ローチに向けた事務局案）と題する Public con-
sultation document（公開意見募集文書）を公
表しました４９。第１の柱における統合的アプ
ローチについては，既に本年５月の作業計画に
おいて，来年（２０２０年）始めまでに合意を得る
ことが記されていました５０。ここでは，今回公
表された統合的アプローチの事務局案を簡単に
紹介します。

事務局案は，最初に，作業計画における提案
から共通点を抽出し，次の点を確認します。す
なわち，高度にデジタル化された事業が遠隔地
で遂行され，かつ／または，利益率が高いこと，
課税権を物理的存在によらずに，ユーザ／マー
ケットのある管轄権に再配置しようとしている
こと，独立当事者間基準を乗り越え，個別主体
原則（the separate entity principle）から乖離
するものであること，税制の簡素と安定および
執行上の予見可能性を求めるものであることで
す５１。事務局案の概要は，以下の通りです。

まず，対象範囲（scope）を，大規模かつ消
費者５２（ユーザを含める。）を相手方とする事
業（large consumer-facing businesses）とする
ことが述べられています。すなわち，消費財を
供給し，または，消費者を相手方とする要素を
持つデジタルサービスを提供することから収益
を得ている事業が，対象事業とされています
（ただし，採取事業などは除かれます）。その

理由は，このような事業は，グローバル化され，
ますますデジタル化されてゆく経済の中で，物
理的存在なしに，消費者の日々の生活の中に自
らを投影し，消費者の層と相互作用し，有意味
な価値を創造するからだとされています。遠隔
地にある消費者との結びつきと相互作用，デー
タの収集とその活用，マーケティングとブラン
ディングといった要素が指摘されています。も
っとも，たとえば金融事業をどうするかなど，
対象範囲を明確化するための議論は，今後の課
題とされています。また，規模の閾値として，
たとえば CbC レポートでの売上高７億５千万
ユーロを使うことが示唆されています。

次に，新たな Nexus ルールを，遠隔地から
の物理的プレゼンスのない消費者／ユーザを相
手方とする活動の増加に対応するために，たと
えば消費者との相互作用や結びつきによって，
大企業による持続的で相当規模の市場国への参
入（involvement）の全てを対象とするものと
します。そして，その最も簡素なものとして，
市場国での収益の額による基準（revenue
threshold）を示しています。また，その収益
にオンラインの広告を含めることも示されてい
ます。重要な点は，この新たな Nexus ルール
を，既存のＰＥルールに上乗せする独立した
（standalone）ルールとし，既存のルールへの
意図しない副作用を防止するとしていることで
す。なお，このルールは，卸売業者や配送業者
を介在させる場合にも適用されるとされていま
す。

興味深いのは，新たな利益配賦の方法です。

４９ Public consultation document Secretariat Proposal for a “Unified Approach” under Pillar One．
http : //www．oecd．org/tax/oecd―invites―public―input―on―the―secretariat―proposal―for―a―unified―approach―un
der―pillar―one．htm
https : //www．oecd．org/tax/beps/public―consultation―document―secretariat―proposal―unified―approach―pillar―
one．pdf

５０ OECD（２０１９），supra note３at４０．
５１ Secretariat Proposal for a “Unified Approach” under Pillar One，supra note４９at４．
５２ 消費者（consumer）とは，事業者を含む概念である顧客（customer）ではなく，個人たる最終消費者，すなわ

ち，事業ではない個人の目的のために財やサービスを消費する者とされています。
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新たな利益配賦の方法が必要な理由は，既存の
方法（OECD モデル条約７条・９条）では，
市場国における機能（function）の遂行，資産
の存在，リスクの負担のいずれもがない場合に
は，利益を配賦することができないことにあり
ます。このような場合に対処するために，
Amount A（後述）と呼ばれる金額に対する新
たな配賦ルールが必要になります。もっとも，
既存の独立当事者間基準とＰＥ概念を越えなけ
ればならないことは，既に Policy Note５３で確
認されているところですが，他方で，独立当事
者間基準は，これまでほとんどの通常の取引に
おいて合理的に作用してきたことも事実です。
このため，新たな配賦方法を市場国における適
切なレベルの事業活動に適用し，既存の移転価
格ルールをそれがうまく作用する範囲で適用す
るという方針が示されました。実際には，次に
述べる Amount B，Amount C として，既存の
ルールを改善したものになっています。このよ
うな方法は，一種に折衷策と考えられます。新
たなルールは，既存の移転価格ルールと共に適
用されることにより，市場国に合意された量の
利益（the agreed quantum of profit）を配賦
するために必要とされます。簡素さ，二重課税
の防止，そして，現行よりも予見可能性を大き
く向上させることが述べられています。また，
既存のルールとの調和が重要であるとされてい
ます。ここでも，市場国に関して新たなルール
の適用が行われることが重要です。

統一的ルールの最も重要な部分が，配賦額を
決める Amount A～Amount C です。Amount
A は，新しい課税権に基づく新しい Nexus へ
の利益配賦の対象となる中心的部分，すなわち，
消費者やユーザの所在国に配賦される部分です。
対象多国籍企業のみなし残余利益（deemed re-
sidual profit）を，売上等の比率に基づく定式
（formula）によって配賦した利益の金額にな

ります。その算定は，まず，多国籍企業の全体
利益の算出から始まります。国際会計基準に基
づく連結財務諸表による利益を用いることが示
されています。その理由は，入手が容易であり，
操作されにくいことにあります。次に，同意が
得られるレベルの利益率に基づいて，通常の事
業活動からの利益を算出します。より簡素な計
算方法によるみなし通常利益（a deemed rou-
tine profit）を用いることもできます。みなし
残余利益は，このように計算された通常利益を
控除して残った利益のことです。最後に，みな
し残余利益を事前に合意された売上高等の割合
を用いて関係各国に配賦することになります。
Amount A は，PE などの物理的存在とは無関
係であり，独立当事者間基準とも無関係です。
なお，事業ラインベースで算定することも考え
られます。また，配賦割合については，今後，
コンセンサスベースで検討されることになりま
す。

これに対して，Amount B と Amount C と
は，新たな課税権に基づくものではなく，独立
当事者間基準の修正です。独立企業原則に基づ
くものであり，新たな Nexus を適用するもの
ではありません。Amount B は，紛争を減らし，
予見可能性を高めるためのものと位置づけられ
ています。内容としては，市場国における活動，
特に販売（distribution）機能に係る利益に関
する紛争が絶えないことから，ベースラインと
なる活動を措定し，固定された数値を用いて計
算された利益（fixed returns）の金額になりま
す。Amount C は，市場国においてベースライ
ンに止まらない機能が営まれる場合に，市場国
が，既存の移転価格ルールに従って，Amount
B を超えて課税権を主張できる金額です。特に
この部分については，拘束力と実効性のある紛
争解決手続きの下におき，二重課税を防止する
ことが明記されています。このように，

５３ Policy Note，supra note２８．
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Amount B と Amount C は，セットとして作
用し，従来の移転価格税制で配分されてきたも
のを，ベースラインとなる固定利益とそれを超
える部分に切り分け，後者について二重課税防
止を強化したものとなります。なお，Amount
B における固定利益と Amount A におけるみ

なし通常利益との関係が気になるところですが，
明らかではありません。

この公開意見募集文書は，検討中の問題とし
て，ビジネスモデルによる扱いの区別，種々の
定義や市場国への配賦量，二重課税防止などが
あるとしています。
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Figure 2.1. Characteristics of stylised digitalised business models 

 

Source: OECD own research; based on Hagiu and Wright (2015a, 2015b). 
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Figure 2.2. The value chain 

 

Source: Porter, 1985 
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Figure 2.3. The value network  

 

Source: Stabell and Fjedstad, 1998 
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Figure 2.4. The value shop 

 

Source: Stabell and Fjedstad, 1998 
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Annex Figure 2.A.1. Schematic of a general reseller business model 
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Annex Figure 2.A.3. Schematic of a ride for hire business model 
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Annex Figure 2.A.5. Schematic of a cloud computing business model 
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討論会 ９月２７日�・午後

税制改革を巡る現状と課題

●参加者（五十音順）

総務省大臣官房審議官 稲岡 伸哉
大阪経済大学経済学部准教授 漆 さき

財務省大臣官房審議官 小野平八郎
甲南大学経済学部准教授 林 亮輔

司会 関西大学経済学部教授 林 宏昭

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編２３頁～４７頁及び７４頁～１００頁」に掲載されています。
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はじめに

（林宏昭） 関西大学の林と申します。２時間
という限られた時間ですけれども，有意義な討
論会にしたいと思います。今日の進め方につい
て少しお話をさせていただきたいと思います。
先ほどご紹介いただきましたように，財務省と
総務省とそれぞれ審議官の方にご参加いただい
ております。前半は財務省の小野審議官の方か
ら「財政・税制の現状と課題」ということで，
主に国税を中心にお話をしていただきます。そ
れを受けて，漆先生，林先生という研究者の方
からご意見，ご質問を頂き，それから，もう一
度リプライをしていただくということで進めて
まいります。後半は総務省の稲岡審議官の方か
ら地方税・地方財政を中心にお話を頂いて，ま
た，それにお二人の研究者からご意見，ご質問
を頂きます。それに対してまたお答えいただく
という流れで進めてまいります。

先ほど副会長のお話もありましたけれども，
あと何日かで，消費税が上がるというタイミン
グで本日の討論会を実施することになりました。
今後のことはわかりません。政治家というか，
政治の世界では引上げはこれで終わりという話
もありますし，テレビ等では混乱が生じている
と報道されております。われわれからすると，
そこを混乱と取り上げなくてもという部分もな
くはないですけれども，少なくとも注目が集ま
っていることは確かです。

一方で，国内的にも人口の減少，高齢化が進
み，年金問題も注目されています。学生たちに
「年金のことを心配しているか」と言っても，
正確にはわかってはいないのですけれど，心配
はしているのですね。「何に一番関心がある」
と言ったら，「年金がもらえるか」。４０年先のこ
とを今からそんなに深く考えるかとは思うので
すけれども，ただ，結局は，きちんとした財源
の対策ができているかということを，今の二十
歳の人たちに示せるかどうかだと思っています。

先ほど会長のお話にもありましたけれども，
公的債務は１，０００兆円を超えています。ややも
すると，学生たちに「１，０００兆円の借金を皆さ
んが返済して」という話が出るのですが，でも，
今の子からしてみたら，自分たちが知らない間
に生まれる前からたまってきた話ではあるわけ
です。だから，関係ないとも言えませんし，か
といって，今，二十歳の人たちに「これから社
会に出たら何とか返していけよ」で済む話でも
ないと思います。

その中で税金を今後どうしていくのかを考え
なければなりません。国内の話だけではなくて，
国際的にもいろいろな難しいことが出てくると
思いますし，予想もしなかったような大きな変
動，或いは自然の災害というふうなこともある
かもしれません。その中できちんとどういった
税制を確立して，行政なり，地方自治体なりと
いうところがどんな仕事をして，信頼してもら
うのかというのはこれから非常に大きな話だと
思っております。

今日は先ほど申し上げましたように租税研究
協会の討論会で，「税制改革を巡る現状と課
題」ということで，主に税制に絞ったお話にな
ろうかと思います。とはいえ，税金というのは，
先に税金を集めてそれからどう使いましょうか
という話ではなくて，これだけの財源が公的に
必要だから必要となる税金です。そういう意味
で言うと，社会保障も含めてどんなことをして
いくのかというのが非常に重要な話だと思いま
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すので，もしかしたらそのあたりまで話が広が
るかもしれません。時間にも限りがありますの
で，どこまで深掘りができるかということは今
後の展開次第ではありますが。

では，早速ですけれども，財務省の小野審議
官の方から「財政・税制の現状と課題」，とい
うことでお話を頂きたいと思います。では，小
野審議官，どうぞよろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．今後の税制について

（小野） 小野でございます。よろしくお願い
いたします。それでは，お手元の資料を開いて
いただいて，全体で３０分弱，ちょっと資料が大
部なものですから，はしょりながらご説明をさ
せていただきます。

〔一般会計における歳出・歳入の状況〕
まず税制の大前提ということで，林先生から

もお話がありました財政状況についての資料を
何枚かお付けしております。最初のページはい
ろいろなところで使っている資料でありまして，
国の一般会計の歳出と歳入，税収の方を折れ線
グラフで示し，下に公債の発行額を並べている
ものです。俗に昔はワニの口というような呼び
方をしておりまして，その口がどんどん広がっ
ていって閉まらないという状況を示していたわ
けですけれども，この絵を見ていただきますと，
最近この歳出と税収が，まだ相当乖離はありま
すけれども，近づきつつあるというトレンドに
あるということが見て取れるかと思います。

税収を見ていただきますと，今年の予算上の
税収ですけれども，６２．５兆円ということです。
左に目を移していただきますと，過去最高が
６０．１兆円というのがあります。これは平成２年
度なのですけれども，これを３０年ぶりに今年は
抜くのではないかということになっております。
他方で，歳出の方です。最近抑制気味ではあり
ますが，数字を見ていただきますと，消費税対

策の臨時特別措置を加えると１００兆円を超える
ような歳出になってきているという状況です。

〔債務残高の国際比較（対GDP比）〕
他方，今のフローの話ですが，ストックで債

務残高がどれだけあるかというのが２ページ目
でありまして，ご覧いただいておわかりのよう
に，諸外国と比べると突出して高い債務残高と
いうことです。あのひどいと言われたギリシャ
よりも相当上回って日本が首位にあるというこ
とです。最近の税収好調ということもあります
ので，最近は増え方のトレンドは減っておりま
すけれども，水準としては圧倒的に高いという
ことです。

〔国・地方の税収の推移〕
おめくりいただきますと，税収の推移をもう

少し短いスパンで並べたものです。棒グラフの
下の部分が国税で，上の部分が地方税というこ
となのですけれども，よく総理が国会などで
「この政権になってから税収が２８兆円伸びまし
た」というようなことをおっしゃいます。２８兆
というのは，そこの矢印の間に書いてあります
けれども，平成２４年度から比較して，国と地方
を併せて２８兆円税収が増えているということで
す。ただ，これは根っこから２８兆円が増えてい
るというよりは，左側を見ていただきますと，
平成１９年度には国・地方を合わせて９２兆円税収
があったわけです。これがリーマンショックの
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影響でどーんと落ち込んでおりまして，その落
ち込み分が大体２８兆円の半分ぐらいということ
ですので，２８兆円増えたと言っても，結局，
リーマン前からのリバウンドということを考え
ると，おおむねその半分１４兆円ぐらいかという
ことです。

消費税率の引上げというものが５％から８％，
それから，まさに来週からの８％から１０％とい
うことがありまして，これを一番右側の棒グラ
フの一番上の棒を見ていただきますと，これが
約１０兆円あるということですので，２８兆円増え
たとは言っても，リバウンド分でおおむね半分
１４兆円で，さらに１４兆円のうち消費税率の引上
げ分が１０兆円と考えると，純粋に経済の好転に
よって伸びてきた分というのはせいぜい４兆円
かそこらということも言えるということです。

上の方に国・地方の歳出ということで折れ線
グラフで示しておりますが，この間に歳出の方
は，主に社会保障ですけれども，ずっと伸びて
きておりまして，これも平成１９年度と比べると
２２兆円増えているということですので，税収も
増えていますけれども，歳出も増えている。棒
グラフの下に国・地方のプライマリーバランス
PB の推移ということを書いておりますけれど
も，これは平成１９年度で▲６．５兆円だったもの
が令和元年度▲１５．１兆円ということで，プライ
マリーバランスは悪化しておりまして，決して
楽観できる財政状況ではないということです。

〔日本銀行の質的・量的緩和〕
それと軌を一にしてということなのですが，
資料④に，これもご案内の日銀の質的・量的緩
和の影響ということで付けております。日銀の
保有国債，それから，保有している ETF の量
が，２０１３年以来，格段に増えているということ
です。これを国際的に比べると，いかに日銀の
資産というのが突出して大きなものになってい
るかというところが見て取れるかと思います。

〔平成２（１９９０）年度と令和元（２０１９）年度に
おける国の一般会計歳入・歳出の比較〕
もう１枚おめくりいただきますと，これは歳

出の３０年ほど前の平成２年と現在の比較です。
税収は先ほど申し上げたようにおおむね６０兆円
前後ということで，税収はおおむね３０年前と同
じなのですけれども，歳出をご覧いただければ
と思います。社会保障が平成２年には１１．６兆円
ということでしたけれども，現在は３４兆円とい
うことで，３倍に増えております。

他方で，社会保障以外の歳出，公共事業，文
教，防衛等々ですけれども，ご覧いただきます
ように，全部合わせてもプラス１兆円にも満た
ないということでありまして，おおむねこの３０
年間の歳出の増加は社会保障の増加によってい
るということで，税収がほぼ変わらないという
ことを考えますと，その分借金が増えていると
いう構造が見て取れるかと思います。

〔受益と負担のバランス〕
資料⑥は，この財政状況を国際比較したもの

で，OECD 諸国を並べていますけれども，日
本の社会保障支出を GDP 比で見ますと，この
３０カ国の中では真ん中よりちょっと上というと
ころにあるということです。社会保障以外の支
出は，人件費なども含むわけですけれども，こ
れは最下位から２番目という数字になっており
ます。右側の租税収入というのも下から３番目
ということですので，明らかに社会保障の世界
で言うと中福祉で，負担の方は低負担で，負担
と受益が見合っていないということで借金が積
み重なっているということです。

〔主な国の高齢化率〕
これだけ社会保障が急激に伸びてきていると

いう理由がありますけれども，高齢化のスピー
ドが諸外国に比べても異例に速いということで
ありまして，高齢化率は２０１９年は２８．６％という
ことですが，これがどんどん伸び続けまして，
あと半世紀近くはこのトレンドが続くというこ
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とです。２０６５年に高齢化率がピークになるとい
うことです。

〔「中長期の経済財政に関する試算」（中長期試
算：２０１９年７月）の概要（１）〕
こうした財政の状況を政府として中長期試算

という形でお示ししておりますけれども，その
資料が資料⑧，⑨です。資料⑧をご覧いただき
ますと，今後数年間にわたっての GDP の成長
率，或いは金利等について見通しを出している
わけですけれども，上の丸が成長実現ケースと
いうことで，名目３％成長していくという前提
に立っています。下の丸の方がベースライン
ケースということで，より慎重な見方をしてい
るということです。

〔「中長期の経済財政に関する試算」（中長期試
算：２０１９年７月）の概要（２）〕
こういう経済前提で何が起こるかということ

で，左側が国・地方のプライマリーバランスで
す。政府としてはこのプライマリーバランスを
黒字化するということを目標にしております。
この図ですと，２０２５年度，２０２６年度あたりに成
長実現ケースというものであればほぼ均衡する
ということなのですけれども，慎重な前提に立
つとまだ全く足りないということです。政府と
しての目標は２０２５年度ですので，慎重ケースで
行きますと，この時点で，丸で囲っております
けれども，１．２％の赤字が残るということです
ので，このギャップを歳出・歳入いずれかで埋
めなければならないということです。

他方，真ん中は，国・地方の公債残高の
GDP 比ということです。この図をご覧いただ
きますと，下がっていく姿になっております。
成長実現ケースの場合ですと急激に下がる。
ベースラインケースの場合でも下がっていくよ
うに見えるということなのですけれども，実は
これは２０２８年度までしか数字が入っていないと
いうところがわかりにくいところです。

〔「中長期の経済財政に関する試算」（中長期試
算：２０１９年７月）の概要（１）〕
ちょっと戻って，資料⑧の右側の名目成長率

と長期金利のところをご覧いただきますと，丸
で２つ囲っております。２８年度をご覧いただき
ますと，この慎重ケースですと，名目成長率が
１．２％，名目長期金利が１．７％という前提に立っ
ておりまして，この時点で金利が成長率を上回
っております。この後，こういうトレンドにな
るということになると，資料⑨の債務残高が下
がっていくというグラフは２８年度以降は反転し
て上がっていくということが見込まれているの
です。この絵ではその部分は見えていないとい
うところに注意が必要ではないかと考えており
ます。
資料⑩はちょっと飛ばさせていただきます。

〔将来の社会保障給付の見通し〕
社会保障がこれまで高齢化等で増えてきたと

いうことなのですけれども，資料⑪に今後の社
会保障給付の見通しの数字を付けております。
２０４０年には１８８兆～１９０兆円程度ということにな
りまして，年金は成長率並みということですけ
れども，医療・介護は成長率を超えて伸び続け
るだろうという予測になっております。上の方
にかっこで＋２．１～２．２％，公費負担＋１．１～
１．２％と書いてありますけれども，つまり，
２０４０年度までの間には GDP 比で公費負担が
１．１～１．２％程度伸びていくだろうという予測で
す。

先ほど見ていただきました中長期試算，２０２５
年度に慎重なケースでプライマリーバランスの
赤字が GDP 比１．２％でした。これに将来伸び
ていくという１．１％ないし１．２％というのを足し
てみますと，合計で GDP 比２．３～２．４％程度の
収支改善が必要であるということが機械的計算
で出てきます。GDP 比２．３～２．４％というのは
消費税率にすると４．６～４．８％ということになり
ますので，これは１０％に上げて以降の話ですの
で，計算上もさらに消費税率は５％近い引上げ

― 235 ―



をしないと計算上合ってこないということにな
っております。

しかも今は軽減税率というのが入っておりま
すし，今回８％から１０％に上げるときは，上げ
た分の半分を教育無償化等々という新しい歳出
に充てておりますので，そういうことを考える
と，仮に増税の半分をお返しするというような
ことをやり続けると，消費税率を倍上げないと
勘定が合わないということになりますので，さ
らに９％，１０％というような，これはもちろん
税だけでやっていったときという仮の計算では
ありますけれども，予測できる事柄だけでもそ
のぐらいお金が必要になっていくということで
す。

〔租税原則〕
というのが財政の前提でありまして，それを

前提にして若干税の話で，ここに租税原則とい
うのを掲げております。いろいろな原則があり
ますけれども，よく言われる公平・中立・簡素
ということなのですけれども，やはりこういう
財政状況を考えると，十分性，やはり必要な財
政需要を賄うのに十分な租税というものが必要
だろうという原則が重要なのではないかという
ことを強調しておきたいと思います。

〔主な経済指標の推移〕
資料⑬に主に最近の経済指標を付けておりま

す。最近経済が好転しているということです。

〔国民負担率（対国民所得比）の内訳の国際比
較〕
時間の関係でちょっと飛ばさせていただいて，
資料⑮をご覧いただければと思います。税の話
なのですけれども，ここに国民負担率の国際比
較を付けておりまして，これは社会保障負担と
租税負担で，租税負担はそれぞれ中身別に内訳
を示しております。よく言われることで，皆さ
んご案内だと思いますけれども，まず消費課税
については特にヨーロッパ諸国は非常に高い水

準ですので，日本はまだこれらの国に比べると
相当低い水準にあるということがおわかりにな
ると思います。

それから，一番下の個人所得課税も，諸外国
を見ていただきますとおおむね日本よりかなり
高い水準になっておりまして，日本の個人所得
課税の水準というのも消費税と同様に低い水準
にあるということを念頭に置いていただきなが
ら，若干所得税と消費税の資料をご説明いたし
ます。

〔個人所得課税の実効税率の国際比較（夫婦子
２人（片働き）の給与所得者）〕
資料⑯が個人所得課税です。これは住民税も

含めたものですけれども，実効税率の国際比較
です。これは横軸が給与収入です。これはちょ
っとスケールが見にくいのですけれども，日本
のグラフは諸外国の中で真ん中ぐらいのところ
に見えますけれども，上が３，０００万円ですけれ
ども，これを４，０００万円，５，０００万円まで持って
行くと，日本のグラフがどんと伸びて，これが
上位になります。なぜかというと，最高税率が，
日本はこの国の中では一番高いということによ
るという理由になります。

それから，１，０００万円以下のところを見てい
ただきますと，この１，０００万円以下のところは
非常に低い水準になっておりまして，所得の低
い層では実効税率は低いということになってお
りまして，ボリューム的には，人口的には
１，０００万円以下のところにほとんどの方がいら
っしゃいますので，ここのところの税負担水準
が低いということが全体の所得税の負担のボリ
ュームが低い，比率が低いということにつなが
っているということが言えるかと思います。

〔申告納税者の所得税負担率〕
これは申告所得を横軸に非常に高い方まで並

べて，実質的な負担率というものを並べた表で
ありまして，ご覧いただいてわかるように，１
億円を境に負担率が減っていっているというこ
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とが見て取れると思います。この理由は，当然
累進税率ですので，上に行くほど負担率は高い
はずなのですけれども，所得の大きい方という
のは金融所得の割合が多いということで，金融
所得は分離課税ということで，現在一律２０％と
いうことになっております。従って，この一定
のところで負担率が下がっていくという姿にな
るわけです。２本グラフがありますけれども，
平成２５年にこの税率を１０％から２０％に引き上げ
ておりますので，この傾きが少し緩くなってい
るということですけれども，この辺もどうして
いくかということが所得税の１つの課題であろ
うかと思います。

〔ジニ係数の変化とその要因（所得再分配調
査）〕
資料⑱にジニ係数の数字を幾つか付けており

ます。これを付けている趣旨は，所得税の議論
をするときに，最高税率を上げればいい，或い
は金持ちから取ればいいという議論がよく出て
きます。その中で日本の中でも格差が広がって
いるからということなのです。ジニ係数が確か
に増えてきているということなのですけれども，
ある意味この分析でいいますと，先ほど見てい
ただいたように，高齢化率が増えてきているこ
とによって自然にそうなっています。

当然高齢の方ですと，高い収入がある方とい
うのは極めてわずかですので，ジニ係数が高く
なるのが当然の部分がありますので，この辺の
影響が非常に大きいということを念頭に置いた
議論をする必要があるのではないかということ
で，資料を幾つか付けております。お時間の関
係でちょっと飛ばさせていただきます。

〔消費税の特徴〕
次に消費税ということで，消費税の特徴とい

うことで幾つか付けております。白丸，黒丸が
ありまして，黒丸が消費税のデメリット，白丸
がどちらかというとメリットということです。
下のデメリットから申し上げますと，日々の消

費にまつわる税なので，痛税感，お買い物をす
るたびに税金を取られているという負担感を感
じやすいということです。さらに高所得者ほど
多くの消費をし，消費税を負担しますけれども，
所得に対する負担率は減っていくという，いわ
ゆる逆進性の問題があるということが言われて
おります。

他方で，勤労意欲や貯蓄投資に対する中立性
ということが言われますし，それから，資産を
たくさんお持ちなのだけれども，所得はないと
いうような方についても公平な負担を求めるこ
とができるというようなメリットがあるという
ことです。さらに国境税調整がなされるという
ことですとか，下から４つ目，少子高齢化が進
む中で所得税，法人税だけではなかなか負担に
限界があるということで，多くの方に負担いた
だく消費税というものが世代間の公平にも寄与
できるのではないかという議論もあるというこ
とです。

〔社会保障給付費の増に伴う公費負担の増〕
先ほどもちょっと似たようなのが出てきまし

たけれども，社会保障給付費が増えていくとい
うことです。特に公費の負担割合が増えていき
まして，右側の財源を見ていただきますと，
税・財源を充てても足りない部分は国債で将来
世代に負担を先送りしているということです。
従って，税・財源の部分，消費税を社会保障に
充てるという制度改正を行いましたけれども，
消費税を充てるということによって社会保障の
財源を賄っていこうということです。

〔個人消費水準（実質）の推移（四半期）〕
ということで，資料㉗，㉘がまさに来週火曜

日に迫りました１０％引上げに関連する資料です
けれども，この資料㉗のグラフ個人消費の推移
ですが，２０１４年のところでどんと落ちておりま
す。これは４月に５％から８％に税率が引き上
がったときですけれども，このときは駆け込み
需要で上に上がって，反動減で下がっていると
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いうことで，非常に経済にマイナスのインパク
トが大きかったということです。

〔「消費税率引上げに伴う対応」の概要〕
今回はその反省に立って，いろいろな措置を

取っているということです。下の箱に数字が幾
つか入っておりますけれども，消費税率の引上
げの影響ということで，今回２％の引上げで，
おおむね１％当たり２．８兆円ぐらいの増収にな
りますので，２％で５．７兆円の増税になります。
他方で，食料品については軽減税率ということ
で，今回８％に据え置きになりますので，それ
で１．１兆円程度は減収が立つということです。
ただ，その減収を埋めるためにたばこ税なり，
所得税の見直しなどによる財源を充てておりま
すので，それが０．６兆円程度です。差し引きトー
タルの国民の皆さまへの負担増は５．２兆円程度
と計算されます。

さらに今回引上げした分について幼児教育の
無償化，或いは社会保障の充実ということで，
合計３．２兆円程度，これは歳出の方を増やすと
いうことになっておりますので，５．２兆円と差
し引きで，経済への恒久的な影響は年間２兆円
程度だろうということでありまして，実質的な
増収は２兆円ということで，２％上げるのです
が，２兆円というのは消費税率にすると０．７％
分ぐらいなのですけれども，この程度の引上げ
であるということです。

景気に対する影響を抑制するためにいろいろ
な対策を打っておりますというのが一番下の箱
でありまして，臨時特別の予算措置ということ
で，話題になっていますポイント還元ですとか，
プレミアム付き商品券，さらには防災・減災と
いう公共事業の追加といったようなものもろも
ろ，それから，税制上では住宅ローン減税を拡
充したり，自動車の税負担を軽くしたりといっ
たようなことをやっておりまして，合計２．３兆
円程度の歳出措置，これは一時的なものも含む
ということなのですけれども，これで２兆円の
穴を埋めていこうというのが政府の政策の大枠

です。

〔軽減税率制度の対象品目〕
来週から引上げと同時に導入される軽減税率

についての資料を付けております。ご案内のよ
うに，お酒と外食を除く飲食料品，それから，
定期購読契約がなされた新聞を対象に８％に据
え置くという新しい制度が入るということです。

〔消費税（付加価値税）率の引上げ前後の物価・
経済の動き（日・独・英の比較）〕
諸外国で消費税を引き上げたときの物価・経

済の動きという資料を付けております。日本を
ご覧いただきますと，これは前回の５％から
８％へのところなのですが，物価はとにかく引
上げと同時にどかんと上がります。消費はどん
と落ちるということです。従って，GDP もそ
れに影響されて，引上げからかなり落ちるとい
うのが見て取れるのですが，同じように３％程
度引上げを行ったドイツ，イギリスはご覧いた
だきますと，この辺のラインが非常にスムーズ
に動いているというのがおわかりになるかと思
います。この辺は商慣行ですとか，日本の場合
は引上げと同時に値上げを行うといったような
ところが多いということが影響しているのでは
ないかということで，資料㉛をご覧いただきた
いと思います。

〔「消費税の引上げに伴う価格設定について（ガ
イドライン）」の概要〕
今回は価格設定についてのガイドラインとい

うものを政府として去年出しております。後で
ご覧いただければいいのですけれども，ここで
は，引上げの前であっても，合理的な理由があ
れば，値上げをすることは当然のことながら構
わないですし，引上げの後にセールを行うとい
うこと自体も規制されているものではないとい
うことです。「消費税をお戻しする」というよ
うな名前でセールを行うことはやめてください
ということは従前から申し上げていますけれど
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も，そうではない形のセールであれば自由です
よということを申し上げながらやってきている
ということで，いろいろな要因があろうかと思
いますけれども，少なくとも現時点で駆け込み
需要というものは，前回の５％から８％へのと
きに比べると相当程度抑え込まれているのでは
ないかと見られております。

〔EU加盟国における付加価値税率（標準税
率）の引上げ回数〕
EU 加盟国はおおむねどの国でも VAT，付

加価値税というのは入っていますけれども，こ
れまで引上げを何回やったかというのを集計し
てみて，それを何％ずつやったかというのを並
べてみた表です。日本は今回２％なので，こう
いう数字なのですが，ご覧いただきますと，
０％超～１％以下というのが４２回ということで，
非常に小刻みに上げているという国が多いとい
うことです。

〔経済財政運営と改革の基本方針２０１８（平成３０
年６月１５日閣議決定）（抄）〕
その他，消費税に関する資料を付けておりま

すけれども，お時間の関係で省略させていただ
きまして，資料36をご覧いただきたいと思いま
す。消費税は取りあえず１０％ということで，こ
れから先のことについてはまだ全く議論はして
いないわけですけれども，今年のいわゆる骨太
の方針というところで社会保障について改革を
していこうということで，骨太の方針２０２０にお
いて，給付と負担の在り方を含め，社会保障の
総合的かつ重点的に取り組むべき政策を取りま
とめることになっているということをご紹介し
ておきます。

〔今後の課題〕
この政権になってから，２５年度以降の税制改

正の流れ，それから，今後の課題ということを
まとめておりますので，ご覧いただければと思
います。

〔「経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の
税制のあり方」（令和元年９月）の概要①②〕
最後にこの本体の資料とは別に２枚の紙で，

政府税制調査会「経済社会の構造変化を踏まえ
た令和時代の税制のあり方」の概要というもの
をお配りしております。これはまさに昨日政府
税制調査会の方でまとめた答申というものであ
りまして，この６年間の税制の動きと今後の課
題についてまとめたものです。政府税制調査会
のホームページに全文が載っておりますので，
ご興味のある方はぜひご覧いただきたいと思い
ます。

若干ポイントだけご説明しますと，経済社会
の構造変化が１～５がありますけれども，さま
ざまな構造変化に対応して税制をどうしていく
かということですけれども，１番目で人口減
少・少子高齢化への対応ということがあります。
もっぱら勤労世代の所得に負担増を求めていく
ことはおのずと限界がある。グローバル化が進
む中，企業負担については国際競争力への影響
も考慮する必要があるということで，所得税，
法人税でいわば大きな税収を賄っていくという
ことはなかなか難しいだろうということです。
一方，消費税は国民が幅広く負担，先ほど消費
税の特徴を幾つか申し上げましたけれども，こ
ういう特徴があるので，今回１０％に引き上げま
すが，人口減少・少子高齢化とグローバル化が
進む中，消費税の役割が一層重要になっている
というのがこの答申のメッセージです。

それから，２番目の働き方やライフコースの
多様化等への対応ということで，ここは主に所
得税の話です。諸控除の見直しということで，
ここ数年来，基礎控除をはじめとしていろいろ
な控除の見直しをやってきておりますが，これ
を引き続きやっていくということです。さらに

（２）のところですけれども，これから高齢化が
進んで，老後の生活が長くなるという中で，ご
自身で貯蓄なりをして老後に備えていただくと
いうための企業年金，或いは個人年金，こうい
うものに関する税制についてどんな働き方をし
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てもなるべく公平なものにしていこうという形
での見直しを行っていこうというメッセージで
す。

次のページをご覧いただきますと，２番目の
（３）というところが資産税の話です。資産税に
ついては，老々相続というものが増えている中，
相続税と贈与税の一体化といったようなことを
進めていこうというようなメッセージを出して
いるということです。

その他各税目について記載しておりますけれ
ども，３の（３）のところをご覧いただきますと，
経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題への
対応ということで，いわゆる GAFA と言われ
るような IT 企業，多国籍企業に対してどのよ
うに課税をしていくかということを国際的な議
論を行っておりまして，２０２０年までに国際合意
をするという方針が示されております。これを
受けて，日本国内でも必要な対応を行っていく
必要があるということも大きな課題の１つであ
るということです。

以上が答申のご紹介です。今後のいろいろな
税制の課題ということについても答申の中に書
き込まれておりますので，ぜひご覧いただけた
らと思います。お時間の関係で駆け足で申し訳
ありませんでしたけれども，私からは以上でご
ざいます。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．今後の税制への質問・意見

（林宏昭） どうもありがとうございます。お
時間への配慮もどうもありがとうございました。
続けて，研究者の方からのご質問ということで，
まず漆先生の方からお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（漆） 今，主に財政についてのお話を伺った
ところですが，私の専門は租税法なので，財政
状況を受けて出てきた税法の改正案について伺
います。もしかしたら少しテクニカルで，わか

りにくいところがあるかと思いますが，ご説明
にはなかった具体的な税制改正案として出てい
るものとして資料41以降の部分があります。私
の質問は主にここの部分についてになります。

〔連結納税制度〕
まず，連結納税制度の全体について，かなり

大きな観点で質問させていただきます。日本の
連結納税制度は，平成１４年税制改正の導入時に
は，その意義について「企業グループの実態に
応じてグループ全体を１つの課税単位とするこ
とでその実態に即した適正な課税が実現され
る」と説明されていました。そして，その結果
として「企業の組織再編成を促進し，わが国企
業の国際競争力の維持・強化と経済の構造改革
に資することになるものと考えられる」と位置
付けられていました。こういう考え方に立った
制度の導入だったので，連結納税制度はいわゆ
る損益振替型ではなくて，連結納税型であるべ
きだという結論になっていたと思います。

損益振替型は企業集団の一体性に着目したも
のではないからというのがこの理由ですが，今
回の改正では事務負担の軽減という目的のため
に個別申告方式への変更が提案されています。
このことは，研究者によって，「経済的一体性
のあるグループそれ自体に課税をするという発
想を放棄して，一体であるのだから，法人格の
壁を越えて損益通算を認めても構わないのでは
ないかという発想に転換したのではないか」と
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か，「企業グループの一体性を重視して，連結
グループを１つの納税単位と捉える従来の考え
方を改めて，連結税制の核心的な要素は損益通
算であるという考え方の下に個別申告方式を採
用したのではないか」というように分析されて
います。

今回の改正はいわゆる損益振替型への転換と
捉えることができると思うのですけれども，こ
れは導入当初とは制度の意義とか，趣旨の考え
方にも変化が生じたと考えていいのでしょうか
というのが１つ目の質問です。

〔連結納税制度の事務負担の軽減〕
次に連結納税制度の趣旨である事務負担の軽

減についてです。資料42企業の事務負担の軽減
を図ることで同様の経営を行っている企業グ
ループ間での課税の中立性・公平性を確保する
ことの必要というのが述べられています。これ
は事務処理能力の多寡によって組織再編税制を
選択できる企業と選択できない企業が出てきて
しまうことが問題であるというような意味だと
理解しています。

同じスライドで組織再編税制との整合性とい
うのが言われています。皆さんご存じかと思い
ますが，適格組織再編税制ではある法人と別の
法人の間で資産が帳簿価額で移転して，それに
伴って含み損も法人間で動くということがあり
ます。適格合併だったら欠損金額が法人間で移
動することもあります。法人格の壁を越えた欠
損金の利用という意味で組織再編税制と連結納
税は似たような機能を持ち得るかと思います。

この事務負担の軽減による中立性・公平性の
実現と，組織再編税制との整合性を取るという
のを両方併せて考えると，今後の方向性として
は，法人の事務処理能力等に縛られないように，
法人格の壁を越えて損失を利用できる場面を組
織再編税制と連結納税制度のどっちを使っても
同じような結果になるような足並みをそろえて
整理していくという方向性で今後行くのかどう
かというのが２番目の質問です。

〔損失の利用制限〕
３つ目は，損失の利用制限についてなのです

が，今回の改正では個別申告方式を採用して，
欠損金等を利用した租税回避防止措置を講ずる
ということで，会社間でのやりとりや事務を減
らすことができて，使いやすくなる面はもちろ
んあると思います。特に個別申告方式になるこ
とで，連結納税を開始するときに加入時の時価
評価が原則不要になるということ，それから，
組織再編税制との整合性の観点から，支配関係
が５年以内であっても，共同事業性があれば欠
損金や含む損益の持ち込みが可能となる見直し
というのは企業にとってはうれしいものかと思
います。

時価評価とか，欠損金の扱いについて組織再
編税制との整合性を踏まえつつ検討ということ
なのですが，この点について，財務省の第３回
連結納税制度に関する専門家会合というものの
説明資料を参照させていただくと，具体的には
支配関係が５年以内であって，かつ共同事業性
がない場合には含み損の利用制限や欠損金の一
部を切り捨てるというような検討が書かれてい
ます。現行制度のままだったら単体納税と連結
納税は全然違う制度だから，欠損金の持ち込み
要件は満たさないならば，全部切り捨てて使え
ないということになるのはわかるのですが，し
かし，今回の改正提案のように，個別申告方式
にするなら，別に切り捨てる必要は必ずしもな
いのではないでしょうか。個別法人の中だけで
所得との繰越通算を認めてもいいのではないか，
その辺はどうでしょうというのが３つ目の質問
です。

〔国際課税〕
それから，資料43の国際課税についてです。

最後にデジタル経済についての話も少し伺いま
したけれども，デジタル経済については日本だ
けでどうこうという話ではないので，国際的な
ものが決まらないと，日本の国内法に反映とい
うのも難しいかなと思います。一方，金融口座
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情報の自動的交換は始まっていますし，進めて
いくのがもちろん望ましいと思うのですが，自
動情報交換だとものすごくたくさんの情報が年
に１回どんと来るということだと思います。

こういうふうに大量のデータを取得したとき
に，現状で国税庁ではどのように分析・活用し
ていらっしゃるかということと，データマイニ
ング等，さらに活用できるような仕組みづくり
のようなものを中で進めていく動きがあるのか
ということを伺いたいと思います。

財政のお話を伺ったのに，租税法の話ばかり
聞いてしまってすみません。
―――――――――――――――――――――
（林宏昭）ありがとうございます。法人税関係，
それから，国際課税の中で特にデジタル課税と
いうことでの質問がありました。また後ほどご
発言いただきたいと思います。

では，続いて，林亮輔先生から質問等をお願
いします。
―――――――――――――――――――――
（林亮輔） 甲南大学の林です。税制の現状に
ついて詳細にご説明いただき，ありがとうござ
いました。先ほどご説明の中に租税原則の十分
性というお話がありましたように，税の主要な
目的は政府が行う活動に対して財源を調達する
ということでありますが，今日の租税政策では，
課税が持つ効果というものを利用して資源配分，
所得再分配，経済安定化といった財政の機能を
果たすことが重要視されています。

今回消費税に関して詳細に説明をしていただ
きましたように，１０月から消費税率が引き上げ
られることから消費税に注目が集まっています
が，私からは所得再分配という観点，そして，
税収調達という観点から所得税に関しての質問
と，経済活力の強化という観点から法人税に関
する質問をさせていただきます。

〔所得税と所得再分配について〕
まず第１の質問は所得税と所得再分配につい

てです。資料⑱にジニ係数が示されています。

世帯単位でみた当初所得ベースのジニ係数が近
年上昇している背景には，高齢化の要因が非常
に大きいということでしたが，近年わが国では
政策目標としての公正な社会の構築に対する関
心が高まっており，所得再分配のあり方をどう
考えていくかが今後必要になってくると思って
います。所得再分配の主役は社会保障でありま
すが，税も分配状態を適正なものに変更する手
段として利用されています。所得再分配という
面において重要な役割を果たしている所得税で
すが，近年，課税最低限の引き上げ，税率の引
き下げ，ブラケット幅の拡大といった累次の累
進緩和によって，所得再分配機能が弱まってい
るのではないかという指摘がなされているとこ
ろです。

そこで，所得税改革の方向性について質問さ
せていただきます。先ほど資料⑯のところでも
説明していただきましたように，わが国の所得
税の特徴として，全体の納税者のうち１０％以下
の低税率が適用される者の割合が，アメリカ，
イギリス，フランスに比べて非常に高いという
点があげられます。このような状況の中で所得
税の再分配効果を高めていくに当たって，最高
税率をさらに引き上げていく，あるいは低税率
適用のブラケット幅を縮小していくという選択
肢があるかと思いますが，この点についてどの
ようなお考えを持たれているのかお伺いしたい
と思います。
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〔所得税の税収調達機能について〕
第２の質問は，所得税の税収調達機能につい

てです。累次の減税によって，所得税の税収は
ピーク時に比べて非常に大きく落ち込んでいる
ということが言われています。現在，国の増収
策として消費税に焦点が当てられていますが，
租税原則である中立性・公平性を同時に満たす
ためにも，やはり消費税と所得税を税制の両輪
として考えていく必要があると思っています。
低税率適用階層のブラケット幅を縮小し，税率
を少しずつ上げていくということは，中高所得
層の税負担増にもつながり，所得税の税収調達
機能を強化することにもつながります。今後の
国税における所得税のあり方について，所得再
分配という面と税収調達という面からどのよう
なお考えを持たれているのかをお聞かせくださ
い。

〔法人税率について〕
続いて法人税についてです。法人税が企業の

投資活動にどの程度影響しているかということ
に関しては，一義的な解答は出ていません。し
かしながら，租研が実施されているアンケート
調査でも，法人税が投資に及ぼす影響は徐々に
大きくなっているという回答が増えています。
ここ数年，日本の法人税率は引き下げられてい
ますが，イギリスやフランスはさらに法人税率
の引き下げを予定しており，今後国際的にさら
なる法人税率の引き下げ競争が起きる可能性が
あります。

法人税率が引き下げられると，税収が逆に増
加するほど経済活動が活性化するかどうかにつ
いては，いまだに確固たるエビデンスは存在し
ていませんが，これだけ他国が税率を引き下げ
ていくということになりますと，やはり日本も
迅速に引き下げざるを得ないような気がします。
昨今の税率引き下げについて，どのようにお考
えなのかをお聞かせください。

〔法人税の課税ベースについて〕

さらに法人税を考える上では，法人税率だけ
ではなく課税ベースについても考えていく必要
があります。法人税収を維持するために，税率
の引き下げと同時に課税ベースが拡大されてい
ますが，税率だけでなく課税ベースに関しても
グローバルスタンダードから外れていくという
のは，中立性の原則からも望ましいとは言えな
いだろうと思っています。法人税の税率の引き
下げと課税ベースに関して，今後の方向性につ
いて教えていただければと思います。

〔研究開発税制の見直しについて〕
また，資料39には２０１９年４月から研究開発税

制の見直しということが書かれておりました。
研究開発税制についても質問させていただきた
いのですが，企業の国際競争力の強化や，日本
の立地競争力の強化ということを考えますと，
研究開発投資も欠かすことができません。しか
しながら一方で，十分に活用されていない租税
特別措置もあります。

今日いただいた政府税制調査会の資料の２
ページ目に，租税特別措置は経済社会環境の変
化に応じてゼロベースで見直し，真に必要なも
のに重点化することが重要と示されております。
利用されていない租税特別措置につきましては
スクラップするということも考えられますが，
利用されていないということであれば，その理
由はどこにあるのか，つまり，メリットがない
から利用されていないのか，あるいはメリット
はあるけれども活用する上で非常にコストがか
かるから敬遠されているのかを見極めていく必
要があります。この点についてはどのようにお
考えなのか，考えがございましたら教えていた
だければと思います。

〔パテントボックス税制について〕
さらにパテントボックス税制に関して質問さ

せていただきたいのですが，イノベーションの
ライフサイクルの初期段階に当たる研究開発時
に適用される研究開発税制だけではなく，知的
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財産を活用した商業活動というイノベーション
のライフサイクルの後期段階における税の軽減
を認めるパテントボックス税制が，各方面から
要望されております。日本での知的財産権の所
有や高度化を推進するとともに，研究開発機能
の海外流出を抑制し，国内立地を促進するとい
う観点から，研究開発に関する税制についてど
のように検討されているのかという点について
も，考えがございましたらお聞かせいただけれ
ばと思います。

非常に幅広の質問をさせていただきましたた
め，お時間の許す範囲で構いませんので，ご回
答いただければと思います。以上です。
―――――――――――――――――――――
（林宏昭）どうもありがとうございます。非常
にたくさんの質問で，幅も広いということで，
法人税関係，それから，所得税関係が中心かと
思います。連結納税制度の話もありましたし，
どこからでもお答えをいただきやすい順序でお
話しいただいたらと思います。では，よろしく
お願いいたします。
―――――――――――――――――――――
（小野） どうもありがとうございます。ちょ
っと舌足らずで，ご説明も十分にできないで，
本当に申し訳ございませんでした。

〔連結納税制度について〕
まず，ご質問いただいた順番にお答えいたし

ますと，連結納税制度です。これは政府税調で
検討しておりまして，先ほどご指摘の資料41に，
この夏にレポートを出しておりまして，ここに
こういう見直しを行うという方向性を書いてお
ります。連結納税制度は，資料42をご覧いただ
きますと，これは現状の制度ですけれども，日
本の場合は１００％グループ，１００％の保有関係が
あるグループを対象にして，これは親会社が一
括して申告をするという制度でありまして，こ
れはアメリカの制度を参考にして，平成１４年度
に入れたわけです。

今回見直そうということの大きな主眼は，事

務負担が大変だからです。事務負担が大変とい
う意味は，例えばいろいろな子会社があって，
子会社の例えば１カ所で税務調査が入って，所
得に変更があったりしたときに，全てに関連す
る会社で作業して見直しをしなければいけない
ということで，これは納税者の方も大変ですし，
当局の都合で申し訳ないのですが，これは国税
庁も大変だということがありまして，この辺が
すごく大変なので，そんなに大変だったらまさ
に選択しないという方もいらっしゃるという声
もあるので，ここを簡便にしようという発想か
ら始まっています。

政府税調で議論していただいて，おおむねこ
ういうふうにという方向は出ているわけで，先
ほどの資料41のやつを後でご覧いただければい
いのですけれども，一言で申し上げると，これ
は親会社でまとめて申告するのではなくて，そ
れぞれ各社別に申告するということです。手続
き面をそういうふうに戻そうということです。
１つの会社で修正なり，更正なりが起こっても，
それを他の会社の所得に影響させないというよ
うな見直しができないかということで検討して
いるということです。

ただ，今回見直さないのは，１００％支配関係
のある法人であるという対象は今回変えるつも
りはありません。そういう意味で言うと，手続
き的には各社申告ということになるわけですけ
れども，これは，要するに，１００％支配関係と
いうことで，一体として見られるようなところ
においてのみ損益通算というものを認めるとい
うことですので，それを損益振替型と呼ぶかど
うかという，そこはそういう明確な定義がある
わけでもないので，そこはまさに学問上いろい
ろご議論いただければいいのですけれども，わ
れわれの気持ちとしては，１００％のところを変
えないので，ある意味一体性に着目したという
思想がそんなに転換しているとは思っていませ
ん。主に事務手続きの必要性から見直しを行っ
ていこうという趣旨です。
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〔連結納税制度と組織再編税制〕
連結の話では組織再編税制と足並みをそろえ

ていくということなのかというご質問ですけれ
ども，答えはイエスです。実は本来元々そろっ
ていなければおかしいというか，組織再編して，
組織が１つのものになるのと連結で一体でやる
というのが税制上元々違っていたというのがお
かしいのですけれども，１４年度に制度を入れて，
それから，毎年いろいろな会社法が改正される
ごとに新しい組織再編形態が出てくると，それ
を組織再編税制に年度，年度で改正でいろいろ
なものを追加してきたという経緯があります。
そのときにどうしても年末の時間がない中で，
連結の方までなかなかある意味思考が及ばなか
ったというか，そういうこともあって，若干差
異が生じてきているということで，連結納税制
度は全般的な見直しを行いますので，この際に
きれいにそろえてしまおうと思っておりますし，
今後とも改正をするときには足並みをそろえて
改正していくということになるのではないかと
思います。

〔欠損金の一部切り捨て〕
それから，欠損金の切り捨てみたいな話です

ね。今の連結納税で言うと申告主体が変わると
いうことで，新しい主体になるので，切り捨て
ということはわかるけれども，そうではない個
別申告方式であるということであれば，必ずし
も切り捨てる必要はないのではないか。それは
おっしゃるとおりだと思います。今の連結納税
制度でも全てが全て切り捨てているわけではな
いということはご案内のとおりでありまして，
この欠損金の話というのは，結局，一体として
見られれば通算していいでしょうという話なの
ですけれども，でも，赤字法人を拾ってきて，
その欠損金を使って租税回避に使おうというよ
うなことは避けなければいけないということで，
２つの目的があります。

これは申告が各社別になったとしても，租税
回避的に欠損法人を使うということは避けなけ

ればいけませんので，それを防止するために一
定の欠損金の持ち込み制限といったようなもの
は引き続き設ける必要があるのではないかと思
っているということです。連結納税制度につい
ては以上です。

〔金融口座情報の自動的交換〕
それから，漆先生の話で最後に金融口座情報

の自動的交換の話です。これは実は執行機関は
国税庁でやっておりますので，事前に伺ってい
たので，国税庁で聞いてきました。どういうふ
うにやっているかというと，年に１回，これは
９月の末らしいのですけれども，去年初めて諸
外国から金融口座情報が来たらしいのですけれ
ども，去年１回目に来たのが口座数で５５万口座
が来たということです。今年も９月末なので，
もうすぐ来るらしいのです。今年はもっと増え
るらしいのですが，まだ数まではわからないと
いうことです。

これは全てデータで頂いているということで
す。口座の名義人から，そこにどういうものが
幾らあるかという情報がデータで来ているとい
うことでありまして，国税庁の説明によると，
これは国税庁の中のシステムに入っていて，個
別の国税局なり，税務署でのいろいろな税務調
査などで必要に応じながら使っているというの
が国税庁の答えでありました。

〔所得税の再分配機能〕
それから，林先生の方の話です。まず所得税

の再分配機能を高めるためにどうするかという
ことなのですけれども，最高税率を引き上げる
べきかというのがかなりいろいろな問題があり
ます。実はこれは平成２５年度改正で引き上げて
います。４０％から４５％へというのをやっていま
す。これは主に民主党政権のときに議論されて
上げたのですが，その結果，日本の所得税率は
世界で OECD の中で確か２番目だと思います。
日本より高い国はスウェーデンだけだと思いま
すけれども，世界最高水準の税率にはなってい

― 245 ―



るということです。
それから，税率の低い方，最低税率５％，２

番目が１０％ですけれども，５％の適用の方が，
所得税を納めておられる方の大体５，０００万人お
られるうちの６割が５％の方です。１０％のとこ
ろまで入れると累計で８割を超します。８割の
方が１０％以下の税率になっているということで
す。今までのご質問は税収調達機能とも関連し
ますけれども，所得税で税収を稼ごうとすると
どうしてもボリュームゾーンというか，人口の
多いところから上げていかざるを得ないので，
下から例えば５％を６％にするとか，５％を
１０％にするとか，そういう上げ方をすれば，税
収はそれなりに稼げるわけですけれども，これ
は低所得者から上げていくということになりま
すので，政治的には極めて難しいことになると
思います。

ブラケットを動かすというのも同じ問題があ
ると思っています。従って，政府税調の報告書
本体をもしネットか何かでご覧いただけると，
政府税調でこの６年間まさに再分配をどうする
かという議論をしてきた中で，主に議論してき
たのは，控除のやり方を変えるということで再
分配機能を高めるべきではないかということで，
例えば所得控除です。今までどんなお金持ちの
方でも基礎控除はあったわけですが，基礎控除
をなくしたわけですね。来年の１月からなくな
ります。所得２，５００万円を超す方は基礎控除が
なくなるということになります。

そういう形で再分配機能を高めるという方法
もあれば，或いは所得控除方式を税額控除方式
にするということでも，所得控除ですとお金持
ちほど税の低減効果が高いわけですけれども，
税額控除にすると，そこは一定額になりますの
で，これも下の方に手厚い改革になるというこ
とで，今の所得税の枠組みの中で現実的な選択
肢を考えると，そういう控除のやり方を変えて
いくということによって再分配機能を高めてい
くということなのではないかということが政府
税調などでも議論されているということです。

或いは自民党，公明党の与党の税調でもそうい
う議論になっているということをご紹介させて
いただきたいと思います。

消費税の役割が重要になっていると申し上げ
ましたけれども，当然所得税も重要です。所得
税もまだ税収２０兆円ほどありますので，非常に
大事な税収ですので，これを大切にしながら，
まさに再分配というような政策機能も充実させ
ていくというのは当然のことだと思っておりま
す。

〔法人税の見直し〕
それから，法人税については当然諸外国の動

向に応じて見直していく必要があると思います
けれども，先ほどご説明したような財政事情で
す。単なる減税ということはなかなか難しいで
すし，特に昨今は財源なしに減税するというこ
とになると，その効果がどれだけあるのか。仮
に引き下げをして，その分例えば投資が増える，
或いは賃金が増えるというような結果になって
いくのかどうかというところがポイントだと思
います。

〔内部留保の問題〕
昨今いろいろなことが言われております。内

部留保の問題というのがあります。要するに，
日本の企業というのは諸外国に比べると突出し
て内部留保の中身として現金が積み上がってい
るという異様な状況になっておりまして，そう
いうことをどう考えるかという議論がまずは必
要なのではないかと思います。当然引き下げを
仮に行うのであれば，課税ベースのご質問もい
ただきました。課税ベースの拡大ということも
やっていく必要があると思います。

〔租税特別措置〕
ただ，租税特別措置は，今もかなりいろいろ

なものが残っていますが，実は大きなものとい
うのはそんなになくて，税収にすると本当に小
さなものばかりで，大きな租税特別措置は，一
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に研究開発税制，これは６，０００億円の減税です。
ただ，これをなくすということは恐らく全く非
現実的だと思います。いろいろな政策的にも，
或いは政治的にも非現実的だと思います。

それから，次に大きいのが所得拡大促進税制
という賃上げすると税金をまけてあげますとい
う制度でありまして，今の政権の方針からいく
と急に見直すということはなかなか難しいとい
うことです。あとは中小企業関係のいろいろな
ものがありまして，これもこれ以上という部分
はあるので，かなり頭打ちに近くなってきてい
ると個人的には思います。

〔欠損法人の比率〕
それから，課税ベースということを言うと，

やはり国際的に見て，日本の場合，欠損法人の
比率がなぜこんなに高いのかということです。
約７割と言われておりますけれども，諸外国は
せいぜい半分ということでありまして，逆に欠
損法人でなぜ存続できるのかということ自体が
問題でありまして，所得にかける税金である以
上は多くの方に負担していただかなければいけ
ないということですので，そういうことも含め
て考えていくべきなのかなと，これも全く個人
的な感想です。

〔研究開発税制〕
それから，研究開発税制は６，０００億円と申し

上げましたけれども，最も使われております。
使われないものがあるとすれば，いろいろな理
由があると思います。租税特別措置ですので，
何がしか政策効果でインセンティブみたいなも
のを狙ってやるわけですから，それがうまく働
かないようであれば，それは別の方策でやって
いくということで，見直しを行っていくことだ
ろうと思っております。

他方，手続きが煩雑なので，使えないという
話は，研究開発税制でいうと，２年前ですから
２９年度改正のときに，これはご要望を受けて手
当てしたのですけれども，研究開発税制でオー

プンイノベーション型というものがありまして，
企業と大学の共同研究などを行う場合には少し
税額控除の率を高くしてあげているというのが
あるのですけれども，実はその中身を結構厳し
く縛っていまして，大学の研究室の光熱費に充
ててはいけないとかとなっていたのが非常に使
いにくいとか，申請のときの書類が非常に膨大
で，それだけのコストをかけるだけのメリット
がないというようなお声を頂いて，それはご要
望どおり見直しをしたという経緯があります。
手続きの問題であれば，われわれは制度を作る
ときになかなか気が付かないこともありますの
で，そこは逆に言っていただければ，できるも
のはやっていくということだと思います。そう
いう措置を作るので，別に嫌がらせで使わせな
いようにするというつもりは全くありませんの
で，そこはむしろ実態をよく教えていただくと
いうことかなと思います。

〔パテントボックス税制のニーズ〕
パテントボックスについては，われわれも海

外でこういうことをやっているというのはよく
わかるのですけれども，日本でどれだけニーズ
があるのかということです。何がしか減税をす
るということであれば，それによって投資が増
えるとか，雇用が増えるとか，政策効果が必要
なわけであって，単にパテントを買ってくるだ
けだと，そこで雇用や投資が増えるのかどうか
もよくわからないということです。

研究開発費ということであれば，研究開発税
制という最大の租特があるということなので，
研究開発税制との棲み分けとか，日本全体の産
業政策をどうしていくかということの中でこう
いうことが必要なのだということになれば，当
然検討したいと思います。ただ，数年前は割と
私どもも要望としてはお聞きしましたが，最近
はそんなにわれわれの方にも強い声としては聞
こえてきていないというのが現状であるという
ことは申し上げておきたいと思います。以上で
す。
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―――――――――――――――――――――
（林宏昭）ありがとうございます。まだいろい
ろ議論を深めたいところもあるかと思いますけ
れども，時間の関係もありますので，前半の小
野審議官のお話を巡っての質疑はこれで終えた
いと思います。どうもありがとうございました。

それでは，後半の方に入ってまいりたいと思
います。稲岡審議官の方から「地方財政・地方
税制の現状と課題」ということでお話をお願い
いたします。よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．地方財政・地方税制の現状と
課題

（稲岡） 総務省の審議官をしております稲岡
でございます。何とぞよろしくお願いいたしま
す。お手元に「地方財政・地方税制の現状と課
題」という資料を配布させていただいておりま
す。若干時間も押しているようですので，でき
るだけ簡潔にご説明を申し上げたいと思います。

１．総論：地方財政・地方税制の現状
と課題

〔地方財政の果たす役割〕
資料❷は，地方財政の果たす役割です。わが

国の内政を担っているのは地方公共団体で，そ
の最終支出ベースで見ますと，左下の黒く塗っ
ているところが地方の支出です。国と地方のど
ちらが最終的にお金を出しているのかについて
は，もちろん防衛や年金といった国が全て負担
をしている分野もありますが，かなりの部分が
地方によって担われていて，最終支出ベースで
は約６割を地方が支出している状況です。

〔国・地方を通じた歳出の構造（イメージ図）〕
これをポンチ絵的にお示ししたのが資料❸で

す。

〔地方財政の財源不足と借入金残高の状況〕

先ほど小野審議官から国の財政についてご説
明がございましたが，資料❹は地方財政の状況
です。令和元年度の地方財政計画ベースで４．４
兆円の財源不足が生じており，地方の借入金残
高についてはここのところ２００兆円で，高原状
態が続いております。

〔地方財政計画の歳出の推移〕
資料❺は飛ばしていただきまして，資料❻，

地方財政計画における歳出の推移です。一目瞭
然ですが，地方財政計画の規模自体はそれほど
大きく変わっていない中で投資的経費が大幅に
過去に比べて少なくなっていて，社会保障関係
経費等の一般行政経費が増えております。社会
保障関係経費等の一般行政経費の増が今後も見
込まれるので，これへの対処というのが課題で
す。

〔国税・地方税の税収内訳（令和元年度予算・
地方財政計画額）〕
資料❼に国税・地方税の税収内訳を載せてい

ますが，国は所得・法人・消費税が概ね３割，
２割，３割，あとはその他の税といった構成で
す。地方税合計のところを見ていただきますと，
個人所得課税である個人住民税が約３割，地方
法人二税で約２割，地方消費税が約１割，固定
資産税が約２割というのが全体の構成です。こ
れを県と市町村に分解しますと，市町村は個人
住民税と固定資産税で約８割で，この両者はか
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なり安定した税収があるわけですけれども，道
府県につきましては，ご承知のとおり，地方法
人二税のウエートがかなり高いといった状況に
なっております。

〔課税ベースに着目した租税の分類〕
資料❽は課税ベースに着目した租税の分類で，

国税・地方税それぞれ所得課税，消費課税，資
産課税等として，ここに掲げているような税が
課されております。

〔地方税収（地方財政計画ベース）の推移〕
資料❾が地方税収の推移ですけれども，平成

１９年度に国から地方へ，所得税から個人住民税
への３兆円の税源移譲があり，３９．５兆円という
水準となりましたが，リーマンショック後，大
きく減収し，以後，景気の回復等により，足元
では最高水準ということになっております。

〔人口一人当たりの税収額の指数（５年平均（H
２５～H２９決算））〕
資料10，資料11ですが，先ほど国税の資料の

中でも租税原則というお話がありましたが，地
方税としての１つのポイントが偏在性という問
題です。国税であれば，東京で納税されようが，
沖縄で納税されようが，あまり問題にはならな
いわけですが，地方税の場合はどの地方団体に
税収が帰属するのかということが決定的な問題
になります。この偏在性という問題についてど
う対処するのかというのが大きな課題となって
おります。地方税全体を見ますと，１人当たり
税収を全国平均を１００として指数化したもので
すが，最大・最小が東京都と沖縄県で２．４倍と
なっています。地方の基幹４税と言っても良い
と思いますが，個人住民税，地方法人二税，地
方消費税，固定資産税と並べておりますが，や
はり法人課税の偏在度が６倍ということで，極
めて高くなっています。

それから，地方消費税も清算前，都道府県に
納税された段階では，法人課税と同様，或いは

それを上回るぐらい大きく偏在していますが，
都道府県間の清算という制度によって最大・最
少で１．３倍という形になっております。

一方，資料11をご覧いただきますと，それ以
外の税目を見ますと，たばこ税などは喫煙率の
影響でしょうか，１人当たり税収となると，北
海道が一番多くなっておりますし，自動車税は
１人当たり税収ですと東京都とか，大阪府とか，
こういった地域は少なく，地方部の方が多くな
っています。自動車取得税は愛知県が一番多く
なっております。それから，軽油引取税，軽油
にかかる税は東京都が最も少ないということで
あり，こういった多様な税目の組み合わせの結
果が資料10の左の地方税計ということになって
おります。いずれにしてもこの偏在性というも
のについてどう対処していくのかが地方税制の
ここ数年の大きな課題でありました。

２．各論：個別地方税制の現状と課題

（１） 地方法人課税
〔地方法人二税（法人事業税・法人住民税）の
税収の推移〕
地方法人課税ですが，資料14にこれまでの税

収の推移を掲げております。景気の変動によっ
て大きく変動するということと，これまで大き
く言えば課税ベースを拡大し，税率を引き下げ
るという改正が累次にわたって行われてきたと
いうことが見て取れるかと思います。

〔法人事業税所得割の税率引き下げと外形標準
課税の拡大〕
資料15は法人事業税の外形標準課税の資料で

す。外形標準課税につきましては平成１５年度税
制改正で創設されて，１６年度からスタートして
いますが，先般の法人税改革の中でこの外形部
分を拡大し，所得割の税率を引き下げるという
改正が行われ，現在は右下の姿，所得割が
３．６％，付加価値割が１．２％，資本割が０．５％の
税率で課税をするという形になっております。
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〔地方税の充実確保と偏在性が小さい地方税体
系の構築〕
先ほど来偏在性の問題をお話ししております

が，これまでのここ２０年ぐらいの地方の税制改
正はその偏在性をどう是正をしていくかという
ことが大きな課題でした。地方消費税は先ほど
見ていただきましたように偏在性が小さい税目
ですし，三位一体の改革で３兆円の税源を移譲
いたしましたが，この際，従前は，個人住民税
は５％，１０％，１３％という緩やかながらも累進
税率であったわけですが，これを１０％比例税率
化し，偏在が少なくなるような改正を行いまし
た。

また，法人課税の関係ですが，税収が平成２０
年度あたりは良かったので，財政力格差の拡大
に対応するため，地方法人特別税・譲与税制度
を創設し，さらに，地方消費税の引き上げに対
応した法人住民税法人税割の交付税原資化とい
うことを行ってきました。そして，最近では令
和元年度税制改正で，地方法人特別税の廃止に
伴って，その代わりとして特別法人事業税・譲
与税制度を創設しました。

〔消費税率の引き上げと地方法人課税の偏在是
正〕
資料17がその特別法人事業税創設前までに行

われた偏在是正措置ですけれども，消費税率が
上がり，地方消費税率も上がることになりまし
た。地方消費税というのは偏在性が小さい税目
ではありますが，その引き上げに伴って地方団
体間の財政力格差が拡大し，これに対応しなけ
ればならないということで，地方法人課税のう
ち法人住民税法人税割の税率は従来県分が５％
で，市町村分が１２．３％でありましたが，これを
段階的に引き下げて，２８年度税制改正において
最終的に県分は１％，市町村分は６％とするこ
ととされました。

一方，地方法人特別税・譲与税という制度は
暫定措置でありましたので，これは廃止すると
いうことにしていたものです。

〔地方法人課税における新たな偏在是正措置〕
一方，ここのところの税収の回復に伴う財政

力格差の拡大に対応するため，地方法人特別税
の廃止に代わって特別法人事業税を創設しまし
た。仕組みとしては地方法人特別税とよく似て
おりますけれども，違っておりますのが譲与基
準で，地方法人特別税は人口と従業者であった
ものを人口だけにし，さらに不交付団体，具体
的には都道府県の不交付団体は現在東京都だけ
ですが，不交付団体に対する譲与制限を設けて，
偏在是正効果を確保したということです。

〔新たな偏在是正措置の考え方と効果〕
この結果について，資料19をご覧いただきま

すと，先ほど地方法人二税の最大・最小が６．０
倍と申し上げましたが，特別法人事業税導入後，
３．１５倍ぐらいになると見込まれております。こ
れは県内総生産の最大・最小とおおむね同じと
なり，また，東京都につきましては２割ぐらい
が県内総生産の全国シェアである一方，税収が
２５％を超えていたという状況を，この制度を導
入した結果，おおむね両者が合致をするという
形になります。

〔平成３１年度税制改正大綱（抄）―収入金額課
税関係部分―〕
１０月１日からいよいよ消費税率が１０％に引き

上げられます。来年度の税制改正は，そういっ
た消費税の引き上げの直後ということもあり，
大きなテーマというものが今のところはないと
見込まれておりますけれども，その中で若干，
議論がなされる見込みがあるのが収入金額課税
の問題です。

先ほど法人事業税で外形標準課税を拡大した
というお話をさせていただきましたが，電気・
ガス，それから，生損保の保険業につきまして
は，従来から所得課税ではなく，収入金額課税
という形でご負担をいただいております。これ
につきまして，電気・ガスの業界の方々からは
一般の法人と同じ外形標準課税にしてほしいと

― 250 ―



いう要望が昔からあったわけです。
資料20に記載してありますように「小売全面

自由化され，２０２０年に法的分離する電気供給業
及びガス供給業における新規参入の状況とその
見通し，行政サービスの受益に応じた負担の観
点，地方財政や個々の地方公共団体の税収に与
える影響等を考慮しつつ」という文言が昨年末
に決定された税制改正大綱に書き込まれました
ので，この収入金額課税をどうするのかという
のがこの年末の大きな課題です。

〔エネルギーシステム改革のスケジュール（電
力）〕
電力・ガスの業界の方々からは，資料21に記

載してありますが，自由化が進んでいくのだか
ら，他の事業と同様の課税方式にして欲しいと
いう要望があります。

〔都道府県別の法人事業税に占める収入割額
（平成２９年度決算）〕
資料22をご覧いただきたいと思います。業界

からそういうご要望があるということは，とり
もなおさず税負担が減る，要するに，減税にな
るということですが，特に収入割というのは，
発電施設の立地地域の県に税収のウエートが高
いという状況であり，収入割で大きな減収が立
つと，こういった県に非常に大きな影響がある
ということです。

大綱の文言を見ていただきましても，そうい
った個々の地方団体の税収に与える影響という
ことも記載してありますので，こういったこと
も踏まえつつ，この年末に収入金額課税の問題
が議論されると思います。

〔全国知事会要望（収入金額課税）〕
資料23は知事会の要望ですが，当然ながら収

入金額課税制度を堅持をしてほしいという要望
になっております。

（２） 車体課税

〔車体課税（地方税）の現状〕
資料25から車体課税です。その概要が資料25

に記載してありますけれども，資料26をご覧い
ただきたいと思います。

〔車体課税の大幅見直し（全体像）〕
消費税の引き上げに伴う需要変動の平準化の

ための措置として，今年度の税制改正で自動車
税の税率引き下げを行うこととされました。こ
の１０月１日以降に買った，登録した新車，軽自
動車は関係ないのですけれども，自家用乗用車
から引き下げを行うこととされております。こ
れは恒久減税ということになり１，３２０億円ほど
減収となるのですが，この財源としてグリーン
化特例とか，エコカー減税，こういったものの
基準を見直したものです。ただ，もし全部そう
いった基準の見直しで財源を確保すれば，自動
車ユーザーの方々の中での負担が入り繰りがさ
れるというだけですので，全ての財源確保をこ
ういった対象の重点化で対応するというのは難
しかったものです。

一方，地方財政に影響を与えてはならないと
いうことで，国から地方への税源移譲，自動車
重量税の一定割合を譲与する自動車重量譲与税
制度がありますが，その譲与割合を引き上げる
など，地方の財源の確保を行ったものです。

〔自動車税の税率引き下げ〕
資料27が自動車税の税率引き下げの具体的な

中身です。一般の方は１，０００cc とか，１，５００cc
とか，２，０００cc の車ということだと思いますが，
それぞれ４，５００円，４，０００円，３，５００円の引き下
げということになっております。

〔需要平準化対策に係る環境性能割の臨時的軽
減〕
それから，もう１つが資料29ですが，環境性

能割の臨時的軽減です。自動車取得税が廃止さ
れて，自動車税の中で環境性能に応じた課税を
行うということで環境性能割が創設されて，こ
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れも１０月１日からスタートするのですが，消費
税率の引き上げに伴う需要平準化対策のため，
税率を１％ずつ軽減するという措置を講じてお
ります。これは１年限りの今年の１０月１日から
来年の９月３０日までの措置とされております。

〔平成３１年度与党税制改正大綱（抄）〕
資料30が昨年末の与党大綱です。アンダーラ

インを引いておりますけれども，税制抜本改革
法以来，車体課税についてはさまざまな議論が
なされてきましたが，今回自動車税の恒久減税
という大きな措置を講じましたので，今般の措
置をもって最終的な結論とするとされておりま
す。ただ，一方，検討事項で，技術革新，保有
から利用への変化等を踏まえて，課税のあり方
に中長期的な視点に立って検討を行うというこ
ととされておりますので，これは短期間で結論
が出る話ではないと思いますけれども，自動車
関係諸税について中長期的に検討が行われる見
込みです。

（３） 森林環境税
（４） ふるさと納税

森林環境税，ふるさと納税は省略をさせてい
ただきまして，電子化についてご説明したいと
思います。

（５） 地方税の電子化
〔ICT化の進展に対応した主な施策（地方税）〕

国税・地方税とも電子化の取り組みを進めて
きておりますが，特に地方税につきましては，
個々の千何百団体が課税団体ということであり，
なかなか電子化といっても難しい面があったわ
けですが，電子化の協議会が地方団体全ての合
意に下に設立されて，平成１６年度から法人関係
税の電子申告が開始され，以後，給与支払報告
書などに拡大をしました。法人二税と給与支払
報告書については全て電子的に申告ができるの
ですが，国税と違って電子的に納税することが
できませんでした。この電子納税について

も，１０月１日から，消費税が引き上がるのと全
く同じタイミングですけれども，地方税共通納
税システムが稼働し，複数団体へ一括して電子
的に納税をすることができるようになりました。

〔eLTAX（エルタックス）について〕
地方税の電子化の基盤のシステムは eLTAX

（エルタックス）ですが，国税の電子申告納税
システムは e―Tax（イータックス）と呼ばれ
ております。それに地方，ローカルの L を付
けて eLTAX と呼んでおります。これを通じて
電子申告をする，或いは給与支払報告書の提出
をするほか，国税との確定申告データの連携と
か，扶養是正情報のやりとりとか，こういった
ことが eLTAX 経由で行われており，地方税の
電子化の基盤となっております。さらに今年の
４月からは，１０月から共通納税が始まるという
ことも踏まえまして，地方税共同機構という地
方税法に基づく法人に位置付けたところです。

〔地方税共通納税システムの導入〕
資料48は地方税の共通納税システムの概要で

すので，ご覧いただきたいと思います。

〔成長戦略（令和元年６月２１日閣議決定）（抄）〕
地方法人二税等の申告税目で共通納税がス

タートするわけですが，固定資産税とか，自動
車税といった賦課税目についても取り組んでほ
しいというご要望があります。そこは正直申し
上げて難しい面もあるわけですが，電子化は進
めていかなければなりませんので，課題とか，
対応策について検討を進めるということとされ
ております。

〔ICTによる収納手段の多様化〕
最後は，これは個人の方が中心ですが，コン

ビニ収納とか，クレジットカード納付，こうい
った収納手段の多様化というものに都道府県，
市町村ともに一生懸命取り組んでいただいてお
ります。また，最近スマートフォンなどを使っ
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た納付というものも進んでおりますので，対個
人向けといたしましてはこういった多様化を進
めていくのが課題だと考えております。私から
は以上でございます。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．地方財政・地方税制の現状と
課題への質問・意見

（林宏昭） ありがとうございます。
先ほどと同じ順序ですけれども，漆先生から

ご質問，ご意見をお願いします。
―――――――――――――――――――――

〔地方財源の偏在について〕
（漆） 私の方からは地方財源の偏在について
２つぐらいお聞きしたいと思います。２０１９年度
の税制改正では地方法人特別税というのが廃止
されて，特別法人事業税と特別法人事業譲与税
というのが創設されるということでした。この
改正に当たっては地方法人特別税と地方法人特
別譲与税の制度を廃止した後に新たな格差是正
措置がどうなるのかというのが１つの注目すべ
き点だったかなと思います。
資料23から資料25ぐらいで示された具体的な

方策を見ると，２０１６年度の税制改正によって地
方法人特別税とか，地方法人特別譲与税制度は
廃止するということになっていましたが，代わ
りに入る制度が実質的に今までの制度とかなり
よく似た仕組みになっています。両者の違いは，
先ほどご説明にもあったとおり，按分基準が人
口のみを基本としているとか，もしくは従来の
譲与税化に加えて，より格差是正効果の高い交
付税原資化も選択肢に入れていると言われてい
ます。

最初に地方法人特別税とか，地方法人特別譲
与税制度というのが入ったときは，税制の抜本
的な改革で，偏在性の小さい地方税体系の構築
が行われるまでの間の暫定措置だという位置付
けだったと思います。本来であれば，この制度

がなくなるときには税制の抜本的な改革につい
ても検討するべきではないかなと思うのですけ
れども，暫定措置とよく似た仕組みをそのまま
入れ直すというのは，抜本的な改革ではなく，
これでこのままずっと行くということでいいの
でしょうか。

東京都に地方法人二税の税収が過度に集中し
ているということを踏まえると，格差縮小に向
けた税制改正が必要だというのは多分そんなに
反対する人もいないのではないかと思います。
しかし，その方法として近年実施されているよ
うな国税を各地方公共団体へ分配するという方
法を取るというのは，地方公共団体の中でゼロ
サムゲームとなってしまうということになるの
ではないかと思います。地方税は応益原則を
ベースとしていること，それから，地方自治の
本旨の実現というようなことを考えると，総務
省としてはそれが望ましいとお考えなのでしょ
うか。

〔車体課税について〕
それから，２番目は車体課税についてです。

最初の点と関連するところもあるのですが，１
人当たりの自動車関連税収を見ると，先ほど資
料11でも言っていましたが，東京都と大阪府と
その周辺の府県が小さくて，それ以外の道県は
平均を上回るということになっています。所得
を課税ベースとする税収は大都市圏にどうして
も偏在するので，自動車関連税制というのはそ
の偏在性を縮小させる作用を持っているのでは
ないかという見解もあります。地方財源の確保
として自動車重量譲与税などが挙げられていま
すが，地方公共団体に財源を移譲するのではな
くて，これもやはり譲与税を増やすという方向
になっているかと思います。

それから，車体課税は，かつてはその一部が
道路特定財源に位置付けられていたので，道路
損傷負担金というような側面が強かったと言わ
れますが，環境性能割とかの導入によって道路
損傷負担金から環境損傷負担金への移行が明確
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になったと言っている人もいます。税制の公平
性の観点から，環境損傷負担金ということは，
つまり，環境を損なう原因を作った人に負担を
してもらうということで，応能負担の原則から
はちょっと遠ざかる部分があるかと思います。
つまり，環境性能の低い自動車を持っていて，
より重い税負担をする原因者という人が，担税
力が小さい低所得者であるという場合も多分あ
ると思います。そうすると，逆進的ではないか
ということです。

〔逆進性の問題について〕
それから，環境税一般についても，貧困世帯

は可処分所得が少ないだけではなくて，プリウ
スではなくて軽自動車に乗るとか，エネルギー
効率の悪い住環境に置かれているケースが多い
ので，かえって税負担の過大化を余儀なくされ
る可能性があるのではないかと思います。先ほ

ど車体課税についてはもう結論が出たのだとい
うことだったので，こんなことを言うのもあれ
なのですけれども，こういう逆進性の問題につ
いてはこのままでいいのか，ご意見をお聞かせ
いただければ幸いです。どうもありがとうござ
いました。
―――――――――――――――――――――
（林宏昭） ありがとうございます。大きくは
２点かと思います。では，続けて，林亮輔先生
からお願いします。
―――――――――――――――――――――

（林亮輔） 税制の現状について詳細に説明い
ただき，ありがとうございます。私の方からは，
「今後の地方税の方向性について」という観点
から質問させていただきます。と言いますのも，
先ほど説明がございましたように，現在の地方
財政において地方税が構造的に不足しています。
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不足分に関しては地方交付税や補助金といった
国からの財源移転で賄われており，自治体活動
における住民の受益と負担の関係が断ち切られ
ていることから，財政責任を伴った財政運営が
妨げられています。この問題を解決するために
は，やはり地方税を充実させ，国からの財源移
転を減らすことが不可欠だと考えています。

しかしながら，地方税を単に増やすだけでは
なく，これから地方分権といったものを考えて
いく上で，今まで以上に地方税原則を意識した
税制の構築が必要であると考えています。

〔今後の地方税体系について〕
その際，どのような方向性を目指すべきかと

いうことですが，福祉や教育といった個人向け
サービスの比重が非常に大きくなっている地方
財政において，行財政運営の規律を確保してい
くためには，応益原則に基づいた課税を強化す
るとともに，安定的財源の確保といった観点か
ら，抜本的改革を行っていくべきだと考えてい
ます。また，先ほど税収の地域的偏在の話もご
ざいましたが，安定性と応益性を求めていくこ
とで，税収の地域的偏在の是正にもつながって
いきます。

先ほど資料10にも示されておりましたが，現
在の法人課税に比重がかかった地方税体系では，
東京一極集中が進む現在において，税収の偏在
を避けていくことは非常に難しい思われます。
そこで質問ですが，税収の偏在是正と応益性や
安定性といった観点から，今後の地方税体系を
どのように構築していくかといったビジョンが
ございましたら，教えていただければと思いま
す。

〔法人課税全般について〕
続きまして，各論としまして法人課税につい

ての質問をいくつかさせていただきます。法人
税課税の整理統合の可能性です。先ほどご説明
がありましたように，地方税は法人所得課税の
ウエートが大きいだけでなく，固定資産税，都

市計画税，事業所税など非常に多くの税目が法
人に課されています。このように，法人課税は
非常に複雑な体系となっていることから，今後
整理統合の方向性というものを考えておられる
のであれば，お聞かせいただければと思います。

〔法人事業税について〕
法人事業税についてですが，法人事業税は企

業活動を行う際に地方公共団体から受けている
便益に対する対価であるという位置付けを踏ま
えますと，所得割というのは応益課税であるか
どうかが疑問です。先ほど資料15におきまして，
所得割の税率が引き下げられていることが示さ
れておりましたが，現行制度は所得割，付加価
値割，資本割といったさまざまな制度が併用さ
れていて，非常に複雑な仕組みになっています。
応益原則と税制の基本である簡素化に照らし合
わせ，法人事業税について今後整理統合を行う
予定はあるのか，ご説明を頂ければと思います。

〔法人住民税について〕
法人事業税が企業活動に対する応益課税とし

てその根拠を位置付けているのに対して，法人
住民税に関しては国税の法人税と同様，所得税
の前取りとして課税されている，つまり，法人
税の地方版と考えることが可能です。株主は全
国に散らばっておりますので，法人住民税を応
益課税という観点から捉えるということは非常
に難しいと考えております。したがいまして，
課税根拠の違いを踏まえ，今後法人住民税を地
方税の中でどのように取り扱っていくのかにつ
いて，教えていただければと思います。

〔固定資産税について〕
最後に土地にかかる固定資産税についてお聞

きしたいのですが，現在，住宅用地には軽減措
置が取られています。日本の緩い土地利用規制
の中では，業務用地の横に住宅用地が隣接して
いるということが多々あります。同じ地価であ
るにも関わらず，税負担が異なることで土地利
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用に対して固定資産税が中立的ではないという
ことが指摘されます。これについては，あえて
都市部に住宅地を作るという土地利用政策だと
考えることも可能ですが，業務用地に転換する
ことで一気に税負担が増えることになるため，
土地利用の効率化を阻害していると考えること
も可能です。この点について，どのようにお考
えかをお聞かせください。

以上，行政サービスに対する応益性の強化，
資源配分に対する中立性といった観点から，法
人に関する課税に対してどのように考えておら
れるのか，教えていただければと思います。以
上です。
―――――――――――――――――――――
（林宏昭） ありがとうございます。では，稲
岡さんの方から，順序もお任せしますので，リ
プライの方をよろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――
（稲岡） 両先生から貴重なご意見，誠にあり
がとうございます。お二人とも偏在という問題
についてご関心があると受け止めております。
私どもといたしましても，地方税の充実を図る
ことと，偏在という問題をどうするのかという
ことを必ずセットで考えていかなければならな
いという状況であり，地方税の充実確保と偏在
の是正というのは車の両輪として常に考えてい
かなければならない課題だと思っております。

〔偏在の是正〕
漆先生からの特別法人事業税がこのままずっ

と続くのかどうかというご質問ですけれども，
先ほど資料でご説明しましたとおり，偏在とい
うのは，法人課税なので，当然あってしかるべ
きであります。ただ，あまりにその偏在が大き
いと，それは何らかの是正をしなければいけな
い。今回は県内総生産というのを１つの目安に
して，そこまでの偏在はあるにしても，それを
上回る部分は是正をさせていただくという形で
行ったということです。また，地方法人特別税
は税制抜本改革までの暫定措置ということでし

たが，特別法人事業税は，将来に向かって安定
的な制度とするため，恒久措置としております
ので，この措置によって現在直面している法人
課税の偏在是正という問題については一応の対
応はなされたと受け止めているところです。

〔車体課税の見直し〕
それから，車体課税です。これは今回資料に

も付けさせていただきましたが，ご指摘のとお
り，地方の方が一人当たり税収が多いというこ
とであり，逆偏在と私どもは言っておりますけ
れども，地方の貴重な財源と考えております。
譲与税を増やす方向なのかというご質問があり
ました。先ほどもご説明を申し上げましたが，
今回の車体課税の見直しは，恒久減税をし，そ
れに対応して各種の特例を見直すということな
のですが，その特例の見直しでは地方財源が不
足する部分を自動車重量譲与税などで補填をす
るというものです。これは異例の措置が講じら
れたものですので，今後の車体課税について譲
与税を増やすという方向があるというわけでは
ありません。

〔環境損傷負担金について〕
それから，環境損傷負担金というお話もござ

いました。確かに自動車税一般で申し上げます
と，財産税的性格を有するとともに，道路損傷
負担金的性格を有するというのが教科書的な課
税根拠であるわけですが，最近は環境に応じて
税額が変わるという要素もあって，そういった
点で環境損傷負担金というような位置付けをさ
れる場合もあります。

その場合に逆進性というか，環境性能の良い
車を持てない人に負担となるのではないかとい
うご指摘かと思いますけれども，これにつきま
しては，総務省資料の資料29の環境性能割を見
ていただきましても，環境インセンティブを利
かせるための税制ということで，取得価額に税
率をかけるということとされていますので，取
得価額が高いか，安いかというのが大きなポイ
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ントになります。取得価額に応じて納税者の担
税力が反映される形になっていると考えており
ます。

〔地方税制の構築の方向性〕
続きまして，林先生からのご質問で，今後の

税制の構築，地方税制の構築の方向性という点
についてです。繰り返しになりますが，私ども
は，地方税の充実確保を目指しております。偏
在性の問題は避けて通れないので，非常にそこ
を苦しいながらも，何とか様々な対応をしなが
ら進めてきているというのが今の状況だとご理
解いただければと思います。

地方消費税の充実というのは非常に大切なこ
とであり，従来消費税率５％段階では１％分が
地方消費税，４％分が国税消費税であったもの
ですが，１０％段階では地方消費税が２．２％分で，
１．２％分増えることとなり，地方消費税を確保
するという努力をしてきたものです。一方の国
の消費税も社会保障に充てる非常に貴重な財源
ですので，国・地方が歩調を合わせて財政の健
全化を進めるということを踏まえながら，税源
配分の問題に取り組んでいかなければならない
と思っております。

〔法人課税の整理統合〕
法人課税についてはさまざまなご意見をいた

だきました。法人に事業税なり，事業所税なり，
法人住民税なり，固定資産税なり，さまざまな
税が課されているのは複雑ではないか，負担が
大きいのではないかというご指摘です。それぞ
れ各税目には課税根拠があり，事業税であれば，
事業活動を行うに当たって都道府県から行政
サービスを受けているということ，それから，
固定資産税は資産の保有と市町村の行政サービ
スに一般的な受益関係がある点に着目して課税
をしておりますので，整理統合を考えているわ
けではありません。

〔法人事業税の外形標準課税について〕

法人事業税の外形標準課税についてのご質問
もございました。法人事業税は，従来，収入金
課税を除けば所得課税でありましたが，事業活
動の規模に応じて負担を求めるという外形標準
課税の実現はシャウプ勧告以来の課題でありま
した。資料でもご説明を申し上げましたが，平
成１５年度税制改正において創設され，平成１６年
度から外形標準課税がスタートして，これが法
人税改革で拡大をしたということです。私ども
としましては，付加価値割が，その法人の事業
活動規模を最も客観的かつ公平に表すので，外
形標準課税として考えていたものですが，制度
創設時にさまざまな議論があって，資本割を入
れるという形で決着し，これらを比例的に拡大
するという形で現在に至っております。

外形標準課税の拡大というのは２点あり，１
つは外形部分を拡大する，或いは外形の中でも
付加価値割の方を拡大していくというベクトル
の話と，それからもう１つは，現在，外形標準
課税は資本金１億円超の法人，いわゆる大法人
しか対象になっておらず，中小法人は所得課税
のままということで，ここで税制ががらりと変
わっており，中小法人をどうするかという点で
す。これは問題ではないかという指摘はいただ
いておりますが，政治的には，中小法人への拡
大というのはなかなか難しいというのが今の状
況です。

小野審議官から話がありましたが，政府税調
が昨日答申を取りまとめて，その中でも最後の
ところの地方税の部分ですが，法人事業税の外
形標準課税は，応益課税としての性格の明確化
や税収の安定化等に資するものであり，今後も
そのあり方について検討を行っていく必要があ
るという取りまとめになっております。この問
題はなかなか難しい問題ですので，政府税調で
もそういう記載になっているということでご理
解いただければと思います。

〔法人税割について〕
それから，法人住民税のお話がございました。
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今日は大阪市の方も多数お見えだと思いますが，
地方消費税の引き上げに伴う偏在是正措置とし
て，法人住民税の法人税割が，従来市分は税率
が１２．３％であったものが，この１０月１日開始事
業年度からは６％に下がり，法人住民税の税率
が非常に低くなってきております。特に法人住
民税の税収の大きかった地方団体からは，法人
税割の交付税原資化についてお叱りを受けてい
るところですが，そこは地方消費税が増える中
で偏在是正措置を講じなければいけない，地方
全体のことを考えてのことなのでご理解いただ
きたいということで何とか納得いただいて，今
の形になっております。

法人住民税の法人税割は法人の事業活動が活
発な地方団体にとって貴重な財源になっている
ということも事実です。もちろん偏在の問題は
ありますが，一方，そういった地域では企業と
の関係でいろいろな財政需要があるという話も
ありますので，法人税割は地方団体と法人をつ
なぐ重要な税目でありますし，過去の政府税調
の中期答申では，法人住民税は地域社会の費用
についてその構成員である法人にも個人と同様
幅広く負担を求めるために課される税であると
いう位置付けがされているところです。

〔固定資産税について〕
それから，固定資産税の関係です。住宅用地

特例，特に小規模住宅用地の６分の１という点
についてですが，これについてはご指摘のとお
り，商業地等と公平性の観点から大きな問題で
はないかというご指摘もあるところです。ただ，
現実問題として２００m２以下が６分の１になって
いるという状況の中で負担増を求めることがで
きるのか，また，住宅政策上の見地から設けら
れているものですので，そういったことも踏ま
えて，今後取り扱いを検討することになるので
はないかと思います。

あまりはっきりとしたお答えになっておらず，
誠に恐縮ですが，ご理解を賜れればと思います。
ありがとうございました。

―――――――――――――――――――――

おわりに

（林宏昭） どうもありがとうございます。私
が頂いたメモでは取りまとめと書いてあるので
すが，ちょっとだけ，感想めいたものになりま
す。今日はお二人の審議官と研究者のお二人ど
うもありがとうございました。

これは質問ではなくて，感想なのですが，
テーマは税制改革を巡る現状と課題です。税制
改革は，タックスリフォームと言います。これ
は，再構築ではありません。いったんフラット
にして，こういう税制を作っていこうという話
ではない。本日の議論でもかなり現状がこうな
っているからというお話がありましたが，そこ
をスタートにせざるを得ないのは確かです。

ただ，私自身が，最近，感じているのは，租
税原則が度々取り上げられますが，その中で，
簡素というのはあまり問題にされていないので
はないかという印象を持っています。例えば消
費税で軽減税率は反対だという声が非常に強か
ったです。なぜかというと，ややこしいからで
す。ややこしいからなのですが，いざやるとな
れば，もっと簡素なやり方があるのではないの
かなと，私はそういう目で見ています。

それから，法人税は国もそうですし，地方も
そうですけど，昭和４０年代ですが，日本でも法
人税廃止論がありました。それは最終的に個人
がお金を使うのだから，個人のレベルできちん
とつかめばいいのではないかということです。
今の国際的にお金が動いて，どんどん税率が下
がっていっている状況を考えますと，かなり先
取りしていたのではないかと思います。その当
時，木下和夫先生という財政学者で，税制調査
会の会長代理を長く務められた方ですが，法人
税廃止論も議論されていました。法人税を考え
ると，将来的にはそこまで議論を一回考えてい
いのではないかと思います。もちろん，内部留
保の問題がありますので，全てが個人段階で課
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税が可能なわけではありません。今これだけ下
がってきて，所得を捉えるのが難しいというこ
とになってくると，かなり先見の明があったの
かなという気もします。

とはいえ，地方も個人だけに税金を求めるの
ではなくて，企業課税も行っています。企業は
生産活動をするのですから，それを税源にする
ことは根拠があります。地方は法人課税は要ら
ないのではないかという声はあります。しかし
ながら，生産活動がすごく活発で，あまり人が
住んでいないところは税収がなくていいのかと
いうことで考えると，生産に応じた税金も要る
だろうと私は考えています。現在，いろいろな
制度の構築をされている中で非常に苦労されて

いるところだろうと思います。
地方の法人課税については，１９８０年代に消費

税導入と所得税・法人税減税を組み合わせた抜
本的税制改革が行われました。その後も，１９９５
年の所得税の減税や消費税率の引上げなどの改
正が行われています。税調でも数度に渡って，
中期や長期の答申が出されていますが，様々な
微調整が積み重なっている現在の状況で，抜本
的な改革はなかなか難しいことだとは思います
が，租研も我々もその方向性について，引き続
き検討していかなければいけないと思います。
今日の討論会はこれで終了したいと思います。
両審議官と研究者の皆さん，どうもありがとう
ございました。
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